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平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
の
夏
は
猛
暑
で
あ
っ
た
。
連
日
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の

マ
ス
コ
ミ
各
社
は
、
西
日
本
を
中
心
に
次
第
に
深
刻
化
の
度
合
い
を
強
め
て
き
た
水

不
足
の
ニ
ュ
ー
ス
を
流
し
続
け
て
い
た
。
水
は
無
限
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
起

こ
し
が
ち
な
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
と
水
、
水
と
生
活
、
農
と
水
と
い
っ
た
も
の

の
関
わ
り
を
再
認
識
さ
せ
る
重
要
な
契
機
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
報
道
の
な
か

に
は
水
利
用
に
お
け
る
旧
来
の
習
慣
の
根
強
さ
や
古
さ
と
い
っ
た
も
の
が
指
摘
さ
れ

る
一
方
で
、
古
人
の
智
恵
に
賞
賛
の
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
そ
う
し
た
旧
慣
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯

を
た
ど
っ
て
形
成
さ
れ
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き

た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
説
明
を
加
え
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
貝
川
や
利
根
川
・
新
利
根
川
に
隣
接
す
る
龍
ケ
崎
市

の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
災
害
と
の
闘
い
と
い
っ
た
側
面
が
強
く
、
昭
和

五
六
年
（
一
九
八
一
）
に
起
き
た
小
貝
川
の
決
壊
も
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
人
と
水
の
歴
史
は
深
く
か
つ
長
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
人

と
人
、
村
と
村
、
そ
し
て
地
域
と
地
域
の
水
を
め
ぐ
る
争
い
の
歴
史
で
も
あ
る
。

今
も
か
わ
ら
ず
に
満
面
の
水
を
湛
え
て
い
る
牛
久
沼
も
ま
た
、
そ
の
穏
や
か
な
表

情
の
裏
側
に
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
歴
史
の
重
み
が
刻
み

込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
牛
久
沼
を
お
そ
ら
く
は
初
め
て
人
間

の
力
で
制
御
し
よ
う
と
し
た
、
近
世
と
い
う
時
代
に
お
け
る
そ
の
歩
み
を
跡
づ
け
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
水
を
制
御
し
、
支
配
し
て
い
こ
う
と
す
る
営
み
は
、

は
じ
め
に

そ
の
周
辺
の
湿
地
帯
を
切
り
開
い
て
新
た
な
生
活
を
築
き
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
試

み
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
沼
を
め
ぐ
る
人
々
の
生
活
と
地
域
の
関
係
構
造
、
す
な
わ
ち

「
環
境
」
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
環
境
」
の
改
変
は
、
龍
ヶ
崎
市
域
を
中

心
と
す
る
下
流
部
の
村
む
ら
の
用
水
利
用
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
沼
周
辺
か
ら
上
流

あ
つ
れ
き

域
に
か
け
て
の
悪
水
に
よ
る
被
害
と
の
乳
蝶
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
し
て
い
く
の
か
。
近
世
牛
久
沼
の
歴
史
は
、
ま
ず
は
こ

う
し
た
沼
の
水
利
と
治
水
に
関
わ
る
「
地
域
」
の
歴
史
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
地
域
」

（
１
）

の
関
係
構
造
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
一
二
章
に
わ
た
つ

（
２
）

て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）
牛
久
沼
の
利
用
は
何
も
水
利
に
関
わ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
沼
に
住
む
魚
や
烏
の
捕

れ
ん
こ
ん

獲
、
蓮
根
の
栽
培
や
肥
料
と
し
て
の
藻
草
採
集
な
ど
は
村
む
ら
の
生
活
を
さ
さ
え
る
重

要
な
副
業
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
沼
上
の
村
む
ら
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
や
材
木
な
ど

は
ち
け
ん
が
し

が
沼
面
を
運
ば
れ
、
こ
れ
を
小
貝
川
へ
と
中
継
す
る
八
間
河
岸
は
、
こ
れ
ま
た
物
資
流

通
の
面
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ

て
み
た
い
。

（
２
）
牛
久
沼
に
関
す
る
全
体
的
な
研
究
と
し
て
は
、
歴
史
地
理
学
的
な
視
点
か
ら
、
野
口
武

太
郎
『
牛
久
沼
ｌ
水
論
の
歴
史
地
理
的
考
察
』
が
あ
る
。
筆
者
も
近
世
後
期
の
争
論
を

通
し
て
、
牛
久
沼
用
水
組
合
に
お
け
る
内
部
秩
序
の
動
揺
と
再
編
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
た
こ
と
が
あ
る
（
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
ｌ
沼
の
管
理
と
用
水
組
合
ｌ
」

『
龍
ヶ
崎
市
史
研
究
』
第
八
号
）
。
ま
た
、
と
く
に
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
近
年
の

組
合
村
研
究
が
欠
か
せ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
久
留
島
浩
「
村
と
村
の
関
係
ｌ

組
合
村
（
村
連
合
）
研
究
ノ
ー
ト
ー
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
九
号
）
、
熊
淫
徹
「
組
合
村

（
村
連
合
と
（
『
日
本
歴
史
大
系
』
３
近
世
）
、
渡
遷
尚
志
「
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
」

（
『
歴
史
科
学
と
教
育
』
第
一
○
号
）
、
大
塚
英
二
「
郡
中
議
定
に
な
ぜ
注
目
す
る
の
か
」

（
『
新
視
点
日
本
の
歴
史
』
５
近
世
編
新
人
物
往
来
社
）
な
ど
が
論
点
を
整
理
し
て

い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
近
年
の
水
利
秩
序
に
お
け
る
地
域
論
的
研
究
と

し
て
、
大
塚
英
二
氏
の
研
究
（
「
水
利
秩
序
の
変
容
と
地
域
・
村
落
間
格
差
ｌ
近
世
後

3３
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期
の
遠
州
地
方
の
用
水
相
論
を
通
し
て
ｌ
」
『
地
方
史
静
岡
』
第
一
七
号
）
と
、
貝
塚
和

実
氏
の
研
究
（
「
近
世
水
利
秩
序
の
構
造
と
展
開
ｌ
武
蔵
国
横
見
郡
を
対
象
と
し

て
ｌ
」
『
埼
玉
県
史
研
究
』
第
二
五
号
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

ひ
と
く
ち
に
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
範
囲
や
構
成
村
む

ら
は
時
期
に
よ
り
、
ま
た
内
容
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
こ
そ
牛

や
わ
ら

い
な
ふ
じ
し
ろ

久
沼
の
西
方
と
小
貝
川
の
間
、
現
在
の
谷
和
原
村
か
ら
伊
奈
町
・
藤
代
町
、
そ
し
て

龍
ヶ
崎
市
の
南
半
を
経
て
新
利
根
川
へ
と
至
る
地
域
は
広
大
な
穀
倉
地
帯
と
化
し
て

い
る
が
、
中
世
末
ま
で
は
一
部
の
台
地
を
除
い
て
、
鬼
怒
川
（
現
在
の
小
貝
川
ｌ
後

述
）
の
氾
濫
が
織
り
な
す
幾
筋
も
の
流
れ
に
彩
ら
れ
た
低
湿
地
帯
で
あ
り
、
牛
久
沼

み
な
も

も
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
現
在
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
な
水
面
を
湛
え
て
い
た
。
ま
た
牛

久
沼
の
南
東
、
す
な
わ
ち
龍
ヶ
崎
市
の
北
半
に
は
標
高
二
○
～
二
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
台
地
が
広
が
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
南
側
の
低
地
と
北
側
の
霞
ケ
浦
か
ら
延
び
る

幾
筋
も
の
ヤ
ト
に
よ
っ
て
複
雑
に
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
霞
ケ
浦
か
ら

江
戸
崎
方
面
に
か
け
て
は
広
大
な
入
海
が
広
が
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
流
れ
込
む
小
野

川
や
乙
戸
川
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
最
大
の
ヤ
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
ま

た
中
世
に
お
け
る
信
太
荘
や
東
条
荘
・
河
内
郡
な
ど
の
「
地
域
」
が
形
成
さ
れ
て
い

く
た
め
の
地
理
的
要
件
で
も
あ
っ
た
が
、
戦
国
期
に
は
こ
う
し
た
台
地
や
低
湿
地
の

中
に
点
在
す
る
高
台
に
人
び
と
の
生
活
や
生
産
の
拠
点
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
基
盤
と

し
て
中
小
の
戦
国
大
名
や
在
地
領
主
が
互
い
に
勢
力
を
競
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

近
世
に
入
る
と
そ
う
し
た
支
配
関
係
は
も
と
よ
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
生
活
や

第
一
章
近
世
前
期
の
開
発
と
「
領
」

問
題
の
所
在

3４
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生
産
の
条
件
も
ま
た
大
き
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
く
に
近
世
初
頭
は

「
大
開
発
の
時
代
」
と
も
呼
ば
れ
、
河
川
や
湖
沼
な
ど
の
流
域
で
大
規
模
な
開
発
が
進

（
１
）

め
ら
れ
、
未
曾
有
の
耕
地
の
拡
大
が
進
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
第
三
節
で
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の

過
程
で
多
く
の
新
田
村
の
創
出
や
分
村
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
水
利
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
の
状
況
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
場
合
に

は
、
と
く
に
そ
う
し
た
開
発
の
状
況
と
村
む
ら
の
成
立
、
そ
し
て
そ
の
関
係
構
造
の

変
化
に
つ
い
て
充
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
貝
川
流

域
に
位
置
し
、
利
根
川
・
新
利
根
川
に
近
接
し
た
牛
久
沼
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
も

ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
従
来
牛
久
沼
な
い
し
は
小
貝
川
流
域
の
地
域
を
対
象
と
し
た

研
究
や
著
述
で
は
、
そ
う
し
た
側
面
の
検
討
が
必
ず
し
も
充
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い

難
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
例
え
ば
牛
久
沼
を
用
水
や
排
水
と
し
て
利
用
す
る
に
し
て
も
、

あ
る
い
は
悪
水
の
被
害
に
悩
む
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
村
む
ら
の
構
成
や
そ
の
変

化
、
関
係
構
造
な
ど
が
混
同
さ
れ
た
り
、
き
ち
ん
と
し
た
整
理
が
加
え
ら
れ
て
い
な

い
き
ら
い
が
あ
る
。
本
稿
で
は
牛
久
沼
を
中
心
と
し
た
地
域
の
社
会
構
造
に
つ
い
て

具
体
的
な
分
析
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
基
礎
的
作
業
と
し

て
、
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
、
そ
う
し
た
関
連
地
域
の
構
成
・
構
造
を
史
料
に
即
し
て

確
定
し
、
空
間
的
に
整
理
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
際
注
目
さ
れ
る
の
は
、
広
域
的
な
編
成
の
単
位
と
し
て
「
領
」
と
い
う
組
織

が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
時
期
に
よ
り
、
ま
た
史
料
に
よ
っ
て
異
同
が

あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
と
く
に
近
世
前
～
中
期
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る

ま
な
い
た
こ
う
や
み
や
ぶ
ち
だ
い
と
く

（
後
掲
図
２
１
１
参
照
）
。
例
え
ば
、
生
板
村
・
幸
谷
村
・
宮
淵
村
・
大
徳
村
・
龍
ケ
崎

な
れ
う
ま
か
わ
ら
し
ろ

わ
か
し
ば
さ
ぬ
き
な
か
じ
ま
い
れ
じ

村
・
馴
馬
村
・
川
原
代
村
の
セ
カ
村
と
、
若
柴
村
・
佐
貫
村
・
中
島
村
・
入
地
村
の

四
力
村
と
の
間
で
争
わ
れ
た
牛
久
沼
用
水
を
め
ぐ
る
水
論
に
対
し
て
出
さ
れ
た
、
天

和
三
年
（
一
六
八
一
一
一
）
三
月
一
三
日
付
の
裁
許
絵
図
に
は
、
用
水
江
川
潅
概
地
域
の

北
方
に
「
江
戸
崎
領
」
、
南
方
に
「
中
川
辺
領
」
、
西
方
に
「
相
馬
領
」
と
い
っ
た
記

（
２
）

載
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
一
二
）
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

こ
の
牛
久
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
利
用
す
る
七
力
村
は
「
河
辺
領
」
と
称
し
て
い
た

あ
だ
か
く
り
や
ま
じ
よ
う
ち
ゆ
う
は
ま
だ
か
み
か
や
ば

し
、
そ
の
相
手
方
で
悪
水
地
域
の
足
高
村
・
栗
山
村
・
城
中
村
・
浜
田
村
・
上
萱
場

し
も
か
や
ぱ
ね

や
ざ
え
も
ん

と
く
え
も
ん

村
・
下
萱
場
村
・
根
新
田
・
弥
左
衛
門
新
田
・
徳
右
衛
門
新
田
の
九
力
村
は
、
「
一
旦

（
３
）

場
九
ヶ
村
」
な
い
し
「
雪
旦
場
領
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
時
期
は
さ
か
の
ぼ

か
し
わ
だ

る
が
、
こ
の
「
河
辺
領
」
に
属
し
て
い
る
川
原
代
村
は
、
柏
田
村
（
牛
久
市
）
と
の

野
論
に
際
し
て
提
出
し
た
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
四
月
一
八
日
付
の
申
状
の
な
か

（
４
）

で
は
、
柏
田
村
と
も
ど
も
「
牛
久
領
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
貝
川
の
左
岸
に

位
置
す
る
現
在
の
谷
和
原
村
か
ら
伊
奈
町
・
藤
代
町
に
か
け
て
の
一
帯
が
「
谷
原

（
５
）

領
」
と
し
て
開
発
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
東
に
お
け
る
「
領
」
編
成
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
○
年
代
以

降
、
国
郡
制
論
や
役
論
、
組
合
村
論
な
ど
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
淫
登
寛
聡
氏
や
武

蔵
国
を
対
象
と
し
た
大
石
学
氏
、
岩
田
浩
太
郎
氏
、
熊
沢
徹
氏
、
上
野
国
を
扱
っ
た

小
松
修
氏
、
佐
藤
孝
之
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
明
が
は
か
ら
れ
る
よ
う

（
６
）

に
な
っ
た
。
ま
た
同
様
の
も
の
と
し
て
相
模
国
に
お
け
る
「
郡
」
制
の
問
題
を
検
討

（
７
）

し
た
丸
島
隆
雄
氏
の
研
究
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
妻
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ま
ず
第
一

に
近
世
前
期
に
お
け
る
「
領
」
な
い
し
「
郡
」
は
、
戦
国
期
の
在
地
秩
序
を
再
編
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
広
域
的
な
支
配
編
成
の
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
戦
国
大
名
小
田
原
北
条
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
相
模
国
で
は
、

国
内
を
東
郡
・
中
郡
・
西
郡
と
津
久
井
・
三
浦
に
分
け
て
支
配
し
て
い
た
領
域
を
、

ま
た
武
蔵
国
な
ど
で
は
北
条
氏
の
支
城
を
中
心
と
し
た
「
領
」
編
成
が
継
承
、
拡
大
、

再
編
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
上
野
国
や
常
陸
国
・
下
総
国
な
ど
の
う
ち
、

北
条
氏
の
領
国
の
周
縁
部
や
非
北
条
氏
領
国
地
帯
で
は
、
中
小
の
在
地
領
主
の
城

館
・
支
城
な
ど
を
中
心
と
し
た
領
域
支
配
を
「
領
」
と
し
て
再
編
し
た
と
い
う
の
で
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あ
る
。
と
く
に
近
世
を
通
じ
て
「
領
」
が
編
成
さ
れ
た
武
蔵
国
で
は
、
そ
れ
が
享
保

期
に
江
戸
五
里
四
方
の
将
軍
家
麿
場
Ⅱ
御
拳
場
と
し
て
面
的
に
再
編
さ
れ
、
こ
れ
に

属
す
る
村
む
ら
が
、
将
軍
の
御
成
の
夫
役
負
担
や
江
戸
城
御
用
物
の
上
納
な
ど
の
負

担
を
行
な
う
こ
と
で
、
江
戸
城
の
城
付
地
と
い
う
性
格
を
付
与
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い

（
８
）る

。
さ
ら
に
第
二
の
問
題
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
領
」
の
内
部
秩
序
は
、
戦
国
期
の

在
地
領
主
や
土
豪
層
の
人
格
的
結
合
関
係
に
基
づ
い
て
、
彼
ら
の
支
配
の
お
よ
ぶ
郷

村
的
秩
序
を
軸
に
編
成
さ
れ
た
が
、
次
第
に
機
能
的
結
合
関
係
を
軸
と
し
た
惣
代
庄

屋
ｌ
組
合
村
的
秩
序
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
武
蔵
国
の
「
領
」
が
堤
川
除

や
井
堰
・
用
悪
水
路
な
ど
の
普
請
役
の
賦
課
単
位
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
留

（
９
）

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
方
で
「
領
」
は
、
治
水
普
請
や
利
水
の
た

め
の
「
組
合
」
と
し
て
民
衆
の
地
域
結
合
の
単
位
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
牛
久
沼
の
周
辺
部
に
広
が
る
常
陸
国
南
部
や
下
総
国
北
西

部
に
み
ら
れ
る
「
領
」
は
、
い
か
な
る
性
格
・
機
能
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
近
世
の
初
頭
に
行
な
わ
れ
た
大
規
模
な
開
発
が

介
在
し
て
い
る
の
で
、
戦
国
期
か
ら
の
一
般
的
な
移
行
論
で
は
語
り
つ
く
せ
な
い
部

分
が
あ
る
。
近
世
前
期
に
在
地
に
展
開
し
た
「
領
」
も
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
い
く

つ
か
の
形
態
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
時
期
的
な
問
題
を
加
味
す
れ
ば

さ
ら
に
そ
の
変
遷
は
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
ず
第
一
義
的
に
は
、
戦
国
期
か
ら

近
世
初
頭
に
か
け
て
の
支
配
や
在
地
構
造
の
変
遷
と
「
領
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
概

観
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

当
該
地
域
に
お
け
る
中
世
～
近
世
期
の
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
市

（
皿
）

村
高
男
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詳
し
く
は
市
村
氏
の
研
究

を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
も
と
に
戦
国
末
か
ら
近

世
初
頭
に
か
け
て
の
当
該
地
域
の
変
遷
に
つ
い
て
、
行
論
に
必
要
な
範
囲
で
論
点
を

整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

し
だ
か
つ
ち
つ
く
ば

常
陸
国
南
部
、
近
世
で
い
え
ば
信
太
郡
・
河
内
郡
・
筑
波
郡
に
あ
た
る
霞
ケ
浦
西

岸
か
ら
小
貝
川
に
か
け
て
の
地
域
は
、
中
世
に
は
信
太
荘
・
東
条
荘
・
田
中
荘
・
南

野
荘
・
河
内
郡
な
ど
の
行
政
区
画
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
戦
国
期
に
な
る
と
土
岐

（
土
岐
原
）
氏
・
菅
谷
氏
・
岡
見
氏
の
三
氏
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
新
た
な
支
配
領
域

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
鬼
怒
川
（
現
在
の
小
貝
川
）
対
岸
の
下
総
国
相
馬
郡

に
は
、
平
安
末
期
に
伊
勢
神
宮
の
御
厨
ｌ
相
馬
御
厨
が
置
か
れ
、
鎌
倉
期
以
降
は
千

葉
（
平
）
氏
の
末
商
で
あ
る
相
馬
氏
の
子
孫
が
代
々
こ
れ
を
継
承
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
常
陸
の
土
岐
・
菅
谷
・
岡
見
の
三
氏
お
よ
び
下
総
相
馬
氏
は
、
戦
国
期
に
お
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
城
を
拠
点
と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

過
程
で
「
荘
」
「
郡
」
な
ど
の
旧
来
の
行
政
区
画
を
再
編
し
、
新
た
な
支
配
領
域
を
形

成
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
土
岐
氏
の
江
戸
崎
城
ｌ
江
戸
崎
領
、
菅
谷
氏
の
土
浦

城
ｌ
土
浦
領
、
岡
見
氏
の
牛
久
城
ｌ
岡
見
領
、
相
馬
氏
の
守
谷
城
ｌ
相
馬
領
で
あ
る
。

市
村
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
江
戸
崎
領
・
土
浦
領
・
岡
見
領
・
相
馬
領
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
本
城
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
支
配
領
域
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
内
部
を
子

細
に
み
て
い
く
と
、
さ
ら
に
支
城
を
中
心
と
し
た
複
合
的
な
い
く
つ
か
の
支
配
単
位

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
土
岐
氏
に
お
け
る
龍
ヶ
崎
城

（
龍
ヶ
崎
市
）
・
久
野
城
（
牛
久
市
）
・
高
田
城
（
江
戸
崎
町
）
・
神
宮
寺
城
（
桜
川

二
戦
国
末
～
近
世
前
期
の
諸
様
相
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村
）
な
ど
、
菅
谷
氏
に
お
け
る
藤
沢
城
（
土
浦
市
）
・
菅
谷
城
（
同
）
な
ど
、
相
馬
氏

の
高
井
城
（
取
手
市
）
、
菅
生
城
（
水
海
道
市
）
、
筒
戸
城
（
谷
和
原
町
）
な
ど
で
あ

る
。
ま
た
岡
見
領
で
は
、
牛
久
・
足
高
（
伊
奈
町
）
・
谷
田
部
（
つ
く
ば
市
）
の
三
城

を
中
心
と
し
つ
つ
、
岡
見
（
牛
久
市
）
・
若
柴
（
龍
ヶ
崎
市
）
・
岩
崎
（
茎
崎
町
）
・

小
張
（
伊
奈
町
）
・
板
橋
（
同
）
・
小
野
崎
（
つ
く
ば
市
）
な
ど
の
諸
城
が
、
地
域
支

配
・
統
合
の
拠
点
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
諸
城
郭
を
中
心
に
地
域
的
な
ま
と
ま
り
と
し

て
の
『
領
』
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
図
２
１
１
参
照
）
。
し
か
も
こ

う
し
た
地
域
的
な
ま
と
ま
り
は
、
戦
国
期
の
領
主
権
力
が
編
成
し
た
地
域
的
単
位
で

あ
る
一
方
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
各
々
の
地
域
社
会
で
下
か
ら
自
生
的
に
形
成
さ

れ
て
い
た
生
活
圏
・
文
化
圏
・
経
済
圏
な
ど
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に

戦
国
期
に
『
領
』
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
支
配
領
域
自
体
も
多
様
な
地
域
の
複
合
体

と
し
て
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
戦
国
期
か
ら
近

世
へ
の
移
行
、
と
り
わ
け
近
世
に
お
け
る
村
の
分
立
・
形
成
が
、
こ
う
し
た
地
域
を

核
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
『
領
』
域
も
戦
国
末
期
に
な
る
と
南
下
政
策
を
進
め

て
い
た
常
陸
太
田
（
常
陸
太
田
市
）
城
主
の
佐
竹
氏
と
、
こ
れ
と
結
ん
だ
下
妻
（
下

妻
市
）
城
主
の
多
賀
谷
氏
の
進
攻
に
よ
っ
て
大
き
な
変
動
を
迫
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ

に
対
抗
す
る
た
め
、
土
岐
・
菅
谷
・
岡
見
そ
し
て
相
馬
氏
も
小
田
原
北
条
氏
に
属
す

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
○
）
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
北
条

氏
討
伐
が
断
行
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
氏
も
ま
た
秀
吉
に
よ
っ
て
領
地
を
没
収
さ

れ
、
土
岐
氏
の
江
戸
崎
領
（
龍
ヶ
崎
領
を
含
む
）
は
、
佐
竹
義
宣
の
弟
で
入
嗣
し
て

陸
奥
国
会
津
黒
川
の
芦
名
家
を
嗣
い
で
い
た
芦
名
義
広
に
与
え
ら
れ
、
菅
谷
氏
の
土

浦
領
は
徳
川
家
康
の
次
男
で
、
こ
の
時
下
総
国
結
城
の
旧
族
大
名
結
城
氏
の
養
子
と

な
っ
た
結
城
秀
康
へ
の
加
増
分
と
し
て
、
ま
た
岡
見
領
東
半
の
主
要
部
分
は
上
野
国

金
山
城
主
で
あ
っ
た
由
良
国
繁
の
母
に
「
当
知
行
」
と
し
て
宛
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
相
馬
氏
の
本
城
で
あ
っ
た
守
谷
城
は
、
徳
川
家
康
の
関
東
入
部
に

し
た
が
っ
て
、
家
康
の
家
臣
で
甲
斐
国
巨
摩
郡
切
石
の
城
主
で
あ
っ
た
土
岐
（
菅

沼
）
定
政
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
正
一
四
～
一
五
年
（
一
五
八
六

～
八
七
）
の
段
階
で
多
賀
谷
氏
や
佐
竹
氏
が
制
圧
し
て
い
た
岡
見
氏
の
支
配
領
域
の

ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
両
氏
に
安
堵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し

て
戦
国
末
期
の
支
配
関
係
は
一
変
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
注
目
す
べ
き

は
、
戦
国
期
の
『
領
』
に
か
わ
る
行
政
区
画
と
し
て
再
び
郡
と
荘
園
が
登
場
し
、
新

た
な
「
郡
」
の
編
成
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
豊
臣
期
の
「
郡
」
域
の
基
準
は
、

中
世
の
郡
や
荘
園
の
範
囲
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
惣
無
事
令
の
主
旨
に
し
た
が
っ
て
、

戦
国
末
期
に
お
け
る
現
実
の
支
配
や
領
有
関
係
を
基
本
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
豊
臣
期
に
お
い
て
は
、
戦
国
期
の
江
戸
崎

領
・
土
浦
領
・
岡
見
領
を
解
体
せ
ず
に
、
む
し
ろ
こ
れ
を
継
承
す
る
形
で
新
た
な
領

主
の
配
置
替
え
を
実
施
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
国
郡
制
の
枠
組
み
が

再
編
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
年
の
関
ヶ
原
の
合
戦
で
徳
川
家
康
が
勝
利
す

る
と
、
そ
の
戦
後
処
理
を
め
ぐ
っ
て
当
該
地
域
の
支
配
関
係
も
ま
た
大
き
く
変
化
す

る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
に
は
西
軍
へ
の
内
通
に
よ
っ
て
佐

竹
義
宣
が
出
羽
国
秋
田
へ
転
封
と
な
り
、
実
弟
で
あ
る
芦
名
義
広
は
合
戦
へ
の
不
参

の
廉
で
所
領
を
没
収
さ
れ
、
義
宣
の
家
臣
と
し
て
秋
田
に
転
出
し
た
。
ま
た
こ
の
前

年
に
は
佐
竹
氏
に
連
座
し
て
多
賀
谷
重
経
も
所
領
を
没
収
さ
れ
て
い
る
。
一
方
結
城

秀
康
は
合
戦
の
論
功
行
賞
に
よ
っ
て
越
前
国
北
庄
へ
加
増
転
封
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
信
太
郡
と
筑
波
郡
は
一
旦
徳
川
氏
に
よ
っ
て
収
公
さ
れ
る
が
、
翌
慶
長
八
年

（
一
六
○
三
）
以
降
、
新
た
な
所
領
の
配
置
が
断
行
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
詳

細
に
つ
い
て
は
市
村
氏
の
研
究
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
戦
国
期
の
城
地
ｌ
し
た

が
っ
て
一
定
の
支
配
『
領
』
域
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ｌ
の
な
か
で
、
江

3７

第一章近世前期の開発と「領」



戸
期
を
通
じ
て
藩
が
置
か
れ
た
の
は
、
土
浦
・
牛
久
・
谷
田
部
の
み
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
先
の
下
総
守
谷
や
江
戸
崎
、
小
張
な
ど
で
も
一
時
藩
が
置
か
れ
た
が
、
ほ

か
の
大
部
分
の
城
地
ｌ
『
領
』
域
と
同
様
、
幕
府
領
や
諸
藩
の
飛
地
領
、
さ
ら
に
は

旗
本
領
な
ど
の
小
給
所
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
と
く
に
土
岐
氏
の
本
城
で
、
芦
名
氏
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
江
戸
崎
領
で
は
、

慶
長
一
一
年
（
一
六
○
六
）
に
陸
奥
国
仙
台
城
主
伊
達
政
宗
の
加
増
分
が
設
定
さ

れ
、
龍
ケ
崎
に
陣
屋
が
置
か
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～

一
一
四
）
以
降
烏
羽
藩
や
関
宿
藩
な
ど
の
飛
地
が
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
う

し
た
諸
藩
の
飛
地
領
の
間
に
旗
本
や
与
力
・
同
心
の
小
給
所
、
幕
府
領
が
設
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
、
そ
の
支
城
領
で
あ
る
龍
ヶ
崎
領
と
と
も
に
領
域
の

解
体
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
江
戸
崎
領
に
は
関
東
総
奉
行
内
藤

清
成
や
、
同
じ
く
関
東
総
奉
行
で
あ
っ
た
青
山
忠
成
の
子
忠
俊
に
采
地
が
与
え
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
与
力
二
五
騎
と
同
心
一
○
○
人
を
預
け
ら
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
内
藤
清
成
に
与
え
ら
れ
た
二
十
五
騎
組
与
力
は
、
そ
の
知
行
地
支
配
に
あ
た
っ

て
、
戦
国
期
の
土
岐
氏
、
豊
臣
期
の
芦
名
氏
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
江
戸
崎
領
」

と
い
う
領
域
支
配
の
呼
称
を
、
元
禄
期
に
い
た
っ
て
も
使
用
し
、
そ
こ
に
割
元
名
主

（
地
方
代
官
）
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
広
域
的
な
行
政
組
織
と
し
て
活
用
し
て
い
た

（
皿
）

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
該
地
域
に
お
い
て
は
戦
国
末
に
中
小
の
戦
国
大
名
に
よ
っ
て

編
成
さ
れ
た
支
配
領
域
と
し
て
の
『
領
』
が
、
豊
臣
期
を
へ
て
近
世
前
期
に
か
け
て

一
定
程
度
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
が
、
近
世
社
会
の
な
か
で
は
、
近
世
的
な
知
行
形

態
の
進
展
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
「
再
編
」
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
個
別
支
配
領
域
を
超
え
て
面
的
に
設
定
さ
れ
た

武
蔵
国
の
「
領
」
や
相
模
国
の
「
郡
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
展
開
を
示
し
て
い

る
。
そ
こ
で
図
２
１
１
は
、
改
め
て
近
世
前
期
に
あ
ら
わ
れ
る
「
領
」
を
史
料
に
出
て

く
る
限
り
で
地
図
に
落
と
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
時
期
的
に
は
近
世
の
初

頭
か
ら
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
頃
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ

の
頻
度
も
精
粗
が
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
す
べ
て
を
一
面
上

に
落
と
し
て
み
た
。
ま
た
、
戦
国
期
に
城
郭
が
置
か
れ
た
場
所
は
、
先
述
し
た
よ
う

に
地
域
社
会
の
結
束
点
と
な
る
と
と
も
に
、
近
世
に
お
い
て
も
地
域
社
会
の
展
開
の

核
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
主
な
も
の
を
並
べ
て
み
た
。

こ
の
う
ち
土
浦
領
・
谷
田
部
領
・
牛
久
領
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
藩
が
置
か

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
領
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
身
は
藩
領
域

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
崎
領
に
つ
い
て
は
二
十
五
騎
組
与
力
知
行
に
お

い
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
牛
久
沼

水
論
裁
許
絵
図
の
な
か
に
図
示
さ
れ
た
「
江
戸
崎
領
」
は
、
そ
の
限
り
で
は
二
十
五

騎
組
与
力
知
行
所
な
ど
の
具
体
的
な
支
配
領
域
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
牛
久
沼
の

南
東
に
広
が
る
地
域
の
全
体
を
「
江
戸
崎
領
」
と
し
て
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
こ
の
地
域
を
「
江
戸
崎
領
」
と
す
る
認
識
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
が
地
域
呼
称
と
し
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
図
２
１
１
に
目
を
転
じ
て
み
る

と
、
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
名
称
的
に
も
実
態
的
に
も
戦
国
期
の
領
域
支
配
と

の
関
係
で
成
立
し
た
支
配
領
域
と
し
て
の
『
領
』
と
は
別
の
「
領
」
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
牛
久
沼
を
中
心
に
小
貝
川
を
挟
ん
で
北
西
か
ら
南
西
部
に

広
が
る
「
領
」
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
ら
は
近
世
前
期
に
お
け
る
利

根
川
・
小
貝
川
・
鬼
怒
川
・
新
利
根
川
な
ど
の
治
水
・
利
水
政
策
と
、
新
田
開
発
に

関
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
牛
久
沼
の
水
利
を
め
ぐ
る
地

域
構
造
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
河
川
と
牛
久
沼
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
そ
う
し

た
治
水
・
利
水
政
策
や
新
田
開
発
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必

（
⑫
）

要
が
あ
ろ
う
。
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群
馬
県
大
水
上
山
を
水
源
と
し
、
関
東
平
野
を
東
西
に
貫
い
て
銚
子
付
近
で
鹿
島

灘
に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
利
根
川
は
、
流
路
三
一
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
流
域
面
積
一
万

六
八
四
○
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
日
本
で
も
有
数
の
大
河
川
で
あ
る
。
し

か
し
利
根
川
が
現
在
の
よ
う
な
流
路
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
行
な
わ
れ
た

大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
利
根
川
は
、
大
水
上
山

の
水
源
か
ら
埼
玉
平
野
の
北
端
に
い
た
り
、
い
く
筋
か
の
支
流
を
と
も
な
い
な
が
ら

こ
れ
を
南
流
し
、
下
総
と
武
蔵
の
境
を
流
れ
て
江
戸
湾
に
注
ぎ
込
ん
で
い
た
。
こ
れ

を
近
世
の
初
頭
に
常
陸
・
下
総
の
境
を
分
け
な
が
ら
流
れ
て
い
た
常
陸
川
と
結
び
つ

け
、
現
在
の
よ
う
な
一
大
河
川
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

の
上
川
俣
で
の
会
の
川
締
切
り
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
の
大
改
修
工
事
は
、
幕
府
代

官
伊
奈
忠
次
・
忠
治
・
忠
克
の
三
代
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
た
大
工
事
で
、
承
応

三
年
（
一
六
五
四
）
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
鹿
島
灘
へ
の
通
水
を
み
た
と
い
わ
れ

る
。
通
常
こ
れ
を
「
利
根
川
の
東
遷
」
事
業
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
「
利
根
川
の
東
遷
」
に
結
実
す
る
大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
の
目
的
に

つ
い
て
は
、
江
戸
に
対
す
る
水
害
の
回
避
、
新
田
開
発
の
促
進
、
河
川
水
運
網
の
整

備
、
東
北
の
外
様
大
名
に
対
す
る
軍
事
的
防
衛
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
東
遷
そ
の
も
の
が
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
は
っ

き
り
し
な
い
し
、
何
れ
が
正
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
が
、

地
域
的
な
事
情
と
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
た
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
こ
の
河
川
改
修
工
事
は
、
利
根
川
本
流
の
み
を
対
象
と

し
た
も
の
で
は
な
く
、
支
流
の
各
河
川
の
改
修
や
新
規
河
道
の
開
削
、
流
域
に
お
け

る
用
悪
水
路
の
開
削
や
そ
の
た
め
の
施
設
の
設
置
・
整
備
、
さ
ら
に
は
新
田
開
発
と

三
近
世
前
期
の
治
水
政
策
と
新
田
開
発

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
複
合
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
事
業
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
当
該

地
域
に
と
っ
て
関
係
が
深
い
の
が
、
元
和
（
一
六
一
五
～
一
一
三
）
の
末
に
着
手
さ
れ

た
鬼
怒
川
と
小
貝
川
の
分
離
事
業
と
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
○
）
に
完
成
し
た
小
貝

川
の
付
け
替
え
事
業
で
あ
る
。

小
貝
川
は
、
栃
木
県
芳
賀
郡
八
溝
山
地
一
帯
を
水
源
と
す
る
川
で
、
古
く
は
子
飼

川
、
蚕
飼
川
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
鬼
怒
川
は
、
絹
川
、
あ
る
い
は
毛
野
川
と

も
呼
ば
れ
、
栃
木
県
西
北
部
に
連
な
る
帝
釈
山
脈
を
水
源
と
す
る
川
で
あ
る
。
両
川

は
ほ
ぼ
並
行
し
な
が
ら
、
栃
木
県
か
ら
茨
城
県
の
西
部
に
か
け
て
南
流
し
て
い
る

が
、
戦
国
期
ま
で
の
鬼
怒
川
は
、
谷
和
原
町
杉
下
付
近
で
小
貝
川
と
合
流
し
て
お
り
、

そ
の
流
末
は
小
貝
川
で
は
な
く
、
鬼
怒
川
の
本
流
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
小
貝
川

と
合
流
し
た
鬼
怒
川
は
、
そ
こ
か
ら
東
南
方
面
に
流
れ
て
龍
ヶ
崎
市
の
佐
貫
町
に
い

た
り
、
さ
ら
に
同
市
宮
淵
町
で
南
流
し
て
河
内
村
藤
蔵
付
近
で
常
陸
川
と
合
流
し
て

（
旧
）

い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
常
陸
と
下
総
の
境
界
を
画
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
小
貝
川
と
鬼
怒
川
の
合
流
点
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
規
模
な
河
川
の
氾
濫
源
、
滞

流
地
域
で
あ
り
、
そ
の
下
流
域
に
は
今
よ
り
も
広
大
で
あ
っ
た
牛
久
沼
の
水
を
あ
わ

せ
て
、
葦
原
の
生
い
茂
る
一
大
沼
沢
地
帯
が
広
が
っ
て
い
た
。
『
下
総
国
旧
事
考
』
で

は
そ
の
あ
り
さ
ま
を
「
大
古
ハ
絹
川
、
糸
繰
川
ョ
リ
小
貝
川
合
流
シ
、
此
辺
ス
ヘ
テ

狙
測
ノ
沼
沢
ニ
テ
蒲
葦
ノ
ミ
多
ク
、
謂
所
大
葦
原
ノ
地
ニ
テ
、
俗
二
野
原
領
卜
云
ヘ

リ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
小
貝
川
と
鬼
怒
川
を
分
離
改
修
し
、
広
大
な
沼
沢
地
帯

を
穀
倉
地
帯
に
変
え
た
の
が
、
伊
奈
忠
次
の
次
男
忠
治
で
あ
っ
た
。

忠
治
が
常
陸
川
筋
河
道
の
整
備
を
志
向
し
て
小
貝
川
と
鬼
怒
川
の
分
離
改
修
事
業

に
着
手
し
た
の
は
、
元
和
（
一
六
一
五
～
一
一
三
）
の
末
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

忠
治
は
鬼
怒
川
の
新
た
な
河
道
と
し
て
寺
畑
（
谷
和
原
村
）
か
ら
流
路
を
南
方
に
向

け
、
大
山
・
立
沢
・
板
戸
井
（
以
上
守
谷
町
）
の
山
林
台
地
延
長
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
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を
開
削
、
野
木
崎
（
守
谷
町
）
で
常
陸
川
に
合
流
さ
せ
た
。
こ
の
新
河
道
が
開
通
し

た
の
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
小
貝
川
に
つ
い

さ
ん
の
う

て
は
、
常
総
台
地
の
間
の
谷
地
を
山
王
村
岡
（
藤
代
町
）
ま
で
開
削
し
、
こ
こ
か
ら

や
ざ
え
も
ん

西
側
の
谷
地
に
堤
防
を
築
い
て
そ
の
溢
流
を
防
ぎ
な
が
ら
弥
左
衛
門
新
田
（
藤
代

町
）
に
い
た
り
、
牛
久
沼
の
流
末
を
合
わ
せ
る
と
再
び
台
地
を
切
り
割
っ
て
谷
地
を

ひ
ら
の
お
し
き
り
た
か
す

と
よ
だ

は
ね
の
と

ぬ
い
、
平
野
・
押
切
・
高
須
（
以
上
藤
代
町
）
・
望
豆
田
（
龍
ヶ
崎
市
）
・
羽
根
野
・
戸

だ
い

田
井
（
以
上
利
根
町
）
に
い
た
る
延
長
一
一
六
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
新
河
道

を
造
成
し
た
。
さ
ら
に
寛
永
七
年
（
一
六
三
○
）
に
は
戸
田
井
と
羽
根
野
の
間
の
丘

お
し
つ
け

陵
部
を
掘
り
割
っ
て
、
押
付
新
田
（
利
根
町
）
で
常
陸
川
で
合
流
さ
せ
る
河
道
を
完

ふ
か
わ

ふ
さ

成
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
年
に
は
布
川
（
利
根
町
）
と
布
佐
（
千
葉
県
我
孫
子
市
）
の

間
が
開
削
さ
れ
、
利
根
川
の
付
け
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
小
貝
川
は
こ
の

布
川
・
布
佐
の
狭
窄
部
の
直
前
で
常
陸
川
と
合
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
龍
ヶ
崎
市
内
の
川
原
代
地
区
は
、
下
総
国
相
馬
郡
に
属
し
な
が
ら
も

小
貝
川
の
東
岸
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
図
２
１
１
参
照
）
。

こ
う
し
て
小
貝
川
と
鬼
怒
川
の
分
離
改
修
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
想
像
を
絶
す
る
難
工
事
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
両

て
ら
は
た

川
を
分
離
す
る
た
め
の
築
堤
を
請
け
負
っ
た
の
は
、
寺
畑
村
（
谷
和
原
村
）
の
弥
左

衛
門
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
普
請
に
つ
い
て
『
福
岡
堰
沿
革
誌
」
に
は
「
寺

畑
村
弥
左
衛
門
へ
堤
防
築
き
き
り
主
人
申
し
つ
け
ら
れ
、
御
奉
公
大
切
に
相
勤
め
尽

力
い
た
す
と
雛
、
該
工
事
は
難
場
に
て
何
分
に
も
築
き
留
む
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
故

に
工
夫
し
て
高
瀬
船
に
士
石
を
積
ん
で
一
一
膿
ほ
ど
埋
め
て
漸
く
築
留
る
こ
と
を
得
た

り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
築
堤
の
「
主
人
」
に
任
命
さ
れ
、
水
勢
を
そ
ぐ
た
め
に
高

瀬
船
二
砿
を
沈
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
弥
左
衛
門
は
こ
の
地
域
の

有
力
な
土
豪
的
百
姓
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
苦
難
の
連

続
の
末
に
弥
左
衛
門
は
、
よ
う
や
く
締
切
り
堤
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

堤
は
長
さ
一
八
一
一
メ
ー
ト
ル
、
敷
幅
三
六
・
四
メ
ー
ト
ル
、
馬
踏
一
四
・
五
メ
ー
ト

ル
に
お
よ
ぶ
大
堤
で
あ
っ
た
と
い
う
。

難
工
事
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
て
小
貝
川
・
鬼
怒
川
の
分
離
と
新
河
道
の

造
成
が
進
展
す
る
と
、
両
川
流
域
の
沼
沢
地
帯
で
は
次
第
に
干
拓
化
が
進
み
、
新
田

と
し
て
の
開
発
可
能
地
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
忠
治
は
、
こ
う
し
た
治
水
事

業
と
新
田
開
発
を
積
極
的
に
進
め
る
た
め
に
、
そ
の
拠
点
と
し
て
寛
永
二
年
（
一
六

お
ば
り

一
一
五
）
に
小
張
村
（
伊
奈
町
）
に
陣
屋
を
設
け
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
小

張
村
は
戦
国
期
に
岡
見
氏
の
一
族
で
あ
る
只
越
氏
が
拠
る
小
張
城
が
築
か
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
戦
国
期
か
ら
地
域
社
会
の
結
束
点
と
な
る
村
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
新
田
開
発
が
進
め
ら
れ
た
小
貝
川
東
岸
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

す
る
こ
と
か
ら
、
治
水
事
業
に
し
て
も
新
田
開
発
に
し
て
も
、
指
揮
を
と
る
の
に

も
っ
と
も
好
都
合
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

小
張
村
に
陣
屋
を
構
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
忠
治
は
、
小
貝
川
流
域
の
新
田
開
発
に

本
格
的
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
手
始
め
と
し
て
忠
治
は
、
こ
の
年
小
貝
川

通
り
山
田
沼
（
つ
く
ば
市
谷
田
部
）
に
堰
を
設
け
て
い
る
（
図
２
１
１
参
照
）
。
当
時

小
貝
川
は
こ
の
沼
の
西
で
流
路
が
分
か
れ
、
東
流
し
て
山
田
沼
に
流
入
す
る
も
の

と
、
西
方
を
迂
回
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
忠
治
は
こ
の
山
田
沼
に
流
入
す
る
小
貝
川

の
流
れ
を
調
整
し
て
、
農
業
用
水
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
こ

の
山
田
沼
堰
の
竣
工
に
よ
っ
て
、
こ
の
堰
を
水
源
と
し
た
用
水
路
が
各
所
に
設
け
ら

ふ
く
お
か

い
た
み

れ
た
。
代
表
的
な
も
の
を
上
げ
れ
ば
、
福
岡
村
（
谷
和
原
村
）
か
ら
伊
丹
村
（
伊
奈

し
も
ひ
ら
や
な
ぎ

町
）
に
い
た
る
台
通
り
用
水
、
同
じ
く
福
岡
村
か
ら
下
平
柳
村
（
伊
奈
町
）
に
い
た

る
川
通
り
用
水
、
台
通
り
用
水
の
延
長
で
伊
丹
村
か
ら
弥
左
衛
門
新
田
（
藤
代
町
）

に
い
た
る
九
ヶ
村
用
水
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
幾
筋
も
の
用
悪
水
路
が
そ
れ

こ
そ
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
急
速
に
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
寛
永
七
年
（
一
六
三
○
）
に
は
、
小
貝
川
・
鬼
怒
川
の
治
水
事
業
と
と
も
に
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開
発
も
一
応
の
成
果
を
達
成
し
た
こ
と
に
よ
り
、
開
発
地
一
帯
に
新
田
検
地
が
施
行

さ
れ
た
。
こ
う
し
て
開
発
さ
れ
た
地
域
は
、
常
陸
谷
原
三
万
石
、
あ
る
い
は
谷
原
領

三
万
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
寛
永
七
年
に
は
、
岡
村
（
藤
代
町
）
地
内
の
小
貝
川
に
新
た
に
堰
が

設
け
ら
れ
、
用
悪
水
路
の
開
削
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
岡
堰
と
称
し
て
い
る
（
図

２
１
１
参
照
）
。
こ
れ
を
水
源
と
す
る
用
水
路
と
し
て
は
、
ま
ず
基
幹
用
水
路
と
し
て

お
お
ど
め

か
ん
の
う
ら

岡
村
の
元
以
か
ら
大
留
村
（
藤
代
町
）
に
い
た
る
裏
郷
用
水
と
、
神
浦
村
（
藤
代

な
か
う
ち

町
）
に
い
た
る
表
郷
用
水
が
あ
る
。
さ
ら
に
裏
郷
用
水
の
水
を
中
内
村
（
藤
代
町
）

し
ぶ
ぬ
ま

で
分
流
し
て
渋
沼
村
（
藤
代
町
）
ま
で
引
く
分
水
路
と
、
表
郷
用
水
の
水
を
岡
村
か

だ
い
し
ゅ
く

ら
分
流
し
て
台
宿
村
（
取
手
市
）
ま
で
引
く
分
水
路
が
あ
り
、
こ
れ
ら
四
つ
の
用
水

路
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
幾
多
の
用
悪
水
路
が
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
岡
堰
以
降
の
小
貝
川
西
岸
で
も
急
速
に
開
発

が
進
め
ら
れ
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
は
そ
の
成
果
と
し
て
新
田
検
地
が
施

行
さ
れ
た
。
こ
の
開
発
地
は
相
馬
谷
原
二
万
石
、
な
い
し
は
相
馬
領
二
万
石
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
間
に
は
牛
久
沼
の
周
辺
で
も
沼
の
用
悪
水
を
め
ぐ
る
施
設
の
整
備
が

進
め
ら
れ
た
。
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
は
字
鶴
ヶ
巻
か
ら
小
貝
川
に
か
け
て
水

抜
堀
が
開
削
さ
れ
（
古
八
間
堀
）
、
同
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
は
牛
久
沼
の
南
方

に
沼
の
水
に
よ
る
洪
水
を
防
ぐ
た
め
に
二
千
間
堤
が
築
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
普

請
を
行
な
っ
た
の
も
忠
治
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
牛
久
沼
用
水
の
日
割
利
用
を
め
ぐ
っ

て
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
四
月
に
生
板
村
・
幸
谷
村
・
宮
淵
村
・
大
徳
村
の
四

力
村
が
提
出
し
た
訴
状
の
な
か
に
、
「
伊
奈
半
十
郎
様
御
代
官
所
之
節
、
御
領
四
ヶ
村

江
御
割
渡
シ
御
新
田
弐
百
五
町
歩
余
之
所
、
用
水
掛
ヶ
か
へ
者
過
半
田
方
二
罷
成
場

所
二
御
座
候
、
御
代
官
様
方
開
発
仕
候
様
一
一
と
度
々
被
仰
付
候
」
と
い
う
一
文
が
み

（
皿
）

》
え
る
。
す
な
わ
ち
、
牛
久
沼
用
水
江
川
の
受
益
村
に
あ
た
る
こ
れ
ら
四
力
村
は
、
当

時
忠
治
の
支
配
地
で
あ
り
、
そ
の
四
力
村
に
対
し
て
忠
治
は
、
用
水
を
整
備
す
れ
ば

過
半
は
田
方
に
な
る
場
所
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
新
田
場
二
○
五
町
歩
を
割
渡
し
て

開
発
を
命
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
江
川
流
域
で
も
忠
治
に
よ
る
開
発
が
進
め
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
江
川
自
体
も
そ
の
正
確
な
開
削
年
代
は
不
明
で
あ
る
も
の

の
、
こ
の
時
期
用
水
路
と
し
て
の
一
層
の
整
備
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ

》
つ
。

こ
う
し
て
小
貝
川
・
鬼
怒
川
の
分
離
↓
新
河
道
の
造
成
を
は
じ
め
と
し
て
、
流
域

の
干
拓
化
↓
堰
・
用
水
路
の
新
設
↓
新
田
開
発
と
い
っ
た
一
連
の
治
水
・
利
水
事
業

が
、
元
和
末
か
ら
寛
永
二
年
に
か
け
て
伊
奈
忠
治
の
手
に
よ
っ
て
同
時
複
合
的
に

進
め
ら
れ
、
両
川
の
流
路
の
安
定
化
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に
、
常
陸
谷
原
三
万
石
、

相
馬
谷
原
二
万
石
と
い
う
一
大
穀
倉
地
帯
が
造
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

間
に
あ
っ
て
牛
久
沼
周
辺
で
も
、
同
じ
く
忠
治
に
よ
っ
て
古
八
間
堀
の
開
削
↓
二
千

間
堤
の
築
造
が
進
め
ら
れ
、
沼
の
水
の
制
御
と
江
川
流
域
の
新
田
開
発
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
造
成
さ
れ

た
新
田
開
発
地
帯
の
村
む
ら
が
、
そ
れ
ら
の
維
持
・
安
定
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
内

部
秩
序
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
地
域
に
よ
っ

て
異
同
が
あ
る
し
、
ま
た
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
の
な
か

で
も
一
つ
の
共
通
す
る
枠
組
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
領
」
と
い
う
区
画
の
存

在
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
先
に
「
谷
原
領
三
万

石
」
と
「
相
馬
領
二
万
石
」
と
称
さ
れ
る
新
田
地
帯
の
成
立
に
つ
い
て
整
理
し
て
み

た
が
、
そ
れ
が
現
在
で
も
当
た
り
前
の
よ
う
に
呼
び
慣
ら
さ
れ
、
記
述
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
も
の
に
比
べ
れ

ば
、
そ
の
呼
称
自
体
が
意
味
す
る
内
容
、
組
織
と
し
て
の
特
質
と
そ
の
変
容
な
ど
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
び
図
２
１
１

を
参
考
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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そ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
図
２
１
１
に
示
し
た
「
領
」
の
う

ち
、
「
相
馬
領
」
を
除
く
「
谷
原
領
」
「
萱
場
領
」
「
河
辺
領
」
「
大
生
領
」
に
つ
い
て

は
、
戦
国
末
の
支
配
に
お
け
る
「
領
」
域
と
は
連
続
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
「
谷
原
領
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
「
谷
原
」
と
い
う
文
言
自
体
は
、

当
該
地
域
に
限
ら
ず
、
新
田
開
発
に
関
す
る
史
料
に
頻
出
す
る
文
言
で
、
そ
の
用
法

か
ら
み
る
限
り
、
本
来
は
葦
の
生
い
茂
る
よ
う
な
野
原
、
沼
沢
地
、
あ
る
い
は
未
開

発
地
と
い
っ
た
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
谷
原
領
三
万
石
や
相
馬
領
二
万
石

が
、
そ
れ
ぞ
れ
常
陸
谷
原
三
万
石
、
相
馬
谷
原
二
万
石
と
も
称
さ
れ
た
り
、
双
方
を

合
わ
せ
て
谷
原
五
万
石
と
記
述
さ
れ
た
り
す
る
の
も
、
つ
ま
り
は
そ
う
し
た
「
谷
原
」

（
過
）

を
開
発
し
た
と
い
う
意
味
が
そ
の
根
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
「
谷
原
領
」
と
い
う
語
自
体
は
、
常
陸
の
筑
波
郡
・
河
内
郡
の
「
谷
原
」
を
開
発

し
た
結
果
造
成
さ
れ
た
新
田
地
帯
を
、
そ
の
地
域
的
ま
と
ま
り
を
表
わ
す
表
記
と
し

て
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
開
発
地
と
し
て
の

「
谷
原
」
が
「
谷
原
領
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
い
つ
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

牛
久
沼
古
八
間
堀
の
水
門
を
め
ぐ
っ
て
谷
田
部
村
・
岩
崎
村
・
牛
久
村
・
若
柴
村

の
四
力
村
が
、
龍
ヶ
崎
村
・
川
原
代
村
・
大
徳
村
の
三
力
村
を
訴
え
た
、
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
の
訴
状
に
は
、
「
常
陸
国
牛
久
岩
崎
沼
、
其
下
に
か
や
（
・
や
ハ
ら
伊

（
略
）

奈
半
十
郎
様
よ
り
御
新
田
に
御
立
被
成
候
瑚
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「
や
ハ
ら
」
Ⅱ
谷
原
は
、
未
開
発
地
と
し
て
の
「
谷
原
で
」
は
な
く
、
「
か
や
（
」
Ⅱ

萱
場
と
も
ど
も
伊
奈
忠
治
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
新
田
地
帯
の
一
つ
の
ま
と
ま
り
と

（
１
）
「
谷
原
領
」
と
「
相
馬
領
」

四
治
水
・
水
利
に
お
け
る
「
領
」
と
組
合
村

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
谷
原
領
」
と
い
う
文
言

が
確
認
で
き
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
に
起
き
た
古
八

間
堀
洗
堰
と
二
千
間
堤
を
め
ぐ
る
争
論
に
際
し
て
足
高
村
等
九
力
村
が
作
成
し
た
差

上
証
文
の
な
か
に
出
て
く
る
の
が
初
見
で
、
こ
こ
で
は
「
埜
原
領
三
万
石
」
と
記
さ

（
Ⅳ
）

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
谷
原
領
を
一
つ
の
地
域
の
ま

と
ま
り
と
し
て
み
る
認
識
は
、
一
七
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け

て
、
な
か
で
も
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
頃
に
「
領
」
と
し
て
認
識
す
る

画
期
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
谷
原
領
三
万
石
」
「
相
馬
領
二
万
石
」

と
い
っ
た
場
合
、
こ
の
「
一
一
一
万
石
」
と
「
二
万
石
」
は
、
開
発
さ
れ
た
地
域
の
耕
地

の
総
高
を
示
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
開
発
さ
れ
た
耕
地
を
含
む
「
領
」

域
全
体
の
石
高
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

同
時
に
こ
れ
が
忠
治
が
築
造
し
た
山
田
沼
堰
と
岡
堰
に
よ
る
用
水
の
受
益
村
む
ら
の

総
高
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
山
田
沼
に
つ
い
て
は
、
享
保
七

年
（
一
七
一
三
）
に
沼
の
干
拓
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
山
田
沼
堰
は
廃
止
と

な
り
、
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
流
の
福
岡
村
（
谷
和
原
村
）
に
移
さ
れ
て
福
岡
堰

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
「
小
貝
川
通
福
岡
伊
丹

堰
組
合
村
々
高
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
受
益
村
む
ら
は
福
岡
伊
丹
堰
（
用
水
）
組
合

と
呼
ば
れ
、
そ
の
村
数
は
七
○
力
村
、
総
高
は
一
一
一
万
九
一
三
石
○
三
九
と
な
っ
て
い

（
肥
）る

。
さ
ら
に
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
の
「
福
岡
伊
丹
堰
組
合
谷
原
領
村
々
取
締
議

定
書
写
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
福
岡
伊
丹
堰
組
合
は
第
一
義
的
に
は
福
岡
堰
の
普
請
を

行
な
う
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
往
古
は
四
人
の
「
定
宰
領
」
に

よ
っ
て
こ
れ
を
差
配
し
て
き
た
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
は
組
合
村
む
ら

で
評
議
し
、
組
合
七
○
力
村
を
七
組
に
分
け
、
一
組
か
ら
一
名
ず
つ
年
番
惣
代
を
出

（
岨
）

す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
議
定
書
」
自
体
は
、
そ
の
後
寛
政
一
元
年
（
一
七
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八
九
）
に
、
こ
う
し
た
体
制
で
は
だ
ん
だ
ん
と
「
不
取
締
二
付
」
と
い
う
こ
と
で
、

ま
た
ま
た
組
合
村
で
評
議
し
て
年
番
を
七
人
に
増
や
し
た
が
、
逆
に
年
番
が
増
加
し

た
分
「
諸
向
談
方
も
行
届
兼
不
取
締
」
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
た
め
に
、
文
化
二
年

か
ら
六
年
ま
で
五
カ
年
に
限
っ
て
年
番
惣
代
を
五
人
に
戻
す
こ
と
を
申
し
合
せ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
七
組
で
は
構
成
村
数
が
ま
ち
ま
ち
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
、
「
萱
場
九
ケ
村
」
の
ほ
か
は
最
寄
一
四
、
五
力
村
ず
つ
を
組
合
わ
せ
て
五
組

と
す
る
こ
と
も
申
し
合
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
福
岡
伊
丹
堰
用
水
組
合
は
、
第
一
義
的
に
は
普
請
組
合
と
し
て
機
能

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
受
益
村
む
ら
の
用
水
利
用
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
用
水
利
用
の
た
め
の
管
理
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る

（
釦
）う

。
た
だ
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
先
の
文
化
一
元
年
の
史
料
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
谷
原
領
」
と
い
う
名
称
と
、
「
福
岡
伊
丹
堰
組
合
」
と
い
う
名
称
と
が
併
記
さ

（
皿
）

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
谷
原
領
は
利
水
の
た
め
の
組
合
村
組
織
そ

の
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
が
併
存
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
今
少
し
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
に
「
相
馬
領
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
実
は
史
料
で
み
る
限
り
、
「
相
馬
領
」
と

明
記
し
て
い
る
事
例
は
少
な
く
、
一
般
的
に
は
「
相
馬
三
十
二
ヶ
村
」
な
い
し
は
「
相

馬
郡
三
十
二
ヶ
村
」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
に

紹
介
し
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
牛
久
沼
用
水
論
裁
許
絵
図
に
あ
る
「
相
馬

領
」
が
、
「
江
戸
崎
領
」
の
よ
う
に
戦
国
期
の
支
配
領
域
に
か
か
わ
る
も
の
か
、
あ
る

い
は
岡
堰
の
竣
工
に
と
も
な
う
新
田
開
発
に
か
か
わ
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
両
者
の
複
合
的
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
料
が
少

な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
も
し
そ
う
し
た
推
測
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
や

は
り
こ
の
頃
に
は
開
発
場
と
し
て
の
「
相
馬
領
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
そ
れ
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
一
応
「
相
馬
領
」
と

通
称
し
て
お
く
が
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
岡
堰
御
普
請
所
樋
類
内
郷
用
悪

水
路
仕
来
害
」
に
は
、
「
相
馬
郡
三
拾
弐
ヶ
村
」
と
あ
り
、
そ
の
総
高
は
一
一
万
一
七
二

（
犯
）

二
石
二
六
八
八
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
方
で
「
岡
堰
組
合
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
は
谷
原
領
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
「
岡
堰
組

合
一
一
一
拾
弐
ヶ
村
議
定
連
印
一
札
」
に
よ
れ
ば
、
岡
堰
組
合
三
一
一
力
村
は
堰
普
請
の

（
羽
）

た
め
に
、
往
古
よ
り
六
人
を
「
年
番
廻
役
」
と
し
て
勤
め
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。
こ

の
「
議
定
書
」
は
、
近
年
凶
作
が
続
い
た
上
に
、
こ
れ
ま
で
年
々
の
諸
入
用
が
嵩
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
年
番
廻
役
」
の
減
少
を
申
し
合
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
機
能
・
組
織
の
あ
り
方
も
福
岡
伊
丹
堰
組
合
ｌ
相
馬
領
の
場
合
と
同
じ
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
「
谷
原
領
」
も
「
相
馬
領
」
も
近
世
後
期
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
福
岡
堰
、

岡
堰
の
組
合
村
と
し
て
そ
の
機
能
と
組
織
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注

目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
組
合
が
「
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
」
の
普
請
組
合

と
し
て
も
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
和
七
年
（
一
七
七
○
）
の

「
小
貝
川
通
川
除
御
普
請
組
合
高
帳
」
に
よ
れ
ば
、
川
除
普
請
の
た
め
の
人
足
割
を

「
上
小
貝
川
」
七
四
力
村
、
高
三
万
七
四
九
六
石
余
、
「
谷
原
領
」
七
○
力
村
、
高
一
一
一

万
三
○
六
石
余
、
「
相
馬
郡
」
三
一
一
力
村
、
高
一
一
万
一
一
六
一
一
一
石
余
の
「
一
一
一
シ
割
」
と

（
型
）

し
て
い
る
。
し
か
も
「
上
小
貝
川
人
足
割
」
は
御
代
官
触
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
谷
原

領
人
足
割
」
に
つ
い
て
は
「
是
は
福
岡
堰
組
合
一
一
付
御
普
請
役
触
」
、
ま
た
「
相
馬
郡

人
足
割
」
に
つ
い
て
も
「
是
ハ
岡
堰
組
合
に
付
右
同
断
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
谷
原
領
ｌ
福
岡
堰
組
合
、
相
馬
郡
（
領
）
ｌ
岡
堰
組
合
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ

が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
本
来
的
に
は
利
水
組
合
で
あ
る
両
組
合
が
、
治
水
組
合

と
し
て
も
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貝
塚
和
実
氏
は
、
用
水
組
合
の

本
質
は
普
請
組
合
と
し
て
の
機
能
に
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
治
水
は
生
産
の
前
提
条

件
を
な
し
、
利
水
は
生
産
条
件
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
普
請
組
合
と
い
っ
て
も
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治
水
組
合
と
利
水
組
合
と
で
は
、
お
の
ず
と
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る

が
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
組
合
は
こ
の
二
つ
の
性
格
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
こ

（
躯
）

と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
村
々
の
権
益
を
守
り
、
公
平
な
用
水
の
配
分
と
管
理

を
行
な
う
用
水
組
合
と
、
河
川
や
用
悪
水
路
の
改
修
・
整
備
工
事
へ
の
人
足
・
金
銭

の
供
出
と
そ
の
た
め
の
負
担
の
公
平
化
を
目
指
す
普
請
組
合
は
、
も
と
よ
り
相
互
に

複
合
的
重
層
的
で
あ
っ
た
。
「
谷
原
領
」
や
「
相
馬
領
」
の
水
利
体
系
は
、
小
貝
川
に

直
接
堰
を
設
け
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
治
水

普
請
の
た
め
の
組
合
と
し
て
も
編
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
代
官
伊
奈
忠
治
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
新
田
地
帯
で
あ
る

「
谷
原
領
」
・
「
相
馬
領
」
は
、
そ
の
開
発
の
た
め
に
小
貝
川
に
設
け
ら
れ
た
山
田
沼

堰
（
の
ち
福
岡
堰
）
と
岡
堰
と
い
う
二
つ
の
堰
の
用
水
受
益
地
帯
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
堰
普
請
の
負
担
を
担
う
村
む
ら
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
「
領
」
は
、

小
貝
川
の
川
除
普
請
の
た
め
の
組
合
ｌ
治
水
組
合
と
し
て
も
編
成
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
「
領
」
（
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
）
と
い
う
一
つ
の
地
域

的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、
一
七
世
紀
後
半
ｌ
元
禄
期
頃
で
あ
ろ
う

と
推
測
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
も
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
次
第
に
「
組
合
村
」
と
し

て
の
性
格
を
鮮
明
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
名
称
的

に
は
「
領
」
と
「
組
合
村
」
は
併
存
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、

そ
の
限
り
で
は
こ
の
二
つ
は
「
領
」
Ⅱ
「
組
合
村
」
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は

当
初
か
ら
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
領
」
と
い
い
、
「
組
合
村
」
と
い
う

も
の
は
ど
の
よ
う
に
概
念
化
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
た
め
に
も
、
こ
れ
以
外
の
「
領
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ

》
っ
。

ま
ず
「
萱
場
領
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
谷
原
領
」
七
○
力
村
の
う
ち
、
牛
久
沼

南
岸
に
位
置
す
る
足
高
村
・
栗
山
村
・
城
中
村
（
以
上
伊
奈
町
）
・
浜
田
村
・
上
萱

場
村
・
下
萱
場
村
・
根
新
田
・
弥
左
衛
門
新
田
・
徳
右
衛
門
新
田
（
以
上
藤
代
町
）

の
九
力
村
で
、
先
述
し
た
山
田
沼
堰
（
福
岡
堰
）
用
水
系
の
な
か
の
九
ヶ
村
用
水
の

受
益
村
む
ら
に
あ
た
る
。
先
に
紹
介
し
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
訴
状
で
は
、

「
伊
奈
半
十
郎
様
」
（
忠
治
）
が
開
発
し
た
新
田
と
し
て
「
や
ハ
ら
」
Ⅱ
谷
原
と
と
も

に
「
か
や
（
」
Ⅱ
萱
場
を
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
谷
原
領
の
な
か
で
も
萱
場
領

村
む
ら
は
特
別
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
ヶ
村
用
水
は
、
伊
丹
村
（
伊

奈
町
）
か
ら
弥
左
衛
門
新
田
（
藤
代
町
）
に
い
た
る
延
長
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
用
水

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
福
岡
村
（
谷
和
原
村
）
か
ら
引
か
れ
た
台
通
り
用
水
の
水
を
流

末
の
伊
丹
村
で
い
っ
た
ん
小
貝
川
に
落
と
し
、
さ
ら
に
伊
丹
村
に
堰
を
設
け
て
九
力

村
の
用
水
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
福
岡
堰
（
山
田
沼
堰
）
の
用
水
系
自
体
が
、
こ

う
し
た
幾
筋
も
の
用
水
系
に
よ
っ
て
複
合
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留

意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
と
く
に
「
福
岡
伊
丹
堰
用
水
組
合
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
先

に
紹
介
し
た
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
の
「
福
岡
伊
丹
堰
組
合
谷
原
領
村
々
取
締
議

定
書
写
」
の
な
か
で
、
年
番
惣
代
を
出
す
組
合
を
新
た
に
組
み
替
え
る
際
も
「
萱
場

九
ヶ
村
」
だ
け
が
別
と
さ
れ
た
の
も
そ
う
し
た
ま
と
ま
り
の
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
よ

》
っ
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
九
ヶ
村
用
水
の
受
益
村
む
ら
で
あ
る
「
萱
場
九
ヶ
村
」

は
、
そ
の
一
方
で
牛
久
沼
に
お
け
る
悪
水
被
害
地
帯
の
村
む
ら
と
し
て
、
牛
久
沼
用

水
の
村
む
ら
と
対
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
牛
久
沼
関
係
の
史

料
群
の
な
か
で
、
こ
の
九
力
村
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
単
位
と
し
て
登
場
し
て
く
る

（
２
）
「
萱
場
領
」
「
河
辺
領
」
「
大
生
領
」
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の
は
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
新
八
間
堀
開
削
の
発
端
と
な
っ
た
、
元
禄
一
一
年

（
一
六
九
八
）
の
悪
水
出
入
に
関
す
る
訴
状
か
ら
で
、
こ
こ
で
は
自
ら
を
「
萱
場

（
妬
）

村
々
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
後
表
記
と
し
て
は
「
萱
場
九
ヶ
村
」
と
い
っ
た
表
現

も
み
ら
れ
る
が
、
「
萱
場
領
」
と
い
う
呼
称
自
体
の
初
見
は
、
牛
久
沼
の
干
拓
に
つ
い

て
の
幕
府
代
官
か
ら
の
問
い
合
せ
に
対
し
て
用
水
利
用
の
村
む
ら
が
答
え
た
元
禄
一

（
訂
）

四
年
（
一
七
○
一
）
の
口
上
書
か
ら
で
あ
る
。
以
後
「
萱
場
領
」
と
い
う
呼
称
は
、

幕
末
に
い
た
る
ま
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
村
む
ら
と
対
立
し
な
が
ら
も
牛
久
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
利
用

し
て
い
た
の
が
、
川
原
代
村
・
馴
馬
村
・
龍
ヶ
崎
村
・
宮
淵
村
・
大
徳
村
（
以
上
龍

ケ
崎
市
）
・
生
板
村
・
幸
谷
村
（
以
上
河
内
村
）
の
セ
カ
村
か
ら
な
る
「
河
辺
領
」
で

あ
る
。
用
水
と
悪
水
を
め
ぐ
る
対
立
の
諸
様
相
に
つ
い
て
は
、
対
立
す
る
村
む
ら
の

構
成
を
含
め
て
第
二
章
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
う
し
た
史
料

群
の
な
か
で
こ
の
七
力
村
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
単
位
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の

（
配
）

は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
一
二
）
の
古
八
間
堀
の
築
留
に
関
す
る
史
料
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
河
辺
領
」
（
川
辺
領
）
と
い
う
呼
称
自
体
は
、
先
に
上
げ
た
元
禄
二
年

（
一
六
九
八
）
の
悪
水
出
入
に
関
す
る
訴
状
に
出
て
く
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
「
河
辺
領
」
に
し
て
も
「
萱
場
領
」
に
し
て
も
、
そ
の
形
成
や
呼
称
に
つ

い
て
は
、
や
は
り
こ
の
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
が
一
つ
の
画
期
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
河
辺
領
」
と
い
う
呼
称
は
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発

に
お
け
る
用
水
不
足
を
訴
え
た
享
保
一
八
年
（
一
七
一
一
一
三
）
の
川
原
代
村
の
願
書
を

（
羽
）

最
後
に
み
ら
れ
な
く
な
る
（
川
部
領
と
あ
り
）
。
牛
久
沼
の
新
田
開
発
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
詳
し
く
み
て
い
く
が
、
こ
の
新
田
開
発
が
挫
折
し
て
以
降
の
用
水
に
関
し

こ
ど
お
り
こ
う
や

て
は
、
先
の
七
力
村
に
佐
貫
村
と
小
通
幸
谷
村
（
龍
ヶ
崎
市
）
の
一
一
力
村
が
加
わ

り
、
「
牛
久
沼
用
水
組
合
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
お
の

最
後
に
「
大
生
領
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
「
大
生
領
」
は
鬼
怒
川
と
小
貝

川
に
挟
ま
れ
た
最
深
低
地
に
位
置
す
る
地
域
で
、
現
在
の
水
海
道
市
域
に
含
ま
れ
る

み
つ
か
い
ど
う
あ
い
の
や
あ
ら
い
ぎ
ち
よ
う
す
け

み
の

と
こ
ろ
の
下
総
国
璽
三
田
郡
水
海
道
村
・
相
野
谷
村
・
新
井
木
村
・
長
助
新
田
・
箕

わ
じ
つ
か
お
き

ひ
ょ
う
え
も
ん

へ
い
え
も
ん

み
さ
か

か
み

輪
村
・
十
花
村
・
沖
新
田
・
兵
右
衛
門
新
田
・
平
右
衛
門
新
田
・
一
二
坂
新
田
・
上

か
わ
さ
き
な
か
か
わ
さ
き
し
も
か
わ
さ
き
な
か
や
ま
お
お
さ
き

川
崎
村
・
中
川
崎
村
・
下
川
崎
村
・
中
山
村
・
大
崎
村
の
一
五
力
村
か
ら
な
っ
て
い

る
。
こ
の
地
域
も
ま
た
代
官
伊
奈
忠
治
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
新
開
地
で
、
「
谷
原

（
釦
）

領
」
同
様
寛
永
七
年
（
一
六
一
二
○
）
に
検
地
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
「
大
生
領
」
の
村
む
ら
が
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
か
ら
同
一
二
年
に
か
け
て
、

「
領
」
内
を
流
れ
る
悪
水
堀
（
八
間
堀
）
の
付
け
替
え
を
め
ぐ
っ
て
「
相
馬
領
」
の

（
釦
）

村
々
と
対
立
し
、
訴
願
を
く
り
返
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
生
）

元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
四
月
付
の
「
大
野
領
石
洗
議
定
写
」
と
題
す
る
史
料

に
よ
れ
ば
、
こ
の
史
料
の
中
心
と
な
る
の
は
、
新
堀
を
開
削
す
る
に
あ
た
っ
て
「
大

生
領
」
一
三
力
村
（
こ
こ
で
は
水
海
道
村
と
相
野
谷
村
が
抜
け
て
い
る
）
が
、
「
相
馬

郡
」
三
一
一
力
村
に
差
し
出
し
た
「
相
渡
申
手
形
之
事
」
の
写
で
あ
り
、
こ
の
間
の
事

（
犯
）

情
を
端
的
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
大
生
領
」
村
む
ら
「
吉
向
四
千
五
百
石
余
之

み
つ
か
い
ど
う

所
」
は
、
「
悪
水
湛
田
畑
損
亡
仕
候
」
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
水
海
道

村
（
水
海
道
市
）
地
内
か
ら
鬼
怒
川
ま
で
長
さ
六
○
○
間
（
約
一
○
九
○
メ
ー
ト

ル
）
、
幅
八
間
（
約
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
新
堀
開
削
を
公
儀
へ
願
い
出
た
が
、
こ

（
生
）

れ
に
対
し
て
「
相
馬
郡
」
一
二
一
一
力
村
が
「
大
野
領
悪
水
之
儀
、
小
貝
川
江
落
、
従
先

規
相
馬
郡
高
弐
万
石
余
之
用
水
二
罷
成
候
ゆ
へ
、
新
堀
被
仰
付
鬼
怒
川
江
悪
水
落

候
而
ハ
、
用
水
障
二
罷
成
候
」
と
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
代
官
諸

星
内
蔵
之
助
・
依
田
五
兵
衛
の
手
代
を
派
遣
し
て
見
分
を
行
な
い
、
さ
ら
に
同
じ
く

代
官
平
岡
三
郎
右
衛
門
・
岡
田
五
右
衛
門
・
山
田
源
左
衛
門
の
元
へ
双
方
を
召
喚
し

て
詮
議
を
重
ね
た
結
果
、
新
堀
に
「
分
関
」
を
設
け
て
「
常
水
」
が
落
ち
な
い
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
満
水
の
節
に
は
「
上
水
」
ば
か
り
を
落
と
す
よ
う
に
す
れ
ば
、

「
相
馬
郡
用
水
」
の
障
り
に
も
な
ら
ず
、
ま
た
「
大
生
領
」
も
悪
水
の
被
害
に
悩
む
こ
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と
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
決
着
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
一
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
「
大
生
領
」
の
村
む
ら
か
ら
小
貝
川
へ
落
と

さ
れ
た
悪
水
が
、
「
相
馬
郡
」
一
一
三
力
村
の
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
、
二
つ
の
「
領
」
は
そ
う
し
た
関
係
で
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
大
生
領
」
も
ま
た
、
代
官
伊
奈
忠
治
に
よ
っ
て
開
発

さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
大
生
領
」
が
悪
水
被
害
の
地
域
と
し
て
、

用
水
受
益
地
域
の
「
相
馬
郡
」
と
対
崎
し
て
い
る
と
い
う
構
図
は
、
「
萱
場
領
」
と

「
河
辺
領
」
と
の
対
立
の
構
図
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
主
張
が

「
大
生
領
」
の
意
志
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
が
元
禄
期
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
同

様
の
意
味
で
注
目
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
点
注
目
し
た
い
史
料
が
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
寛
政
九

年
（
一
七
九
七
）
の
「
小
貝
川
通
福
岡
伊
丹
堰
組
合
村
々
高
帳
」
で
あ
る
。
こ
の
史

料
は
「
谷
原
領
福
岡
伊
丹
堰
用
水
組
合
」
の
小
貝
川
に
お
け
る
「
川
除
百
姓
役
出
金

高
」
を
割
り
振
る
た
め
の
基
礎
台
帳
で
あ
る
が
、
こ
の
「
諸
割
合
高
」
三
万
三
六
○

八
石
余
の
う
ち
に
、
「
大
生
領
九
ヶ
村
」
分
‐
上
局
二
六
八
六
石
余
と
い
う
の
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
大
生
領
」
九
力
村
は
、
水
海
道
村
・
相
野
谷
村
・

沖
新
田
・
新
井
木
村
・
三
坂
新
田
・
中
山
村
の
六
力
村
を
除
く
村
む
ら
で
、
史
料
に

は
「
人
足
之
義
者
小
張
村
人
馬
継
為
助
合
与
高
五
百
石
相
除
キ
、
大
生
領
之
義
者
諸

割
合
谷
原
領
並
合
、
人
足
之
儀
者
堰
場
内
元
坑
迄
割
合
候
筈
二
候
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
九
力
村
だ
け
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

「
相
馬
郡
」
に
対
す
る
悪
水
地
域
と
し
て
の
「
大
生
領
」
の
村
む
ら
の
一
部
は
、
一
方

で
「
谷
原
領
」
の
川
除
普
請
組
合
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
萱
場
領
」
「
河
辺
領
」
「
大
生
領
」
の
各
「
領
」
に
っ

（
羽
）

い
て
は
、
「
谷
原
領
」
「
相
馬
領
（
郡
）
」
と
同
様
の
特
徴
を
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

で
「
谷
唐

で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
て
く
る
前
提
に
は
、
と
く
に
寛
永
二
年
か
ら
一

一
年
（
一
六
一
一
五
～
三
四
）
か
け
て
行
な
わ
れ
た
、
幕
府
代
官
伊
奈
忠
治
に
よ
る
小

貝
川
・
鬼
怒
川
流
域
の
治
水
事
業
と
新
田
開
発
が
あ
り
、
第
二
に
そ
の
ま
と
ま
り

は
、
用
水
な
い
し
は
悪
水
と
い
っ
た
水
利
体
系
を
維
持
す
る
集
団
と
し
て
現
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
用
水
利
用
の
た
め
の
受
益
村
む
ら
の
、
ま
た

悪
水
と
い
う
共
通
す
る
課
題
を
克
服
す
る
た
め
の
連
合
組
織
で
あ
り
、
一
方
で
そ
れ

ゆ
え
に
堰
普
請
を
は
じ
め
と
す
る
役
負
担
の
単
位
と
も
な
っ
て
い
る
。
先
で
は
触
れ

な
か
っ
た
が
、
「
河
辺
領
」
は
古
八
間
堀
（
の
ち
新
八
間
堀
）
に
設
け
ら
れ
た
堰
の
普

請
お
よ
び
管
理
主
体
で
あ
っ
た
し
（
第
二
章
で
詳
述
）
、
「
萱
場
領
」
は
「
九
ヶ
村
用

水
」
の
た
め
の
組
合
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
山
田
沼
堰
（
福
岡
堰
）
の
普
請
と
と
も
に
、

当
然
伊
丹
堰
の
普
請
の
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
大
生
領
」
も
先
の

「
議
定
書
」
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
分
関
」
の
普
請
・

管
理
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
そ
し
て
第
三
に
、
こ
う
し
た
特

徴
を
も
つ
地
域
的
な
ま
と
ま
り
が
一
様
に
「
領
」
（
「
郡
」
を
含
め
て
）
と
い
う
名
称

で
呼
ば
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
第
四
と
し
て
、
そ
う
し
た
諸
条
件
が
出
そ
ろ
い
、
そ
れ

ぞ
れ
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
主
張
し
は
じ
め
、
名
称
的
に

も
「
領
」
と
い
う
呼
称
が
一
般
化
す
る
の
が
一
八
世
紀
、
な
か
で
も
元
禄
期
（
一
六

八
八
～
一
七
○
三
）
に
そ
の
画
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
元
禄
期
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
「
領
」
を
構
成
す
る
村
の
成
立
の
あ
り
方
、

と
く
に
新
田
開
発
以
降
の
新
田
の
形
成
や
村
の
分
立
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ

の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

て
ら
は
た

先
に
小
貝
川
と
鬼
怒
川
の
分
離
改
修
に
つ
い
て
、
そ
の
た
め
の
築
堤
工
事
を
寺
畑

（
３
）
村
の
自
立
化
と
「
領
」
・
「
組
合
村
」
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村
の
弥
左
衛
門
と
い
う
人
物
が
請
け
負
っ
た
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
伊
奈
忠
治
は
寛

永
八
年
（
一
六
三
一
）
九
月
一
一
日
付
で
、
こ
う
し
た
常
陸
谷
原
の
開
発
功
労
者
に

（
鈍
）

対
し
て
一
斉
に
褒
状
を
発
行
し
て
い
る
。
弥
左
衛
門
に
は
こ
の
時
「
常
陸
や
は
ら
新

田
こ
こ
ろ
を
入
」
れ
て
開
発
し
、
そ
の
上
「
築
切
り
」
に
つ
い
て
は
弥
左
衛
門
が
「
主

に
な
り
御
奉
公
申
」
し
た
功
に
よ
っ
て
、
屋
敷
分
と
し
て
三
反
歩
の
土
地
を
与
え
、

今
後
と
も
「
弥
新
田
の
再
築
切
り
」
に
尽
力
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ふ
く
お
か

ま
た
、
山
田
沼
堰
竣
工
の
功
労
者
と
し
て
、
福
岡
村
（
谷
和
原
村
）
の
角
左
衛
門
や

だ
い台

村
（
同
）
の
善
左
衛
門
ら
に
対
し
て
は
屋
敷
地
一
町
歩
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
ほ
か

か
わ
さ
き

川
崎
村
（
同
）
の
源
兵
衛
ら
九
名
が
開
発
功
労
者
と
し
て
褒
賞
さ
れ
た
と
い
う
。
さ

お
か

ひ
や
く

ら
に
相
馬
谷
原
で
も
岡
堰
竣
工
の
功
労
者
で
あ
る
岡
村
（
藤
代
町
）
の
大
膳
や
百

い
ど

井
戸
村
（
同
）
の
治
郎
右
衛
門
ら
一
九
名
が
褒
賞
を
受
け
、
吉
同
一
石
か
ら
五
石
の
地

（
弱
）

所
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
先
に
弥
左
衛
門
に
つ
い
て
推
測
し
た
よ
う
な

在
地
土
豪
的
な
有
力
百
姓
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
在
地
の
有
力
者
が
戦
国
末
に
自
ら
が
拠
点
と
し
て
い
た
台
地
上
や
高
台

の
村
落
を
拠
点
に
、
干
拓
化
が
進
む
か
っ
て
の
沼
沢
地
に
開
発
の
手
を
伸
ば
し
て

い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
、
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
戦
国
期
に

お
け
る
城
地
を
中
心
と
し
た
地
域
的
な
ま
と
ま
り
が
、
地
域
社
会
の
生
活
・
文
化
・

経
済
な
ど
の
結
束
点
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
市
村
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
の
一
つ

お
ば
り

で
あ
る
小
張
村
（
伊
奈
町
）
に
忠
治
の
陣
屋
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ

れ
ら
が
開
発
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
谷
原
領
」

「
相
馬
領
」
と
も
忠
治
に
よ
る
新
田
開
発
に
関
す
る
徒
書
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
例

え
ば
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
一
一
）
三
月
に
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
二
郷
半
領
茂
田
井
新
田

の
藤
右
衛
門
に
宛
て
た
定
書
の
な
か
に
は
、
堤
・
井
堀
普
請
以
外
の
諸
役
免
除
や
開

発
田
畑
の
鍬
下
年
季
、
無
利
息
の
種
貸
し
と
い
っ
た
条
項
と
な
ら
ん
で
、
「
他
所
右
参

候
牢
人
之
儀
、
地
頭
主
人
と
申
分
有
之
も
の
ハ
堅
停
止
申
候
事
、
付
申
分
な
き
も
の

（
妬
）

ハ
な
に
ほ
と
も
う
つ
り
可
申
候
事
」
と
い
う
条
文
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
他
所
か

ら
き
た
牢
人
で
、
元
の
地
頭
や
主
人
と
争
っ
て
出
て
き
た
者
は
入
植
さ
せ
な
い
が
、

問
題
の
な
い
者
は
誰
で
も
移
住
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
出
身
地

の
不
明
な
者
を
移
住
さ
せ
な
い
な
ど
、
入
植
に
あ
た
っ
て
は
厳
し
い
人
物
評
定
が
課

（
訂
）

せ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
を
厳
守
す
れ
ば
「
の
そ
み
の
か
た
ハ
相
移
、

田
地
可
有
開
発
候
者
也
」
と
、
積
極
的
な
入
植
と
開
発
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
入
植
者
が
在
地
の
有
力
者
に
し
た
が
い
、
あ
る
い
は
牢
人
や
土
豪
・
在
地

領
主
の
一
族
で
あ
れ
ば
、
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
積
極
的
に
開
発
を
進
め
、
そ
れ
に

よ
っ
て
急
速
に
新
田
村
の
創
出
や
旧
村
か
ら
の
分
立
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
牛
久
沼
の
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
う
し
た
新
田
村
の
創
出
や
分
村
の
あ

り
方
を
概
観
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
谷
原
領
」
の
最
南
端
に
位
置
す
る
「
萱
場
領
」

で
は
、
開
発
の
中
心
は
「
萱
場
村
」
一
帯
で
あ
っ
た
。
「
萱
場
領
」
九
力
村
の
う
ち
、

足
高
村
と
栗
山
村
は
戦
国
期
に
牛
久
城
主
岡
見
氏
の
支
城
が
置
か
れ
た
場
所
で
あ
っ

た
し
、
城
中
村
は
そ
こ
に
残
る
地
名
な
ど
か
ら
、
栗
山
城
の
主
要
部
分
は
こ
ち
ら
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
先
に
紹
介
し
た
寛
永
二
○
年
（
一
六

三
四
）
の
古
八
間
堀
水
門
に
関
す
る
出
入
で
は
、
「
萱
場
村
」
が
相
手
方
と
し
て
登
場

し
て
い
る
と
と
も
に
、
の
ち
に
は
「
弥
左
衛
門
新
田
地
先
」
と
な
る
古
八
間
堀
も
こ

こ
で
は
「
萱
場
村
新
川
水
門
之
義
」
と
あ
り
、
こ
の
地
帯
一
帯
が
「
萱
場
村
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
よ
れ
ば
、
上
萱

場
村
と
下
萱
場
村
は
元
は
一
村
で
あ
っ
た
が
、
正
保
（
一
六
四
四
～
四
七
）
か
ら
元

禄
（
一
六
八
八
～
一
七
○
一
一
一
）
の
間
に
上
下
二
村
に
分
か
れ
、
そ
の
後
下
萱
場
村
か

ら
根
新
田
と
徳
右
衛
門
新
田
が
分
立
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
元
禄
郷
帳
」
に
よ
れ

ば
、
上
萱
場
村
は
六
一
一
八
石
二
五
、
下
萱
場
村
は
七
八
五
石
○
六
一
一
で
、
根
新
田
は

○
石
と
な
っ
て
お
り
、
徳
右
衛
門
新
田
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
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『
天
保
郷
帳
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
六
一
一
三
石
七
七
五
、
四
四
三
石
七
七
五
、
一
○
八
石
八

四
一
一
一
、
一
一
三
一
一
石
九
四
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
一
畏
付
け
て
い
る
（
後
掲
表
２
１
１
参

照
）
。
な
お
、
弥
左
衛
門
新
田
に
つ
い
て
は
『
元
禄
郷
帳
』
四
六
三
石
五
八
、
『
天
保

郷
帳
』
四
六
八
石
七
八
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
『
元
禄
郷
帳
』
の
段
階
で
『
天
保

郷
帳
』
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
村
高
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
事
例
か
ら
し
て
も
こ

れ
が
当
初
は
「
萱
場
村
」
一
帯
の
開
発
地
域
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。

次
に
「
河
辺
領
」
セ
カ
村
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板

村
・
幸
谷
村
の
四
力
村
が
伊
奈
忠
治
か
ら
二
○
五
町
の
地
所
を
割
り
渡
さ
れ
、
開
発

を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
『
新
編
常
陸
国
誌
』

に
よ
る
と
、
幸
谷
村
は
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
四
七
）
以
後
に
生
板
村
か
ら
分
村

し
た
と
い
う
。
ま
た
、
先
に
上
げ
た
寛
永
二
○
年
（
一
六
四
三
）
の
古
八
間
堀
水
門

に
関
す
る
史
料
に
は
「
河
辺
村
」
と
い
う
村
名
が
み
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ

れ
は
先
の
大
徳
村
以
下
の
四
力
村
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
大
徳
村
と
宮

淵
村
は
小
貝
川
の
砂
州
形
成
が
進
ん
だ
戦
国
期
に
村
落
の
形
成
が
進
ん
だ
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
時
期
生
板
村
・
幸
谷
村
の
一
帯
を
含
め
た
地
域
が
一
つ
の
開
発
地
帯
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
こ
か
ら
分
村
化
が
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
ま
た
、
龍
ヶ
崎
村
は
戦
国
期
に
江
戸
崎
城
主
土
岐
氏
の
支
城
が
築
か
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
馴
馬
村
は
南
北
朝
期
に
南
朝
方
の
城
（
馴
馬
城
）
が
築
か
れ
た

と
こ
ろ
で
、
村
落
と
し
て
の
形
成
は
古
い
。
さ
ら
に
下
総
国
相
馬
郡
の
川
原
代
村
が

小
貝
川
の
流
路
変
更
で
西
岸
か
ら
東
岸
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
低
地
の
な
か
で
も
微
高
地
に
位
置
す
る
川
原
代
村
は
、
少
な
く
と

（
犯
）

も
一
四
世
紀
の
中
頃
に
は
そ
の
地
名
が
確
認
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
村
む

ら
で
も
寛
永
期
以
降
に
新
田
の
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
調
）

さ
ら
に
天
和
二
～
一
一
一
年
（
一
六
八
一
一
～
一
一
一
）
の
出
入
以
降
、
牛
久
沼
用
水
口
の
築

留
を
め
ぐ
っ
て
「
河
辺
領
」
七
力
村
と
対
立
の
関
係
に
あ
っ
た
若
柴
村
・
佐
貫
村
・

中
島
村
・
入
地
村
の
う
ち
、
佐
貫
村
以
下
の
三
力
村
は
正
保
年
間
以
降
な
い
し
は
正

保
と
元
禄
の
間
に
若
柴
村
か
ら
分
か
れ
た
村
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
新
編
常
陸

国
誌
』
）
。
中
島
村
に
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
閏
一
○
月
一
一
日
付
と
、
元
禄
九

年
（
一
六
九
六
）
五
月
付
の
検
地
帳
が
現
存
し
て
い
る
が
、
前
者
の
表
紙
に
は
「
常

陸
国
若
柴
之
内
中
島
古
水
帳
写
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
常
陸
国

河
内
郡
中
島
村
検
地
帳
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
分
村
化
の
過
程
を
裏
付
け
て

い
る
（
市
内
南
中
島
町
桜
井
清
志
家
文
書
）
。

こ
こ
で
は
牛
久
沼
周
辺
の
村
む
ら
に
限
っ
た
が
、
『
新
編
常
陸
国
誌
』
や
『
角
川
日

本
地
名
大
辞
典
茨
城
県
』
（
角
川
書
店
）
、
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
８
茨
城
県
の
地

名
』
（
平
凡
社
）
な
ど
の
地
名
辞
典
の
類
を
通
覧
し
て
み
て
も
、
そ
う
し
た
分
村
や
新

田
村
の
創
出
に
つ
い
て
の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
と
く
に
『
新
編
常
陸
国

誌
』
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
四
七
）
以
降
、
な
い
し
は

正
保
か
ら
元
禄
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
の
間
に
分
村
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
伊
奈
忠
治
に
よ
っ
て
寛
永
二
年
か
ら
一
一
年
（
一
六
一
一

五
～
三
四
）
に
か
け
て
、
「
常
陸
谷
原
」
か
ら
「
相
馬
谷
原
」
へ
と
順
次
拡
張
さ
れ
て

い
っ
た
新
田
開
発
事
業
は
、
そ
の
周
辺
地
域
の
開
発
を
含
め
、
旧
来
の
村
落
の
拡
大

と
多
数
の
新
田
村
落
の
創
出
を
促
進
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
村
落
は
さ
ら
に
正
保
期
か

ら
元
禄
期
に
か
け
て
分
村
、
創
出
を
く
り
か
え
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ

う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
元
禄
期
に
定
着
す
る
「
領
」
は
、
そ
う
し
た
村
む
ら
の
自
立

化
を
前
提
に
、
一
方
で
堰
普
請
や
用
悪
水
路
の
保
全
に
対
す
る
負
担
を
分
担
す
る
こ

と
で
、
そ
の
維
持
と
管
理
を
は
か
り
、
一
方
で
そ
う
し
た
村
む
ら
の
利
害
を
確
保
す

る
た
め
に
結
集
し
た
地
域
連
合
体
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
は
、

そ
う
し
た
関
係
を
規
定
す
る
村
む
ら
の
自
立
化
の
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
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「
谷
原
領
」
や
「
相
馬
領
（
郡
）
」
が
三
万
石
、
一
一
万
石
と
「
領
」
域
の
総
石
高
で
表

わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
何
よ
り
も
自
立
化
か
ら
そ
う
時
間
の
た
た
な
い

時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
の
自
立
性
の
脆
弱
さ
を
指
摘
し
て
も
間
違
い
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
う
し
た
結
集
体
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。

そ
れ
ゆ
え
に
興
味
深
い
の
は
、
「
領
」
の
そ
の
後
の
動
向
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
「
谷
原
領
」
「
相
馬
領
（
郡
ご
「
萱
場
領
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
福
岡
伊
丹
堰
組
合
」

「
岡
堰
組
合
」
「
九
ヶ
村
用
水
組
合
」
と
併
用
さ
れ
、
「
河
辺
領
」
は
享
保
期
（
一
七
一

六
～
三
五
）
を
最
後
に
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
が
挫
折
し
た
明
和
期
（
一
七
六
四
～

七
二
以
降
は
「
牛
久
沼
用
水
組
合
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
「
領
」
と
い

う
名
称
が
残
る
と
は
い
え
、
こ
の
段
階
で
は
名
実
と
も
に
「
組
合
村
」
と
し
て
組
織

さ
れ
た
村
む
ら
の
連
合
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
組
合
村
」
は
、
狭
義
の
意
味
で

村
む
ら
の
自
立
化
が
確
立
し
、
そ
の
共
有
す
る
利
害
を
管
理
・
運
営
す
る
た
め
の
組

織
化
が
確
立
し
た
も
の
で
、
名
称
と
し
て
も
意
識
の
面
で
も
自
ら
を
「
組
合
村
」
と

し
て
自
覚
し
た
も
の
を
い
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
地
域
に
お
け
る
「
領
」
は
、

村
む
ら
が
共
通
の
利
害
の
も
と
に
連
合
し
、
「
組
合
村
」
化
し
て
い
く
過
程
の
一
段
階

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
名
称
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
ま
た
こ
う

し
た
「
組
合
村
」
化
の
積
極
的
な
契
機
を
考
え
る
な
ら
ば
、
内
部
秩
序
の
問
題
と
と

も
に
外
的
な
要
因
、
と
り
わ
け
幕
府
の
治
水
・
利
水
政
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

「
谷
原
領
」
と
「
相
馬
領
」
が
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
組
合
の
一
組
合
と
し
て
編

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
組
合
村
化
」
へ

の
志
向
は
何
も
在
地
だ
け
の
要
求
で
は
な
く
、
領
主
権
力
に
と
っ
て
も
治
水
・
利
水

（
４
）
元
禄
～
享
保
期
の
治
水
政
策
と
組
合
村
の
編
成

の
維
持
・
安
定
化
の
た
め
に
、
在
地
の
組
織
を
整
備
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
財
政
問
題
が
あ
っ
た
。
近
世
幕
藩
権
力

は
、
そ
の
集
中
性
の
ゆ
え
に
こ
う
し
た
治
水
・
利
水
士
木
事
業
に
関
し
て
は
、
公
共

的
機
能
を
有
し
た
広
域
行
政
体
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
財

政
窮
乏
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
在
地
の
側
に
転
化
す
る
体
制
を
志
向
し
て
く
る
。

組
合
村
の
結
成
も
そ
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
く
に
関
東
の
場
合
、
組
合
村
の

結
成
時
期
と
し
て
は
、
幕
府
の
出
費
に
よ
る
御
入
用
普
請
が
少
な
く
な
る
元
禄
～
享

保
期
（
一
六
八
八
～
一
七
三
五
）
以
降
に
成
立
し
た
も
の
が
多
い
と
い
う
指
摘
が
あ

（
“
）

る
の
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

な
か
ね

天
保
一
一
年
（
一
八
四
○
）
の
「
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
所
控
」
に
は
、
中
根

い
の

村
（
つ
く
ば
市
）
か
ら
井
野
村
（
取
手
市
）
に
か
け
て
の
小
貝
川
堤
川
除
御
普
請
所

六
カ
所
、
総
延
長
七
万
四
四
三
間
（
約
一
二
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
「
御
普
請
仕
来
」

（
似
）

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
御
普
請
所
に
つ
い
て
は
、
往
古
は

幕
府
の
代
官
が
そ
の
支
配
限
り
に
川
除
御
普
請
を
行
な
う
仕
来
り
で
あ
っ
た
が
、
元

禄
一
四
年
（
一
七
○
一
）
よ
り
幕
府
代
官
の
諸
星
内
蔵
之
助
と
平
岡
三
郎
右
衛
門
が

堤
方
掛
り
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
両
人
の
支
配
下
と
な
り
、
以
後
享
保
一
三

年
（
一
七
二
八
）
よ
り
四
川
奉
行
掛
り
、
同
一
六
年
よ
り
大
川
通
掛
り
と
変
遷
し

て
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
よ
り
用
水
方
定
掛
場
と
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
元

禄
年
中
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
ま
で
は
こ
れ
ら
の
普
請
入
用
に
つ
い
て
は
「
諸

色
・
人
足
共
一
式
御
入
用
」
、
す
な
わ
ち
幕
府
に
よ
る
全
額
負
担
で
あ
っ
た
が
、
宝
永

頃
（
一
七
○
四
～
一
○
）
よ
り
萱
・
鹿
架
お
よ
び
一
丈
以
上
の
杭
木
・
唐
竹
・
葉
唐

竹
に
つ
い
て
は
代
永
と
な
り
、
こ
れ
は
組
合
一
七
六
力
村
の
う
ち
川
付
の
九
七
力
村

に
あ
る
御
料
・
私
領
の
高
割
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
御
料
高
へ
か
か
っ
た
分
に
つ
い

て
は
「
御
入
用
」
が
下
さ
れ
た
が
、
私
領
高
へ
か
か
っ
た
分
に
つ
い
て
は
出
金
と
さ

れ
た
。
そ
の
ほ
か
九
尺
以
下
の
杭
木
・
葉
直
竹
・
明
俵
縄
は
総
組
合
一
七
六
力
村
の
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百
姓
役
出
金
と
な
っ
た
。
人
足
に
つ
い
て
は
上
小
貝
川
（
七
四
力
村
）
・
谷
原
領

（
七
○
力
村
）
・
相
馬
郡
（
三
四
力
村
）
の
各
組
合
限
り
に
高
割
と
な
り
、
高
一
○
○

石
に
つ
き
五
○
人
は
百
姓
役
、
残
り
の
五
○
人
は
扶
持
米
人
足
、
さ
ら
に
こ
れ
を
超

え
る
場
合
は
一
人
に
つ
き
米
一
升
七
合
ず
つ
を
賃
米
と
し
、
石
代
に
し
て
下
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
春
御
普
請
場
が
夏
秋
に
急
破
と
な
っ
て
、
追
御
普
請
な
ど
が
仰
せ
付

け
ら
れ
た
場
合
は
、
諸
色
に
つ
い
て
は
一
式
御
入
用
、
人
足
に
つ
い
て
は
春
御
普
請

の
際
に
高
一
○
○
石
に
つ
き
五
○
人
の
百
姓
役
人
足
の
内
で
済
め
ば
、
こ
の
残
り
人

足
を
下
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
史
料
に
は
岡
堰
の
普
請
仕
来
り
に
つ
い
て
も
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
岡
堰
は
寛
永
七
年
（
一
六
三
○
）
に
相
馬
郡
二
万
石
余
の
場

所
が
開
発
さ
れ
た
際
、
伊
奈
忠
治
掛
り
に
て
「
皆
御
入
用
」
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
が
、

同
じ
く
宝
永
の
頃
よ
り
萱
・
鹿
架
・
羽
口
竹
な
ど
に
つ
い
て
は
組
合
の
御
料
・
私
領

に
よ
る
出
金
と
な
り
、
御
立
野
萱
ば
か
り
無
代
に
て
下
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
元

文
頃
（
一
七
三
六
～
四
○
）
よ
り
御
立
野
萱
も
御
料
・
私
領
の
高
割
と
な
り
、
御
料

の
高
へ
か
か
る
分
に
つ
い
て
は
正
萱
上
納
、
私
領
の
高
へ
か
か
る
分
に
つ
い
て
は
萱

代
上
納
、
人
足
は
百
姓
役
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
は
吟
味

の
上
、
萱
・
鹿
栗
・
一
丈
以
上
の
杭
木
・
樽
木
・
逆
俣
木
・
葉
付
杉
丸
太
を
代
永
と

し
て
御
料
・
私
領
の
高
割
出
金
と
し
、
そ
の
ほ
か
九
尺
以
下
の
杭
木
・
葉
唐
竹
・
葉

直
竹
・
明
俵
縄
・
人
足
に
つ
い
て
は
、
「
組
合
百
姓
役
品
出
」
に
て
差
し
出
し
、
年
々

春
定
式
御
普
請
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
二
百
十
日
を
過
ぎ
て
も
用
水
が
不
足

す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
堰
切
り
流
し
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
延
享
三
年
よ
り
は
四
川
用
水

方
定
掛
り
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
小
貝
川
の
堤
川
除
普
請
な
ら
び
に
岡
堰
の
普
請
仕
来
り

の
変
遷
は
、
そ
の
ま
ま
幕
府
の
治
水
普
請
政
策
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
元
禄
～
享
保
期
の
幕
府
の
治
水
政
策
に
つ
い
て
、

江
戸
川
・
鬼
怒
川
・
小
貝
川
・
下
利
根
川
の
四
川
に
対
す
る
政
策
を
中
心
に
整
理
し

（
蛇
）

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
四
川
の
自
普
請
組
合
に
つ
い
て
の
調
査
を
開
始
し

た
幕
府
は
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
同
一
四
年
に
正
式
に
自
普
請
組
合
を
設
置
し
、
合

（
⑬
）

わ
せ
て
堤
方
役
六
名
、
同
下
役
一
二
名
を
任
命
し
た
。
小
貝
川
の
堤
川
除
普
請
の
管

轄
は
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
代
官
限
り
の
普
請
か
ら
新
た
に
任
命

さ
れ
た
堤
方
掛
り
の
諸
星
内
蔵
之
助
と
平
岡
三
郎
右
衛
門
に
よ
る
差
配
へ
と
変
わ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
と
く
に
享
保
改
革
期
に
は
、
積
極
的
な
治
水
事
業
の
展
開

に
と
も
な
っ
て
、
普
請
体
制
の
強
化
と
頻
繁
な
組
織
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
主
な
も
の
を
上
げ
る
と
、

①
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
Ⅱ
勘
定
奉
行
支
配
御
普
請
役
の
設
置

②
同
一
○
年
（
一
七
二
五
）
Ⅱ
江
戸
川
・
鬼
怒
川
・
小
貝
川
・
下
利
根
川
の
四
川
奉

行
の
設
置

③
同
一
一
一
一
年
（
一
七
二
八
）
Ⅱ
四
川
奉
行
の
管
轄
範
囲
の
拡
大
と
関
東
筋
大
川
通
御

普
請
役
の
設
置

④
同
一
五
年
（
一
七
三
○
）
Ⅱ
在
方
御
普
請
役
の
権
限
と
担
当
区
域
の
拡
大

⑤
同
一
六
年
（
一
七
三
一
）
Ⅱ
四
川
奉
行
の
廃
止

⑥
同
一
七
年
（
一
七
一
一
三
）
Ⅱ
勘
定
奉
行
五
名
に
よ
る
四
川
奉
行
管
轄
下
の
関
東
諸

河
川
の
分
担
管
理
と
川
通
掛
り
代
官
の
設
置
、
お
よ
び
関
東
筋
大
川
通
御
普
請
役

の
五
手
へ
の
分
課

⑦
延
享
一
一
一
年
（
一
七
四
六
）
Ⅱ
御
普
請
役
を
四
川
用
水
方
、
在
方
、
勘
定
所
詰
の
三

つ
に
分
課

（
“
）

と
な
る
。
「
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
所
控
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
普
請
担
当
の
管
轄

替
え
が
、
直
接
的
に
は
②
⑤
⑥
⑦
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
こ
の
う
ち
四
川
用
水
方
は
、
四
川
の
ほ
か
に
武
蔵
国
館
林
領
・
羽
生
領
・
騎
西
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領
お
よ
び
見
沼
代
用
水
・
葛
西
用
水
の
受
益
地
域
の
普
請
と
用
悪
水
の
差
配
を
担
当

し
た
も
の
で
、
一
一
五
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
所
と
岡
堰

は
、
最
終
的
に
は
こ
の
四
川
用
水
方
の
定
掛
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
享
保
期
に
は
試
行
錯
誤
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
積
極
的
な
治
水
体

制
の
組
織
化
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
柱
と
な
っ
た
の
が
御
普
請
役
の
新

設
で
あ
り
、
国
役
普
請
法
の
制
定
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
治
水
政
策
を
推
し
進
め

（
妬
）

て
い
く
上
で
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
国
役
普
請
は
、
諸
国
の
堤
川
除
、
早
損
所
等
の

普
請
に
つ
い
て
、
一
国
一
円
、
ま
た
は
二
○
万
石
以
上
の
大
名
は
従
来
通
り
自
普
請

と
し
、
そ
れ
以
下
の
領
主
で
自
力
の
普
請
が
困
難
な
場
合
は
、
一
国
を
単
位
と
し
た

国
役
金
と
い
う
特
殊
な
税
に
よ
っ
て
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
、
享
保
五
年

（
妬
）

（
一
七
二
○
）
に
制
定
さ
れ
た
。
国
役
普
請
法
の
制
定
は
、
治
水
普
巷
調
に
お
け
る
財
政

的
保
証
を
与
え
、
ま
た
御
普
請
役
の
新
設
は
、
支
配
領
域
に
と
ら
わ
れ
な
い
指
導
体

制
の
制
度
化
と
技
術
革
新
を
も
た
ら
し
た
。
と
く
に
技
術
的
な
面
で
は
紀
州
流
と
呼

ば
れ
る
普
請
技
術
の
導
入
の
意
義
が
大
き
い
。
享
保
期
の
治
水
政
策
を
主
導
し
た
井

沢
弥
惣
兵
衛
為
永
や
、
当
初
御
普
請
役
に
任
じ
ら
れ
た
一
二
名
の
多
く
は
、
も
と
を

た
だ
せ
ば
紀
州
藩
の
土
木
技
術
者
で
あ
り
、
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
に
あ
た
っ
て
紀
州

か
ら
連
れ
て
き
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
一
連
の
政
策
は
、

治
水
に
お
け
る
幕
府
の
主
導
権
の
増
大
化
と
、
河
川
の
系
統
的
管
理
体
制
の
強
化
を

可
能
と
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
請
そ
の
も
の
を
活
発
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
の
新
田
開
発
政
策
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

た
だ
、
こ
の
時
期
の
治
水
政
策
に
つ
い
て
は
、
幕
府
財
政
の
再
建
と
い
う
課
題
か

ら
、
そ
の
入
用
を
極
力
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
も
ま
た
、
治
水
政
策
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
所
や
岡
堰
に
お
け
る
普
請
入
用
や
人
足
に
関
す
る
書
き
上

げ
は
、
そ
の
具
体
的
な
施
策
を
著
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
貝
川
通
堤
川
除
御

普
請
所
で
は
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
ま
で
は
入
用
の
全
額
を
幕
府
が
負

担
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
岡
堰
の
普
請
を
含
め
て
、
宝
永
期
頃
（
一

七
○
四
～
一
○
）
よ
り
普
請
資
材
・
普
請
人
足
と
も
漸
次
村
側
の
負
担
が
増
大
化
し

て
い
る
よ
う
す
が
み
て
と
れ
る
。
も
っ
と
も
、
政
策
史
的
に
み
れ
ば
、
正
徳
期
（
一

七
一
一
～
一
五
）
が
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
新
井
白
石
の
建
議
に
よ
る
勘

定
吟
味
役
の
復
活
や
、
普
請
に
お
け
る
「
村
役
」
の
定
式
化
↓
村
方
の
義
務
の
範
囲

の
明
確
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
増
大
化
し
た
普
請
入
用
の
軽
減
化
が
は
か
ら
れ
た
と
い

（
鞭
）》

っ
。
と
く
に
後
者
で
は
「
村
役
」
「
百
姓
自
分
普
請
」
と
「
御
入
用
普
請
」
の
混
乱
を

た
だ
す
た
め
に
、
村
方
が
提
供
す
る
人
足
を
一
○
○
石
に
つ
き
一
○
○
人
と
規
定
す

る
と
と
も
に
、
普
請
資
材
と
用
水
・
溜
池
の
凌
喋
な
ど
三
種
類
の
普
請
人
足
の
両
方

を
「
村
役
」
に
指
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
施
策
も
意
図
し

た
よ
う
な
効
果
は
上
げ
ら
れ
ず
、
享
保
改
革
に
お
い
て
も
引
き
続
き
重
要
な
課
題
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
側
面
で
み
た
場
合
、
国
役
普
請
も
負
担
の
分
散
化
と
い
う
意
味
で
は
経

費
節
減
の
一
環
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
時
期
の
政
策
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
普
請
人
足
の
規
定
を
改
正
し
た
享
保
一
七
年
（
一
七
三

（
妃
）

一
一
）
の
「
申
渡
書
付
」
一
一
カ
条
と
、
普
請
に
対
す
る
心
得
と
方
策
を
集
大
成
し
た

（
⑬
）

翌
一
八
年
の
「
申
渡
覚
」
一
○
カ
条
で
あ
る
。
ま
ず
享
保
一
七
年
令
に
つ
い
て
は
、

「
在
々
御
普
請
人
足
之
儀
、
正
徳
年
中
相
改
、
村
役
人
足
高
百
石
百
人
二
申
付
候
得

共
、
所
二
寄
不
同
有
之
」
と
い
う
こ
と
で
、
普
請
人
足
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
人

足
や
普
請
資
材
に
つ
い
て
一
定
の
基
準
が
設
け
ら
れ
た
。
「
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普

請
所
控
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
普
請
人
足
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
享
保

一
七
年
令
の
規
定
を
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
享
保
一
八
年
令
で
は
、
村
方

に
お
け
る
日
常
的
な
修
繕
の
義
務
化
、
過
剰
な
普
請
の
排
除
、
普
請
費
用
の
適
正
な
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見
積
り
、
請
負
に
対
す
る
規
制
な
ど
が
主
要
な
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
増
大
化
し
た
普
請
入
用
の
節
減
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
村
方
の
負
担
の
増
大
と
、
そ
の
責
任
や
義
務
を
明
確
化
し
た
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
両
条
に
お
い
て
「
組
合
」
の
存
在
が
一
つ
の
重
要
な

鍵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
一
七
年
令
で
は
、
普
請
人
足
の

規
定
に
あ
た
っ
て
「
堤
川
除
・
用
水
・
悪
水
等
御
普
請
之
儀
、
組
合
候
而
勤
来
候
分

並
組
合
無
之
一
ヶ
村
二
而
仕
立
候
御
普
請
共
」
と
い
い
、
ま
た
享
保
一
八
年
令
に
お

い
て
は
「
諸
国
御
代
官
所
・
御
預
所
堤
川
除
・
用
水
路
井
井
堰
・
樋
揚
等
之
儀
、
御

普
請
所
並
自
普
請
所
共
一
一
、
在
々
何
れ
之
場
所
ニ
限
ら
ず
、
年
中
無
油
断
不
及
大
破

様
一
一
、
水
下
之
村
々
組
合
限
り
申
合
、
或
者
組
合
無
之
御
普
請
所
者
其
村
限
一
一
も

常
々
心
を
付
」
と
い
う
一
文
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
組
合
の
な
い
場
合
も

想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
組
合
の
果
た
す
役
割
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）

の
段
階
で
幕
府
に
よ
る
自
普
請
組
合
の
調
査
が
開
始
さ
れ
、
一
四
年
に
は
正
式
に
組

合
村
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
小
貝
川
の
川
除
普
請
が
こ
れ
以
前
は
支
配
代
官

限
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
系
統
的
な
普
請
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
と
は
言

い
難
く
、
も
ち
ろ
ん
「
組
合
村
」
と
し
て
の
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な

い
。
少
な
く
と
も
、
元
禄
期
か
ら
さ
ら
に
享
保
期
に
か
け
て
は
、
組
合
村
の
積
極
的

な
活
用
と
さ
ら
な
る
編
成
化
が
は
か
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
福

岡
堰
・
岡
堰
と
な
ら
ぶ
小
貝
川
三
大
堰
の
一
つ
で
、
寛
文
一
○
年
（
一
六
七
○
）
に

伊
奈
忠
常
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
豊
田
羽
根
野
堰
で
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に

（
帥
）

組
合
の
編
成
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
正
徳
期
以
降
の
治
水
政
策
に
お
い
て
は
、
普
請
入
用

の
節
減
が
重
要
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
享
保
改
革
期
に
お
い
て
は
、
一
方
で

年
貢
増
徴
や
新
田
開
発
に
と
も
な
う
幕
府
財
政
の
再
建
が
指
向
さ
れ
、
制
度
や
組
織

の
整
備
・
強
化
と
技
術
革
新
を
通
じ
て
積
極
的
な
治
水
事
業
が
展
開
し
て
い
っ
た
。

治
水
普
請
の
増
大
に
よ
る
財
政
負
担
は
、
そ
の
成
果
と
の
均
衡
が
と
れ
な
け
れ
ば
早

晩
財
政
再
建
の
課
題
と
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
享
保
一
七
・
一
八
年
の
両
条

は
、
そ
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
治
水
事
業
の
展
開
は
、
そ
の
成
果

を
維
持
・
安
定
化
す
る
た
め
の
方
策
も
必
要
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
幕
府
の
側
か
ら

も
積
極
的
な
組
合
村
の
編
成
と
活
用
が
は
か
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
享
保

一
八
年
令
で
は
、
村
方
の
幕
府
に
対
す
る
依
存
の
強
ま
り
が
こ
と
さ
ら
警
戒
さ
れ
て

も
い
る
が
、
組
合
村
の
役
割
の
強
化
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
の
ゆ
え
に
、
幕
府
が
本
来

的
に
有
す
る
公
共
的
機
能
の
在
地
へ
転
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
元
禄
～
享
保
期
（
一
六
八
八
～
一
七
三
五
）
の
治
水
政
策
に
お

い
て
は
、
領
主
の
側
か
ら
も
「
組
合
村
化
」
が
指
向
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
領
」
の
「
組
合
村
」
と
し
て
の
組
織
化
・
秩
序
化
が
い
っ
き
に
進

展
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
在
地
の
側
の
動
機
と
比
べ
て
、

ど
ち
ら
に
優
位
性
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
地
域
に
お
い
て
は
、
確
か
に
そ
れ
が
近
世
初
期
の
治
水
・
開

発
政
策
と
そ
れ
に
応
じ
た
水
利
体
系
の
形
成
を
前
提
と
し
、
元
禄
～
享
保
期
の
治
水

政
策
の
展
開
を
色
濃
く
反
映
し
な
が
ら
進
展
し
て
い
っ
た
以
上
、
そ
の
枠
組
み
が
前

提
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
武
蔵
国
に
お
け
る
自
普
請
組
合
と
し
て
の

「
領
」
の
編
成
も
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
近
世
初
期
か
ら
の
治
水
・
利
水
政
策
の
展

（
副
）

開
の
な
か
で
「
領
」
が
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ

の
根
底
に
は
利
害
を
共
有
す
る
村
む
ら
の
連
合
化
へ
の
志
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

内
部
秩
序
を
絶
え
ず
改
変
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
主
体
性

の
ゆ
え
に
下
か
ら
捉
ら
え
直
し
、
創
り
上
げ
て
い
く
面
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
小
貝
川
の
堤
川
除
普
請
組
合
も
そ
れ
自
体
は
、
多
様
な
村
連
合
組
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識
に
よ
る
複
合
体
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦
国
末
か
ら
近
世
中
期
に
か
け
て
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
構
造
の
変
遷
を
、

そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
「
領
」
に
焦
点
を
あ
て
て
概
観
し
て
み
た
。
こ
こ
で
は
等

し
く
「
領
」
と
い
う
文
言
で
あ
ら
わ
れ
る
地
域
的
な
ま
と
ま
り
に
も
、
領
主
支
配
の

単
位
と
な
る
領
域
を
意
味
す
る
も
の
と
、
近
世
前
期
の
新
田
開
発
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
も
の
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前
者
の
場
合
、
中
小
の
戦
国
大
名
が
覇
権

を
競
っ
て
い
た
当
該
地
域
で
は
、
戦
国
末
に
は
そ
れ
ら
の
勢
力
図
に
応
じ
た
「
領
」

域
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
豊
臣
期
を
へ
て
江
戸
期
に
入
る
と
、
近
世
的
な
国
郡
制

の
枠
組
み
の
浸
透
と
、
藩
領
域
の
設
定
を
中
心
と
す
る
近
世
的
な
知
行
制
の
進
展
に

よ
っ
て
、
順
次
組
み
替
え
ら
れ
、
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
藩
領
域
と
し
て
再

編
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
二
十
五
騎
組
与
力
知
行
の
「
江
戸
崎
領
」
の
よ
う
な
明
確

な
行
政
区
画
と
し
て
再
生
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
戦
国
期
の
枠
組
み
を
残
す

「
領
」
は
名
称
的
に
も
元
禄
期
頃
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
に
は
消
滅
し
て
い
く

こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。

一
方
当
該
地
域
の
な
か
で
も
と
く
に
小
貝
川
流
域
で
は
、
幕
府
代
官
伊
奈
忠
治
に

よ
る
小
貝
川
と
鬼
怒
川
の
分
離
、
小
貝
川
の
付
け
替
え
と
い
っ
た
治
水
事
業
と
タ
イ

ア
ッ
プ
す
る
形
で
寛
永
期
に
（
一
六
一
一
四
～
四
三
）
に
大
規
模
な
新
田
開
発
が
進
展

し
た
が
、
こ
れ
が
一
段
落
す
る
と
、
さ
ら
に
正
保
期
か
ら
元
禄
期
（
一
六
四
四
～
一

七
○
三
）
に
か
け
て
村
の
分
立
・
創
出
が
く
り
か
え
さ
れ
、
そ
の
自
立
化
の
進
展
に

と
も
な
っ
て
次
第
に
利
害
を
共
有
す
る
村
む
ら
の
連
合
が
模
索
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ

が
遅
く
と
も
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
に
は
「
領
」
と
い
う
名
称
で
そ
の

姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
第
一
義
的
に
は
新
田
開
発
に
お

五
小
括

い
て
形
成
さ
れ
た
用
悪
水
の
水
利
体
系
を
維
持
し
、
そ
の
た
め
の
利
害
を
共
有
す
る

組
織
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
と
く
に
元
禄
末
か
ら
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
五
）
に

か
け
て
は
、
幕
府
の
治
水
政
策
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
在
地
の
負
担
に
依
存
す
る

体
制
へ
の
転
化
が
明
確
と
な
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
組
合
村
」
の
結
成
と
活
用
が

指
向
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
小
貝
川
の
川
除
普
請
組
合
は
、
利
水
の
た

め
の
組
合
Ⅱ
「
領
」
を
普
請
の
た
め
の
組
合
と
し
て
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
幕
府
代
官
伊
奈
氏
に
よ
っ
て
近
世
初
頭
に
開
発
さ
れ
た
新
田
地
帯

が
、
村
の
分
立
・
創
出
と
い
っ
た
過
程
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
も
、
元
禄
期
に
か
け

て
次
第
に
村
む
ら
の
自
立
化
が
達
成
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
維
持
・
安
定
化
の

た
め
の
基
礎
で
あ
る
水
利
体
系
を
軸
に
、
堰
や
用
悪
水
路
な
ど
の
普
請
と
管
理
と
い

う
機
能
に
よ
っ
て
、
「
組
合
村
」
的
な
組
織
と
秩
序
を
明
確
に
し
た
時
、
そ
れ
ら
を
総

称
す
る
「
地
域
」
的
な
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
「
領
」
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
さ
ら
に
元
禄
末
か
ら
享
保
期
に
お
け
る
幕
府
の
治
水
政
策
の
転
換
を
背
景

に
、
「
組
合
村
」
の
積
極
的
な
編
成
と
活
用
が
は
か
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
次
第
に

名
称
的
に
も
「
組
合
」
が
用
い
ら
れ
、
定
着
し
て
く
る
。
た
だ
し
、
そ
の
原
形
は
す

で
に
「
領
」
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
「
領
」
は
名
称
と
し
て
も
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
戦
国
末
か
ら
近
世
中
期
に
か
け
て
の
牛
久
沼
周
辺
「
地
域
」
の
概
要
で
あ

る
が
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
ま
だ
ま
だ
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
。

と
く
に
「
谷
原
領
」
や
「
相
馬
領
」
に
つ
い
て
は
、
近
世
前
期
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
利
水
や
普
請
の
単
位
と

し
て
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
か
ら
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
何
ら
か
の

手
段
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
に
開
発
を
担
当
し
た
例
と

し
て
上
げ
た
在
地
の
有
力
者
た
ち
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

（
塊
）

こ
と
を
想
定
し
て
お
く
し
か
な
い
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
地
域
結
合
の
内
部
秩
序
や
結
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合
関
係
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、
そ
う
し
た
側
面
か
ら
「
領
」

や
「
組
合
村
」
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
ま
た
、
支
配
領
域
と
し
て
の
「
領
」
と
新
田
開
発
に
よ
る
「
領
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
戦
国
期
の
地
域
的
な

結
束
点
と
な
っ
た
城
地
や
中
世
に
成
立
し
た
村
落
が
、
開
発
に
お
い
て
も
大
き
な
拠

点
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
扱
っ

た
地
域
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
統
一
的
に
把
握
す
る
に
は
い
た
ら
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
広
範
な
地
域
を
対
象
と
し
て
そ
の

変
化
を
概
観
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
も
う
少
し
視
点
を
絞
っ
て
み
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
次
章
で
は
、
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
近
世
前
期
の
水
利
秩
序
を
中
心
に
、
そ
う

し
た
「
地
域
」
構
造
の
成
立
、
特
質
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い

く
こ
と
と
し
よ
う
。

（
６
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
１
）

（
２
）

『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
』
門
近
世
１
１
⑦
開
発
と
治
水
（
朝
日
新
聞
社
）
。

龍
ヶ
崎
市
岡
島
伸
夫
家
文
書
。
「
龍
ケ
崎
市
史
』
近
世
史
料
編
Ⅱ
（
以
下
『
市
史
近
世

Ⅱ
』
と
略
記
）
口
絵
参
照
。
裁
許
絵
図
裏
書
に
つ
い
て
は
『
同
書
』
史
料
一
六
三
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
一
・
一
七
四
・
一
七
五
な
ど
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
五
三
。

本
間
清
利
『
利
根
川
』
（
埼
玉
新
聞
社
）
、
『
増
補
新
訂
関
東
郡
代
ｌ
伊
奈
氏
の
系
譜
』

（
同
）
な
ど
。

淫
登
寛
聡
「
近
世
初
期
の
国
制
と
『
領
』
域
支
配
ｌ
『
徳
川
政
権
』
関
八
州
支
配
の
成
立

過
程
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
五
号
）
、
同
「
三
田
領
の
成
立
と
地
域

秩
序
」
（
『
歴
史
手
帖
』
第
一
三
巻
一
一
一
号
）
、
大
石
学
「
近
世
江
戸
周
辺
農
村
の
機
能
と

性
格
ｌ
武
州
野
方
領
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和

五
八
年
度
）
、
岩
田
浩
太
郎
「
関
東
郡
代
と
『
領
』
ｌ
江
戸
周
辺
の
地
域
編
成
の
特
質
ｌ
」

（
「
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
六
号
）
、
熊
沢
徹
「
江
戸
の
下
肥
値
下
げ
運
動
と
領
々
惣

代
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
九
四
巻
四
号
）
、
同
「
江
戸
周
辺
農
村
に
お
け
る
『
領
』
と
『
触

次
』
制
ｌ
武
蔵
国
荏
原
郡
六
郷
領
の
事
例
を
も
と
に
ｌ
」
弓
論
集
き
ん
せ
い
」
第
九
号
）
、

小
松
修
「
割
元
役
と
組
合
村
制
の
成
立
Ｉ
上
州
山
中
領
の
場
合
ｌ
」
弓
関
東
近
世
史
研

究
』
第
一
八
号
）
、
佐
藤
孝
之
「
近
世
前
期
の
『
領
』
支
配
と
割
本
制
Ｉ
上
州
山
中
領
を

事
例
に
ｌ
」
（
『
地
方
史
研
究
』
第
二
一
○
号
）
、
同
「
上
州
山
中
領
に
お
け
る
割
元
制
と

組
合
村
」
（
『
群
馬
歴
史
民
俗
』
第
一
二
号
）
な
ど
。
な
お
、
佐
藤
氏
は
関
東
以
外
の
事
例

と
し
て
、
遠
江
国
に
お
け
る
「
領
」
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
（
「
近
世
前
期
の

広
域
村
落
支
配
と
「
領
』
」
『
国
史
学
』
第
一
一
三
号
）
。

（
７
）
丸
島
隆
雄
「
近
世
前
期
相
模
と
中
原
代
官
」
（
平
塚
市
博
物
館
研
究
報
告
『
自
然
と
文

化
』
）
第
一
○
号
。

（
８
）
前
掲
注
（
６
）
大
石
・
岩
田
論
文
。

（
９
）
前
掲
注
（
６
）
淫
登
・
岩
田
論
文
。
な
お
、
筆
者
は
武
蔵
国
葛
飾
郡
西
葛
西
領
柳
島
村

（
現
東
京
都
墨
田
区
）
大
沢
家
に
現
存
し
た
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
二
月
付
の

「
所
々
御
普
請
組
合
高
留
帳
」
と
題
す
る
史
料
を
通
じ
て
、
利
根
川
水
系
の
二
大
用
水
路

で
あ
る
見
沼
代
用
水
と
葛
西
用
水
の
自
普
請
組
合
と
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
「
領
」

に
つ
い
て
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
（
墨
田
区
教
育
委
員
会
「
大

沢
家
文
書
ｌ
近
世
１
１
』
解
説
四
、
「
所
々
御
普
請
組
合
高
留
帳
」
に
つ
い
て
）
。

（
岨
）
市
村
高
男
「
中
世
龍
ヶ
崎
の
歴
史
」
弓
龍
ヶ
崎
市
史
別
編
Ⅱ
龍
ヶ
崎
の
中
世
城
郭
跡
ｌ

城
郭
に
み
る
龍
ヶ
崎
の
あ
ゆ
み
ｌ
』
第
一
章
第
二
節
）
、
同
「
常
陸
南
部
に
お
け
る
中
近

世
の
支
配
関
係
と
牛
久
市
域
ｌ
牛
久
市
域
形
成
の
前
提
を
考
え
る
た
め
に
ｌ
」
（
『
牛
久

市
史
研
究
」
創
刊
号
）
・
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
市
村
氏
に
は
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
板
橋
町
北
沢
豊
家
文
書
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
・
忠
清
支
配
下
の
二
十
五
騎
組
与
力

の
知
行
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
司
「
近
世
前
期
の
二
十
五
騎
組
与
力
知
行
地
に
つ
い

て
」
（
『
龍
ケ
崎
市
史
研
究
』
第
七
号
）
、
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
解
説
、
お
よ
び
本
報
告
書
中
の

「
一
一
十
五
騎
組
与
力
知
行
地
の
概
要
と
年
貢
収
取
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
皿
）
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
５
）
本
間
『
利
根
川
』
『
関
東
郡
代
』
、
『
取
手
市

史
』
通
史
編
Ⅱ
、
『
藤
代
町
史
』
通
史
編
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
旧
）
市
村
高
男
氏
は
、
「
鏑
矢
伊
勢
方
記
」
所
収
の
源
某
寄
進
状
案
に
よ
っ
て
、
鬼
怒
川
に
は

須
藤
川
と
い
う
支
流
が
存
在
し
、
こ
の
河
川
が
龍
ヶ
崎
市
佐
貫
町
の
西
方
で
鬼
怒
川
か

ら
分
か
れ
、
入
地
↓
須
藤
堀
↓
北
河
原
（
以
上
龍
ヶ
崎
市
）
↓
砂
場
↓
龍
ヶ
崎
丁
歩
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〆ー、

１９
、＝″

（
以
上
河
内
町
）
を
へ
て
内
海
（
三
香
取
海
）
に
流
れ
込
み
、
そ
の
間
の
流
路
が
下
総

相
馬
御
厨
と
常
陸
河
内
郡
と
の
境
界
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
「
中
世
龍

ケ
崎
の
地
形
と
城
郭
の
分
布
」
前
掲
注
而
）
『
龍
ヶ
崎
の
中
世
城
郭
跡
』
第
一
章
第
一

節
）
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
四
。

前
掲
注
（
５
）
本
間
『
関
東
郡
代
』
、
『
藤
代
町
史
』
な
ど
。

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
二
八
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
」
史
料
一
六
五
。

「
藤
代
町
史
近
世
史
料
集
（
１
）
災
害
を
超
え
て
ｌ
古
文
書
に
み
る
Ｉ
』
史
料
一
七
（
以

下
『
藤
代
町
史
近
世
史
料
集
（
１
）
』
と
す
る
）
。

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
二
四
。
こ
の
七
組
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い

て
は
、
前
掲
注
（
肥
）
史
料
を
参
照
の
こ
と
。

貝
塚
和
実
氏
は
、
用
水
組
合
の
も
つ
普
請
組
合
と
し
て
機
能
に
着
目
し
、
こ
う
し
た
普

請
組
合
は
基
本
的
に
は
近
世
の
領
主
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
設
定
さ
れ
た
役
負
担
の
単

位
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
「
近
世
普
請
組
合
の
機
能
と
性
格
」
『
埼
玉
県
史
研
究
』
第

一
七
号
、
「
近
世
水
利
・
治
水
史
研
究
の
現
状
と
課
題
ｌ
大
谷
貞
夫
『
近
世
治
水
史
の
研

究
』
を
手
が
か
り
に
ｌ
」
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
二
三
号
）
。

前
掲
注
（
旧
）
の
史
料
で
は
「
谷
原
領
福
岡
・
伊
丹
堰
用
水
組
合
」
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。

『
藤
代
町
史
近
世
史
料
集
（
１
）
』
史
料
五
五
。

『
藤
代
町
史
近
世
史
料
集
（
１
こ
史
料
六
三
。

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
二
○
．

前
掲
注
（
別
）
貝
塚
「
近
世
普
請
組
合
の
機
能
と
性
格
」
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
一
・

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
九
。

「
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
○
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
一
・

「
水
海
道
市
史
』
上
巻
第
四
編
第
一
一
章
。

『
同
右
書
」
第
四
編
第
二
章
。

『
藤
代
町
史
近
世
史
料
集
（
１
）
』
史
料
一
・

（
羽
）
本
稿
で
は
史
料
的
制
約
に
よ
っ
て
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
天
和
三
年
の
裁
許
絵
図
に

出
て
く
る
「
中
河
辺
領
」
も
、
そ
れ
が
新
利
根
川
を
隔
て
た
位
置
に
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
や
は
り
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
弘
）
（
弱
）
前
掲
注
（
５
）
本
間
『
利
根
川
』
『
関
東
郡
代
』
。

（
邪
）
前
掲
注
（
５
）
本
間
『
関
東
郡
代
』
一
○
五
頁
。

（
訂
）
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
正
月
「
二
郷
半
の
内
飯
島
新
田
開
之
事
」
前
掲
注
（
５
）

本
間
『
関
東
郡
代
』
一
○
六
頁
。

（
胡
）
文
和
二
年
（
一
三
五
一
一
一
）
の
安
楽
寺
の
鰐
口
に
「
総
州
相
馬
郡
河
原
代
安
楽
寺
」
と
い

う
銘
が
み
え
る
。

（
胡
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
」
史
料
一
六
二
、
一
六
三
。

（
㈹
）
『
新
編
埼
玉
県
史
」
資
料
編
旧
解
説
。

（
似
）
『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
一
二
．
な
お
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

の
「
岡
堰
御
普
請
所
樋
類
内
郷
用
悪
水
路
仕
来
書
」
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
（
『
藤
代

町
史
近
世
史
料
集
（
１
）
』
史
料
五
五
）
。

（
蛇
）
以
下
幕
府
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
谷
貞
夫
「
享
保
期
の
治
水
政
策
」
（
『
関
東
近
世
史

研
究
』
第
一
○
号
）
、
西
田
真
樹
「
川
除
と
国
役
普
請
」
（
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会

史
』
第
六
巻
日
本
評
論
社
）
、
『
国
史
大
辞
典
』
な
ど
に
よ
る
。

（
粥
）
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
四
二
一
六
頁
。

麺
）
（
妬
）
前
掲
注
（
蛇
）
西
田
「
川
除
と
国
役
普
請
」
。

（
妬
）
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
三
五
六
号
。

万
）
前
掲
注
（
岨
）
西
田
「
川
除
と
国
役
普
請
」
。

（
州
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
七
四
一
頁
。

（
粉
）
『
同
右
書
』
七
四
三
頁
。

（
釦
）
天
保
一
○
年
三
月
「
下
利
根
川
・
新
利
根
川
・
利
根
付
小
貝
川
組
合
邑
々
高
書
抜
帳
」

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
二
九
。

（
型
前
掲
注
（
９
）
拙
稿
「
『
所
々
御
普
請
組
合
高
留
帳
』
に
つ
い
て
」
。

（
聖
茎
崎
町
下
岩
崎
の
岡
野
康
夫
家
に
伝
来
し
た
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
と
題
す
る
史
料
に
は
、

次
章
で
検
討
す
る
元
禄
一
三
年
（
一
七
○
○
）
の
新
八
間
堀
開
削
の
際
に
、
「
谷
原
領

三
万
石
」
か
ら
も
人
足
を
供
出
し
、
そ
の
た
め
に
谷
井
田
村
（
伊
奈
町
）
の
小
川
善
左

衛
門
や
小
張
村
（
伊
奈
町
）
の
大
山
将
監
ら
が
「
割
元
」
と
し
て
指
揮
を
し
た
と
記
さ
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一
、
此
度
牛
久
沼
之
内
八
崎
右
上
御
新
田
訴
訟
人
罷
出
候
二
付
、
為
御
検
分
御
出

被
遊
御
尋
御
座
候
、
右
牛
久
沼
之
義
ハ
、
元
来
七
ヶ
村
高
壱
万
石
余
用
水
引
来

寛
永
五
年
の
事
か

申
候
処
、
七
拾
四
年
以
前
伊
奈
半
十
郎
様
萱
場
領
御
新
田
二
被
遊
候
剛
、
鶴

ヶ
巻
八
間
堀
御
ほ
ら
せ
沼
水
落
早
上
り
之
所
、
弐
千
間
堤
御
築
被
遊
候
由
、
水

下
荒
所
罷
成
候
二
付
、
御
公
儀
様
江
御
訴
詔
二
罷
成
申
処
、
松
平
加
賀
右
衛

門
様
・
諸
星
清
左
衛
門
様
御
検
使
被
仰
付
、
御
見
分
之
上
用
水
下
願
之
通
八

間
堀
口
築
留
被
仰
付
、
用
水
自
由
二
引
来
候
事

一
、
寛
永
十
六
年
卯
ノ
年
、
万
治
弐
年
亥
之
年
両
度
沼
通
村
々
水
い
か
り
迷
惑
之

由
御
訴
詔
申
上
候
得
共
、
用
水
之
義
御
座
候
間
、
拙
者
共
理
運
罷
成
候
、
前
々

之
通
用
水
引
来
申
候

（
元
和
か
）

一
、
拾
九
ヶ
年
巳
前
若
柴
村
と
用
水
江
川
之
義
ニ
付
出
入
二
罷
成
、
伊
奈
半
十
郎

れ
て
い
る
。
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
自
体
が
明
治
の
後
期
に
編
さ
ん
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

史
料
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
な
お
検
討
を
要
す

る
が
、
興
味
深
い
指
摘
と
い
え
よ
う
。
史
料
の
発
掘
を
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

は
つ
さ
き

次
の
史
料
は
、
牛
久
沼
の
泊
崎
（
茎
崎
町
）
よ
、
ソ
上
を
新
田
と
し
て
開
発
し
た
い

と
す
る
願
人
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
審
問
に
訪
れ
た
幕
府
代
官
の
手
代
に
対
し
て
、

沼
水
を
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
た
河
辺
領
セ
カ
村
が
提
出
し
た
口
上
書
で
あ
る
。

（
１
）

〔
史
料
ｌ
〕

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

第
一
一
章
近
世
前
期
の
争
論
と
沼
周
り
の
相
克

乍
恐
以
口
上
書
申
上
候
事

問
題
の
所
在
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様
御
手
代
牛
込
弥
三
郎
殿
、
南
条
金
左
衛
門
様
御
手
代
高
田
惣
助
殿
御
検
使
御

出
被
遊
、
八
間
堀
洗
堰
上
留
不
洩
様
二
仕
、
満
水
之
節
ハ
上
留
取
払
悪
水
落
候

様
二
被
仰
付
、
猶
御
評
定
所
二
御
証
文
被
下
置
候
事

一
、
拾
五
年
巳
前
用
水
不
足
二
御
座
候
故
水
論
仕
、
為
御
検
使
入
木
仁
兵
衛
様
御

手
代
清
水
平
内
様
、
南
条
金
左
衛
門
様
御
手
代
高
田
惣
助
殿
御
見
分
之
上
、
分

水
相
極
、
御
評
定
所
二
御
証
文
被
下
置
候
事

一
、
八
間
堀
築
留
之
義
、
い
た
っ
ら
者
二
用
水
切
落
れ
申
一
一
付
、
先
年
ハ
足
高
村

庄
兵
衛
・
助
之
丞
与
申
者
番
人
二
付
、
米
四
拾
俵
宛
番
給
二
出
申
候
、
廿
九
年

巳
前
稗
柄
村
御
用
地
二
罷
成
候
節
右
守
屋
権
太
夫
様
稗
柄
御
百
姓
番
人
二
被

仰
付
、
米
廿
壱
俵
・
大
麦
三
拾
俵
宛
年
々
水
下
方
出
申
候
事

一
、
去
辰
年
萱
場
九
ヶ
村
水
い
か
り
迷
惑
之
由
二
而
、
新
八
間
堀
御
ほ
り
洗
堰
も

高
く
御
座
候
間
、
御
下
ヶ
被
下
候
様
二
御
訴
詔
申
上
、
為
御
検
使
平
岡
三
郎
左

衛
門
様
御
手
代
田
沢
勘
内
殿
、
設
楽
勘
左
衛
門
様
御
手
代
嶋
田
清
太
夫
殿
御
出

被
遊
候
処
、
前
々
用
水
不
足
之
段
拙
者
共
申
上
候
得
ハ
、
先
規
之
通
洗
無
高
下

御
移
被
遊
被
下
候
事

右
之
通
沼
水
用
水
二
相
極
候
処
一
一
、
此
度
新
田
二
願
出
申
候
由
、
只
今
之
通
一
一

而
も
年
々
早
損
仕
候
二
紛
無
御
座
候
、
右
牛
久
沼
之
義
、
西
浦
・
北
浦
と
申
候

（
料
）

而
二
ケ
所
入
口
、
上
ハ
御
領
・
私
領
村
々
右
落
込
候
悪
水
を
一
一
ヶ
所
之
入
口
二

（
所
脱
力
）

溜
、
若
柴
・
佐
貫
両
村
地
境
用
水
ロ
ー
仕
、
壱
万
石
余
之
引
来
申
候
、
然
る
処

一
一
廿
九
年
以
前
守
屋
権
太
夫
様
御
代
官
所
之
節
、
八
間
堀
洗
堰
被
仰
付
候
得

共
、
土
取
場
無
御
座
御
普
請
不
罷
成
候
二
付
、
即
御
評
定
所
二
お
ゐ
て
山
口
修

理
亮
様
御
知
行
稗
柄
村
と
御
代
官
所
長
沖
新
田
と
替
地
被
仰
付
、
高
拾
六
石

之
場
所
士
取
場
被
下
置
、
於
只
今
一
一
右
場
所
二
而
土
取
御
普
請
年
々
仕
候
、
右

堰
之
高
権
太
夫
様
御
代
相
極
、
度
々
御
検
使
様
方
二
而
も
右
之
通
御
極
被
遊
候

堰
之
高
計
二
而
用
水
半
分
も
た
り
不
申
二
付
、
上
留
丈
夫
二
仕
水
引
申
候
、
若

次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
享
保
一
○
年
（
一
七
二
五
）
の
新
田
開
発
以
前
に
、
牛

久
沼
を
開
発
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
自
体
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
河
辺
領
の
村
む
ら
が
沼
の
水
を
用
水
と
し
て

利
用
し
て
き
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
書
き
上
げ
た
お
の
お
の
の
力
条
が
、
牛
久
沼
に

つ
い
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
近
世
前
期
の
争
論
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
力
条
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
を
除

い
て
そ
の
一
つ
一
つ
を
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま

ず
こ
の
第
一
条
目
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
、
以
下
の
各
力
条
つ
い
て
は
、
行
論
に

必
要
な
限
り
で
簡
単
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

雨
し
け
く
満
水
之
節
ハ
若
柴
・
佐
貫
へ
せ
き
い
た
し
、
其
節
ハ
洗
上
留
取
払
、

沼
悪
水
落
申
候
、
右
之
通
両
入
口
一
一
溜
置
候
へ
と
も
、
用
水
不
足
仕
候
処
、
沼

半
分
此
度
御
新
田
一
一
願
申
候
由
迷
惑
仕
候
、
壱
万
石
余
荒
所
二
罷
成
候
処
、
御

（
議
）

救
二
御
座
候
間
、
何
分
二
も
御
詮
義
之
上
前
々
之
通
用
水
溜
二
被
成
置
可
被
下

候
ハ
、
、
難
有
可
奉
存
候
、
巳
上

常
陸
国
川
内
郡

大
草
太
郎
左
衛
門
様
御
代
官
所

大
徳
村

元
禄
十
四
年
名
主
武
左
衛
門

巳
三
月

組
頭
五
郎
左
衛
門

宮
測
村

（
垂
ハ
）完

倉
与
兵
衛
様
御
手
代
茂
兵
衛

松
木
千
右
衛
門
殿
村
々
役
人

諸
星
内
蔵
之
助
様
御
手
代

杉
山
茂
太
夫
殿
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第
一
条
は
、
河
辺
領
セ
カ
村
が
用
水
の
引
き
取
り
を
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
そ

も
そ
も
の
由
来
を
、
古
八
間
堀
と
二
千
間
堤
が
設
置
さ
れ
た
当
時
の
問
題
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
牛
久
沼
は
そ
の
面
積
の
広
大
さ
の
割
に
は
水
深
が
浅

い
た
め
に
、
集
水
能
力
が
低
く
、
洪
水
を
起
こ
し
や
す
い
沼
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
沼

周
辺
の
村
む
ら
を
洪
水
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
に
、
字
鶴
ヶ
巻
か
ら
の
ち
の
弥
左
衛

門
新
田
（
藤
代
町
）
地
先
の
小
貝
川
に
か
け
て
、
長
さ
三
六
○
間
（
約
六
五
四
メ
ー

ト
ル
）
の
水
抜
堀
が
開
削
さ
れ
た
。
そ
の
幅
が
八
間
（
約
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
八
間
堀
」
（
当
初
は
「
新
川
」
）
と
呼
ば
れ
た
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
元
禄
一
三
年
（
一
七
○
○
）
に
は
、
新
た
に
稗
柄
村
地
先
か
ら
弥
左
衛
門
新

田
・
川
原
代
村
地
先
に
か
け
て
水
抜
堀
が
開
削
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
前
者
を
古
八
間

堀
、
後
者
を
新
八
間
堀
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
（
本
稿
で
も
史
料
中
の
文
言
を
除
い

て
は
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
。
一
方
二
千
間
堤
は
沼
水
除
の
た
め
に
栗
山
村
（
伊

奈
町
）
か
ら
弥
左
衛
門
新
田
に
か
け
て
築
か
れ
た
堤
防
で
、
そ
の
長
さ
が
一
一
一
一
一
一
一
三

間
（
約
四
・
一
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
い
ず
れ

も
伊
奈
忠
治
の
手
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
一
般
に
古
八
間
堀
の
開
削
が
寛

永
四
年
（
一
六
一
一
七
）
、
一
一
千
間
堤
の
築
堤
が
同
一
一
年
（
一
六
三
四
）
と
い
わ
れ

（
２
）

て
い
る
。

さ
て
、
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
七
五
年
以
前
Ⅱ
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
幕
府
代

官
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
萱
場
領
を
新
田
と
し
て
開
発
し
た
際
、
「
鶴
ヶ
巻
八
間
堀
」
を

掘
ら
せ
て
沼
の
水
を
干
上
が
ら
せ
、
さ
ら
に
二
千
間
堤
を
築
い
た
た
め
に
「
水
下
」

が
荒
所
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
公
儀
へ
訴
訟
し
た
と
こ
ろ
、
大
番
組
頭
松
平
加
賀
右
衛

門
正
次
と
勘
定
組
頭
諸
星
清
左
衛
門
盛
政
が
検
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
見
分
の
上
で

「
水
下
」
の
願
い
の
通
り
「
八
間
堀
口
」
を
築
留
め
、
用
水
を
自
由
に
引
い
て
よ
い
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
争
論
に
よ
っ
て
「
水
下
」
の
村
む
ら
は

用
水
利
用
の
権
利
を
勝
ち
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
争
論
自
体
は
い

っ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
検
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
松

平
正
次
と
諸
星
清
左
衛
門
で
あ
る
。
こ
の
両
名
は
、
寛
永
一
○
年
（
一
六
一
一
一
三
）
に

幕
命
を
受
け
て
関
東
の
山
野
論
の
検
分
を
行
な
っ
た
「
論
地
検
分
使
節
」
で
、
特
定

地
域
に
出
掛
け
て
ま
だ
出
訴
さ
れ
な
い
紛
争
に
介
入
し
て
そ
の
処
理
に
あ
た
っ
た
と

（
３
）

い
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
検
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
っ
た
と
い
う

か
ら
、
こ
の
争
論
も
寛
永
一
○
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
が
現
在
確
認
さ
れ
る
範
囲
で
も
っ
と
も
古
い
争
論
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
牛
久
沼
は
集
水
能
力
の
低
い
沼
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
古
八
間
堀
か
ら
水
を
落

と
せ
ば
用
水
が
不
足
す
る
し
、
築
留
れ
ば
沼
周
辺
が
水
浸
し
と
な
る
と
い
っ
た
矛
盾

を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
二
千
間
堤
が
必
要
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
に
古
八
間
堀
と
二
千
間
堤
は
、
こ
れ
以
後
の
争
論
に
お
い
て
も
重
要
な
争
点
と

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
二
条
目
以
下
に
記
さ
れ
た
争
論
の
年
代
と
相
手
、
内
容
を
列
記
す
る
と

大
略
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
二
条
…
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
。
沼
の
水
が
氾

濫
し
て
「
迷
惑
」
し
た
「
沼
通
村
々
」
が
用
水
村
々
を
訴
え
た
も
の
で
、
こ
こ

で
は
「
用
水
之
儀
」
に
つ
い
て
の
こ
と
な
の
で
自
分
た
ち
に
「
理
運
」
が
あ
り
、

前
々
の
通
り
に
用
水
を
引
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

第
三
条
…
一
九
年
以
前
Ⅱ
天
和
三
年
（
一
六
八
一
一
一
）
。
若
柴
村
と
用
水
江
川
に
つ

い
て
出
入
と
な
っ
た
が
、
幕
府
代
官
伊
奈
半
十
郎
（
忠
治
の
孫
忠
篇
）
と
南
条

金
左
衛
門
の
手
代
の
見
分
を
受
け
た
上
で
、
古
八
間
堀
洗
堰
の
上
留
に
つ
い
て

は
水
が
洩
れ
な
い
よ
う
に
丈
夫
に
仕
立
て
、
満
水
の
節
に
は
上
留
を
取
り
払
い

悪
水
を
落
と
す
こ
と
で
決
着
と
な
っ
た
。

第
四
条
…
一
五
年
以
前
Ⅱ
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
。
用
水
不
足
に
つ
い
て
受
益

村
む
ら
の
内
部
で
水
論
と
な
り
、
幕
府
代
官
入
木
甚
兵
衛
・
南
条
金
左
衛
門
の
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ま
ず
第
一
点
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
争
論
に
関
係
し
た
村
む
ら
や
地
域
を
、
史
料
に

即
し
て
復
元
し
、
位
置
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
も
検
討
し
た

通
り
、
こ
の
時
期
は
村
む
ら
の
分
立
が
進
行
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
の
で
、
時
期
に

よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
争
論
の
内
容
に
よ
っ
て
も
関

係
す
る
地
域
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
こ
の
両
者
を
交
え
て
個
々
の
争
論
を
具
体

的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
期
の
村
む
ら
の
結
合
の
あ
り
方
と
そ
の
変
化

検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
古
八
間
堀
が
掘
ら
れ
て
か
ら
新
八
間
堀
が
開
削
さ
れ
る
ま

で
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
争
論
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
用

水
村
む
ら
の
「
苦
労
」
を
語
り
、
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
使
う
こ
と
の
正
当
性
を
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
一
つ
一
つ
の
争
論
を
具
体
的
に
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も

に
、
そ
う
し
た
争
論
を
通
し
て
い
か
な
る
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
と
く
に
留
意
し
、

手
代
の
見
分
を
受
け
て
「
分
水
」
が
定
め
ら
れ
た
。

第
五
条
・
・
・
一
一
九
年
以
前
Ⅱ
延
宝
元
年
（
一
六
七
一
一
一
）
。
古
八
間
堀
築
留
の
番
人
が

あ
だ
か

ひ
え
が
ら

足
高
村
（
伊
奈
町
）
の
百
姓
か
ら
稗
柄
村
の
百
姓
に
替
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
書

き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
延
宝
元
年
の
洗
堰
設
置
に
と
も
な
っ
て
稗
柄

村
が
土
取
場
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
奥

書
に
も
こ
の
士
取
場
設
定
の
事
情
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

第
六
条
…
去
辰
年
Ⅱ
元
禄
一
三
年
（
一
七
○
○
）
・
沼
水
の
氾
濫
に
苦
し
む
「
萱
場

九
ヶ
村
」
が
、
新
八
間
堀
の
開
削
と
洗
堰
の
引
き
下
げ
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ

し
た
一
件
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
八
間
堀
が
開
削
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
洗
堰
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
用
水
不
足
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、

の
で
あ
る
が
、
洗
堰
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
用
水
不
足
（

元
の
高
さ
の
ま
ま
で
新
八
間
堀
口
へ
移
転
し
た
と
い
う
。

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
表
２
１
１
お
よ
び
図
２
１
２
に
関
係

す
る
村
む
ら
を
示
し
て
お
い
た
の
で
、
以
下
こ
れ
を
も
と
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ

（
４
）

と
に
す
る
。
な
お
、
表
２
１
１
に
は
、
次
章
で
検
討
す
る
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
が

頓
挫
し
た
明
和
期
以
降
の
組
合
村
に
つ
い
て
も
例
示
し
て
お
い
た
。

次
に
第
二
点
目
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
争
論
に
お
い
て
は
、
沼
に
設
け
ら
れ
た
施

設
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
題
点
や
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
八
間
堀
、
新
八
間
堀
、
二
千
間
堤
、
用
水
江
川
、

江
川
の
取
入
れ
口
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
ま
た
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い

る
の
で
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
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注） ｢寛永20」「延宝2」「天和3」「元禄13」は、それぞれ「龍ケ崎史」近世史料編ⅡNnl69、Nql70、NQl63、NQl75による。また、「万治2」は「茨城県

史料」近世社会経済編ⅢNql28による。

｢上郷25」は上郷２５力村を、「悪水13」は悪水組合１３力村を示す。

谷田部村は内町村・台町村・新町村の３力村に別れており、しかも内町村は２つの組に別れている。上郷２５力村はこれらをすべて単独の村として

合計したものと考えられる。

｢牛久沼附」村むらの内、●・◇・◆の区分については、第三章第四節第一項を参照のこと。

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

表2-1近世前期牛久沼をめぐる水論関係村むら一覧

国名 郡名 村名 市町村名 元禄郷帳 天保郷帳 高|H領

寛永末～延宝期(1643～80）

寛永２０ 万治２ 延宝２

用水 悪水 用水 悪水 用水 悪水

天和～元禄期

用水 悪水

河辺領 天和３ 元禄1３

明和期(1764～)以後

用水 悪水

江川組合 萱場領 上郷2５ 悪７k1３ 牛久沼付

下総国

常陸国

相馬郡

河内郡

筑波郡

川原代村

若柴村

佐貫村

Ill島

入地村

小通幸谷村

十六石村

馴馬村

龍ケ崎村

大徳村

宮淵村

生板村

幸谷村

《河辺村》

長竿村

牛久村

<岩崎村〉

下岩崎村

上岩崎村

房 内村

若栗村

境松新田

弥左衛門新田

徳右衛門新田

根新田

<萱場村〉

下萱場村

上萱場村

浜田村

城中村

栗山村

足高村

神生村

野堀村

大和田村

狸穴村

高岡村

根崎村

古立村

境田村

下飯田村

上飯田村

中野村

栗山村

丸山村

羽成村

下萱丸村

上萱丸村

谷田部村

（
内町村

台町村

新町村

龍ケ崎市

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

河内村
′〃

河内村

牛久市

茎崎町

″
〃
〃
〃

つくば市

藤代町

〃
〃
〃
〃
〃
〃

伊奈町

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

つくば市

″
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

l036fi75

1５１８．００３

437.721

288.862

1５８．６２

１６．

1１００．

1238.249

2313.067

1012.621

2226.０８６

249.098

1４１５．８５１

）

）

862.213

498.308

4９０．６９

3８．９３

3５４．４２

１９６．７８

４６３．５８

０．

785.062

6２８．２５

700.218

6４４．２３

347.437

853.776

314.314

312.415

6７．３４

6２．９７９

５１．８１９

５６．１２７

1３４．８３

8６．３３

４５．３５

8５．２０８

８６．５３１

３７．１０６

2９８．８３

6３．０７

(1832.16）

8４８．３６

5６４．１

４１９．７

1020ｲi5911

1５８１．１９１

439.20377

288.0303

162.2471

1６．

1242.431

2214.9625

2６１１．９６１

1178.686

2241.086

284.433

1５１６．７９７

870.898

505.0433

495.6247

94.8733

466.6503

２１２．３４３６

4６８．７８

２３２．９４

108.843

443.775

623.775

700.2176

6４８．３３

352.2595

853.776

321.094

358.886

9３．８２

192.28423

171.62565

）

）

5６．１２７

1４１．０７９

9７．１３５

199.373

8３．９６

８６．５３

3９．８９８

4１２．１３９

３４８．９３９

(2847.511）

1434.033

719.089

694.389

１０１４fi3411

1338.063

444.4532

288.229

162.2471

232.868

1６．

1300.551

2214.963

2318.373

1034.００５

２２６１．６９５

283.251

1５１６．７９７

880.937

505.1953

495.6242

94.8733

466.6503

212.3436

4６８．７８

２３２．９４

108.843

4４３．０９４

６２３．７７１

７００．１１４

644.21449

3４７．５３

853.776

314.313

358.886

8９．４４６

1６６．０９２

１７２．６６２

5６．１２７

1４１．０７９

9７．１３５

1０２．１７１

9３．４０２

８６．７２５

8６．５３

3７．１３３

4１２．１３９

1７９．６７

169.269

2823.15

○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
●

○
○
○●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○

●
×
●
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

◇
◇
◆
◆
◆
●
●
●
●
●
●
●
●
●
◇
◇
◇
◇
◇
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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図2-2寛永～延宝期における争論関係村むら

東

谷詳

とⅡ常陸国筑波郡

川

識
●

常陸国河内郡足高
◆

◆
癖中

根

川

岡
堰

厭な諺Ｆ悪~菌~箱~ii~詞 長竿
○

昼
田
堰

川

薪一吊〆蒲「川
○△＝「川下」村むら（用水）

●＝「川上」村むら（悪水）

◆＝「萱場」村むら（悪水）



野
口
弥
次
兵
衛
殿

牛
久
村佐

野
助
三
郎
殿

同
内
膳
殿

双
村
弥
次
右
衛
門
殿

若
栗
村相

沢
七
右
衛
門
殿

谷
田
部
村

ま
ず
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
と
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
争
論
か
ら
み
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
〔
史
料
１
〕
第
二
条
目
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
も
そ

も
こ
の
一
一
つ
の
争
論
は
連
続
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
れ
に
関
す
る
史
料
を
あ

げ
て
お
く
。
〔
史
料
２
〕
は
寛
永
一
六
年
争
論
の
結
末
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
、

「
川
下
」
村
む
ら
が
「
川
上
」
村
む
ら
に
差
し
出
し
た
同
二
○
年
の
証
文
、
〔
史
料
３
〕

は
万
治
二
年
争
論
に
お
け
る
「
川
上
」
四
力
村
の
訴
状
で
あ
る
。

（
５
）

〔
史
料
２
〕

一
、
萱
場
村
新
川
水
門
之
義
、
当
五
年
以
前
御
奉
行
所
へ
御
訴
詔
被
成
候
一
一
付
而

双
方
被
召
出
様
子
申
上
候
処
、
松
平
伊
豆
守
様
・
伊
丹
播
磨
守
様
被
仰
付
候

ハ
、
水
門
之
義
訴
詔
仕
候
村
々
入
宇
を
以
相
立
、
用
水
之
内
ハ
水
落
シ
申
間
敷

（
マ
マ
）

候
、
用
水
仕
舞
申
候
ハ
、
、
悪
水
訂
吐
を
可
申
候
、
縦
用
水
之
内
成
と
も
打
続

洪
水
も
い
た
し
、
上
下
い
か
へ
申
一
一
付
而
互
之
相
談
を
以
水
落
シ
可
申
候
、
尤

稲
作
苅
仕
舞
申
候
ハ
、
、
寒
水
之
義
ハ
っ
＆
み
可
申
候
、
為
其
錠
を
い
た
し
、

か
き
を
請
取
申
候
、
若
又
水
門
大
破
之
体
一
一
而
被
指
置
候
ハ
、
、
如
前
々
之
新

河
土
手
一
一
つ
き
と
め
可
申
候
、
右
之
段
御
奉
行
所
一
一
て
被
仰
付
候
間
如
此
候
、

但
萱
場
堤
御
普
請
御
座
候
一
一
付
而
ハ
前
角
可
承
候
、
則
水
門
戸
を
抜
キ
水
落
シ

可
申
候
、
土
手
普
請
之
義
川
下
一
一
而
も
如
在
一
一
不
存
候
、
依
如
件

龍
ヶ
崎
村

寛
永
廿
年
未
ノ
四
月
十
三
日

諸
岡
助
四
郎

（
１
）
古
八
間
堀
と
二
千
間
堤
を
め
ぐ
っ
て

一
一
寛
永
末
～
延
宝
期
の
争
論
と
「
地
域
」

（
６
）

〔
史
料
３
〕

乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
事

（
萱
場
）
（
谷
原
）

一
、
常
陸
国
牛
久
岩
崎
沼
、
其
下
に
か
や
（
・
や
ハ
ら
伊
奈
半
十
郎
様
よ
り
御
新

田
に
御
立
被
成
候
瑚
、
悪
水
払
に
新
川
を
御
堀
候
、
松
平
陸
奥
守
様
御
領
知

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

若
柴
村飯

野
与
右
衛
門
殿

岩
崎
村岡

野
勘
作
殿

同
五
左
衛
門
殿

足
高
村谷

口
弥
左
衛
門
殿

萱
場
村根

本
左
馬
助
殿

同
彦
五
郎
殿

沼
尻
庄
左
衛
門
殿

河
原
代
村木

村
左
馬
助

同
源
三
郎

河
辺
村

関
口
次
兵
衛

大
野
五
郎
七

宮
測
久
兵
衛

峰
山
権
七

長
竿
村

斎
賀
将
監

中
嶋
総
兵
衛
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龍
ヶ
崎
村
、
山
口
備
前
守
様
御
領
知
川
原
代
村
、
新
庄
越
前
守
様
御
領
知
大
徳

（
郎
脱
）

村
、
此
一
二
ヶ
村
之
者
共
用
水
た
り
不
申
候
由
半
十
様
え
御
訴
訟
申
上
、
新
川
口

つ
き
と
め
申
候
間
、
半
十
郎
様
よ
り
沼
水
よ
け
の
た
め
弐
千
間
余
之
新
堤
を
被

成
候
故
、
沼
廻
り
田
地
大
分
水
損
仕
候
二
付
、
水
上
之
者
共
御
公
儀
様
・
半

十
郎
様
え
御
訴
訟
申
上
候
所
に
、
川
下
右
三
ヶ
村
之
者
共
御
召
被
出
、
対
決
之

上
に
て
用
水
悪
水
の
た
め
に
水
門
に
被
仰
付
候
御
事

一
、
右
之
水
門
ハ
川
上
四
ヶ
村
之
入
目
を
以
立
申
候
得
共
、
押
な
か
さ
れ
申
候
、

此
四
ケ
村
と
申
ハ
、
山
口
但
馬
守
殿
、
細
川
豊
前
守
殿
、
根
来
出
雲
守
殿
、
新

庄
越
前
守
殿
領
知
に
て
御
座
候
、
又
水
門
仕
候
得
は
子
ノ
年
大
水
に
て
押
な
か

さ
れ
、
両
度
之
水
門
に
大
分
之
金
子
入
申
候
得
共
、
又
水
門
可
仕
と
請
合
申
候

内
に
新
川
口
を
川
下
之
者
共
つ
き
と
め
申
候
、
又
水
門
立
可
申
と
度
々
川
下
へ

断
申
候
得
共
、
水
門
立
さ
せ
申
間
敷
と
我
ま
き
申
候
、
若
あ
ら
い
関
に
ハ
い
た

さ
せ
可
申
之
由
に
て
、
あ
ら
い
の
高
サ
水
本
木
午
ノ
年
川
下
よ
り
打
申
候
得

共
、
殊
外
高
ク
打
申
候
間
、
川
上
之
者
共
合
点
不
申
候
事

一
、
先
規
御
公
儀
様
よ
り
水
門
に
被
仰
付
候
所
に
御
座
候
間
、
川
下
村
々
え
水

門
立
可
申
と
年
々
様
子
申
候
得
共
、
合
点
不
仕
候
故
、
沼
廻
り
田
地
年
々
大
分

に
水
損
い
た
し
迷
惑
仕
候
間
、
川
下
之
者
共
御
召
被
出
被
仰
付
可
被
下
候
、
委

細
之
儀
は
絵
図
井
口
上
に
て
可
申
上
候
、
以
上

川
上
之
地
頭

万
治
弐
年
亥
極
月
日

細
川
豊
前
守
領

谷
田
部
村清

兵
衛
⑳

八
右
衛
門
⑳

同
断

根
来
出
雲
守
領

さ
ら
に
も
う
一
点
史
料
を
提
示
し
た
い
。
〔
史
料
４
〕
は
、
下
岩
崎
村
（
茎
崎
町
）

（
７
）

に
伝
来
し
た
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
と
題
す
る
史
料
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
自
体
は
、
牛
久
沼
に
関
係
す
る
史
料
を
収
集
し
、
こ
れ
に
解
説
を
加
え
て
編

さ
ん
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
明
治
の
末
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
解
説
部
分
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
史
料
で
は
、
と
く
に
古
八
間

堀
の
開
削
と
二
千
間
堤
の
築
堤
、
洗
堰
の
設
置
な
ど
の
正
確
な
年
代
に
つ
い
て
記
さ

れ
た
史
料
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

論
拠
と
な
る
史
料
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
当
時
の
史
料

と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
全
体
的
な
経
緯
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔
史
料
４
〕

一
古
八
間
堀
撃
水
門
伏
込
並
弐
千
間
堤
築
立

寛
永
年
間
御
代
官
伊
奈
半
十
郎
ハ
萱
場
領
新
田
開
発
ナ
サ
レ
シ
ニ
ョ
リ
、
同
四

御
奉
行
所
様

岩
崎
村勘

作
⑳

兵
右
衛
門
④

同
断

山
口
但
馬
守
領

牛
久
村伊

左
衛
門
④

主
馬
助
⑳

同
断

新
庄
越
前
守
領

若
柴
村
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こ
れ
ら
の
史
料
に
〔
史
料
１
〕
第
一
・
二
条
を
加
味
し
て
整
理
す
れ
ば
、
古
八
間

堀
の
開
削
か
ら
万
治
二
年
の
争
論
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

年
新
川
ヲ
堀
抜
キ
タ
リ
、
此
幅
八
間
ナ
ル
ヲ
以
テ
八
間
落
シ
堀
卜
云
う
、
然
ル

ー
一
龍
ヶ
崎
・
河
原
代
・
大
徳
ノ
三
ヶ
村
沼
水
ヲ
之
レ
ョ
リ
下
水
ス
レ
ハ
用
水
不

足
ナ
リ
逆
、
新
川
ロ
ヲ
築
留
メ
タ
リ
シ
ニ
ョ
リ
、
伊
奈
氏
之
レ
ー
ー
困
シ
テ
同
十

一
年
該
新
田
ト
沼
地
ノ
境
一
一
二
千
間
余
ノ
新
堤
ヲ
築
立
タ
リ
、
斯
ク
為
シ
タ
リ

シ
カ
ハ
ロ
沼
岸
ノ
村
落
悉
水
害
ヲ
得
タ
リ
、
之
し
小
貝
ノ
水
洪
水
ノ
節
逆
流
シ

テ
沼
地
ノ
分
内
狭
迫
セ
シ
故
ナ
リ
キ
、
差
二
於
テ
伊
奈
氏
川
上
ノ
費
額
ヲ
以
新

川
口
ヲ
寛
永
廿
一
年
申
六
月
用
悪
水
ノ
為
メ
逆
水
門
ヲ
伏
込
シ
ナ
リ
、
然
し
ト

モ
該
水
門
へ
水
害
□
口
回
流
出
シ
タ
リ
シ
カ
ハ
、
川
下
ノ
モ
ノ
水
門
ヲ
拒
断

シ
、
又
築
留
タ
リ
、
之
レ
ー
一
因
テ
川
上
ョ
リ
川
下
エ
応
接
二
及
ヒ
シ
モ
、
承
諾

セ
サ
リ
シ
カ
ハ
訴
詔
卜
成
り
、
谷
田
部
・
岩
崎
・
牛
久
・
若
柴
ョ
リ
万
治
元
年

十
月
其
筋
ェ
出
願
セ
シ
モ
決
定
セ
サ
リ
シ
カ
、
尚
翌
二
年
極
月
ノ
出
願
二
依
テ

川
上
ノ
願
意
一
一
充
チ
則
チ
水
門
二
成
ス
ト
云
フ
、
該
当
時
牛
久
・
若
柴
力
沼
付

方
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
庄
兵
衛
新
田
力
出
来
サ
リ
シ
以
前
一
一
シ
テ
、
沼
岸
ノ
堤
防
ナ

カ
リ
シ
故
ナ
リ
、
然
シ
テ
未
夕
川
上
・
川
下
杯
卜
唱
上
、
組
合
村
々
ト
云
う
迄

モ
ナ
ク
シ
テ
、
区
々
一
一
渉
リ
テ
居
リ
シ
ナ
リ
、
（
万
治
三
庚
子
年
二
千
間
堤
一
千

五
十
三
間
流
出
セ
リ
）
、
其
後
寛
文
九
己
酉
年
八
間
口
竹
洗
卜
成
り
、
同
十
一
年

改
良
シ
テ
石
洗
二
成
リ
シ
ト
云
う

洗
ョ
リ
小
貝
川
迄
四
百
九
十
四
間

惣
下
り
六
尺
一
寸
七
分
一
間
一
一
壱
寸
二
分
五
厘

沼
ノ
内
四
尺
七
寸
五
分
竹
洗
上
ョ
リ

江
川
水
上
迄
二
尺
一
寸
下
り

す
な
わ
ち
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
幕
府
代
官
伊
奈
忠
治
は
、
寛
永
二
年
（
一
六

二
五
）
の
山
田
沼
堰
竣
工
を
手
始
め
と
し
て
、
常
陸
谷
原
の
本
格
的
な
開
発
に
着
手

し
た
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
牛
久
沼
南
岸
に
位
置
す
る
萱
場
一
帯
に
つ
い
て
は
、
滞

流
す
る
水
を
排
除
し
て
干
拓
化
を
進
め
る
た
め
に
、
沼
の
悪
水
を
小
貝
川
に
落
と
す

た
め
の
排
水
路
と
し
て
同
四
年
（
〔
史
料
１
〕
で
は
同
五
年
と
な
っ
て
い
る
）
に
古

八
間
堀
を
開
削
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
で
は
用
水
が
不
足
す
る
と
し
て
「
川
下
」
の

村
む
ら
（
龍
ケ
崎
村
・
川
原
代
村
・
大
徳
村
）
が
訴
訟
に
お
よ
ん
だ
た
め
に
、
吟
味

の
上
で
古
八
間
堀
口
を
「
築
留
」
と
し
、
「
沼
水
よ
け
の
た
め
弐
千
間
余
之
新
堤
」
Ⅱ

一
一
千
間
堤
を
忠
治
の
手
で
築
い
た
〔
史
料
３
〕
。
こ
の
間
の
事
情
を
〔
史
料
１
〕
の
第

一
条
に
よ
っ
て
類
推
す
れ
ば
、
「
川
下
」
の
訴
訟
を
受
け
て
検
分
に
あ
た
っ
た
の
が
、

す
な
わ
ち
「
論
地
検
分
使
節
」
の
松
平
正
次
と
諸
星
盛
政
で
、
寛
永
一
○
年
（
一
六

一
一
一
三
）
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
結
果
、
願
意
の
通
り
に
古
八
間
堀

口
を
「
築
留
」
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
川
下
」
の
村
む
ら

と
し
て
は
「
用
水
自
由
二
引
来
申
候
」
権
利
を
手
に
入
れ
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
八
間
堀
口
を
「
築
留
」
と
し
た
の
で
は
排
水
能
力
が
著
し
く
低

下
し
、
せ
っ
か
く
開
発
し
た
萱
場
一
帯
が
ま
た
沼
水
の
被
害
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
萱
場
一
帯
を
そ
う
し
た
被
害
か
ら
守
る
た
め
に
、
沼
水
除
の

堤
防
と
し
て
、
翌
寛
永
二
年
に
忠
治
に
よ
っ
て
二
千
間
堤
が
築
か
れ
た
の
で
あ

（
８
）

る
。

と
こ
ろ
が
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
小
貝
川
が
氾
濫
す
る
と
、
今
度
は
「
川

上
」
の
村
む
ら
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
沼
廻
り
田
地
大
分
水
損
仕
候
」
と
し
て
訴
訟

を
起
こ
し
た
。
〔
史
料
３
〕
に
よ
れ
ば
、
「
川
上
」
村
む
ら
は
谷
田
部
村
（
つ
く
ば

市
）
・
岩
崎
村
（
茎
崎
町
）
・
牛
久
村
（
牛
久
市
）
・
若
柴
村
の
四
力
村
で
あ
る
。
図

２
１
２
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
若
柴
村
は
牛
久
沼
東
岸
の
台
地
上
に
位
置
す
る
村

で
あ
る
が
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
当
時
は
ま
だ
佐
貫
村
・
中
島
村
・
入
地
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村
・
小
通
幸
谷
村
が
分
村
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
東
南
方
面
に
か
け
て
の
一
帯

が
被
害
地
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
牛
久
村
は
沼
の
北
岸
に
位
置
す
る
村
で
、
岩
崎
村
は

牛
久
沼
の
北
浦
と
西
浦
に
囲
ま
れ
た
一
帯
、
そ
し
て
谷
田
部
村
は
こ
の
両
浦
に
流
れ

込
ん
で
い
る
東
谷
田
川
と
西
谷
田
川
に
囲
ま
れ
た
村
で
あ
る
。
か
な
り
広
範
な
地
域

に
被
害
が
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
村
む
ら
で
は
古
八
間
堀
口

が
「
築
留
」
ら
れ
た
上
に
二
千
間
堤
が
築
か
れ
た
こ
と
で
、
排
水
の
便
が
便
が
悪
く

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
古
八
間
堀
は
、
小
貝
川
と
の
距
離
が
短
い
た
め

に
逆
流
を
起
こ
し
や
す
い
堀
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
〔
史
料
４
〕
に
も
あ
る
よ
う

に
、
寛
永
一
六
年
に
小
貝
川
が
氾
濫
す
る
と
、
排
水
の
便
の
悪
さ
に
加
え
て
、
古
八

間
堀
を
逆
流
し
た
水
に
よ
っ
て
「
川
上
」
の
村
む
ら
一
帯
は
、
一
面
「
水
損
」
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
川
上
」
の
村
む
ら
が
訴
訟
に
お
よ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
双
方
を
召
し
出
し
て
対
決
さ
せ
た
上
で
、
そ
の
解
決
策
と
し

て
沼
の
水
を
効
率
的
に
落
と
す
た
め
に
、
古
八
間
堀
口
に
水
門
を
設
置
す
る
こ
と
を

命
じ
た
。
こ
の
内
容
を
示
し
た
の
が
〔
史
料
２
〕
で
あ
る
。

申
し
渡
し
を
行
な
っ
た
の
は
、
幕
府
老
中
の
松
平
伊
豆
守
信
綱
と
勘
定
組
頭
の
伊

丹
播
磨
守
康
勝
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
水
門
の
竣
工
は
訴
訟
を
起
こ
し
た

「
川
上
」
村
む
ら
の
入
用
を
も
っ
て
行
な
う
こ
と
と
し
、
以
下
水
門
を
利
用
す
る
上
で

の
注
意
事
項
と
し
て
、
①
用
水
を
引
い
て
い
る
う
ち
は
水
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に

し
、
用
水
と
し
て
の
利
用
が
終
わ
れ
ば
悪
水
を
落
と
す
こ
と
、
②
た
と
え
用
水
を
引

い
て
い
る
時
期
で
あ
っ
て
も
洪
水
が
続
い
て
「
川
上
」
「
川
下
」
が
氾
濫
し
た
な
ら

ば
、
互
い
に
相
談
し
て
水
を
落
と
す
こ
と
、
③
稲
の
刈
り
入
れ
が
終
わ
っ
て
寒
水
の

時
期
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
水
を
溜
め
る
た
め
に
水
門
を
閉
じ
て
錠
を
し
、
そ
の
鍵
を

受
け
取
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
④
も
し
水
門
が
大
破
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
前
々
の
よ

う
に
古
八
間
堀
を
「
築
留
」
る
こ
と
、
⑤
ま
た
萱
場
堤
Ⅱ
二
千
間
堤
の
普
請
が
あ
れ

ば
、
水
門
の
戸
を
抜
い
て
水
を
落
と
す
こ
と
、
と
い
っ
た
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
証
文
が
幕
府
の
申
し
渡
し
か
ら
四
年
後
の
寛
永
二
○
年
（
一

六
四
三
）
に
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
間
「
川
上
」
と
「
川
下
」
の
村
む
ら
の

相
談
が
ま
と
ま
ら
ず
、
水
門
の
設
置
を
実
施
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情

が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
用
悪
水
ノ
為
メ
逆
水
門
ヲ
伏
込
」
ん
だ

の
が
、
寛
永
一
二
年
六
月
で
あ
っ
た
と
す
る
〔
史
料
４
〕
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
四
年
た
っ
て
よ
う
や
く
双
方
の
相
談
が
ま
と
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

水
門
設
置
に
対
す
る
規
定
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
が
〔
史
料
２
〕

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
請
取
人
に
牛
久
沼
南
岸
の
萱
場
新
開
地
に
属
す
る

足
高
村
と
萱
場
村
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
の
も
、
と
く
こ
の
地
域
の
代
表
と
し
て
了

解
が
求
め
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
寛
永
一
二
年
（
一
六
四
四
）
に
な
っ
て
よ
う
や
く
水

門
設
置
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
技
術
的
な
限
界
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
史
料
３
〕
に
よ

れ
ば
、
水
門
を
設
置
し
た
直
後
に
す
ぐ
押
し
流
さ
れ
た
と
あ
り
、
ま
た
伏
せ
込
ん
で

は
み
た
も
の
の
、
「
子
ノ
年
」
Ⅱ
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
大
水
で
再
び
押
し
流
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
「
川
上
」
の
村
む
ら
で
は
、
両
度
の
水
門
伏
込
で
多
額
の
費

用
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
た
水
門
を
伏
せ
込
む
し
か
な
い
と
申
し
合

せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
川
下
」
の
村
む
ら
が
堀
口
を
「
築
留
」
て
し
ま
っ
た
の
で
、

改
め
て
水
門
を
伏
せ
込
み
た
い
と
申
し
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
「
川
上
」
の
村
む
ら
は

「
水
門
立
さ
せ
申
間
敷
と
我
ま
き
申
」
し
、
洗
堰
で
あ
れ
ば
伏
せ
込
ん
で
も
よ
い
と
答

え
た
。
そ
こ
で
洗
堰
の
高
さ
を
「
午
ノ
年
」
Ⅱ
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
試
し
に

打
ち
込
ま
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
と
の
ほ
か
高
く
打
ち
込
ん
だ
。
こ
れ
で
は
「
川
上
」

の
村
む
ら
と
し
て
は
「
合
点
」
が
い
か
な
い
。
先
年
「
御
公
儀
様
」
よ
り
水
門
設
置

を
命
じ
ら
れ
た
場
所
な
の
で
あ
る
か
ら
、
今
度
も
水
門
伏
込
を
申
し
付
け
て
ほ
し
い
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と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
史
料
４
〕
に
も
「
之
レ
ー
一
因
テ
川
上
ョ
リ
川
下
ェ
応
接
二
及
ヒ
シ
モ
、
承
諾
セ
サ

リ
シ
カ
ハ
訴
詔
ト
成
り
、
谷
田
部
・
岩
崎
・
牛
久
・
若
柴
ョ
リ
万
治
元
年
十
月
其
筋

エ
出
願
セ
シ
」
と
あ
る
か
ら
、
慶
安
元
年
か
ら
一
○
年
の
間
延
々
と
交
渉
が
続
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
改
め
て
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
出
訴
に
お
よ

ん
だ
の
で
あ
る
が
、
「
川
下
」
村
む
ら
が
こ
れ
に
強
固
に
反
対
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で

（
９
）

あ
る
。
こ
の
顛
末
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
〔
史
料
４
〕
に
は
「
尚
翌
二

年
極
月
ノ
出
願
二
依
テ
川
上
ノ
願
意
一
一
充
チ
則
チ
水
門
二
成
ス
ト
云
フ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
「
川
上
」
村
む
ら
の
願
意
通
り
、
再
び
水
門
が
設
置
さ
れ
た
と
考
え
て

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
古
八
問
堀
の
開
削
か
ら
、
寛
永
一
○
年
前
後
の
堀
口
「
築
留
」
と
一
一
千
間

堤
築
堤
、
お
よ
び
寛
永
一
六
年
・
万
治
二
年
の
水
門
設
置
を
め
ぐ
る
争
論
に
い
た
る

経
緯
で
あ
る
。
万
治
二
年
の
争
論
で
は
、
最
終
的
に
は
水
門
を
再
建
す
る
こ
と
で
決

着
し
た
が
、
そ
れ
で
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
万
治
二
年
の
訴
状

〔
史
料
３
〕
で
は
、
「
川
上
」
村
む
ら
が
水
門
再
建
を
望
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
「
川
下
」

の
村
む
ら
で
は
洗
堰
の
伏
込
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の

後
古
八
間
堀
口
の
水
門
は
洗
堰
に
伏
せ
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
間

の
事
情
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
明
ら
か
に
し
が
た
い
の
で
あ
る

が
、
〔
史
料
４
〕
に
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
竹
洗
と
な
り
、
同
一
一
年
に
改
良

し
て
石
洗
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
論
拠
と
な
る
史
料
が

示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
設
置
年
代
を
含
め
て
確
実
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ

（
皿
）る

。
こ
れ
に
対
し
て
堀
口
へ
の
確
か
な
洗
堰
設
置
が
確
認
で
き
る
の
は
、
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
の
洗
堰
設
置
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
み

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
の
元
禄
一
四
年
（
一
七
○
二
の
口
上
書
〔
史
料
１
〕
に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
奥
書
に
よ
る
と
、
牛
久
沼
に
は
西
浦
と
北
浦
と

い
っ
て
二
カ
所
の
入
口
が
あ
り
、
上
は
御
料
・
私
領
村
む
ら
か
ら
流
れ
込
む
悪
水
を

こ
の
二
カ
所
の
入
口
に
溜
め
、
若
柴
村
と
佐
貫
村
両
村
の
地
境
に
用
水
口
を
設
け
て

一
万
石
余
の
場
所
に
水
を
引
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
二
九
年
以
前
Ⅱ
延
宝
元
年
（
一

六
七
三
）
、
守
谷
権
太
夫
代
官
所
の
節
に
古
八
間
堀
に
洗
堰
を
設
置
す
る
こ
と
を
命

じ
ら
れ
た
が
、
土
取
場
が
な
か
っ
た
た
め
に
普
請
に
と
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
なひ

え

か
つ
た
。
そ
こ
で
評
定
所
に
お
い
て
、
牛
久
藩
山
口
修
理
吉
元
弘
隆
領
分
で
あ
っ
た
稗

か
ら

な
が
お
き

柄
村
を
幕
府
代
官
所
の
長
沖
新
田
と
替
地
し
、
「
高
拾
六
石
之
場
所
」
を
土
取
場
と
し

て
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
只
今
ま
で
こ
の
場
所
で
土
を
取
り
、
年
々
普
請
を
し
て
き

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
高
拾
六
石
之
場
所
」
と
い
う
の
が
す
な
わ
ち
稗
柄
村

（
ｕ
）

で
、
村
高
が
一
六
石
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
当
時
十
六
石
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
次
の

史
料
は
、
こ
れ
に
際
し
て
十
六
石
村
が
牛
久
沼
用
水
七
力
村
に
差
し
出
し
た
手
形
で

あ
る
。

（
皿
）

〔
史
料
５
〕

手
形
之
事

一
、
牛
久
沼
八
間
口
築
留
之
所
、
去
丑
五
月
満
水
二
而
堤
押
破
申
二
付
、
土
取
場

御
公
義
様
江
御
訴
訟
被
遊
候
二
付
、
沼
廻
り
牛
久
村
・
城
中
村
・
若
栗
村
・

谷
田
部
村
・
岩
崎
村
・
萱
場
村
・
足
高
村
・
十
六
石
村
、
右
八
ヶ
村
之
者
共
寅

ノ
正
月
廿
一
一
日
之
御
評
定
所
へ
被
召
出
、
穿
撃
之
上
沼
水
一
滴
も
落
不
申
候
様

一
一
前
々
通
築
留
二
被
仰
付
、
其
上
十
六
石
村
山
口
修
理
様
御
知
行
所
二
御
座
候

（
復
）

処
二
、
御
公
義
様
方
川
下
之
衆
永
代
八
間
口
築
留
修
覆
之
た
め
土
取
場
二
被

為
仰
付
、
此
度
守
屋
権
太
夫
様
御
代
官
所
二
罷
成
候
、
右
築
留
之
場
昼
夜
無
油

断
相
守
可
申
候
、
若
徒
者
有
之
、
右
之
場
所
切
申
候
ハ
、
、
拙
子
共
如
何
様
之

曲
事
一
一
も
可
被
仰
付
候
、
満
水
二
而
築
留
あ
や
う
ぐ
罷
成
候
ハ
、
、
早
速
御
左
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右
可
申
上
候
、
此
度
従
御
公
義
様
士
取
場
御
用
地
二
被
為
仰
付
候
義
二
御

座
候
間
、
無
油
断
番
守
相
勤
可
申
候
、
為
其
価
如
件

守
屋
権
大
夫
御
代
官
所

十
六
石
村
名
主

延
宝
弐
年
寅
ノ
ー
月
九
日

八
兵
衛
⑳

組
頭

山
口
修
理
様
御
知
行
右
馬
丞
⑳

馴
馬
村
市
左
衛
門
③

浅
野
伝
兵
衛
殿
金
十
郎
⑳

松
平
陸
奥
守
様
御
知
行

龍
ヶ
崎
村

諸
岡
助
四
郎
殿

同
村中

島
孫
兵
衛
殿

守
屋
権
大
夫
様
御
代
官
所

大
徳
村

菅
生
五
左
衛
門
殿

同
村

山
口
修
理
様
御
知
行

馴
馬
村

浅
野
伝
兵
衛
殿

同
村小

村
次
右
衛
門
殿

山
口
平
兵
衛
様
御
知
行

川
原
代
村

郷
倉
宗
右
衛
門
殿

同
村木

村
藤
左
衛
門
殿

こ
れ
に
よ
っ
て
先
の
口
上
書
〔
史
料
１
〕
の
記
述
を
か
な
り
補
強
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
牛
久
沼
古
八
間
堀
口
の
「
築
留
」
場
所
の
士
取
場
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
「
去
丑
」
Ⅱ
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
五
月
に
満
水
と
な
っ
て
堤
が
「
押
破
」

れ
た
た
め
に
、
「
川
下
」
の
セ
カ
村
が
「
御
公
義
様
」
へ
訴
願
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
牛
久
村
（
牛
久
市
）
・
城
中
村
（
伊
奈
町
）
・
若
栗
村
（
茎

崎
町
）
・
谷
田
部
村
（
つ
く
ば
市
）
・
萱
場
村
（
藤
代
町
）
・
足
高
村
（
伊
奈
町
）
・
十

六
石
村
の
八
力
村
を
翌
延
宝
二
年
正
月
一
三
日
に
評
定
所
へ
呼
び
出
し
、
「
穿
撃
」
の

上
で
沼
水
を
一
滴
も
落
と
さ
な
い
よ
う
に
前
々
の
通
り
「
築
留
」
を
命
じ
、
「
川
下
之

（
復
）

衆
永
代
八
間
口
築
留
修
覆
之
た
め
」
に
十
六
石
村
を
幕
府
代
官
所
に
し
て
土
取
場
に

関
口
次
兵
衛
殿

同
断宮

洲
村

豊
崎
三
郎
兵
衛
殿

同
断同

村中
村
平
三
郎
殿

同
断生

板
村

大
野
宗
左
衛
門
殿

同
村秋

山
利
右
衛
門
殿

同
断

（
幸
谷
）

吉
同
野
村

（
後
欠
）
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こ
の
よ
う
に
寛
永
期
末
か
ら
延
宝
期
に
か
け
て
の
争
論
で
は
、
牛
久
沼
の
古
八
間

堀
か
ら
ど
の
よ
う
に
水
を
落
と
す
か
が
最
大
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
沼
の
水
を

用
水
と
し
て
利
用
す
る
「
地
域
」
と
悪
水
処
理
の
「
地
域
」
と
の
相
克
が
集
中
的
に

表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
図
２
１
２
を
参
考
に
そ
う
し
た
「
地

域
」
の
構
図
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
村
む
ら
の
結
合
形
態
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
当
時
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
対
立
に
集
約

さ
れ
る
「
地
域
」
の
結
集
は
、
「
川
上
」
「
川
下
」
な
い
し
は
「
水
上
」
「
水
下
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
訴

状
〔
史
料
３
〕
に
よ
れ
ば
、
「
川
上
」
の
中
心
は
谷
田
部
村
（
つ
く
ば
市
）
・
岩
崎
村

指
定
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
八
間
堀
を
め
ぐ

る
動
向
か
ら
し
て
も
、
「
川
下
」
の
セ
カ
村
と
牛
久
村
な
ど
の
セ
カ
村
と
の
間
で
何
ら

か
の
紛
争
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
「
土
取
場
御
用
地
」
に
指
定
さ
れ
た

こ
と
で
十
六
石
村
は
、
古
八
間
堀
口
築
留
場
所
の
番
人
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
「
川

下
」
七
力
村
に
「
手
形
」
を
入
れ
て
、
昼
夜
と
も
油
断
な
く
守
る
こ
と
、
も
し
「
徒

者
」
が
あ
っ
て
築
留
場
所
を
切
り
落
と
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
「
如
何
様
之
曲
事

一
一
も
可
被
仰
付
」
き
こ
と
、
満
水
に
な
っ
て
「
築
留
」
が
危
う
く
な
っ
た
な
ら
ば
、

早
速
報
告
し
て
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
の
〔
史
料

１
〕
口
上
書
第
五
条
に
よ
れ
ば
、
十
六
石
村
（
稗
柄
村
）
は
番
人
の
給
分
と
し
て
毎

年
「
水
下
」
村
む
ら
か
ら
、
米
一
二
俵
・
大
麦
三
○
俵
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て

（
過
）

い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
は
足
高
村
（
伊
奈
町
）
の
庄
兵
衛
と
助
之
丞
と
い
う
人
物

が
番
人
を
勤
め
、
米
四
○
俵
を
「
番
給
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
番
人
そ
の
も
の
が
交
替
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
寛
永
末
～
延
宝
期
に
お
け
る
水
利
「
地
域
」
の
構
図

（
茎
崎
村
）
・
牛
久
村
（
牛
久
市
）
・
若
柴
村
の
四
力
村
で
、
「
川
下
」
は
龍
ヶ
崎
村
・

川
原
代
村
・
大
徳
村
の
三
力
村
が
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
寛
永
一
一

○
年
（
一
六
四
三
）
の
証
文
〔
史
料
２
〕
で
は
「
川
下
」
に
大
徳
村
の
名
前
は
な
く
、

な
が
さ
お

か
わ
り
に
河
辺
村
と
長
竿
村
（
河
内
村
）
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
「
河
辺
村
」
に
つ

い
て
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
の
ち
の
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の

四
力
村
一
帯
を
総
称
し
た
「
村
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
こ
の
四

力
村
が
伊
奈
忠
治
か
ら
二
○
五
町
の
地
所
を
割
り
渡
さ
れ
、
開
発
を
命
じ
ら
れ
た

（
皿
）

「
地
域
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
例
え
ば
〔
史
料
２
〕
の
「
河
辺
村
」

に
名
を
連
ね
て
い
る
四
人
の
苗
字
を
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
手
形
〔
史
料
４
〕

の
宛
て
先
と
比
べ
て
み
る
と
、
関
口
次
兵
衛
は
大
徳
村
に
、
大
野
姓
は
生
板
村
に
み

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
宮
洲
」
姓
は
そ
の
地
名
を
苗
字
に
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
の
た
め
に
引
か
れ
た
代

用
水
で
は
用
水
が
不
足
す
る
と
し
て
、
新
堀
の
開
削
な
ど
を
願
い
出
た
享
保
一
八
年

（
辺
）
（
マ
マ
）

（
一
七
一
一
一
一
二
）
の
川
原
代
村
の
願
書
に
、
「
龍
ヶ
崎
・
川
部
・
馴
馬
共
・
河
原
代
共
七

（
致
力
）

ヶ
村
名
主
・
組
頭
印
形
、
宮
測
村
茂
兵
衛
江
戸
江
出
候
積
り
付
札
出
ス
」
と
い
う
注

（
過
）

記
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
川
部
」
が
先
の
大
徳
村
な
ど
の
四
力
村
を
さ

す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
当
時
ま
で
四
力
村
の
一
帯
を
「
河
辺
（
村
）
」
と
す

る
意
識
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
も
大
徳
村
は
、
も
っ
と

も
村
高
が
大
き
く
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
通
り
比
較
的
村
落
と
し
て
の
成
立
が
早

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
河
辺
村
」
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
長
竿
村
に
つ
い
て
は
、
新
利
根
川
の
開
削
が
問
題
と
な
ろ
う
。
新
利
根
川
は
、

お
し
つ
け

伊
奈
忠
治
の
子
忠
克
が
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
一
一
）
に
下
総
国
相
馬
郡
押
付
村
（
利

根
町
）
で
利
根
川
を
締
め
切
り
、
利
根
川
に
平
行
し
て
霞
ヶ
浦
に
通
じ
る
河
道
を
開

（
略
）

削
し
た
も
の
で
、
同
五
年
に
開
通
を
み
て
い
る
（
谷
原
新
川
と
称
し
て
い
た
）
。
も
っ

と
も
、
こ
の
流
路
は
直
道
で
勾
配
が
急
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
洪
水
の
被
害
が
大
き
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く
、
ま
た
舟
運
に
も
差
し
支
え
た
た
め
に
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
忠
克
の
子

忠
常
が
、
幕
命
に
よ
っ
て
こ
れ
を
廃
川
と
し
、
利
根
川
流
路
を
元
に
戻
し
て
い
る
。

そ
の
後
忠
常
は
、
小
貝
川
通
り
羽
根
野
村
（
利
根
町
）
に
洗
堰
（
豊
田
羽
根
野
堰
）

を
設
け
、
廃
川
と
な
っ
た
谷
原
新
川
を
用
水
と
し
て
再
利
用
す
る
た
め
の
工
事
を
行

な
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
新
利
根
川
で
あ
る
。
図
２
１
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
長
竿
村

は
こ
の
新
利
根
川
を
越
え
た
地
域
に
位
置
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
寛
永
一
一
○
年
当
時

は
新
利
根
川
は
開
削
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
元
文

二
年
（
一
七
三
七
）
の
「
下
利
根
川
・
新
利
根
川
・
利
根
付
小
貝
川
組
合
邑
々
高
書

抜
帳
」
に
「
豊
田
村
羽
子
野
堰
出
来
無
之
内
ハ
牛
久
用
水
鶴
ヶ
牧
と
申
用
水
引
取
申

（
Ⅳ
）

候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
豊
田
羽
根
野
堰
用
水
組
合
に
含
ま
れ
る
長
竿

村
は
、
そ
の
位
置
関
係
か
ら
し
て
も
こ
の
当
時
牛
久
沼
用
水
の
水
を
利
用
し
て
い
た

か
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

（
肥
）

で
あ
る
。

ま
た
こ
の
証
文
〔
史
料
２
〕
の
宛
て
先
に
は
、
先
の
「
川
上
」
四
力
村
の
ほ
か
に

わ
か
ぐ
り

若
栗
村
（
茎
崎
町
）
と
足
高
村
（
伊
奈
町
）
・
雪
旦
場
村
（
藤
代
町
）
が
名
前
を
連
ね

て
い
る
。
若
栗
村
は
そ
の
位
置
関
係
か
ら
「
川
上
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
村
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
図
２
１
２
）
。
ま
た
足
高
村
と
萱
場
村
は
、
先
に
も
述
べ

た
通
り
、
牛
久
沼
南
岸
の
萱
場
開
発
地
に
位
置
す
る
村
で
あ
り
、
こ
の
証
文
自
体
が

古
八
間
堀
口
に
水
門
を
設
置
す
る
こ
と
が
実
行
に
移
さ
れ
た
段
階
で
、
四
年
前
の
幕

府
の
調
停
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
両
村
に
そ
の
承
認
を
得

る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
延
宝
二
年
の
手
形
〔
史
料
５
〕

と
比
較
す
る
と
、
こ
こ
で
は
若
柴
村
の
名
前
が
消
え
、
か
わ
り
に
城
中
村
（
伊
奈

町
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
城
中
村
は
足
高
村
・
萱
場
村
と
同
じ
く
萱
場
新
開
地
に
含

ま
れ
る
村
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
七
世
紀
中
葉
の
寛
永
～
延
宝
期
に
お
い
て
は
、
牛
久
沼
に
関
係
す

る
「
地
域
」
は
非
常
に
広
い
範
囲
に
お
よ
ん
で
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
（
ａ
）
沼

の
水
を
用
水
と
し
て
利
用
す
る
「
川
下
」
村
む
ら
、
（
ｂ
）
牛
久
沼
の
悪
水
処
理
を
め

ぐ
っ
て
（
ａ
）
と
対
立
し
て
い
た
、
牛
久
沼
上
方
の
谷
田
部
村
か
ら
若
柴
村
に
い
た

る
「
川
上
」
村
む
ら
、
（
Ｃ
）
牛
久
沼
南
岸
の
萱
場
新
開
村
む
ら
の
三
つ
が
あ
り
、

（
ａ
）
と
（
ｂ
）
の
対
立
が
そ
の
基
本
的
な
構
図
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
れ
が
第
二
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
、
寛
永
二
○
年
の
証
文
〔
史
料
２
〕
に
登
場
す
る
村
む
ら

の
う
ち
、
萱
場
村
と
川
原
代
村
・
河
辺
村
・
長
竿
村
を
除
く
七
力
村
は
す
べ
て
戦
国

期
に
城
郭
が
築
か
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述

し
た
よ
う
に
萱
場
村
は
萱
場
新
開
地
一
帯
の
中
心
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
ほ
か
の
村
む

ら
も
戦
国
期
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
村
む
ら
で
あ
る
。
前
章
で
戦
国
期
の
諸

城
郭
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
支
配
「
領
」
域
が
、
一
方
で
各
々
の
地
域
社
会
で

下
か
ら
自
生
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
生
活
圏
・
文
化
圏
・
経
済
圏
な
ど
を
前
提
と
す

（
岨
）

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
市
村
高
男
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
、
そ
う
し
た
城
地
が
近
世
前

期
の
開
発
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
こ
の
村
む
ら
の
構
成

は
そ
う
し
た
推
測
を
補
強
す
る
の
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
村
む
ら
か

ら
多
く
の
新
村
が
、
元
禄
期
に
か
け
て
分
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
は
本
格
的
な
村
の
分
立
が
は
じ
ま
る
以
前
の
、

戦
国
期
に
城
地
と
な
っ
た
よ
う
な
村
、
あ
る
い
は
中
世
に
起
源
を
も
つ
村
が
「
地
域
」

の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
連
名
人
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
る
各
村

の
代
表
者
に
は
、
名
主
な
ど
の
村
役
人
と
し
て
の
一
肩
書
き
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
〔
史
料
２
〕
の
証
文
や
〔
史
料
５
〕
の
手
形
な
ど
の
、
い

わ
ゆ
る
領
主
に
提
出
す
る
よ
う
な
「
公
文
書
」
で
は
な
い
、
各
村
の
申
し
合
せ
事
項

を
確
認
す
る
よ
う
な
在
地
側
の
史
料
に
は
、
い
ず
れ
も
当
た
り
前
の
よ
う
に
苗
字
が
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域
」
は
、
自
立
化
の
達
成
の
も
と
に
、
定
ま
っ
た
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
「
組
合
村
」
的
な
結
合
体
ｌ
連
合
体
と
い
う
よ
り
も
、
村
の
分
立
の
進
展

な
ど
に
よ
っ
て
、
時
期
や
村
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
構
成
の
あ
り
方
も
異
な
る
よ
う

な
可
変
的
な
結
合
形
態
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
牛
久

沼
八
間
堰
」
〔
史
料
４
〕
の
著
者
が
、
万
治
元
・
二
年
の
争
論
を
さ
し
て
「
然
シ
テ
未

夕
川
上
・
川
下
杯
卜
唱
上
、
組
合
村
々
卜
云
フ
迄
モ
ナ
ク
シ
テ
、
区
々
一
一
渉
リ
テ
居

リ
シ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
当
時
の
「
地
域
」
的
結
合
の
特
質
を
本
質

的
に
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
以
降
、
牛
久
沼
上
方
の
谷
田
部
村
か
ら
若
柴
村
ま
で
の
広

い
範
囲
に
ま
た
が
る
「
川
上
」
村
む
ら
と
「
川
下
」
村
む
ら
が
、
古
八
間
堀
口
を
め

ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
争
論
を
起
こ
す
こ
と
は
な
く
な
っ
て
く
る
の

で
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
洗
堰
設
置
は
そ
の
一
つ
の
帰
結
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
争
論
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
争
論
自
体
は
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
よ
り
狭
い
範
囲
の

「
地
域
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
そ
こ
で
問
題
と
な
る
対
象
ｌ
施

設
を
異
に
し
た
争
論
が
多
様
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
戦
国
期
か
ら
在
地
を
支
配
し
て
い
た
土
豪
的
な

有
力
百
姓
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
実
際
な
か
に
は
戦
国
大
名
士
岐
氏

の
被
官
筋
で
、
江
戸
期
に
は
仙
台
藩
大
庄
屋
を
勤
め
る
龍
ヶ
崎
村
の
諸
岡
氏
や
、
近

世
初
期
か
ら
名
主
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
川
原
代
村
の
木
村
氏
、
大
徳

村
の
関
口
氏
、
宮
淵
村
の
豊
崎
氏
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
人

物
が
当
時
村
役
人
を
勤
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
一
般
的
に

こ
の
時
期
の
文
書
に
は
、
村
役
人
の
肩
書
き
を
も
つ
も
の
自
体
が
少
な
い
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
逆
に
こ
の
時
期
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
水
利
秩
序

が
、
村
役
人
と
し
て
の
職
能
に
体
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
旧
来
か
ら
の
士
豪
的

有
力
百
姓
が
保
持
し
て
き
た
「
地
域
」
的
な
権
力
に
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
村
役
人
を
そ
の
な
か

に
含
み
込
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
「
年
寄
」
な
い
し
は
「
乙
名
」
た
ち
の
集
団
で
あ
る
。

こ
れ
が
四
点
目
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
基
本
的
に
新
田
開
発
は
終
わ
っ
て
も
、
村
の
分
立
・
創
出
が
完
了

し
て
い
な
い
寛
永
末
～
延
宝
期
（
一
六
四
○
年
代
～
七
○
年
代
）
に
お
い
て
は
、
戦

国
期
か
ら
の
、
と
く
に
城
郭
が
築
か
れ
た
よ
う
な
地
域
社
会
の
結
束
点
と
な
る
よ
う

な
村
む
ら
が
、
こ
れ
ま
た
戦
国
期
か
ら
の
系
譜
を
引
く
よ
う
な
士
豪
的
有
力
百
姓
を

核
と
し
て
牛
久
沼
の
水
利
秩
序
を
掌
握
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
用
水
と
悪
水
と
い
う

対
立
す
る
利
害
の
も
と
に
、
「
川
上
」
「
川
下
」
と
い
っ
た
形
で
結
集
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
第
五
点
目
と
し
て
、
延
宝
期
（
一
六
七
三
～
八
○
）
の

「
川
下
」
で
は
、
龍
ヶ
崎
村
・
川
原
代
村
・
大
徳
村
の
三
力
村
に
加
え
て
、
馴
馬
村
・

宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の
四
力
村
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
「
牛
久
沼
用
水
七
ヶ

村
、
高
一
万
石
余
」
の
枠
組
み
が
こ
の
段
階
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

村
、
高
一
万
一

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
以
前
の
「
川
上
」
「
川
下
」
と
い
う
名
称
で
統
合
さ
れ
る
「
地

天
和
二
年
（
一
六
八
三
四
月
、
牛
久
沼
用
水
七
力
村
は
、
若
柴
村
と
佐
貫
村
を

相
手
取
っ
て
次
の
よ
う
な
訴
状
を
幕
府
の
勘
定
奉
行
所
へ
提
出
し
た
。

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

（
別
）

〔
史
料
６
〕

（
１
）
用
水
江
川
の
築
出
し
土
手
と
川
凌
い
を
め
ぐ
っ
て

三
天
和
～
元
禄
期
の
争
論
と
「
領
」
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乍
恐
以
書
付
御
訴
詔
申
上
候
事

一
、
常
陸
国
牛
久
沼
用
水
川
払
出
入

訴
訟
人

（
生
板
村
脱
）

常
陸
国
守
屋
助
次
郎
様
代
官
所
惣
左
衛
門

同
国
幸
谷
村
与
兵
衛

同
国
宮
洲
村
茂
兵
衛

同
国
大
徳
村
新
兵
衛

同
国
松
平
陸
奥
守
様
御
知
行龍

ヶ
崎
村
助
四
郎

（
理
）

同
国
山
口
修
里
様
御
知
行

馴
馬
村
茂
右
衛
門

下
総
国
士
屋
数
馬
様
知
行

川
原
代
藤
左
衛
門

武
左
衛
門

常
陸
国
太
田
摂
津
守
様
御
知
行

相
手
若
柴
村
権
左
衛
門

七
郎
兵
衛

左
貫
五
左
衛
門

一
、
常
陸
国
牛
久
沼
用
水
右
七
ヶ
村
石
高
壱
万
石
余
之
所
へ
先
規
右
用
水
引
来
り

申
所
一
一
、
太
田
摂
津
守
様
御
知
行
若
柴
村
之
者
共
我
ま
ｈ
に
用
水
川
ノ
ロ
ヘ
両

方
右
築
出
し
を
い
た
し
、
落
口
う
ま
り
水
滞
申
二
付
、
用
水
不
自
由
二
罷
成
、

川
下
壱
万
石
余
之
村
々
日
損
逢
迷
惑
仕
候
間
、
若
柴
村
江
築
出
し
を
取
、
川
払

可
仕
由
度
々
断
仕
候
へ
と
も
承
引
不
仕
事

一
、
右
築
出
し
右
下
江
新
規
二
土
橋
を
掛
ヶ
築
出
し
仕
候
故
、
大
分
水
っ
か
へ
申

候
、
其
上
用
水
川
筋
江
あ
じ
を
数
ヶ
所
掛
ヶ
、
弥
以
水
っ
か
へ
申
候
事

一
、
鶴
ヶ
巻
新
川
築
留
普
請
仕
候
時
分
、
他
領
地
故
土
取
場
無
御
座
ま
掻
当
九
年

以
前
御
公
儀
様
江
御
訴
詔
申
上
候
ヘ
ハ
、
山
口
修
理
様
御
知
行
拾
六
石
村
を

士
取
場
為
御
用
地
守
谷
助
次
郎
様
御
代
官
所
二
被
為
仰
付
、
年
々
築
留
之
処
修

（
復
）
（
俵
）

覆
仕
、
則
拾
六
石
村
之
者
共
二
築
留
為
守
申
、
為
給
分
と
米
弐
拾
壱
表
・
大
麦

（
俵
）

弐
拾
壱
表
っ
出
水
下
村
々
右
相
渡
し
申
、
用
水
大
切
二
仕
候
、
沼
水
溜
置
申
所

一
一
若
柴
村
右
用
水
川
為
払
不
申
候
故
、
用
水
不
自
由
二
御
座
候
、
彼
若
柴
村
之

者
三
拾
壱
年
巳
前
辰
ノ
五
月
、
川
下
田
植
最
中
二
徒
二
沼
水
新
川
へ
切
落
申
一
一

付
、
川
下
大
分
日
損
仕
申
候
間
、
其
時
分
御
地
頭
新
庄
越
前
守
様
御
代
官
江
其

断
致
候
ヘ
ハ
、
御
穿
撃
之
上
若
柴
村
名
主
弐
人
篭
舎
一
一
被
仰
付
、
其
あ
や
ま
り

（
マ
マ
）

之
段
川
下
村
々
江
手
形
仕
、
為
御
代
切
落
申
候
堤
元
之
こ
と
く
築
留
返
し
申

候
、
如
此
我
ま
ｈ
を
仕
村
一
一
て
御
ざ
候

右
之
通
り
若
柴
村
右
所
々
築
出
し
仕
、
水
っ
か
へ
申
候
故
、
只
今
田
う
へ
最
中

（
マ
マ
）

二
御
座
候
へ
ハ
、
、
用
水
場
水
下
人
足
を
以
築
出
し
取
払
、
川
さ
ら
い
普
請
仕
、

以
後
用
水
川
江
築
留
不
仕
様
二
御
慈
悲
を
以
若
柴
村
の
者
被
為
召
出
被
為

仰
付
被
下
候
者
、
難
有
可
奉
存
候
、
委
細
ハ
絵
図
・
口
上
二
可
申
上
候
、
以
上

川
原
代

天
和
二
年
戎
四
月

藤
左
衛
門

武
左
衛
門

茂
右
衛
門

介
四
郎

新
兵
衛

茂
兵
衛

御
奉
行
様
惣
左
衛
門

与
兵
衛
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こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
川
原
代
村
・
馴
馬
村
・
龍
ヶ
崎
村
・
大
徳
村
・

宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の
セ
カ
村
が
「
牛
久
沼
用
水
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
、

「
先
規
右
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
既
成
事
実
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
範
囲
が
「
右
七
ヶ
村
石
高
壱
万
石
余
之
所
」
あ
る
い
は
「
川
下
壱
万
石
余

之
村
々
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
地
域
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
意
識
化
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
川
下
」
Ⅱ
七
力
村
と
い
う
図
式
が
完
全

に
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
そ
の
枠
組
み
は
延
宝
二
年
（
一
六
七

四
）
の
段
階
〔
史
料
５
〕
で
形
成
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
こ
こ
で
は

用
水
秩
序
を
め
ぐ
る
利
害
集
団
と
し
て
の
姿
を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

そ
こ
で
こ
の
「
川
下
」
七
力
村
の
若
柴
村
・
佐
貫
村
に
対
す
る
訴
訟
の
内
容
を
み

る
と
、
ま
ず
第
一
に
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
若
柴
村
の
者
ど
も
が
「
我
ま
＆
」
に
用

水
江
川
の
落
口
Ⅱ
取
水
口
に
両
方
か
ら
「
築
出
し
」
（
土
手
）
を
築
い
た
た
め
に
落
口

が
埋
ま
り
、
水
の
流
れ
が
滞
っ
て
用
水
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
川
下
壱
万
石
余
之
村
々
」
に
早
害
が
広
が
っ
て
「
迷
惑
」
し

た
こ
と
か
ら
、
若
柴
村
に
対
し
て
「
築
出
し
」
を
取
り
払
い
、
川
払
い
を
す
る
よ
う

に
度
々
か
け
あ
っ
た
が
、
い
っ
こ
う
に
「
承
引
」
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
下
に
も
土
橋
を
か
け
て
「
築
出
し
」
を
設
け
た
た
め
に
「
大
分
水
っ
か

へ
」
、
そ
の
上
用
水
川
筋
に
数
カ
所
網
代
を
か
け
て
い
る
た
め
に
「
弥
以
水
っ
か
へ
」

と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
江
川
取
水
口
と
そ
の
下
の
土
橋
に
設
け
た

「
築
出
し
」
と
網
代
が
水
行
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
川
下
」
七
力
村

で
は
用
水
利
用
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
九
年
以
前
Ⅱ
延
宝
二
年
（
一
六
七

四
）
の
古
八
間
堀
「
築
留
」
Ⅱ
洗
堰
普
請
の
際
に
、
十
六
石
村
が
幕
領
へ
編
入
さ
れ

て
土
取
場
御
用
地
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
十
六
石
村
に
給
分
を
渡
し
て
古

八
間
堀
「
築
留
」
の
番
人
を
委
託
し
、
大
切
に
用
水
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を
あ
げ
て

い
る
〔
史
料
５
〕
。
さ
ら
に
、
若
柴
村
を
非
難
す
る
た
め
に
、
三
一
年
以
前
辰
Ⅱ
承
応

元
年
（
一
六
五
二
）
五
月
の
田
植
え
最
中
に
若
柴
村
が
沼
の
水
を
古
八
間
堀
に
「
切

落
」
し
た
た
め
に
「
川
下
大
分
日
損
」
と
な
っ
た
一
件
を
持
ち
出
し
た
。
こ
れ
を
当

時
牛
久
藩
主
で
あ
っ
た
新
庄
氏
の
代
官
へ
訴
え
た
と
こ
ろ
、
穿
撃
の
上
で
若
柴
村
の

名
主
二
人
が
篭
舎
に
処
せ
ら
れ
、
「
川
下
村
々
」
へ
は
謝
罪
の
意
志
を
示
し
た
手
形
を

入
れ
、
切
落
し
た
堤
を
元
の
よ
う
に
「
築
留
」
て
返
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述

し
た
通
り
、
こ
の
当
時
は
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
流
失
し
た
古
八
間
堀
口
水
門

の
再
建
を
め
ぐ
っ
て
、
「
川
上
」
と
「
川
下
」
の
村
む
ら
が
対
立
を
続
け
て
い
た
最
中

で
、
そ
う
し
た
乳
蝶
が
こ
の
一
件
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
〔
史
料
３
〕
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
川
下
」
村
む
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
抜
き
に
し
て
、

若
柴
村
を
攻
撃
す
る
恰
好
の
材
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

返
答
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
若
柴
村
側
の
言
い
分
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
牛
久
沼
の
用
水
路
江
川
は
、
若
柴
村
と
佐
貫
村
の
地
境
に
取
水
口
を
設
け
て
水

を
引
き
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
沼
が
増
水
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
そ
の
被
害
に
さ
ら
さ

れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
被
害
を
避
け
る
た
め
の
「
築
出
し
」
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
川
下
」
七
力
村
の
要
求
は
、
用
水
江
川
取
水
口

と
土
橋
際
の
「
築
出
し
」
お
よ
び
網
代
を
取
り
払
い
、
川
払
い
（
川
俊
い
）
普
請
を

行
な
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
局
こ
の
一
件
は
幕
府
評
定
所
の
吟
味
と
な

り
、
翌
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
三
月
に
裁
許
絵
図
が
下
さ
れ
た
。
次
の
史
料
は

こ
の
裁
許
絵
図
の
一
畏
書
で
あ
る
。

（
皿
）

〔
史
料
７
〕

常
陸
国
生
板
・
幸
谷
・
宮
測
・
大
徳
・
龍
ヶ
崎
・
馴
馬
・
下
総
国
河
原
代
七
ヶ

村
与
常
陸
国
若
柴
・
佐
貫
・
中
嶋
・
入
地
四
ヶ
村
水
論
之
事
、
牛
久
沼
用
水
江

川
堰
口
之
広
狭
、
川
口
築
出
之
新
古
等
伊
奈
半
十
郎
手
代
牛
込
弥
三
郎
、
南
条
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前
年
の
訴
状
で
は
若
柴
村
が
対
象
で
、
若
柴
村
と
同
じ
く
用
水
江
川
の
取
水
口
に

あ
た
る
佐
貫
村
が
相
手
方
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
裁
許
絵

金
左
衛
門
手
代
高
田
宗
助
差
遣
之
令
見
分
之
処
、
築
出
土
手
之
上
若
柴
村
之
民

屋
一
軒
有
之
而
家
作
古
相
見
、
殊
古
水
帳
之
面
築
出
堰
場
記
置
之
間
、
古
来
有

之
証
拠
健
二
候
、
雌
然
只
今
堀
口
三
間
有
之
故
、
水
路
狭
ク
水
下
七
ヶ
村
用
水

不
足
候
間
、
向
後
五
間
堀
広
メ
、
堀
口
方
大
徳
村
三
俣
之
内
迄
所
々
之
橋
川
幅

五
間
半
二
可
致
之
、
川
之
上
下
網
代
懸
候
儀
一
切
停
止
之
、
川
凌
候
儀
者
三
俣

よ
り
上
者
水
下
之
村
よ
り
、
三
俣
よ
り
下
者
南
方
新
川
迄
之
内
若
柴
村
・
佐
頁

村
可
勤
之
、
諸
村
用
水
取
候
以
後
者
堰
中
通
川
幅
五
問
充
取
払
之
、
且
又
満
水

之
節
者
江
川
堰
口
塞
留
之
、
八
間
堀
洗
堰
之
上
致
置
候
土
留
取
捨
、
若
柴
・
佐

貫
・
中
嶋
・
入
地
四
ケ
村
田
畑
之
悪
水
可
落
之
、
水
退
候
以
後
所
々
之
堰
口
井

龍
ケ
崎
水
門
発
之
、
同
所
橋
下
之
堰
可
取
払
之
、
八
間
堀
洗
堰
之
上
土
留
水
不

漏
様
二
念
ヲ
入
可
致
之
、
右
之
趣
両
人
見
分
之
上
評
定
之
面
々
令
相
談
、
如
此

裁
断
畢
、
価
為
後
鑑
絵
図
加
裏
書
七
ヶ
村
与
四
ヶ
村
江
壱
枚
充
下
置
之
条
、
守

此
旨
永
不
可
違
失
者
也

天
和
三
年
実
亥
三
月
廿
二
日
中
隠
岐
印

彦
伯
言
印

上
方
筋
川
見
分
二
被
遣
瀧
一
二
磯
淵
側

北
安
一
房
印

甲
斐
飛
騨
印

本
淡
路
印

坂
内
記
印

板
伊
予
印

水
右
衛
門
印

図
裏
書
に
よ
れ
ば
、
両
村
に
中
島
村
と
入
地
村
を
入
れ
た
四
力
村
が
争
論
相
手
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
佐
貫
村
・
中
島
村
・
入
地
村
の
三
力
村
が
、
正
保
期
か
ら
元
禄

期
（
一
六
四
四
～
一
七
○
三
）
に
か
け
て
若
柴
村
か
ら
分
村
し
た
村
む
ら
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
個
別
の

村
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
本
村
若
柴
村
の
強

い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
用
水
江
川
取
水
口
周
辺
の
悪

水
地
域
と
し
て
共
通
の
利
害
を
抱
え
て
い
た
か
ら
、
そ
の
ま
と
ま
り
は
若
柴
村
を
中

心
に
、
以
後
も
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
こ
れ
を
「
沼
通
」
四
力
村
と

（
犯
）

通
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
裁
許
絵
図
裏
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
件
は
結
局
「
牛
久
沼
江
川
堰
口
之
広

狭
」
と
「
川
口
築
出
之
新
古
」
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府
か
ら

は
代
官
伊
奈
半
十
郎
（
忠
治
の
孫
忠
篤
）
と
南
条
金
左
衛
門
の
手
代
が
見
分
の
た
め

派
遣
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
①
用
水
江
川
口
の
「
築
出
土
手
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の

上
に
い
か
に
も
古
い
家
作
と
み
え
る
若
柴
村
の
「
民
屋
」
が
一
軒
あ
り
、
し
か
も
古

水
帳
に
「
築
出
堰
場
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
築
出
土
手
」
自
体

は
古
来
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
い
ま
は
堀
口

（
江
川
取
水
口
）
が
三
間
し
か
な
い
ゆ
え
に
水
路
が
狭
く
な
っ
て
、
「
水
下
七
ヶ
村
用

水
不
足
」
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
②
今
後
堀
口
を
五
間
に
広
げ
、
堀
口
か
ら
大
徳

村
三
俣
（
図
２
１
３
参
照
）
ま
で
の
「
所
々
之
橋
川
幅
」
を
五
間
半
と
す
る
こ
と
、
川

の
上
下
に
一
切
網
代
を
掛
け
な
い
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
③
川
凌
い
に

つ
い
て
は
、
大
徳
村
三
俣
よ
り
上
は
「
川
下
」
七
力
村
が
、
三
俣
よ
り
下
は
若
柴
村

と
佐
貫
村
が
こ
れ
を
勤
め
る
こ
と
。
④
村
む
ら
が
用
水
を
引
い
た
後
は
、
中
通
川
幅

五
間
ず
つ
堰
を
取
り
払
う
こ
と
。
⑤
満
水
の
節
は
、
江
川
堰
口
を
塞
ぎ
留
め
、
古
八

間
堀
洗
堰
の
上
に
敷
い
た
「
土
留
」
を
取
り
除
い
て
、
若
柴
村
ら
四
力
村
田
畑
の
悪

水
を
落
と
す
こ
と
。
た
だ
し
、
水
が
引
い
た
な
ら
ば
、
江
川
の
所
々
に
伏
せ
込
ま
れ
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た
堰
口
と
龍
ヶ
崎
村
の
水
門
を
開
き
、
同
所
橋
下
の
堰
を
取
り
払
い
、
古
八
間
堀
洗

堰
の
上
に
洩
れ
な
い
よ
う
に
入
念
に
「
土
留
」
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
築
出
土
手
」
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
若
柴
村
ら
四
力
村
の
主
張
が
認
め
ら

れ
た
も
の
の
、
結
局
第
一
義
的
に
は
「
川
下
」
七
力
村
の
用
水
利
用
が
優
先
さ
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
と
く
に
満
水
時
に
お
い
て
は
、
若
柴
村
な
ど
の
用

水
江
川
取
水
口
周
辺
の
悪
水
処
理
に
つ
い
て
も
注
意
が
払
わ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
八
間
堀
の
「
築
留
」
が
最
大
の
焦
点
で
あ
っ
た
延
宝
期
ま

で
の
争
論
と
違
っ
て
、
こ
こ
で
は
用
水
江
川
の
取
水
口
と
流
路
が
争
点
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
延
宝
二
年
の
手
形
に
若
柴
村
の
名
前
が
み

え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
延
宝
二
年
の
争
論
の
後
、
そ
れ
ま
で
「
川
上
」
の
中

心
村
で
あ
っ
た
牛
久
村
が
沼
を
め
ぐ
る
争
論
に
一
切
登
場
し
な
く
な
る
こ
と
も
確
認

で
き
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
延
宝
二

年
の
洗
堰
設
置
が
一
つ
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
よ
り
小
さ
な
「
地

域
」
の
個
別
の
利
害
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の

背
景
に
分
立
し
た
村
む
ら
の
自
立
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
沼
の
水
を
め
ぐ
る
対
立
の
構
図
は

何
も
用
水
と
悪
水
と
い
う
局
面
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
と
く
に
開
発
さ
れ
た
土

地
の
耕
作
が
軌
道
に
の
り
、
小
農
経
営
の
著
し
い
進
展
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
村
む
ら
の
自
立
化
が
加
速
さ
れ
、
用
水
利
用
に
つ
い
て
も

そ
の
矛
盾
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
一
七
世
紀
後
半
は
、
そ
う
し
た
用

水
利
用
の
局
面
に
お
け
る
対
立
が
は
じ
め
て
表
面
化
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
次
の

史
料
は
、
用
水
の
日
割
利
用
を
め
ぐ
っ
て
馴
馬
村
・
川
原
代
村
・
龍
ヶ
崎
村
の
三
力

村
を
、
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の
四
力
村
が
訴
え
た
、
貞
享
三
年

（
２
）
用
水
江
川
の
日
割
と
川
凌
い
を
め
ぐ
っ
て

（
一
六
八
六
）
の
訴
状
で
あ
る
。

（
羽
）

〔
史
料
８
〕

（
前
欠
）

（
般
力
）

御
知
行
所
二
御
座
候
処
所
二
、
御
代
官
所
方
替
地
被
遣
御
領
地
被
為
遊
、
今
程

蒜
柄
村
一
一
て
土
取
御
普
請
自
由
仕
申
候
、
尤
御
公
儀
様
方
年
々
御
普
請
萱
被

（
料
）

下
置
、
御
領
所
岸
わ
つ
け
は
こ
ひ
、
普
請
節
才
料
御
付
被
下
候
、
右
用
水
引
由
，

（
谷
）

村
々
守
屋
助
次
郎
様
御
代
官
所
常
陸
国
生
板
・
幸
屋
・
宮
測
・
大
徳
此
四
ヶ

（
マ
マ
）

村
、
松
平
奥
陸
守
様
御
知
行
龍
ヶ
崎
村
、
山
口
修
理
助
様
御
知
行
馴
馬
村
、
士

屋
数
馬
様
御
知
行
下
総
国
川
原
代
村
、
右
七
ヶ
村
一
一
而
引
来
り
申
候
、
用
水
過

不
足
之
義
ハ
内
談
二
而
無
高
下
水
取
申
筈
一
一
申
合
候
所
二
、
馴
馬
村
・
川
原
代

村
水
口
一
一
罷
有
候
二
付
我
侭
仕
、
龍
ヶ
崎
村
へ
申
合
、
水
長
々
堰
留
申
候
故
、

水
下
四
ヶ
村
用
水
不
足
一
一
而
年
々
早
損
致
、
百
性
困
窮
仕
候
一
一
付
、
七
ヶ
村
田

方
高
一
一
応
シ
甲
乙
な
く
日
積
ヲ
致
水
取
可
申
旨
、
馴
馬
・
川
原
代
・
龍
ヶ
崎
一
一
一

ヶ
村
江
度
々
相
談
仕
候
へ
共
承
引
不
仕
候
、
第
一
御
領
所
用
水
之
た
め
高
拾
六

石
之
村
土
取
場
二
御
付
被
下
候
所
二
、
田
高
一
一
応
シ
水
引
不
申
候
二
付
御
訴
詔

申
上
候
、
勿
論
私
領
三
ヶ
村
之
義
ハ
水
通
り
掛
り
に
も
の
り
申
場
所
一
一
而
御
座

候
、
御
領
所
四
ヶ
村
へ
者
私
領
一
一
一
ヶ
村
一
一
而
堰
仕
候
内
者
水
一
滴
茂
参
不
申
候

御
事

一
、
伊
奈
半
十
郎
様
御
代
官
所
之
節
、
御
領
四
ヶ
村
江
御
割
渡
シ
之
御
新
田
弐
百

五
町
歩
余
之
所
、
用
水
掛
ヶ
か
へ
者
過
半
田
方
一
一
罷
成
場
所
一
一
御
座
候
、
御
代

官
様
方
開
発
仕
候
様
一
一
と
度
々
被
仰
付
候
へ
共
、
本
田
用
水
不
足
故
水
一
円
懸

り
不
申
、
埜
原
一
一
而
指
置
畑
方
御
年
貢
指
上
ヶ
申
候
、
右
御
新
田
之
義
者
本
田

潰
地
之
上
御
替
地
二
申
請
候
場
所
、
埜
原
一
一
而
指
置
申
所
迷
惑
仕
候
御
事

右
川
原
代
・
馴
馬
・
龍
ヶ
崎
之
者
被
為
御
召
出
、
村
々
田
方
高
応
シ
日
数
御
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訴
状
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
争
論
の
特
徴
は
、
ま
ず
第
一
に
対
立
の
構
図

が
御
料
四
力
村
と
私
領
三
力
村
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
、
第
一
一
に
そ
れ
が

「
水
口
」
の
馴
馬
村
と
川
原
代
村
に
龍
ヶ
崎
村
を
含
め
た
三
力
村
と
、
流
末
の
四
力
村

と
い
う
構
図
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
御
料
四
力
村
が
論
拠
と
な
る
事
情
に

つ
い
て
は
第
二
条
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
章
あ
る
い
は
前
節
で
検

討
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
御
料
四
ヵ
村
は
、
一
七
世
紀
前
半
ｌ
寛

永
期
の
新
田
開
発
の
際
、
伊
奈
忠
治
か
ら
用
水
さ
え
充
分
な
ら
ば
過
半
は
田
方
に
な

る
場
所
で
あ
る
と
し
て
、
新
田
二
五
○
町
歩
余
を
割
り
渡
さ
れ
、
開
発
を
命
じ
ら
れ

た
「
地
域
」
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
開
発
地
は
、
現
実
に
は
本
田
が
用
水
不
足

で
水
か
か
り
が
悪
か
っ
た
た
め
に
、
「
埜
原
」
と
し
て
差
し
置
い
た
ま
ま
、
畑
方
の
年

定
可
被
下
候
、
御
領
四
ヶ
村
田
高
弐
千
四
百
九
拾
石
九
斗
五
升
壱
合
御
座
候
、

（
分
）

日
数
三
十
日
割
付
申
候
ヘ
ハ
、
十
四
日
二
時
四
歩
、
私
領
一
一
一
ヶ
村
田
方
弐
千
六

百
九
拾
五
石
四
升
一
一
一
合
余
御
座
候
、
右
之
通
割
付
申
候
ヘ
ハ
、
十
五
日
一
一
一
時
六

（
分
）歩

二
而
御
座
候
、
日
数
如
斯
用
水
取
申
様
二
御
慈
悲
ヲ
以
被
為
仰
付
被
下
候

様
二
奉
願
候
、
委
細
口
上
一
一
可
申
上
候
、
以
上

生
板
村

貞
享
三
年
寅
ノ
四
月

宗
左
衛
門

幸
谷
村吉

左
衛
門

宮
測
村茂

兵
衛

大
徳
村五

左
衛
門

御
奉
行
様

貢
を
上
納
し
て
き
た
場
所
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
本
田
潰
地
の
替
地
と
し
て
申
し

請
け
た
場
所
で
あ
る
の
で
、
「
埜
原
」
の
ま
ま
差
し
置
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い

う
。
当
時
こ
の
四
力
村
全
体
で
「
河
辺
村
」
と
も
称
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
も
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
御
料
と
し
て
の
四
力
村
の
ま
と
ま
り
は
よ
り
強
固
と

な
り
、
私
領
三
力
村
に
対
崎
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
加
え
て
そ
れ
が
「
水

口
」
Ⅱ
上
流
と
下
流
と
の
対
立
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
一
般
的
に
用
水
秩
序
に
は
、
親
元
の
村
を
中
心
と
す
る
上
流
地
域
に

特
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
上
流
優
先
の
大
原
則
が
あ
り
、
そ
れ
を
下
流
部
の
村
む

ら
が
よ
り
平
等
性
の
高
い
も
の
に
改
変
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
は
、
用
水
を
め
ぐ

（
狐
）

る
争
論
の
普
遍
的
な
方
向
性
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
争
論
も
そ
う
し
た
志
向
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
後
掲
図
２
１
３
を
み
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、
江
川
の
取
水
口
自
体
は
用
水
を
利
用
し
な
い
若
柴
村
と
佐
貫
村
の

地
境
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
中
島
村
や
入
地
村
が
あ
っ
た
か
ら
、
「
水
口
」
と

は
い
っ
て
も
か
な
り
特
異
な
存
在
で
は
あ
っ
た
。
そ
れ
も
ま
た
、
用
水
の
引
き
取
り

と
い
っ
た
面
で
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
改
め
て
御
料
四
力
村
の
具
体
的
な
主
張
を
み
て
み
る
と
、
本
来
「
用
水
過

不
足
」
に
つ
い
て
は
内
談
を
も
っ
て
、
高
下
が
な
い
よ
う
に
配
分
す
る
筈
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
馴
馬
村
と
川
原
代
村
が
「
水
口
」
に
位
置
す
る
こ
と
を
い
い
こ
と

に
「
我
侭
」
を
し
て
龍
ヶ
崎
村
と
示
し
合
せ
、
長
々
と
「
堰
留
」
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
「
水
下
四
ケ
村
」
が
用
水
不
足
と
な
っ
て
、
「
年
々
早
損
致
百
性
困
窮
仕
候
」

次
第
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
七
力
村
の
田
方
高
に
応
じ
て
甲
乙
な
く

「
日
積
」
を
し
て
水
を
引
き
取
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
御
料
四
力
村
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
や
は
り
延
宝
二
年
の
十
六
石

村
の
土
取
場
設
定
〔
史
料
５
〕
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
こ
で
御
料
四
力
村
は
、
こ
の

土
取
場
設
定
自
体
が
「
第
一
御
領
所
用
水
之
た
め
」
で
あ
っ
た
と
幕
府
領
で
あ
る
こ
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と
の
優
位
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
四
力
村
が
提
示
し
た
の
は
、
御
料
四

力
村
の
田
高
が
一
一
四
九
○
石
九
五
一
、
私
領
一
一
一
力
村
の
田
高
が
一
一
六
九
五
石
○
四
三

で
あ
る
か
ら
、
日
数
三
○
日
を
こ
の
田
高
で
割
り
、
御
料
四
力
村
の
用
水
日
割
を
一

四
日
と
一
一
時
四
分
、
私
領
三
力
村
を
一
五
日
と
一
一
一
時
六
分
と
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
用
水
の
日
割
を
村
高
な
ど
に
よ
っ
て
算
出
す
る
の
で
は
な
く
、

現
実
に
水
を
引
い
て
い
る
田
方
の
石
高
で
割
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば

御
料
四
力
村
と
私
領
三
力
村
は
ほ
ぼ
半
分
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
件
は
さ
ら
に
意
外
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
従

来
の
用
水
日
割
に
つ
い
て
川
原
代
村
・
馴
馬
村
と
龍
ヶ
崎
村
で
意
見
が
対
立
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
鈴
木
秀
雄
氏
が
、
龍
ヶ
崎
村
の
口
上
書
に
つ
い
て
紹
介

（
躯
）

さ
れ
て
い
る
。
同
村
の
名
主
惣
右
衛
門
と
助
四
郎
が
幕
府
勘
定
奉
行
所
に
提
出
し
た

も
の
で
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
大
略
次
の
よ
う
に
な
る
。

川
原
代
村
が
申
し
上
げ
た
こ
と
は
偽
り
で
、
こ
の
方
（
龍
ヶ
崎
村
）
に
は
確
か
な

証
拠
が
あ
る
。
ま
ず
牛
久
沼
古
八
間
堀
洗
堰
の
諸
入
用
（
米
七
俵
、
大
麦
七
俵
、
竹

木
・
縄
・
俵
・
人
足
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
川
原
代
村
・
馴
馬
村
で
三
分
の
一
、
龍

ヶ
崎
村
一
村
で
一
一
一
分
の
一
、
御
料
四
力
村
で
三
分
の
一
ず
っ
と
定
め
て
お
り
、
こ
れ

を
も
と
に
用
水
の
日
割
を
決
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
日
限
」
は
御
料
四
力
村
に
て

五
日
、
龍
ヶ
崎
村
に
て
五
日
、
馴
馬
村
・
川
原
代
村
で
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ

と
も
近
年
は
川
原
代
村
で
五
日
、
馴
馬
村
で
三
日
ず
つ
引
い
て
お
り
、
こ
れ
は
御
料

四
力
村
か
ら
も
「
申
出
」
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
度
川
原
代
村
が

七
日
、
馴
馬
村
が
五
日
と
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
「
大
キ
成
偽
」
で
、
も
し
そ
の
通

り
で
あ
れ
ば
、
洗
堰
の
諸
入
用
な
ど
も
余
計
に
出
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
と
に
川

原
代
村
は
沼
の
近
所
に
あ
っ
て
、
田
高
九
○
○
石
余
の
う
ち
三
○
○
石
余
の
場
所
は

「
沼
よ
り
直
二
か
け
な
が
し
（
掛
け
流
し
）
之
所
」
で
自
由
に
水
を
引
い
て
お
り
、
残

り
の
五
、
六
○
○
石
ば
か
り
を
「
本
用
水
」
（
用
水
江
川
）
か
ら
引
い
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
、
馴
馬
村
も
用
水
江
川
の
川
筋
三
一
一
○
石
余
の
場
所
を
引
い
て
い
る
の

み
で
、
残
り
は
蛇
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
カ
村
を
合
わ
せ
て

も
龍
ヶ
崎
村
一
村
の
「
石
高
」
Ⅱ
田
高
よ
り
も
少
な
い
。
龍
ヶ
崎
村
の
田
高
は
一
三

○
○
石
余
で
、
水
門
一
カ
所
か
ら
水
を
引
い
て
い
る
た
め
、
こ
の
水
門
に
一
一
～
三
日

ふ
せ
ぎ
だ

も
水
を
溜
め
、
そ
の
上
で
用
水
を
「
揮
出
」
し
て
引
い
て
い
る
の
で
、
一
円
水
の
掛

か
り
が
悪
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
川
原
代
村
の
者
ど
も
が
度
々
相
談
に
来
た
の
で
、

こ
の
通
り
正
直
に
「
日
限
」
五
日
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
は
「
御
吟
味
」
が
あ

れ
ば
一
日
～
二
日
ず
つ
も
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
も
う
少
し
考
え
て
ほ
し
い

と
い
わ
れ
た
。
川
原
代
村
の
申
す
通
り
に
龍
ヶ
崎
村
も
「
日
限
」
七
日
と
申
し
上
げ

れ
ば
、
公
儀
に
対
し
て
偽
り
を
申
す
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
お
答

め
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
た
ち
と
し
て
も
「
日
限
」
七
日
と
申
し
上
げ
た

い
の
は
や
ま
や
ま
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
通
り
の
次
第
で
あ
る
か
ら
、
偽
り
を
申
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
御
料
四
力
村
よ
り
「
日
限
定
り
無
御
座
候
」
と
申
し
上

げ
て
い
る
の
も
偽
り
で
あ
る
。
「
只
今
迄
如
何
様
二
水
引
申
候
」
と
御
穿
撃
に
つ
き
、

龍
ヶ
崎
村
で
は
「
成
程
正
直
二
申
上
」
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
御
了
簡
を
い
た
だ

き
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
龍
ヶ
崎
村
は
、
古
八
間
堀
洗
堰
の
諸
入
用
（
普
請
入
用
に
十
六
石
村
へ

の
洗
堰
番
人
給
な
ど
を
加
え
た
も
の
）
が
、
川
原
代
村
・
馴
馬
村
ｌ
龍
ヶ
崎
村
ｌ
御

料
四
力
村
の
三
者
で
等
分
に
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
基
準
に
、
そ
れ
ぞ
れ
日
割
五
日

ず
っ
と
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
の
に
、
川
原
代
村
と
馴
馬
村
の
両
村
は
な
し
崩
し
的

に
こ
れ
を
破
り
、
し
か
も
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
龍
ヶ
崎
村
を
引
き
込
も
う
と

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
御
料
四
力
村
が
主
張
す
る
通
り
、
両
村

の
所
業
は
「
水
口
一
一
罷
有
候
二
付
我
侭
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
龍
ヶ
崎
村
と
御

料
四
力
村
の
立
場
は
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
龍
ケ
崎
村
の

主
張
は
、
裏
を
返
せ
ば
ど
の
村
よ
り
も
洗
堰
諸
入
用
を
負
担
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
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だ
け
の
用
水
日
割
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味

で
の
等
分
の
負
担
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
龍
ヶ
崎
村
は
一
村
で
三
分
の
一
の
負

担
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
龍
ヶ
崎
村
は
二
○
○
○
石
を
超
え
る
大
村
で
は

あ
る
が
、
村
高
だ
け
な
ら
ば
後
掲
表
２
１
３
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
徳
村
や
生
板

村
の
方
が
大
き
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
村
高
を
基
準
と
し
た
割
合
で
は
な
い
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
問
題
は
、
龍
ヶ
崎
村
が
地
域
社
会
の
な
か
で
占
め
て

い
た
位
置
づ
け
そ
の
も
の
に
あ
ろ
う
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
龍
ヶ
崎
村
は
戦

国
期
に
は
江
戸
崎
城
主
土
岐
氏
の
支
城
が
置
か
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
支
城
龍
ヶ
崎

城
を
中
心
と
し
た
「
龍
ヶ
崎
領
」
が
、
経
済
・
文
化
・
生
活
圏
の
集
合
体
を
な
す
一

つ
の
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

近
世
に
入
っ
て
も
龍
ヶ
崎
に
は
町
場
が
形
成
さ
れ
、
流
通
・
経
済
・
文
化
の
結
束
点

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
龍
ヶ
崎
村
が
、
用
水
の
秩
序
に
お
い
て
も
中
心
を
な
し
、
そ

れ
に
応
じ
た
役
割
や
負
担
を
求
め
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
龍

ヶ
崎
村
が
主
張
す
る
洗
堰
諸
入
用
↓
用
水
日
割
の
慣
行
は
、
そ
う
し
た
「
地
域
」
社

会
に
お
け
る
村
む
ら
の
位
置
関
係
を
反
映
し
た
も
の
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
龍
ヶ
崎
村
の
主
張
は
、
そ
う
し
た
秩
序
そ
の
も
の
の
動
揺
を
、
ひ
い
て
は
自

ら
の
「
地
域
」
社
会
に
お
け
る
地
位
の
動
揺
を
示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

結
局
こ
の
一
件
も
幕
府
評
定
所
で
の
吟
味
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
幕

府
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
こ

の
争
論
に
対
す
る
裁
許
絵
図
裏
書
で
あ
る

（
妬
）

〔
史
料
９
〕

常
陸
国
河
内
郡
生
板
村
・
幸
谷
村
・
宮
洲
村
・
大
徳
村
与
同
龍
ヶ
崎
村
・
馴
馬

村
・
下
総
国
河
内
郡
河
原
代
村
水
論
之
事
、
牛
久
沼
用
水
右
七
ヶ
村
一
同
一
一
堰

普
請
相
勤
之
無
多
少
水
引
取
候
、
然
一
一
龍
ヶ
崎
・
馴
馬
・
河
原
代
於
水
上
窓
一
一

こ
の
前
半
部
分
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
用
水
江
川
下
流
部
の
御
料
四
力
村
が
上
流

部
の
私
領
四
力
村
を
訴
え
る
と
い
う
形
で
始
ま
っ
た
用
水
日
割
争
論
は
、
①
田
地
高

に
応
じ
た
日
数
割
を
求
め
る
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の
御
料
四
力

村
、
②
馴
馬
村
五
日
、
川
原
代
村
七
日
、
龍
ヶ
崎
村
七
日
、
「
水
下
四
ヶ
村
」
五
日
を

主
張
す
る
馴
馬
村
・
川
原
代
村
、
③
「
四
ヶ
村
」
一
組
、
馴
馬
・
川
原
代
村
一
組
、

龍
ヶ
崎
村
一
組
と
し
て
各
々
五
日
ず
つ
引
く
と
い
う
龍
ヶ
崎
村
の
三
者
の
争
い
と

水
引
候
二
付
、
水
下
及
早
損
二
間
、
田
地
高
一
一
応
し
日
数
相
定
水
可
引
之
由
四

ヶ
村
百
性
訴
之
、
馴
馬
・
河
原
代
之
者
申
旨
ハ
、
馴
馬
村
五
日
、
河
原
代
村
七

日
、
龍
ヶ
崎
村
七
日
、
水
下
四
ヶ
村
合
五
日
従
前
一
一
引
来
由
申
之
、
龍
ヶ
崎
村

之
者
申
候
者
、
四
ヶ
村
壱
組
、
馴
馬
・
河
原
代
壱
組
、
龍
ヶ
崎
壱
組
各
五
日
宛

引
之
、
普
請
料
・
堰
番
人
給
米
等
三
組
等
分
二
出
之
旨
答
之
、
右
所
論
地
形
之

高
下
、
田
地
之
広
狭
就
難
分
明
、
南
条
金
左
衛
門
手
代
高
田
宗
助
、
八
木
仁
兵

衛
手
代
清
水
平
内
差
遣
遂
検
分
を
処
、
拾
四
ヶ
年
巳
前
土
取
場
替
地
相
究
時
分

証
文
憧
有
之
上
ハ
、
龍
ヶ
崎
村
百
性
申
立
日
数
尤
二
相
聞
候
、
龍
ヶ
崎
・
河
原

代
村
高
多
有
之
間
、
河
原
代
村
五
日
、
馴
馬
二
日
両
村
合
七
日
、
龍
ヶ
崎
村
七

日
、
四
ヶ
村
七
日
一
一
相
極
畢
、
向
後
守
此
旨
用
水
可
引
之
、
堰
普
請
入
用
等
龍

ヶ
崎
村
百
性
申
通
弥
如
先
規
三
組
等
分
可
出
之
、
価
為
後
証
裁
許
之
趣
絵
図
令

裏
書
、
生
板
村
・
幸
谷
村
・
宮
測
村
・
大
徳
村
江
壱
枚
、
龍
ヶ
崎
村
・
馴
馬

村
・
河
原
代
村
江
各
壱
枚
下
置
之
条
不
可
違
失
者
也

仙
和
泉

貞
享
四
年
丁
卯
彦
伯
言

四
月
十
二
日
大
備
前

北
安
房

甲
斐
飛
騨
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悪
水
出
入
訴
訟
人

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
①
下
流
部
で
あ
る
こ
と
の
不
利
を
御
料
と
し
て
の
ま
と
ま
り

と
田
地
高
と
い
う
基
準
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
す
る
、
②
「
水
口
」
の
有

利
性
を
最
大
限
に
生
か
す
、
③
洗
堰
の
普
請
料
・
堰
番
給
な
ど
の
負
担
を
根
拠
に
、

「
等
分
」
と
い
う
形
で
自
ら
の
分
水
日
数
を
確
保
す
る
、
と
い
う
三
者
の
利
害
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
論
地
の
地
形
の
高
下
、
田
地
の
広
狭
が
明
ら
か
で
な
い

と
し
て
代
官
南
条
金
左
衛
門
と
八
木
仁
兵
衛
の
手
代
を
検
分
の
た
め
に
派
遣
し
た
。

そ
の
上
で
一
四
カ
年
以
前
Ⅱ
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
「
土
取
場
替
地
相
究
時
分

証
文
」
〔
史
料
５
〕
を
証
拠
と
し
て
採
用
し
、
龍
ヶ
崎
村
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
た

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
龍
ヶ
崎
村
と
川
原
代
村
の
村
高
が
多
い
こ
と
を
考
慮
し
、

新
た
に
川
原
代
村
五
日
お
よ
び
馴
馬
村
二
日
で
両
村
合
わ
せ
て
七
日
、
龍
ヶ
崎
村
七

日
、
御
料
四
力
村
で
七
日
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
龍
ヶ
崎
村
の

主
張
す
る
従
来
の
「
慣
例
」
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
れ
も

幕
府
側
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
義
的
に
は
堰
普
請
を
中
心
と
し
た
用
水
体
系
の
全
体
的

な
維
持
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
堰
普
請
入
用
等
龍
ヶ

崎
村
百
性
申
通
弥
如
先
規
三
組
等
分
可
出
之
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
点
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。

天
和
～
貞
享
期
（
一
六
八
一
～
八
七
）
に
お
け
る
二
つ
の
争
論
は
、
悪
水
と
用

水
、
用
水
内
部
と
い
う
よ
う
に
そ
の
内
容
、
対
象
地
域
は
異
な
っ
て
い
た
が
、
い
ず

れ
も
牛
久
沼
用
水
江
川
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
そ
れ
は

よ
り
小
さ
な
「
地
域
」
の
利
害
が
表
面
に
現
わ
れ
て
き
た
証
左
で
も
あ
っ
た
が
、
元

禄
期
に
な
る
と
古
八
間
堀
周
辺
で
も
、
前
代
の
広
範
な
地
域
を
対
象
と
し
た
争
論
と

は
異
な
っ
た
形
で
新
た
な
問
題
が
持
ち
上
が
っ
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ

（
３
）
新
八
間
堀
の
開
削
を
め
ぐ
っ
て

て
牛
久
沼
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
八
間
堀
の
開
削
で
あ
る
。
次

の
訴
状
は
そ
の
発
端
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
”
）

〔
史
料
岨
〕

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

同
国
川
辺
領

常
陸
［

］

山
田
源
左
衛
門
御
代
官
所

栗
山
村
名
主角

右
衛
門

弥
左
衛
門
新
田
名
主

武
右
衛
門

足
高
村
名
主弥

左
衛
門

城
中
村
名
主五

兵
衛

浜
田
村
名
主武

兵
衛

上
萱
場
村
名
主

下
萱
場
村
名
主

与
右
衛
門

根
新
田
名
主佐

左
衛
門

徳
右
衛
門
新
田
名
主

徳
右
衛
門

次
郎
右
衛
門
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（
間
脱
）

一
、
右
北
浦
沼
端
に
弐
千
堤
与
申
候
而
、
萱
場
村
々
田
地
之
囲
堤
長
弐
千
七
百
間

（
復
）
マ
ン

余
御
座
候
而
、
年
々
堤
御
修
覆
被
成
下
候
得
共
、
沼
内
滞
水
之
節
者
此
堤
近
年

度
々
押
切
候
故
、
萱
場
村
々
大
分
水
損
仕
候
、
彼
堤
近
年
押
切
申
分
ヶ
者
、
右

大
草
太
郎
左
衛
門
様
御
代
官
所

大
徳
村
名
主次

兵
衛

宮
測
村
名
主茂

兵
衛

生
板
村
名
主

相
手
理
右
衛
門

幸
谷
村
名
主与

兵
衛

同
国
松
平
陸
奥
守
様
御
知
行
所

龍
ヶ
崎
村
名
主助

四
郎

同
国
山
口
修
理
様
御
知
行
所

馴
馬
村
名
主喜

右
衛
門

下
総
国
士
屋
数
馬
様
御
知
行
所

河
原
代
村
名
主

半
右
衛
門

一
、
常
陸
国
筑
波
郡
萱
場
村
々
之
儀
、
北
浦
沼
附
之
村
々
一
一
而
御
座
候
処
、
右
之

沼
水
湛
近
年
者
大
分
水
入
罷
成
、
田
畑
共
皆
損
仕
、
尤
田
方
御
年
貢
年
一
一
よ
り

少
茂
上
納
仕
儀
不
罷
成
村
茂
御
座
候
而
、
百
姓
之
稼
可
仕
様
も
無
御
座
、
殊
之

外
及
困
窮
迷
惑
仕
候
御
事

ま
ず
第
一
に
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
各
村
の
代
表
者
に
は
じ
め
て

「
名
主
」
と
い
う
一
肩
書
き
が
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
掲
げ
て
き
た
史
料
の

な
か
で
村
役
人
の
一
肩
書
き
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
「
川
上
」
「
川
下
」
「
萱
場
」
を
含
め

沼
水
之
儀
川
辺
領
七
ヶ
村
之
内
江
用
水
二
引
来
り
、
則
江
川
と
申
候
而
、
沼
右

用
水
堀
を
掘
続
ヶ
置
申
候
、
就
夫
前
々
よ
り
萱
場
之
内
弥
左
衛
門
新
田
八
間
堀

与
申
所
二
洗
流
之
堰
御
座
候
而
、
此
堰
よ
り
沼
之
溢
水
流
来
シ
申
候
、
然
処
一
一

近
年
者
川
辺
領
村
々
之
者
右
之
用
水
堀
を
俊
不
申
、
其
上
霞
・
真
菰
生
茂
り
候

故
、
用
水
引
候
障
二
罷
成
候
故
歎
、
連
々
八
間
堀
之
洗
流
大
分
高
仕
、
剰
其
上

マ
ン

ニ
土
俵
を
置
申
候
二
而
、
滞
水
之
節
者
用
水
堀
之
口
を
築
留
申
候
二
付
沼
水

盈
、
惣
而
沼
廻
之
村
々
江
水
押
入
弐
千
間
堤
を
も
押
切
候
故
、
就
中
萱
場
村
々

之
田
畑
江
沼
内
同
前
一
一
水
湛
申
候
、
依
之
奉
願
候
者
、
右
之
用
水
堀
先
年
之
通

一
一
凌
、
其
積
を
以
洗
堰
下
候
様
二
川
部
領
七
ヶ
村
江
被
為
仰
付
被
下
、
堰
之

高
向
後
御
定
杭
相
極
候
様
二
奉
願
候
御
事

マ
ン

一
、
沼
滞
水
之
節
者
、
右
用
水
堀
築
留
申
候
故
、
猶
以
堀
埋
申
候
間
、
用
水
引
口

以
樋
二
仕
、
満
水
を
除
候
様
被
為
仰
付
被
下
、
其
上
川
原
代
之
用
水
堀
小
貝

川
江
掘
続
ヶ
、
此
堀
を
沼
之
悪
水
落
堀
一
一
も
用
候
積
二
被
為
仰
付
被
下
候
様

奉
願
候
御
事

右
之
通
萱
場
村
々
度
々
之
水
損
二
而
、
殊
当
年
も
堤
切
大
分
水
入
二
罷
成
、
百

姓
困
窮
仕
候
故
、
御
訴
訟
申
上
候
茂
迷
惑
奉
存
罷
在
候
得
者
、
猶
更
川
辺
領

村
々
右
我
侭
仕
候
間
、
無
拠
御
訴
訟
申
上
候
、
愈
以
御
慈
悲
右
之
段
々
被
聞
召

上
、
右
七
ヶ
村
之
者
被
召
出
、
萱
場
村
々
百
姓
助
申
様
被
為
仰
付
被
下
候
者

（
議
）

難
有
可
奉
存
候
、
猶
御
詮
儀
之
上
口
上
二
而
可
申
上
候
、
以
上

元
禄
十
一
年
寅
十
一
月

御
奉
行
様
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て
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
手
形
〔
史
料
５
〕
を
発
給
し
た
十
六
石
村
だ
け
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
先
に
近
世
前
期
の
水
利
秩
序
が
村
役
人
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
旧
来
の
土
豪
的
百
姓
、
と
り
わ
け
「
年
寄
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
層

に
握
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
こ
れ
以
降
の
史
料
で
は
村
役
人

の
一
肩
書
き
を
名
乗
る
こ
と
が
常
態
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
元
禄
期

を
境
に
牛
久
沼
の
用
水
秩
序
は
、
ひ
い
て
は
村
と
村
の
関
係
そ
の
も
の
が
村
役
人
の

職
能
を
中
心
と
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
世
的
な
行
政
体
と
し
て
の
「
村
」
に
よ
っ
て

名
実
と
も
に
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
用
水
受
益
村
む
ら
を
「
川
辺
領
七
ヶ
村
」
、
そ

し
て
古
八
間
堀
を
挟
ん
で
こ
れ
と
対
崎
す
る
村
む
ら
を
「
萱
場
村
々
」
と
称
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
（
表
２
１
１
参
照
）
・
「
萱
場
村
々
」
は
ま
た
、
こ
の
ほ
か
の
史
料
で
は

「
萱
場
九
ヶ
村
」
な
い
し
は
「
萱
場
領
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
煩
雑
さ
を

避
け
る
た
め
に
、
ま
た
「
河
辺
領
」
と
の
対
比
か
ら
も
、
史
料
中
の
文
言
を
除
い
て

「
萱
場
領
」
と
通
称
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
第
一
章
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
じ
め
て
「
地
域
」
名
称
と
し
て
の
「
領
」
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
先
の
「
名
主
」
の
一
肩
書
き
の
問
題
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
領
」
と
い

う
枠
組
み
は
、
村
役
人
を
代
表
と
し
た
近
世
的
行
政
村
そ
の
も
の
を
構
成
要
素
と
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
も
ま
た
村
む
ら
の
自
立
化
の
達
成
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

訴
状
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
こ
の
訴
状
は
、
沼
水
の
溢
水
に

悩
む
「
萱
場
領
」
村
む
ら
が
、
「
河
辺
領
」
村
む
ら
を
そ
の
元
凶
と
し
て
訴
え
た
も
の

で
あ
る
。
牛
久
沼
の
「
北
浦
沼
附
之
村
々
」
で
あ
る
「
萱
場
領
」
で
は
、
絶
え
ず
沼

か
ら
溢
れ
出
す
水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
が
、
と
く
に
近
年
は
そ
れ
が
激
し
く
な
っ
て

田
畑
と
も
「
皆
損
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
年
に
よ
っ
て
は
少
し
も
田
方
年
貢
が
上

納
で
き
な
い
村
も
あ
る
と
い
う
。
「
萱
場
領
」
村
む
ら
は
そ
の
第
一
の
原
因
を
二
千
間

堤
の
決
壊
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一
千
間
堤
に
つ
い
て
は
毎
年
幕
府
か
ら
修

復
を
加
え
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
近
年
は
沼
内
が
満
水
に
な
っ
て
「
押
切
」

れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
「
大
分
水
損
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
堤
防
の
決
壊
が
多
い
の
は
、
「
河
辺
領
」
村
む
ら
が
用
水
堀
江
川

の
川
凌
い
を
行
な
わ
ず
、
そ
の
上
、
霞
や
真
菰
が
生
い
茂
っ
て
い
る
た
め
に
用
水
を

引
く
こ
と
に
差
障
り
が
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
か
、
絶
え
間
な
く
古
八
間
堀
の
洗
堰

を
高
く
仕
立
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
土
俵
を
置
き
、
満
水
と
な
れ
ば
用
水
堀
の
口
を

築
留
る
か
ら
で
あ
る
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
萱
場
領
」
村
む
ら
の
要
求
は
、

①
先
年
の
よ
う
に
用
水
堀
を
凌
い
、
そ
の
積
り
を
も
っ
て
洗
堰
を
下
げ
、
今
後
の
た

め
に
定
杭
を
た
て
る
。
②
満
水
時
に
用
水
堀
を
築
留
る
た
め
に
よ
け
い
堀
が
埋
ま
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
用
水
の
取
水
口
に
以
樋
を
伏
せ
込
み
、
満
水
の
被
害
を

避
け
る
。
③
川
原
代
村
の
用
水
堀
を
小
貝
川
ま
で
掘
り
続
け
、
こ
れ
を
沼
の
悪
水
堀

と
併
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

①
の
用
水
江
川
の
川
唆
い
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
後
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に

（
犯
）

「
河
辺
領
」
村
む
ら
の
内
部
で
出
入
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
河
辺
領
」

全
体
が
「
萱
場
領
」
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要

な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
②
の
満
水
時
に
お
け
る
江

川
取
水
口
の
築
留
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
起
き
た
「
萱
場
領
」
と
若
柴
村

な
ど
「
沼
通
」
四
力
村
と
の
争
論
に
お
け
る
争
点
で
あ
り
、
翌
年
に
出
さ
れ
た
裁
許

絵
図
の
な
か
で
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
「
沼
通
」
四
力

村
に
か
か
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
最
大
の
問
題
が
③
で
あ
っ
た
。
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
の
用
水
日
割
争
論
の
際
に
検
討
し
た
龍
ヶ
崎
村
の
口
上
書
に
よ
れ
ば
、

川
原
代
村
の
田
高
九
○
○
石
余
の
う
ち
三
○
○
石
余
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
江
川
と

は
別
に
堀
を
設
け
て
沼
か
ら
直
接
用
水
を
引
い
て
お
り
、
「
萱
場
領
」
村
む
ら
は
こ
れ

を
拡
張
し
て
沼
の
悪
水
堀
と
し
て
も
利
用
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
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わ
ち
新
八
間
堀
の
開
削
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

返
答
害
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
後
の
細
か
な
経
緯
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
○
一
）
の
口
上
書
〔
史
料
１
〕
第
五
条

に
は
、
検
使
と
し
て
幕
府
代
官
平
岡
三
郎
左
衛
門
手
代
の
田
沢
勘
内
と
、
設
楽
勘
左

衛
門
手
代
の
島
田
清
太
夫
を
派
遣
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
両
人
が
見
分
に
来

（
羽
）

た
の
は
一
元
禄
一
一
一
年
の
夏
の
こ
と
で
、
こ
の
報
告
を
も
と
に
新
た
な
悪
水
堀
の
開
削

が
決
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
こ
と
が
簡
単
に
進
ん
だ
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
翌
元
禄
一
一
一
一
年
二
月
に
は
、
新
堀
の
開
削
を
め
ぐ
っ
て
川
原
代
村

（
釦
）

と
若
柴
村
の
間
で
出
入
が
起
こ
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
川
原
代
村
の
用
水
堀
に
つ
い

て
は
、
若
柴
村
の
地
面
の
う
ち
に
堀
筋
が
あ
た
っ
て
い
た
た
め
に
（
小
屋
表
用
水
）
、

こ
の
地
面
替
え
と
し
て
若
柴
村
の
悪
水
堀
を
川
原
代
村
地
内
に
設
け
、
悪
水
を
小
貝

川
へ
落
と
し
て
い
た
。
こ
の
若
柴
村
の
地
面
と
い
う
の
は
「
小
通
」
と
称
す
る
同
村

の
飛
地
で
、
の
ち
分
村
し
て
小
通
幸
谷
村
と
な
り
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
が
頓

挫
し
て
元
の
溜
沼
と
な
っ
て
以
降
、
「
牛
久
沼
用
水
組
合
九
ヶ
村
」
に
編
入
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
場
所
で
あ
る
（
図
２
１
２
参
照
）
。
こ
れ
は
川
原
代
村
の
用
水
堀
の
一
部
が

新
堀
筋
と
し
て
掘
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
村
の
用
水
・
悪
水
の
あ
り
方

が
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
、
と
く
に
悪
水
の
落
と

し
方
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
下
八
井
田
村
（
伊
奈
町
）
の
善
右

衛
門
と
弥
左
衛
門
新
田
（
藤
代
町
）
の
武
右
衛
門
の
扱
い
を
も
っ
て
示
談
が
成
立
し

て
い
る
。

ま
た
同
年
八
月
に
は
、
馴
馬
村
と
龍
ヶ
崎
村
が
連
名
で
、
新
堀
筋
に
あ
た
る
佐
貫

村
・
川
原
代
村
の
地
所
を
御
用
地
と
し
て
召
し
上
げ
、
川
除
堤
御
普
請
を
実
施
し
て

（
釦
）

ほ
し
い
と
す
る
願
書
を
勘
定
奉
行
所
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
願
書
か
ら
八
月
に
は

新
堀
の
開
削
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
新
堀
筋
に

あ
た
る
佐
貫
村
・
川
原
代
村
の
う
ち
で
堤
が
「
押
切
」
れ
れ
ば
、
そ
の
場
所
ば
か
り

で
は
な
く
、
水
下
の
多
く
の
村
む
ら
が
難
義
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
川
原
代
村

は
小
貝
川
付
で
長
さ
二
五
○
○
間
余
（
約
四
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
川
除
堤
が
あ

り
、
そ
の
な
か
で
も
危
な
い
場
所
が
一
三
○
○
間
余
（
約
一
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

ほ
ど
あ
る
が
、
「
御
地
頭
様
」
（
旗
本
土
屋
氏
）
は
一
切
「
御
普
請
」
を
行
な
っ
て
く

れ
な
い
。
ま
た
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
は
「
地
早
」
の
場
所
で
「
漏
通
シ
水
」
に
つ
い

て
は
と
り
わ
け
難
義
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
度
新
堀
筋
を
命
じ
ら
れ
、
と
も
か

く
「
御
普
請
場
所
」
が
多
く
て
と
て
も
手
が
回
ら
な
い
。
し
か
も
川
原
代
村
や
佐
貫

村
に
続
く
小
貝
川
通
り
上
下
五
里
、
一
○
里
の
と
こ
ろ
は
い
ず
れ
も
御
料
所
で
、
毎

年
小
貝
川
除
御
普
請
を
仰
せ
付
ら
れ
て
い
る
の
に
、
川
原
代
村
ば
か
り
が
私
領
で
あ

る
た
め
に
御
普
請
も
行
な
わ
れ
な
い
。
も
し
川
原
代
村
の
堤
が
破
損
す
れ
ば
、
「
用
水

下
」
の
一
万
石
余
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
御
料
・
私
領
四
、
五
万
石
余
が
「
水
損
」

と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
と
い
っ
て
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
古
八
間
堀
の
堀
口
に
設

け
ら
れ
て
い
た
洗
堰
の
移
転
で
あ
る
。
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
れ
ば
、
こ

（
犯
）

の
洗
堰
が
華
旦
洗
堰
な
い
し
竹
洗
堰
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
河
辺
領
」
で
は
こ
の

洗
堰
の
「
洗
両
脇
繕
欠
留
」
を
毎
年
自
普
請
と
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
洗
台
の
「
御

普
請
」
す
な
わ
ち
幕
府
の
入
用
に
よ
る
普
請
を
願
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先

の
川
原
代
村
の
川
除
堤
御
普
請
と
と
も
に
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
と
は
別
に
、
洗
堰
に
つ
い
て
は
そ
の
高

さ
が
問
題
で
あ
っ
た
が
、
〔
史
料
１
〕
第
五
条
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
古
八

間
堀
通
り
の
高
さ
と
す
る
「
河
辺
領
」
の
要
求
が
全
面
的
に
通
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

軒
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
と
も
か
く
も
八
月
ま
で
に
は
稗
柄
村
地
先
か
ら
川

原
代
村
・
弥
左
衛
門
新
田
地
先
の
小
貝
川
に
か
け
て
、
長
さ
一
二
七
○
間
（
約
二
・

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
、
幅
八
間
（
約
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
堀
が
完
成
し
た
。
こ
れ

が
新
八
間
堀
で
、
現
在
八
間
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
○
月
に
は
関
係
村
む
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此
本
紙
大
徳
村
所
持
仕
候

ら
で
、
新
た
な
申
し
合
せ
事
項
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
羽
）

〔
史
料
Ⅱ
〕

一
、
今
度
新
八
間
堀
御
普
請
被
仰
付
被
下
候
二
付
、
古
八
間
堀
口
洗
無
高
下
新
八

間
堀
江
御
移
シ
被
下
、
重
而
相
違
無
御
座
様
川
辺
領
村
々
名
主
・
百
姓
井
萱
場

村
々
名
主
・
百
姓
立
合
、
分
杭
為
御
打
被
下
候
上
者
、
向
後
川
辺
領
右
洗
堰
修

（
復
）覆

仕
候
節
者
萱
場
村
之
内
へ
相
断
為
立
△
ロ
、
弥
以
洗
堰
無
高
下
様
二
修
覆
普
請

可
仕
候
御
事

一
、
跡
々
右
八
間
堀
洗
堰
上
二
而
水
留
仕
、
川
辺
七
ヶ
村
用
水
江
川
右
取
、
満
水

之
節
者
江
川
口
築
留
、
八
間
堀
洗
堰
水
留
取
払
、
牛
久
沼
悪
水
落
来
候
二
付
、

今
般
御
普
請
被
遊
候
新
八
間
堀
口
洗
堰
之
上
水
留
之
儀
、
自
今
以
後
も
満
水
之

節
江
川
口
築
留
候
者
、
早
速
川
辺
七
ヶ
村
井
二
左
貫
・
若
柴
・
入
地
・
中
島
四

ヶ
村
内
之
者
と
萱
場
方
之
者
立
合
、
八
間
堀
之
洗
上
水
留
取
払
、
悪
水
落
シ
可

申
候
御
事

右
之
通
被
仰
渡
奉
畏
候
、
若
相
背
申
候
者
如
何
様
之
曲
事
一
一
も
可
被
仰
付
候
、

為
後
日
連
判
仕
指
上
申
候
、
価
而
如
件

常
陸
国
筑
波
郡
上
萱
場
村

名
主
次
郎
衛
門

下
萱
場
村

元
禄
十
三
年
辰
十
月

同
与
右
衛
門

浜
田
村同

武
兵
衛

城
中
村同

五
兵
衛

指
上
申
一
札
之
事

ま
ず
第
一
に
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
の
は
、
古
八
間
堀
の
洗
堰
を
高
下
な
く
新
八
間

堀
に
移
し
、
「
河
辺
領
」
村
む
ら
の
名
主
・
百
姓
と
「
萱
場
領
」
村
む
ら
の
名
主
・
百

姓
が
立
ち
合
っ
て
「
分
杭
」
を
打
ち
込
ん
だ
か
ら
に
は
、
今
後
「
河
辺
領
」
で
洗
堰

を
修
復
す
る
時
は
萱
場
村
の
う
ち
へ
断
っ
た
上
で
立
ち
合
わ
せ
、
改
め
て
高
下
が
な

い
よ
う
に
修
復
普
請
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
第
二
点
目
は
、
以
前
よ

り
江
川
か
ら
用
水
を
引
い
て
い
る
時
に
は
八
間
堀
洗
堰
の
上
に
「
水
留
」
を
し
、
満

水
の
節
は
江
川
口
を
築
留
と
し
た
上
で
こ
の
「
水
留
」
を
取
り
払
い
、
牛
久
沼
の
悪

水
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
今
後
も
こ
れ
を
遵
守
す

る
こ
と
。
と
く
に
「
水
留
」
を
取
り
払
う
際
に
は
「
河
辺
領
」
七
力
村
と
「
萱
場
領
」

九
力
村
、
お
よ
び
佐
貫
村
・
若
柴
村
・
入
地
村
・
中
島
村
の
「
沼
通
」
四
力
村
が
立

ち
合
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
は
二
千
間
堤
の
維

持
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
「
萱
場
領
」
と
し
て
は
、
洗
堰
の
高
さ
を
下
げ
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新
田同

佐
左
衛
門

徳
右
衛
門
新
田

同
徳
右
衛
門

弥
左
衛
門
新
田

同
弥
五
左
衛
門

栗
山
村同

角
右
衛
門

同
村

足
高
村同

七
郎
衛
門

同
弥
左
衛
門
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る
こ
と
と
（
要
求
①
）
、
江
川
取
水
口
に
玖
樋
を
伏
せ
込
む
こ
と
（
要
求
②
）
が
基

本
的
な
要
求
で
あ
っ
た
が
、
新
八
間
堀
が
開
削
さ
れ
た
こ
と
で
妥
協
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
と
く
に
第
二
点
目
に
つ
い
て
は
、
「
河
辺
領
」
は
お
ろ
か
「
沼
通
」
四
力
村
と
の

対
立
の
危
険
性
を
竿
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
相
互
監
視
を
強
め
る
こ
と
で
解
決
が
は

か
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
事
情
は
「
沼
通
」
四
力
村
も
同
じ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

新
八
間
堀
の
洗
堰
と
江
川
取
水
口
の
築
留
ｌ
江
川
、
そ
し
て
一
一
千
間
堤
の
三
つ
の
施

設
は
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
・
「
萱
場
領
」
九
力
村
．
「
沼
通
」
四
力
村
の
三
つ
の

「
地
域
」
の
連
係
を
通
し
て
、
名
実
と
も
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
関
し
て
も
う
一
点
史
料
を
紹
介
し
た
い
。

（
弘
）

〔
史
料
皿
〕

指
上
申
一
札
之
事

一
、
常
州
牛
久
沼
洗
堰
上
留
井
沼
除
弐
千
間
堤
之
内
、
当
五
月
中
何
者
歎
度
々
切

流
申
二
付
、
同
国
河
内
郡
水
下
七
ヶ
村
用
水
不
足
難
義
仕
候
由
御
訴
詔
申
上
ル

ー
一
付
、
萱
場
九
ヶ
村
沼
近
所
二
付
、
切
流
候
者
及
見
候
哉
無
隠
可
申
上
候
由
御

（
議
）

詮
義
御
座
候
得
共
、
何
方
之
者
切
流
候
哉
及
見
候
者
九
ヶ
村
之
内
二
且
而
無
御

座
候
、
牛
久
沼
増
水
仕
候
得
者
沼
通
水
腐
仕
候
故
、
佐
貫
・
若
柴
・
入
地
・
中

嶋
四
ヶ
村
之
者
用
水
口
築
留
申
候
、
其
節
萱
場
九
ヶ
村
井
水
下
七
ケ
村
立
合
、

洗
上
留
切
流
候
積
り
前
々
方
御
証
文
ヲ
以
被
仰
付
候
二
付
、
当
四
月
中
沼
増
水

仕
候
故
、
右
四
ヶ
村
之
者
共
用
水
口
築
留
申
二
付
、
弐
千
間
堤
危
罷
成
候
間
、

用
水
番
人
蒜
柄
村
八
兵
衛
方
江
相
断
、
萱
場
村
之
者
上
留
取
之
、
水
干
方
以
後

又
候
築
留
置
申
候
、
御
詮
義
被
成
候
者
、
沼
増
水
二
而
上
留
取
候
節
者
水
下
七

ヶ
村
立
合
可
取
捨
相
定
之
処
、
水
番
人
方
江
計
相
断
上
留
取
候
義
不
届
至
極
一
一

被
思
召
候
間
、
向
後
者
増
水
之
節
水
下
七
ヶ
村
と
萱
場
村
之
者
立
合
上
留
取
捨

候
様
二
可
仕
候
由
被
仰
付
奉
畏
候

こ
れ
は
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
四
月
に
沼
が
増
水
し
た
あ
と
、
五
月
に
入
っ

一
、
弐
千
間
堤
之
義
、
当
五
月
中
何
方
之
者
歎
徒
二
切
流
申
二
付
、
萱
場
九
ヶ
村

者
勿
論
、
埜
原
領
三
万
石
田
畑
悪
水
除
二
御
座
候
得
者
、
水
下
七
ヶ
村
右
も
難

義
仕
候
二
付
、
此
度
も
三
万
石
村
々
方
人
足
出
之
築
留
申
候
由
御
訴
詔
仕
候
得

者
、
三
万
石
悪
水
除
二
候
間
、
早
速
切
口
可
築
留
処
、
水
下
方
度
々
断
致
候
処

捨
置
、
水
下
之
者
か
り
留
致
候
以
後
三
万
石
方
修
覆
不
仕
候
由
水
下
申
上
ル
ー
一

（
マ
マ
）

付
、
然
上
者
油
断
不
届
之
至
極
二
被
思
召
上
候
旨
御
詮
義
奉
誤
候
、
前
々
右
雪
旦

（
千
）

場
九
ケ
村
二
弐
年
間
堤
相
守
候
番
人
有
之
上
者
、
向
後
番
人
堅
申
付
不
被
切
流

様
二
仕
、
若
シ
又
徒
者
有
之
堤
切
流
候
者
、
九
ヶ
村
之
者
出
合
捕
置
御
注
進
可

仕
候
由
、
尤
大
勢
二
而
捕
候
義
難
成
候
ハ
、
、
其
者
行
末
落
着
所
見
届
ヶ
、
其

村
名
主
二
相
断
置
、
早
々
御
注
進
可
仕
候
由
被
仰
付
奉
畏
候
、
右
被
仰
付
趣
相

背
申
候
者
、
御
詮
義
之
上
如
何
様
成
曲
事
二
茂
可
被
仰
付
候
、
為
其
証
文
奉
差

上
候
、
以
上

（
マ
マ
）

常
州
築
波
郡

元
禄
十
六
年
未
七
月

足
高
村
名
主
権
三
郎

栗
山
村
名
主
角
右
衛
門

城
中
村
名
主
五
兵
衛

浜
田
村
名
主
武
兵
衛

上
萱
場
村
名
主
惣
助

御
代
官
様
下
萱
場
村
名
主
与
右
衛
門

弥
左
衛
門
新
田
名
主
弥
左
衛
門

武
右
衛
門

徳
右
衛
門
新
田
名
主
徳
右
衛
門

根
新
田
村
名
主
佐
左
衛
門
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て
新
八
間
堀
洗
堰
の
上
留
や
沼
除
二
千
間
堤
の
う
ち
を
度
々
切
り
流
す
者
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
が
用
水
不
足
に
な
っ
た
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
一

件
に
つ
い
て
、
詮
議
を
受
け
た
「
萱
場
領
」
九
力
村
が
そ
の
不
備
を
認
め
て
幕
府
代

（
弱
）

官
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
こ
で
は
先
の
元
禄
一
一
二
年
一
○
月
の

取
り
極
め
〔
史
料
Ⅱ
〕
が
、
現
実
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
問
題
点

を
含
め
て
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
一
一
点
で
あ
っ
た
。

第
一
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
満
水
時
に
お
け
る
新
八
間
堀
洗
堰
「
上
留
」
の
取

り
払
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
沼
が
満
水
と
な
っ
た
な
ら
ば
、

「
沼
通
」
四
力
村
が
用
水
江
川
の
取
水
口
を
築
留
し
、
「
河
辺
領
」
と
「
萱
場
領
」
の

村
む
ら
が
立
ち
合
っ
て
洗
堰
の
「
上
留
」
を
切
り
流
す
取
り
極
め
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
四
月
の
増
水
で
は
、
「
沼
通
」
四
力
村
が
江
川
口
を
築
留
る
や
い
な
や
、
二
千
間

堤
が
危
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
用
水
番
人
の
稗
柄
村
八
兵
衛
方
ば
か
り
に
断
り
を
入

れ
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
が
立
ち
合
わ
な
い
ま
ま
「
上
留
」
を
取
り
捨
て
た
と
い
う
こ

と
で
答
め
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
の
問
題
は
、
二
千
間
堤
の
修
復
と

管
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
千
間
堤
は
「
萱
場
領
」
の
み
な
ら
ず
、
「
埜
原
領
」

Ⅱ
「
谷
原
領
」
三
万
石
の
悪
水
除
で
あ
り
、
「
河
辺
領
」
の
用
水
確
保
に
と
っ
て
も
重

要
な
施
設
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
来
の
規
定
通
り
今
回
も
三
万
石
村
む
ら
か
ら
人
足
を

出
し
、
早
速
「
切
口
」
を
築
留
る
べ
き
と
こ
ろ
、
「
河
辺
領
」
が
何
度
か
け
あ
っ
て
も

こ
れ
を
無
視
し
、
「
河
辺
領
」
で
仮
留
を
行
な
っ
た
あ
と
で
も
い
っ
こ
う
に
修
復
に
と

り
か
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
一
千
間
堤
の
普
請
が
「
谷
原
領
」
三

万
石
の
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
管
理
の
た
め
に
「
萱
場
領
」
九
力
村
か
ら
番
人

を
差
し
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
二
千
間
堤
自
体
は
「
小
貝
川
通

堤
川
除
御
普
請
所
」
の
な
か
に
属
し
て
お
り
、
「
谷
原
領
」
（
七
○
力
村
）
が
担
当
す

（
記
）

る
一
二
カ
所
の
堤
川
除
御
普
請
所
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
萱
場
領
」
は
そ
の
非
を

認
め
た
上
で
、
今
後
は
堤
が
切
り
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
堅
く
番
人
に
申
し
付
け
、
も

し
「
徒
者
」
が
あ
っ
て
切
り
流
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
九
力
村
か
ら
人

を
出
し
、
こ
れ
を
捕
ら
え
て
注
進
す
る
。
大
勢
に
て
捕
ら
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
れ

ば
、
そ
の
者
の
「
行
末
落
着
所
」
を
見
届
け
た
上
で
そ
の
村
の
名
主
に
断
り
、
早
々

に
注
進
に
お
よ
ぶ
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

改
め
て
い
う
も
で
も
な
い
が
、
相
互
に
取
り
極
め
が
交
わ
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て

そ
れ
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
に
も
そ
れ
だ
け
の
努

力
と
交
渉
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
争
論
が
く
り
か
え
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
極
め
自
体
の
内
容
が
確
認
さ
れ
、
補
強
さ
れ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
改
変
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
新
八
間
堀
洗
堰
と
用
水
江
川
口

築
留
、
一
一
千
間
堤
の
三
者
の
連
係
と
、
一
一
千
間
堤
の
普
請
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
さ

れ
る
と
同
時
に
、
二
千
間
堤
番
人
の
監
視
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
和
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
の
争
論
は
、
用
水
江
川
取
水
口
の
築

留
、
江
川
筋
、
古
八
間
堀
洗
堰
、
二
千
間
堤
と
い
っ
た
個
々
の
施
設
を
対
象
と
し
つ

つ
、
こ
れ
に
関
連
す
る
小
「
地
域
」
の
利
害
に
応
じ
た
形
で
展
開
し
、
と
く
に
元
禄

期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
干
渉
し
合
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
八
間
堀
の
開
削
へ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

根
底
に
用
水
利
用
と
悪
水
処
理
と
い
う
相
反
す
る
利
害
の
相
克
が
あ
っ
た
こ
と
に
か

わ
り
は
な
い
。
図
２
１
３
は
こ
の
時
期
の
争
論
に
関
係
す
る
村
む
ら
を
地
図
に
落
と

し
た
も
の
、
図
２
１
４
は
そ
の
関
係
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
争
論
と
し
て
は
ま
ず
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
起
こ
っ
た
「
川

下
」
用
水
七
力
村
と
、
若
柴
村
・
佐
貫
村
・
中
島
村
・
入
地
村
の
四
力
村
と
の
用
水

江
川
取
水
口
の
築
出
し
土
手
と
流
路
の
川
俊
い
を
め
ぐ
る
争
論
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ

（
４
）
天
和
～
元
禄
期
に
お
け
る
水
利
「
地
域
」
の
構
図
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れ
は
結
局
取
水
口
周
辺
の
悪
水
処
理
と
用
水
引
き
入
れ
を
め
ぐ
る
争
論
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
幕
府
に
よ
る
裁
許
の
結
果
、
一
応
用
水
利
用
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
は
し

た
が
、
同
時
に
満
水
時
に
お
い
て
は
江
川
取
水
口
を
築
留
る
一
方
で
、
古
八
間
堀
洗

堰
の
上
留
を
取
り
払
っ
て
悪
水
を
落
と
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
次
に
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
の
用
水
セ
カ
村
内
部
の
争
論
は
、
下
流
部
の
御
料
四
力
村
が
、
用
水
の

充
分
な
引
き
取
り
を
求
め
て
上
流
部
の
私
領
三
力
村
を
訴
え
る
と
い
う
形
で
は
じ

ま
っ
た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
と
く
に
水
口
に
位
置
す
る
馴
馬
村
と
川
原
代
村
に
対

す
る
下
流
部
の
抵
抗
と
い
う
対
立
の
図
式
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
用
水
日
割

を
め
ぐ
っ
て
は
、
水
口
で
あ
る
こ
と
の
優
位
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
両
村
と
、
堰

普
請
・
番
人
給
と
い
っ
た
洗
堰
に
対
す
る
負
担
を
基
準
に
し
た
日
割
を
継
続
確
保
す

る
こ
と
で
、
自
村
の
優
位
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
龍
ヶ
崎
村
、
そ
し
て
御
料
と
し

て
の
ま
と
ま
り
を
基
礎
に
、
各
村
の
田
高
に
応
じ
た
分
配
を
求
め
る
こ
と
で
こ
れ
ら

を
改
変
し
よ
う
と
す
る
御
料
四
力
村
と
い
う
、
三
極
の
対
立
構
造
を
産
み
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。
幕
府
に
よ
る
裁
許
で
は
、
龍
ヶ
崎
の
主
張
が
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
結
果
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
用
水
の
引
き
取
り
が
、
洗
堰
の
普
請
を
中
心
と
し
た

入
用
割
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
、
確
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

そ
し
て
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
に
は
、
牛
久
沼
の
南
岸
に
位
置
す
る
「
萱
場

領
」
九
力
村
が
、
増
大
す
る
「
水
損
」
の
元
凶
と
し
て
「
河
辺
領
」
七
力
村
を
訴
え

た
。
「
萱
場
領
」
村
む
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
「
水
損
」
の
主
因
は
二
千
間
堤
の
決
壊
に

あ
り
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
こ
れ
は
、
古
八
間
堀
の
洗
堰
が
高
い
こ
と
、
用
水
江
川
の

川
俊
い
を
行
な
わ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
天
和
二
年
の
争
論
で
定
め
ら
れ
た
満
水
時
の

処
理
の
仕
方
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
改
め
て
牛
久
沼
に
お
け
る
沼
水
の
処
理
と

各
施
設
と
の
関
係
を
示
す
と
表
２
ｌ
２
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
用
水
利
用
時
、
用

水
の
終
了
時
、
寒
水
時
と
い
っ
た
季
節
ｌ
農
耕
に
応
じ
た
平
常
で
の
処
理
と
、
満
水

互
に
関
連
し
た
「
地
域
」
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に

な
る
（
図
３
１
６
）
。
結
局
こ
れ
ら
相
互
の
利
害
を
解
決
す
る
手
段
と
採
用
さ
れ
た
の

が
、
「
萱
場
領
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
悪
水
堀
の
新
た
な
開
削
で
あ
っ
た
。
も
と
よ

り
流
路
が
短
く
、
小
貝
川
か
ら
の
逆
流
を
防
ぎ
き
れ
な
い
古
八
間
堀
で
は
、
先
に
上

げ
た
牛
久
沼
の
難
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
元
禄

一
三
年
（
一
七
○
○
）
に
新
八
間
堀
が
開
削
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
洗
堰
の

高
低
や
満
水
時
に
お
け
る
江
川
取
水
口
の
築
留
と
洗
堰
上
留
の
取
り
払
い
、
す
な
わ

ち
表
２
１
２
で
示
し
た
処
理
の
あ
り
方
は
そ
の
ま
ま
新
八
間
堀
開
削
以
降
も
継
続
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
萱
場
領
」
に
と
っ
て
は
一
つ
の
妥
協
で
あ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
三
「
地
域
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
管
理
責
任
の
強
化
と
監
視

の
義
務
化
、
さ
ら
に
は
相
互
の
関
係
の
強
化
を
通
し
て
、
「
地
域
」
的
連
係
の
強
化
が

は
か
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
考
え
れ
ば
、
前
節
’
一
七
世
紀
中
葉
の
寛
永
末
～

延
宝
期
ｌ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
水
利
「
地
域
」
の

形
成
の
特
質
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ

表2-2用水江川口と古八間堀
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と
い
う
非
常
時
の
処
理
が
規
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
水
深
が
浅
く
、
集
水
能
力
の
低
い
牛
久
沼

で
あ
る
だ
け
に
、
用
水
利
用
時
や
寒
水
時
と
い
っ
た

平
常
時
の
利
用
で
あ
っ
て
も
、
常
に
用
水
不
足
へ
の

懸
念
と
悪
水
へ
の
対
処
と
い
っ
た
相
反
す
る
問
題
を

内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
こ
れ
が
非
常

時
Ⅱ
満
水
時
の
処
理
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
（
Ａ
）
「
河
辺
領
」

セ
カ
村
。
（
Ｂ
）
「
沼
通
」
四
力
村
。
（
Ｃ
）
「
萱
場
領
」

九
力
村
と
い
う
三
つ
の
「
地
域
」
が
、
は
じ
め
て
相

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

江川口 古八間堀 二千間堤

用中水

用水終

寒水時

満水時

流
流
流

築留

築留

流

築留

流 (危険大）



れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
小
「
地
域
」
の
ま
と
ま
り
の
基
礎
は
、
前
代
の
開
発
に
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
自
立
化
が
達
成
さ
れ
て
く
る

に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
共
通
す
る
利
害
の
ゆ
え
に
新
た
な
結
集
を
み
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
川
下
」
「
萱
場
」
あ
る
い
は
本
村
と
し
て
の
若
柴
村
と

い
っ
た
「
地
域
」
の
な
か
か
ら
分
立
・
創
出
し
て
い
っ
た
村
む
ら
が
、
旧
村
な
い
し

は
本
村
を
軸
に
再
結
集
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
第
二

に
、
そ
れ
ら
の
「
地
域
」
は
複
合
的
・
多
面
的
に
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
の
「
地
域
」

と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
、
争
論
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
相
互
の
関

係
の
秩
序
化
が
は
か
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
元
禄
期
に

は
、
そ
れ
が
「
河
辺
領
」
「
萱
場
領
」
と
い
っ
た
「
領
」
と
称
す
る
ま
と
ま
り
で
表
現

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
第
三
点
目
で
あ
る
。
若
柴
村
四
力
村
も
こ
れ
に
準
じ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
自
体
は
常
に
史
料
中
の
文
言
に
現

わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
組
合
村
」
の
よ
う
に
よ
り
普
遍
性
の
高
い

呼
称
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
第
四
に
、
「
領
」
に
結
集
し
た
ま
と
ま

り
は
、
村
役
人
の
職
能
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
世
的
な
行
政
体
と

し
て
の
「
村
」
を
構
成
要
素
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
村
む
ら

の
自
立
化
の
達
成
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
い
わ
ゆ
る
「
組
合
村
」
的

な
組
織
や
秩
序
の
原
形
は
、
こ
の
段
階
で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
「
河
辺
領
」
を
構
成
す
る
村
む
ら
の
「
高
」
に
つ
い
て
整
理
し
て

（
訂
）

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
表
２
１
３
は
、
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
の
村
吉
向
（
寺
社
領
を
除

く
）
と
元
禄
一
一
一
年
次
（
一
六
九
九
）
の
い
わ
ゆ
る
「
組
合
高
」
、
お
よ
び
田
高
を
比

（
犯
）

較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
川
原
代
村
か
ら
宮
淵
村
ま
で
の
五
力
村
は

「
村
高
」
と
「
組
合
高
」
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
、
生
板
村
と
幸
谷
村
は
そ
れ

ぞ
れ
「
組
合
高
」
が
「
村
高
」
の
六
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
両
村
が
牛
久
沼
用
水
の
構
成
村
で
あ
る
と
と
も
に
、
豊
田
羽
根
野

こ
れ
は
各
村
で
四
六
～
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
私
領
の
川

原
代
村
と
馴
馬
村
・
龍
ヶ
崎
村
の
田
高
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
章
に
掲
げ
た
表

（
羽
）

堰
用
水
組
合
に
も
属
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
田
高
の
割
合
と
な
る
と
、

表2-3河辺領７力村の村高と組合高２
１
５
中
の
享
和
元
年
次
（
一
八
○
一
）
の
田
高
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
六
○
パ

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

注）「|日高|日領」は明治元年「旧高旧領取調帳｣、「元禄12」は龍ケ崎市川原代町木村一郎家文書「牛

沼宝湖早鏡巻之一」より。
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国名 郡名 村名 ①|日高旧領 ②元禄12(1699）｜③内田高 ③／② ②／①

下総国

常陸国

相馬郡

河内郡

川原代村

馴 馬 村

龍ケ崎村

大徳村

宮淵村

生板村

幸谷村

1014石3４１１

1300.551

2214.963

2318.373

1034.００５

２２６１．６９５

283.251

l036fi76

1385.6373

2190.537

2313.067

1012.621

1365.８５６

180.302

1184石1９

658.287

634.614

9２．３２

51.20％

6５．０１

４６．４６

５１．２０

102.21％

1０６．５５

９８．９０

９９．７７

９７．９３

６０．３９

６３．６５

＊合計＊ 10427.1791 9484.7803 9０．９６



本
章
の
目
的
は
、
一
七
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
の
寛
永
末
～
元
禄
期
に
か

け
て
の
さ
ま
ざ
ま
争
論
と
、
牛
久
沼
に
活
用
な
い
し
は
防
災
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た

人
為
的
な
諸
施
設
を
め
ぐ
る
動
向
を
通
じ
て
、
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
の
形
成
・
変

容
、
そ
し
て
相
互
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸

点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
第
二
節
（
２
）
と
第
三
節
（
４
）
に
ま
と
め
て
お
い
た
の

セ
ン
ト
、
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
七
力
村
の
内
部
争
論
で

は
、
村
む
ら
の
位
置
関
係
と
と
も
に
洗
堰
入
用
の
負
担
割
合
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
セ
カ
村
内
部
で
は
川
原
代
村
と
馴
馬
村
の
ニ
カ
村
、
龍

ヶ
崎
村
一
力
村
、
御
料
四
力
村
を
一
組
ず
っ
と
し
て
、
三
等
分
す
る
の
が
基
本
で
あ

り
、
用
水
の
引
き
取
り
も
そ
れ
に
準
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
村
高
は
も
ち
ろ
ん
、
「
組
合

高
」
と
も
符
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

田
高
の
間
に
隔
た
り
が
あ
る
の
も
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
実
際
に
田
高

を
合
計
す
れ
ば
、
御
料
四
力
村
が
一
一
一
一
八
一
石
余
、
私
領
三
力
村
で
は
龍
ヶ
崎
村
の

口
上
書
の
内
容
を
加
味
す
れ
ば
、
享
和
元
年
次
で
二
五
六
九
石
余
（
馴
馬
村
を
組
合

高
の
三
一
一
一
○
石
で
算
出
）
、
な
い
し
は
一
一
○
九
五
石
余
（
馴
馬
村
を
田
高
の
一
一
四

石
余
で
算
出
）
と
な
る
か
ら
、
田
高
を
用
水
日
割
の
基
準
と
し
た
い
と
い
う
御
料
四

力
村
の
主
張
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
洗
堰
入
用
の
負
担
割

合
は
、
石
高
の
面
で
み
れ
ば
、
「
等
分
」
と
い
う
名
の
不
平
等
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
あ
え
て
そ
れ
を
主
張
す
る
龍
ヶ
崎
村
の
「
地
域
」
の
中
心
と
し
て
の
自
負
と
、

そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
高
割
負
担
と
い
う

時
代
の
趨
勢
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

四
小
括

で
、
改
め
て
細
か
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
諸
施
設

の
設
置
時
期
と
画
期
、
お
よ
び
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
形
成
の
画
期
に
絞
っ
て
再
度

ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

近
世
の
初
頭
、
幕
府
代
官
伊
奈
忠
治
に
よ
る
常
陸
谷
原
開
発
の
波
は
、
牛
久
沼
の

周
辺
に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
の
第
一
の
課
題
は
沼
周
辺
の
水
を
後
退
さ
せ
、

沼
と
小
貝
川
の
間
の
沼
沢
地
を
可
耕
地
に
変
貌
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
Ⅱ
「
萱

場
」
）
。
そ
こ
で
寛
永
四
年
（
一
六
一
一
七
）
頃
に
沼
の
水
を
小
貝
川
に
落
と
す
た
め
の

悪
水
堀
と
し
て
、
古
八
間
堀
が
開
削
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
は
用

水
が
不
足
す
る
と
い
う
「
川
下
」
の
訴
願
に
よ
っ
て
、
寛
永
一
○
年
（
一
六
三
一
一
一
）

頃
に
は
堀
口
を
築
留
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
沼
か
ら
の
溢
水

か
ら
開
発
場
を
守
る
た
め
に
、
翌
二
年
に
忠
治
の
手
で
二
千
間
堤
が
築
堤
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
処
置
に
よ
っ
て
、
今
度
は
沼
の
東
部
か
ら
東
西
谷

田
川
筋
に
い
た
る
「
川
上
」
一
帯
が
、
沼
の
悪
水
に
よ
っ
て
水
損
の
被
害
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
は
、
訴
願
し
た
「
川

上
」
の
負
担
に
よ
っ
て
水
門
が
伏
せ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
結
局
こ
れ
が
完

成
す
る
の
は
同
二
一
年
（
一
六
四
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
寛
文
九
年
（
一
六

六
九
）
に
は
竹
洗
堰
に
、
ま
た
同
一
一
年
に
は
石
洗
堰
に
伏
せ
替
ら
れ
た
と
い
う

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
水
門
で
は
沼
の
水
が
落
ち
す
ぎ
る
と
考
え
た
「
川

下
」
が
、
堰
普
請
の
費
用
を
負
担
し
て
も
、
一
定
程
度
水
を
溜
め
て
お
く
こ
と
の
で

き
る
洗
堰
へ
の
改
修
を
望
ん
だ
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に

洗
堰
の
伏
せ
込
み
が
確
認
さ
れ
る
の
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
こ
と
で
、
こ
の

時
古
八
間
堀
際
の
十
六
石
村
（
の
ち
の
稗
柄
村
）
が
幕
領
に
編
入
さ
れ
た
上
で
、
洗

堰
の
土
取
場
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
堰
の
番
人
（
用
水
番
）
も
足
高
村
の

百
姓
か
ら
十
六
石
村
に
か
わ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
洗
堰
は
新
八
間
堀
の
仕
様

に
よ
れ
ば
萱
洗
堰
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
牛
久
沼
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
画
期

9０
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と
な
っ
た
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
は
満
水
時
に
お
け
る
用
水
江
川
口
の
築

留
と
古
八
間
堀
洗
堰
上
留
の
取
り
払
い
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
元
禄
一
一
年
（
一

六
九
八
）
の
「
萱
場
領
」
村
む
ら
の
訴
訟
を
契
機
と
し
て
、
同
一
三
年
に
新
八
間
堀

が
開
削
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

牛
久
沼
周
辺
の
「
地
域
」
は
、
用
水
の
利
用
と
悪
水
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
沼
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
沼
に
設
け
ら
れ
た
施
設
は
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
が

集
約
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
周
辺
「
地
域
」
の
形
成
に
と
っ
て
一
つ
の
大

き
な
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
延
宝
期
（
一
六
七
三
～
八
○
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
延
宝
期
以
前
に
つ
い
て
は
、
古
八
間
堀
口
の
築
留
ｌ
堰
の
設
置
が
最
大
の
焦
点

で
あ
っ
た
が
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
「
地
域
」
は
非
常
に
広
範

な
範
囲
に
お
よ
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
は
悪
水
地
帯
と
し
て
の
「
川
上
」
「
萱
場
」
と
、

用
水
地
帯
と
し
て
の
「
川
下
」
の
三
つ
の
「
地
域
」
を
摘
出
し
た
が
、
こ
の
な
か
で

も
「
川
上
」
と
「
川
下
」
と
の
対
立
は
そ
の
軸
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
地
域
」

は
、
開
発
に
よ
る
村
む
ら
の
分
立
・
創
出
が
完
了
す
る
以
前
の
段
階
で
、
内
部
的
に

は
戦
国
期
か
ら
の
系
譜
を
引
く
よ
う
な
旧
来
の
土
豪
層
（
あ
る
い
は
「
乙
名
」
「
年

寄
」
層
）
の
結
合
を
軸
と
し
、
こ
れ
も
戦
国
期
に
城
郭
が
築
か
れ
た
よ
う
な
村
、
村

落
と
し
て
の
形
成
が
古
い
旧
村
を
中
心
と
し
た
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
が
「
川
上
」
「
川
下
」
「
萱
場
」
と
い
っ
た
枠
組
み
の
も
と
に
相
互
に
結

び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
村
む
ら
の
分
立
・
創
出
に

よ
っ
て
は
多
分
に
可
変
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
延
宝
期
頃
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
旧
村
の
外
延
部
に
開
か
れ
た
村
や
枝

村
、
新
田
村
な
ど
が
次
第
に
独
立
し
た
村
と
し
て
そ
の
姿
を
明
確
に
し
て
く
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
「
地
域
的
」
な
ま
と
ま
り
は
、
依
然
「
川
下
」
「
萱
場
」
な
ど
と
称
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
村
む
ら
の
自
立
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
は
も
と
よ

り
、
内
部
の
秩
序
も
次
第
に
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
に
か
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
そ
の
ま

と
ま
り
は
、
旧
来
の
関
係
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
、
よ
り
小
さ
な
「
地
域
」
の
利
害

に
即
し
て
新
た
に
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
牛
久
沼
と
の
か
か
わ

り
方
も
、
そ
う
し
た
小
「
地
域
」
の
利
害
に
応
じ
た
形
で
よ
り
多
様
に
展
開
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
○
七
三
）
に
な
る
と
、

「
領
」
と
い
う
枠
組
み
ｌ
名
称
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
内
部
の
秩

序
も
村
役
人
の
職
能
を
中
心
と
し
た
も
の
に
明
確
に
転
じ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に

「
領
」
そ
の
も
の
が
、
村
む
ら
の
自
立
化
の
達
成
を
基
礎
に
、
近
世
的
な
行
政
村
の
連

合
体
と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
一
層
の
組
織
化
・
秩
序
化
が
は
か
ら
れ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
「
河
辺
領
」
七
力
村
、
「
萱
場
領
」
九
力

村
、
そ
し
て
「
沼
通
」
四
力
村
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
枠
組
み
・
名
称
と
し
て
の
「
領
」

は
、
そ
の
文
言
の
用
法
か
ら
し
て
も
、
の
ち
の
「
組
合
村
」
ほ
ど
普
遍
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
牛
久
沼
の
水
利
秩
序
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
形
成
の
問
題
で

は
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
も
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
の
村
む
ら
の
変
化
を
色
濃
く
反

映
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
元
禄
期
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
「
領
」
と
し
て
結
実
し
た
小
「
地
域
」
が
、
相
互
干
渉

を
通
し
て
よ
り
大
き
な
「
地
域
」
的
総
意
を
模
索
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
物
理
的
に
は
、
新
八
間
堀
’
二
千
間
堤
ｌ
用
水
江
川
取
水
口
ｌ
江
川
筋
と
い
っ
た

施
設
の
連
係
と
そ
の
確
認
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
用
水
利
用

と
悪
水
処
理
と
い
う
相
反
す
る
利
害
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
昇
華
す
る
手
段

と
し
て
の
小
「
地
域
」
の
連
合
ｌ
連
係
の
形
成
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

》
つ
Ｏ

も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
水
利
を
め
ぐ
る

問
題
の
複
雑
さ
と
根
深
さ
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
新
八
間
堀
の
開
削
と
そ
の
た
め
の

合
意
形
成
の
過
程
が
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
争
論
や
牛
久
沼
の
人
工
化
を
通
し
て
創
り
上
げ
ら
れ
た

秩
序
は
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
五
）
を
境
に
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
牛
久
沼

の
新
田
開
発
計
画
と
そ
の
挫
折
で
あ
る
。
次
章
で
は
そ
の
具
体
的
な
経
緯
と
、
そ
れ

が
沼
周
辺
の
「
地
域
」
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ

》
っ
。

（
３
）

（
１
）

（
２
）

（
９
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
４
）

（
岨
）

『
龍
ケ
崎
市
史
』
近
世
史
料
編
Ⅱ
史
料
一
八
九
（
以
下
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
と
略
記
）
。

野
口
武
太
郎
『
牛
久
沼
Ｉ
水
論
の
歴
史
地
理
的
考
察
ｌ
』
、
鈴
木
秀
雄
「
近
世
に
お
け
る

水
論
」
（
鈴
木
秀
雄
編
『
龍
ヶ
崎
郷
土
史
追
録
こ
）
な
ど
。

山
本
英
二
「
論
所
裁
許
の
数
量
的
考
察
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
七

号
）
、
塚
本
学
「
諸
国
山
川
徒
に
つ
い
て
」
（
信
州
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
論
集
」
第

一
三
号
）
。

な
お
、
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
解
説
四
九
頁
所
収
の
表
２
「
牛
久
沼
関
係
組
合
村
一
覧
」
に
示

し
た
「
上
郷
二
五
力
村
」
と
「
悪
水
一
一
一
（
一
三
）
力
村
」
の
構
成
村
む
ら
に
つ
い
て

は
、
そ
の
後
の
検
討
で
誤
り
が
判
明
し
た
の
で
、
本
表
の
よ
う
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
九
。

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
二
八
。

茎
崎
町
下
岩
崎
岡
野
泰
夫
家
文
書
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
。

〔
史
料
１
〕
第
一
条
で
は
、
松
平
正
次
と
諸
星
盛
政
の
検
分
以
前
に
二
千
間
堤
が
築
か
れ

て
い
た
と
も
読
み
取
れ
る
が
、
〔
史
料
３
〕
や
古
八
間
堀
口
「
築
留
」
の
意
味
、
全
体
の

流
れ
な
ど
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
本
稿
の
よ
う
に
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

前
掲
注
（
７
）
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
に
も
こ
の
時
の
訴
状
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

こ
れ
に
は
水
門
取
立
を
拒
否
す
る
こ
と
を
告
げ
た
「
川
下
」
の
宮
本
勝
右
衛
門
・
諸
岡

助
四
郎
ら
八
人
か
ら
、
「
川
上
」
の
沼
尻
庄
左
衛
門
・
飯
塚
清
兵
衛
ら
八
人
に
宛
て
た
書

状
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
注
（
２
）
の
野
口
『
牛
久
沼
』
や
鈴
木
「
近
世
に
お
け
る
水
論
」
、
あ
る
い
は
『
藤

代
町
史
』
通
史
編
な
ど
の
牛
久
沼
に
関
係
す
る
市
町
村
の
自
治
体
史
で
は
、
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
洗
堰
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
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（
岨
）

（
肥
）

〆再へ〆再、

１７１６
、－〆、－〆

〆酉へ〆ｰ、

１５１４
、＝〆、＝〆

〆画へ〆ｰ、

１３１２
、一〆、－〆

（
Ⅱ
）

ら
も
、
洗
堰
ど
こ
ろ
か
、
一
般
に
「
築
留
」
と
さ
れ
る
も
の
で
す
ら
あ
り
え
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
論
拠
と
な
る
史
料
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
詳
し
く
は

不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
注
（
７
）
の
「
牛
久
沼
八
間
堰
」
な
ど
の
史
料
を
読
み

誤
っ
た
か
、
史
料
自
体
に
誤
記
が
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
元
禄
一
四
年
の
口
上
書
〔
史
料
１
〕
第
六
条
で
は
、
延
宝
二
年
に
十
六
石
村
が

土
取
場
に
設
定
さ
れ
た
際
、
堰
の
番
人
が
足
高
村
か
ら
十
六
石
村
に
か
わ
っ
た
と
あ
る

の
で
、
こ
れ
以
前
に
堰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
の
解
説
で
は
、
十
六
石
村
は
稗
柄
村
の
枝
村
で
、
の
ち
の
史
料
に
は
出

て
こ
な
い
と
し
た
が
、
明
ら
か
な
間
違
い
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
お
き
た
い

（
五
○
頁
）
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
」
史
料
一
七
○
．

用
水
江
川
の
川
払
い
を
め
ぐ
る
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
訴
状
で
は
、
十
六
石
村
の

番
人
給
分
は
米
一
二
俵
、
大
麦
一
二
俵
ず
っ
と
な
っ
て
い
る
。
↓
注
（
別
）

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
四
。

市
内
川
原
代
町
木
村
一
郎
家
文
書
「
牛
沼
宝
湖
早
鏡
」
巻
一
（
以
下
木
村
本
「
早
鏡
」

巻
一
と
略
す
）
、
同
宮
淵
町
豊
崎
治
男
家
文
書
「
牛
沼
宝
湖
早
鏡
」
（
以
下
豊
崎
本
「
早

鏡
」
と
略
す
）
。

本
間
清
利
『
利
根
川
』
（
埼
玉
新
聞
社
）
。

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
一
九
。
も
っ
と
も
こ
の
史
料
そ
の
も
の

は
、
天
保
一
○
年
三
月
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

豊
田
羽
根
野
堰
用
水
組
合
の
構
成
村
む
ら
に
つ
い
て
は
、
「
市
史
近
世
Ⅱ
』
解
説
四
五
頁

表
ｌ
を
参
照
の
こ
と
。

市
村
高
男
「
常
陸
南
部
に
お
け
る
中
近
世
の
支
配
関
係
と
牛
久
市
域
ｌ
牛
久
市
域
形
成

の
前
提
を
考
え
る
た
め
に
ｌ
」
（
『
牛
久
市
史
研
究
』
創
刊
号
）
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
一
一
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
三
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
四
。

１

元
禄
一
六
年
（
一
七
○
一
一
一
）
の
「
萱
場
領
」
九
力
村
の
「
指
上
申
一
札
之
事
」
（
注
剖
史

く

料
）
に
、
「
牛
久
沼
増
水
仕
候
得
者
沼
通
水
腐
仕
候
故
、
佐
貫
・
若
柴
・
入
地
・
中
嶋
四

ケ
村
之
者
用
水
口
築
留
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
の
よ
う
に
通
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『
市
史
近
世
Ｉ
』
二
六
一
頁
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
一
・

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
六
、

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
四
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
三
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
四
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
一
一
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
五
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
五
。

称
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

兎
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
六
四
。

（
別
）
大
塚
英
二
「
水
利
秩
序
の
変
容
と
地
域
・
村
落
間
格
差
ｌ
近
世
後
期
の
遠
州
地
方
の
用

水
相
論
を
通
し
て
ｌ
」
（
「
地
方
史
静
岡
』
第
一
七
号
）
。

元
）
前
掲
注
（
２
）
鈴
木
「
近
世
に
お
け
る
水
論
」
。
こ
の
口
上
書
に
つ
い
て
は
、
原
史
料
が

確
認
で
き
な
い
の
と
、
解
読
文
に
い
く
つ
か
意
味
不
明
の
箇
所
が
あ
る
の
で
、
推
量
を

交
え
て
要
約
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
訂
）
「
河
辺
領
」
と
い
う
名
称
が
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
寛
永
二
○
年
の
証
文
で
大
徳
村
な
ど
の
四
力
村
が
「
河
辺
村
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
し
〔
史
料
２
〕
、
享
保
期
に
い
た
っ
て
も
こ
の
四
ヵ

村
を
「
川
部
」
な
い
し
は
「
川
部
領
」
と
称
し
た
例
も
あ
る
（
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一

九
一
な
ど
）
。
「
河
辺
」
と
い
う
地
名
が
相
当
古
く
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
な
ら
ば
、
多
分
に
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
の
位
置
関
係
か
ら
し
て
も
、
付
け

（
稲
）
新
八
間
堀
洗
堰
上
留
の
取
り
払
い
に
つ
い
て
は
、
稗
柄
村
番
人
の
報
告
に
よ
り
四
月
二

二
日
に
上
下
岩
崎
村
（
茎
崎
町
）
の
百
姓
六
名
が
、
ま
た
一
一
五
日
に
は
同
二
名
が
取
り

捨
て
た
と
し
て
疑
わ
れ
、
代
官
の
詮
議
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も

番
人
の
勘
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
以
後
規
定
の
通
り
用
水
下
セ
カ
村
と
萱

場
九
力
村
と
が
相
談
の
上
取
り
払
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
『
茎
崎
町
史
編
さ
ん
資

〆ーへ〆ー、〆ー、〆‐へ〆ー、〆ーへ〆ーへ〆ー、〆ー、〆ーへ

３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６
、－〆、-〆、＝〆、－〆、＝〆、＝〆、一〆、＝〆、＝〆、－＝

天
保
一
三

Ⅲ
一
一
二
・

第二章近世前期の争論と沼周りの相克

料
」
近
世
・
近
代
史
料
集
史
料
一
六
）
。

一
年
「
小
貝
川
通
堤
川
除
御
普
請
所
控
」
「
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ

六
七

○

〆ーへ〆一、

３９３８
、－〆、－〆

替
え
ら
れ
る
前
の
小
貝
川
（
鬼
怒
川
）
の
左
岸
一
帯
を
こ
う
呼
ん
で
い
た
と
い
う
可
能

性
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
和
二
年
の
裁
許
絵
図
（
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
口
絵
参

照
）
に
、
新
利
根
川
を
挟
ん
だ
地
域
が
「
中
河
辺
領
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
う
し

た
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
、
一
方
こ
の
地
域
が
、
鎌
倉
期
に
常
陸
国
南
郡
の
惣

地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
下
河
辺
氏
（
下
総
国
下
河
辺
荘
の
在
地
領
主
下
河
辺
氏
の
一

族
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
市
村

高
男
「
中
世
龍
ヶ
崎
の
歴
史
」
龍
ヶ
崎
市
史
別
編
Ⅱ
『
龍
ヶ
崎
の
中
世
城
郭
跡
ｌ
城
郭

に
み
る
龍
ヶ
崎
の
あ
ゆ
み
ｌ
』
第
一
章
第
二
節
）
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
、
豊
崎
本
「
早
鏡
」
。

豊
田
羽
根
野
堰
用
水
組
合
の
構
成
村
と
そ
の
石
高
に
つ
い
て
は
、
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
解
説

四
五
頁
の
表
１
を
参
照
の
こ
と
。
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問
題
の
所
在

筆
者
は
、
別
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
近
世
後
期
に
お
け

る
牛
久
沼
用
水
組
合
の
訴
訟
関
係
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
「
進
退
」
と
い
う
文
言
に
着

目
し
、
こ
れ
を
沼
に
対
す
る
用
水
組
合
の
独
占
的
な
権
利
を
主
張
し
た
も
の
と
と
ら

え
、
そ
の
根
拠
を
享
保
期
の
新
田
開
発
計
画
を
中
止
さ
せ
て
沼
を
用
水
溜
沼
と
し
て

復
帰
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
多
額
の
地
代
金
や
計
画
の
際
の
拝
借
残
金
、
さ
ら

に
は
牛
久
沼
を
利
用
す
る
た
め
の
諸
種
の
運
上
・
冥
加
金
を
上
納
し
て
い
る
と
い
う

（
１
）

事
実
に
お
い
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
近
世
後
期
に
発
生
し
た
い
く
つ

か
の
争
論
を
通
し
て
、
用
水
組
合
の
内
部
秩
序
の
動
揺
と
再
編
の
あ
り
方
を
問
う
こ

と
が
主
眼
で
あ
っ
た
た
め
に
、
享
保
期
の
新
田
開
発
計
画
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

は
前
提
と
し
て
上
げ
た
だ
け
で
、
具
体
的
に
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
本
章
で
は
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
事
業
を
通
し
て
、
第
二
章
で
検
討
し
た
用
水
受

益
村
む
ら
の
「
河
辺
領
」
と
い
う
枠
組
み
や
そ
の
内
部
秩
序
、
さ
ら
に
は
悪
水
関
係

村
む
ら
を
含
む
「
地
域
」
の
構
造
が
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
遂
げ
た
の
か
に
つ
い
て
具

体
的
に
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

第
三
章
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
と

一
一
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
と
そ
の
挫
折

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

「
地
域
」
構
造
の
変
容

牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
か
ら
溜
沼
復
帰
へ
の
経
緯
、
お
よ
び
そ
の
問
題
点
に
つ

（
２
）

い
て
は
、
す
で
に
野
口
武
太
郎
氏
に
よ
っ
て
詳
し
い
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
と
く
に
用
水
組
合
の
村
む
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
牛
久
沼
の
歴
史
に
と
っ
て

最
大
の
「
事
件
」
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
訴
訟
な
ど
が
起
こ
る
度
ご
と
に
顧
み
ら
れ
、

再
確
認
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
事
情
を
書
き
上
げ
た
文
書
は
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
暇
が

な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
野
口
氏
の
論
考
に
各
種
の
史
料
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
ま
か
な
整
理
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
事
業
は
享
保
一
○
年
（
一
七
二
五
）
に
下
総
国
相
馬
郡
平
野
村
（
藤
代
町
）

（
３
）

出
生
の
庄
兵
衛
が
、
幕
府
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
牛
久
沼
を
干
拓
し
て

反
別
五
五
○
町
歩
余
の
新
田
を
開
発
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
条
件
と

し
て
は
、
鍬
下
年
季
を
三
カ
年
と
し
、
地
代
金
三
七
五
○
両
を
支
払
う
こ
と
、
山
屋

敷
七
二
町
歩
余
の
開
発
に
際
し
て
は
、
年
貢
と
し
て
一
カ
年
平
均
永
三
八
頁
九
○
○

文
ず
つ
を
上
納
す
る
こ
と
、
こ
の
ほ
か
に
冥
加
と
し
て
年
々
米
二
○
○
石
ず
つ
を
上

納
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
金
を
援
助
し
た
の
は
江
戸
鎌
倉
河
岸
の
江
戸

（
４
）

屋
七
右
衛
門
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
工
事
の
実
際
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
の
は
、

幕
府
御
勘
定
の
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
永
で
あ
る
。
為
永
は
紀
州
藩
の
治
水
土
木
事
業
に

貢
献
し
た
技
術
者
で
、
い
わ
ゆ
る
紀
州
流
の
祖
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
述
べ

た
よ
う
に
、
徳
川
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
に
際
し
て
、
治
水
土
木
事
業
を
推
進
す
る
た

め
に
呼
び
寄
せ
た
も
の
で
、
享
保
八
年
七
月
に
正
式
に
召
さ
れ
て
御
勘
定
と
な
っ

（
５
）た

。
こ
れ
以
降
為
永
は
、
下
総
飯
沼
の
干
拓
や
、
武
蔵
見
沼
の
開
発
と
代
用
水
の
開

削
、
常
陸
江
村
沼
・
砂
沼
・
大
宝
沼
の
干
拓
と
江
連
用
水
の
疎
通
な
ど
の
大
事
業
を

担
当
し
、
同
一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
は
勘
定
吟
味
役
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
改
め

て
い
う
ま
で
も
な
く
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
も
ま
た
、
当
時
吉
宗
が
進
め
て
い

（
１
）
新
田
開
発
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た
治
水
・
新
田
開
発
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

（
６
）

図
２
１
５
は
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
の
概
念
図
で
あ
る
。
開
発
に
あ
た
っ
て
為

永
は
ま
ず
、
東
西
谷
田
部
川
流
域
か
ら
沼
内
に
流
れ
込
む
悪
水
を
制
御
す
る
た
め

に
、
沼
の
二
つ
の
入
口
、
す
な
わ
ち
北
浦
に
つ
い
て
は
小
茎
村
（
茎
崎
町
）
地
内
に
、

ま
た
西
浦
に
つ
い
て
は
板
橋
村
（
伊
奈
町
）
地
内
に
締
切
り
を
設
け
、
さ
ら
に
谷
田

部
川
・
境
松
川
の
両
川
か
ら
沼
内
に
流
入
す
る
悪
水
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
沼
水

を
排
水
す
る
施
設
と
し
て
新
た
に
江
川
に
並
行
し
て
、
幅
八
間
（
約
一
四
・
五
メ
ー

ト
ル
）
、
長
さ
四
五
○
○
間
（
約
八
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
水
抜
堀
を
開
削
し
、
新

利
根
川
に
放
流
さ
せ
た
。
ま
た
、
境
松
川
・
谷
田
部
川
の
周
囲
に
は
、
沼
内
へ
の
流

水
を
防
ぐ
た
め
に
堤
防
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
さ
ら
に
、
新
八
間
堀
の
悪
水
路
と
し
て
の

効
果
を
高
め
る
た
め
に
堀
筋
を
俊
喋
し
、
そ
の
堀
口
に
は
洗
堰
に
替
え
て
埋
樋
Ⅱ
関

枠
を
設
け
た
。

こ
う
し
て
排
水
施
設
を
整
備
す
る
一
方
で
、
用
水
源
を
失
う
下
流
の
村
む
ら
に
対

し
て
は
、
そ
の
代
替
と
し
て
小
貝
川
福
岡
堰
（
谷
和
原
村
）
用
水
の
余
水
を
利
用
す

る
た
め
に
、
伊
丹
村
（
伊
奈
町
）
か
ら
「
萱
場
領
」
村
む
ら
を
貫
通
し
て
走
る
幅
七

間
（
約
一
一
一
・
七
メ
ー
ト
ル
）
、
長
さ
三
○
八
○
間
（
約
五
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

の
用
水
路
を
開
削
し
た
。
そ
し
て
古
八
間
堀
に
は
玖
樋
を
、
ま
た
新
八
間
堀
と
新
水

抜
堀
に
は
掛
渡
井
を
架
設
し
て
こ
れ
を
江
川
に
つ
な
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
伊
丹

代
用
水
路
と
呼
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
伊
丹
村
か
ら
の
受
水
と
は
い
っ
て
も
、
第

一
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
も
と
も
と
「
萱
場
領
」
の
用
水
は
、
福
岡
堰
台
通
り
用
水

の
水
を
伊
丹
村
で
い
っ
た
ん
小
貝
川
に
落
と
し
、
こ
こ
に
堰
を
設
け
て
改
め
て
引
い

た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
伊
丹
代
用
水
も
こ
う
し
た
従
来
の
「
九
ヶ
村

用
水
」
を
拡
幅
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
伊
丹
代
用
水

は
双
方
の
用
水
を
兼
ね
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
補
う
意
味
も
あ
っ
て
、
さ

ら
に
境
松
川
と
谷
田
部
川
の
下
流
部
に
つ
い
て
は
、
沼
の
内
側
に
堤
防
を
築
い
て
排

水
路
を
つ
く
り
、
同
じ
く
江
川
に
放
流
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
工
事
は
幕

府
の
出
費
に
よ
る
御
入
用
御
普
請
と
し
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
後
川
方
定
掛
り
場
と
し

（
７
）

て
御
普
請
役
の
差
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
牛
久
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
利
用
し
て
き
た
セ
カ
村
は
、
伊
丹
代
用
水

路
の
開
削
に
よ
っ
て
、
小
貝
川
を
水
源
と
す
る
用
水
系
統
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
工
法
は
紀
州
流
、
こ
と
に
為
永
の
得
意
と
す
る
と

こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
も
の
と
し
て
は
先
に
上
げ
た
見
沼
の
開
発
と
見
沼
代
用
水
の

開
削
が
有
名
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
治
水
工
法
で
あ
る
伊
奈
流

（
関
東
流
）
は
、
霞
堤
な
ど
の
不
連
続
の
堤
防
と
遊
水
施
設
に
よ
っ
て
洪
水
を
堤
内

地
へ
あ
え
て
氾
濫
さ
せ
、
受
け
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
破
堤
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
紀
州
流
に
よ
る
工
法
で
は
、
強
固
な
連
続
堤
防
に
よ
っ
て

水
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
破
堤
の
際
の
被
害
は
大
き
い
が
、
水
を

制
御
す
る
技
術
に
は
長
け
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
代
用
水
の
開
削
と
い
っ
た
工
事

も
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
伊
丹
代
用
水
路
の
開
削
に
つ
い
て
も
、
そ
の

前
提
と
し
て
小
貝
川
に
対
す
る
治
水
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま

た
福
岡
堰
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
享
保
七
年
（
一
七
一
三
）
の
山
田
沼
の
干

拓
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
伊
丹
代
用
水
は
も
と
よ

り
、
牛
久
沼
の
開
発
計
画
に
つ
い
て
も
こ
れ
が
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

牛
久
沼
内
の
本
格
的
な
干
拓
に
着
手
し
た
の
は
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
当
所
か
ら
牛
久
沼
の
開
発
は
困
難
を
極
め
、
工
事
は
遅
々
と
し
て

進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
開
発
当
時
の
具
体
的
な
様
子
を
示
す
史
料
は

必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
現
存
す
る
史
料
に
よ
っ
て
、
と
く
に
「
河

辺
領
」
七
力
村
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
次
の
史
料
は
、
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七
ヶ
村

御
名
主
中
江

川
原
代
村
長
左
衛
門
・
龍
ヶ
崎
村
喜
兵
衛
・
宮
淵
村
佐
五
右
衛
門
・
生
板
村
多
兵
衛

の
四
人
が
、
新
た
に
伊
丹
代
用
水
の
用
水
配
と
御
普
請
御
用
に
関
す
る
宰
領
を
請
け

負
っ
た
時
の
証
文
で
あ
る
。

（
８
）

〔
史
料
旧
〕

一
、
此
度
七
ヶ
村
御
相
談
之
上
、
拙
者
共
用
水
配
井
御
普
請
御
用
才
料
二
被
仰

付
候
、
給
金
之
儀
ハ
、
壱
ヶ
年
壱
人
四
両
宛
被
下
筈
二
而
候
、
然
ル
上
ハ
用
水

御
肝
煎
衆
中
ハ
不
及
申
、
惣
而
井
筋
通
村
々
井
出
人
足
等
二
対
し
か
さ
っ
成
義

不
仕
、
随
分
実
体
二
可
仕
旨
御
申
付
承
知
仕
候

一
、
伊
丹
村
大
落
ち
井
筋
通
毎
日
相
廻
り
、
埋
り
場
井
藻
草
等
ハ
不
及
申
、
惣
而

水
滞
二
罷
成
候
場
所
有
之
候
ハ
、
、
早
速
仲
間
見
分
之
上
、
人
足
諸
色
積
り
廻

状
を
以
相
触
候
様
二
可
仕
旨
承
知
仕
候

一
、
組
合
七
ヶ
村
用
水
不
足
二
候
共
、
潤
沢
二
候
共
、
何
れ
之
村
方
江
も
其
時
々

之
用
水
二
応
し
、
過
不
足
無
之
様
二
私
共
五
人
見
計
江
、
無
依
枯
晶
眉
村
々
毎

日
相
廻
水
配
可
申
旨
御
申
付
承
知
仕
候

一
、
用
水
中
御
普
請
諸
御
入
用
・
諸
色
井
人
足
出
方
等
毎
日
帳
面
二
記
置
、
未
進

過
明
白
一
一
記
し
置
、
少
茂
依
枯
晶
眉
不
仕
有
体
二
割
合
可
仕
旨
御
申
付
承
知
仕

候右
之
条
々
少
茂
相
違
有
之
候
ハ
、
、
早
速
役
義
取
放
し
、
其
上
給
金
一
切
被
下

問
敷
旨
委
細
承
知
仕
候
上
ハ
、
少
茂
相
違
申
間
敷
候
、
為
後
日
価
如
件

河
原
代
村長

左
衛
門
印

龍
ヶ
崎
村彦

七
無
印

相
渡
申
一
札
之
事

長
左
衛
門
ら
四
人
は
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
の
委
託
に
よ
っ
て
「
用
水
配
井
御
普
請

御
用
才
料
」
を
請
け
負
っ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
給
金
と
し
て
一
年
に
一
人
四
両

ず
つ
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
用
水
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

先
に
述
べ
た
通
り
、
稗
柄
村
が
七
力
村
の
委
託
を
受
け
て
新
八
間
堀
洗
堰
の
番
人
を

勤
め
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
セ
カ
村
内
部
の
具
体
的
な
組
織
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
第
一
条
目
に
「
用
水
御
肝
煎
衆
中
」
と
い
う

文
言
が
み
え
、
彼
ら
が
具
体
的
な
用
水
の
差
配
を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
も
固
定
し
た
人
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
か
、
い
わ
ゆ
る
年
番
的
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
す
ら
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
宰
領
た
ち
は
伊
丹

代
用
水
の
開
削
に
と
も
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
用

水
肝
煎
衆
を
補
完
な
い
し
は
新
た
な
用
水
業
務
の
拡
大
に
対
応
し
て
、
そ
の
管
理
体

制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
宰
領
の
職
務
と

し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
①
用
水
路
の
見
廻
り
と
普
請
の
手
配
、
②
配
水
の
管

理
、
③
普
請
入
用
や
諸
色
・
人
足
な
ど
の
管
理
の
三
点
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、

毎
日
伊
丹
村
の
取
水
口
か
ら
用
水
路
筋
を
見
廻
り
、
必
要
に
応
じ
て
「
人
足
諸
色
積

り
廻
状
」
を
村
む
ら
に
廻
し
て
、
こ
れ
を
手
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
②
で
は

享
保
十
二
年

未
三
月

第三章牛久沼の新田開発計画と「地域」構造の変容

生
板
村
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洲
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大
徳
村

多
兵
衛
印

佐
五
右
衛
門
印

喜
兵
衛
印
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用
水
に
過
不
足
が
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
毎
日
村
む
ら
を
廻
っ
て
水
配
を
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
③
で
は
、
用
水
中
の
普
請
入
用
や
諸
色
・
人
足
の
出
方

な
ど
に
つ
い
て
毎
日
記
帳
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
負
担
を
公
平
に
割

り
合
う
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定
に
少
し
で
も
背
け

ば
、
す
ぐ
さ
ま
役
儀
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
給
金
も
一
切
支
払
わ
れ
な
い
な
ど
厳
し
い

内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
伊
丹
代
用
水
に
対
し
て
七
力
村
の
懸
念
が
強
い
こ
と
が

わ
か
る
が
、
現
実
に
用
水
の
不
足
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
水
不
足
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
と
く
に
享
保
一
八
年
（
一
七
三

三
）
の
一
○
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
も
の
が
集
中
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
代
用

水
の
矛
盾
が
こ
の
時
期
こ
と
さ
ら
顕
著
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
一
○
月
に

川
原
代
村
が
御
普
請
奉
行
に
提
出
し
た
願
書
で
は
、
「
新
用
水
行
渡
り
不
申
不
作
場

出
来
、
其
外
年
々
悪
作
二
罷
成
、
百
姓
困
窮
仕
候
」
と
し
て
、
用
水
江
川
と
は
別
に

若
柴
村
の
飛
地
内
を
通
過
し
て
引
い
て
い
た
堀
を
凌
う
こ
と
と
、
江
川
に
新
た
に
設

（
９
）

け
た
堰
に
つ
い
て
日
割
日
数
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
図

２
１
５
中
の
小
屋
表
用
水
堀
が
問
題
で
、
す
で
に
第
二
章
第
四
節
（
１
）
で
検
討
し

た
よ
う
に
、
新
八
間
堀
沿
い
に
若
柴
村
の
飛
地
で
あ
る
小
通
（
の
ち
小
通
幸
谷
村
）

が
あ
り
、
こ
こ
を
通
過
し
て
沼
か
ら
直
接
水
を
引
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
川
原
代
村

は
、
新
田
開
発
以
来
こ
の
用
水
が
「
若
柴
領
」
内
の
み
に
引
か
れ
、
同
村
の
田
地
に

届
か
な
い
の
で
、
堀
床
を
一
間
掘
り
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者

に
つ
い
て
は
、
新
田
開
発
に
と
も
な
う
普
請
の
一
環
と
し
て
、
引
水
の
効
果
を
高
め

る
た
め
に
江
川
筋
に
多
く
の
堰
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
自
体

の
管
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
川
原
代
村
で
は
と
く
に
、
同
村
内
の

さ
い
ど
う
ぢ

し
っ
て

西
道
内
に
新
た
に
設
け
た
堰
の
日
数
を
五
日
ず
っ
と
す
る
こ
と
、
下
通
り
知
手
表
よ

ど
う
せ
ん
だ

り
道
仙
田
ま
で
に
つ
い
て
は
古
堰
で
よ
い
が
、
従
来
の
日
割
一
一
日
で
は
新
水
抜
堀
に

「
吸
落
」
し
て
し
ま
う
の
で
、
三
日
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
さ
ら
に
龍
ヶ
崎
村
と

「
川
部
領
」
が
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
行
な
っ
た
、
門
倉
前
に
お
け
る
江
川
の

堀
り
替
え
に
つ
い
て
も
異
義
を
唱
え
て
い
る
。
江
川
が
俊
喋
さ
れ
て
深
堀
と
な
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
「
下
領
」
へ
の
用
水
は
「
急
二
引
落
」
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
下

領
」
は
「
勝
手
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
川
原
代
村
で
は
逆
に
「
用
水
悪
水
不
勝

手
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
従
来
の
「
高
田
共
五
日
宛
」
の
用
水
日
割
を

増
や
し
て
も
ら
わ
ね
ば
水
が
行
き
渡
ら
な
い
。
ま
た
、
堀
り
替
え
に
と
も
な
う
「
潰

地
井
橋
々
掛
渡
井
入
用
」
に
つ
い
て
は
「
龍
ヶ
崎
・
川
部
領
江
永
々
被
仰
付
」
れ
た

い
し
、
も
し
「
古
江
川
」
が
同
意
す
る
な
ら
ば
、
「
新
堀
」
は
潰
し
て
ほ
し
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
川
部
領
」
は
先
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
場
合
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板

村
・
幸
谷
村
の
四
力
村
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
含
め
た
龍
ヶ
崎
村

以
下
の
五
力
村
と
川
原
代
村
と
の
間
で
、
新
た
な
対
立
の
様
相
も
芽
生
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
「
川
部
領
」
が
、
稗
柄
村
か
ら
中
島
村
地
内

地
蔵
堂
前
ま
で
の
用
水
の
堀
り
替
え
と
江
川
俊
い
を
願
い
出
た
こ
と
に
対
し
て
も
反

対
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
古
江
川
」
Ⅱ
セ
カ
村
が
同
意
す
る
な

ら
ば
、
「
新
堀
」
Ⅱ
新
水
抜
堀
を
潰
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
は
切
実
な
も
の
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
牛
久
沼
の
新
田
開
発
と
伊
丹
代
用
水
は
、
七
力
村
内
部
の
新
た
な
対

立
の
要
素
を
も
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
第
一
義
的
に
は
、
何
と
か
セ

カ
村
全
体
の
用
水
不
足
を
解
消
し
た
い
と
い
う
の
が
希
望
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
た
め
に
先
の
稗
柄
村
か
ら
中
島
村
に
い
た
る
用
水
の
堀
り
替
え
に

つ
い
て
も
、
七
力
村
の
相
談
が
ま
と
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
訴
願
が
行
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
享
保
一
八
年
（
一
七
一
一
一
三
）
一
一
月
に
提
出
さ
れ

た
願
書
に
よ
れ
ば
、
用
水
不
足
の
原
因
は
、
伊
丹
代
用
水
の
新
井
筋
と
江
川
筋
に
大

曲
り
場
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
井
筋
ば
か
り
に
水
が
溢
れ
て
「
洩
水
」
し
て
し

ま
い
、
江
川
通
り
に
は
水
が
届
か
な
い
。
そ
の
た
め
新
井
筋
通
り
の
「
萱
場
領
」
村
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む
ら
は
用
水
に
て
水
腐
と
な
り
、
「
河
辺
領
」
村
む
ら
は
早
損
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い

（
皿
）

う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
古
八
間
堀
か
ら
稗
柄
村
・
佐
貫
村
・
中
島
村
・
若
柴

村
地
内
川
崎
村
の
地
蔵
堂
前
ま
で
の
新
堀
開
削
を
願
い
出
る
の
で
あ
る
が
、
合
わ
せ

て
新
井
筋
の
水
持
堤
が
「
不
丈
夫
一
一
而
洩
水
」
す
る
こ
と
か
ら
、
堤
敷
両
側
一
一
一
間
通

り
を
土
取
場
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
さ
ら
に
願
い
の
通
り
に
瀬
違
い
普
請

が
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
、
様
子
を
見
届
け
て
用
水
堰
の
日
割
を
取
り
極
め
た
い
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
河
辺
領
」
七
力
村
の
用
水
不
足
の
解
消
と
と
も
に
、
「
萱
場
領
」
九
力

村
の
水
腐
を
回
避
す
る
と
い
う
名
目
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
願
の
意
義
を
強

調
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
本
来
対
立
関
係
に
あ
っ
た
双
方
の

村
む
ら
が
協
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
は

そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
の
「
萱
場
領
」
の
具
体
的
な

動
き
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
同
じ
二
月
に
出
さ

れ
た
「
河
辺
領
」
七
力
村
の
「
差
上
申
一
札
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
「
萱
場
領
」
九
力
村

で
は
、
そ
の
用
水
路
で
あ
る
伊
丹
用
水
に
つ
い
て
、
代
用
水
が
で
き
て
以
来
水
不
足

（
皿
）

に
な
っ
た
と
し
て
分
水
日
割
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
河
辺
領
」
で
は
、
「
萱
場
領
」
が
用
水
不
足
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
末
水
」
で
あ
る
「
代

用
水
通
り
七
ヶ
村
」
へ
は
「
用
水
一
円
行
渡
り
不
申
、
年
々
難
義
」
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
こ
の
度
も
新
井
筋
へ
新
堀
の
開
削
を
願
い
出
た
ほ
ど
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ

に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
牛
久
沼
の
新
田
開
発
と
こ
れ
に
と
も
な
う
伊
丹
代
用
水
の
設
置
は
、

以
前
に
も
ま
し
て
「
河
辺
領
」
七
力
村
に
深
刻
な
水
不
足
を
も
た
ら
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
七
力
村
内
部
の
新
た
な
対
立
や
、
「
萱
場
領
」
と
の
用
水
争
い
な
ど
新
た
な

局
面
を
迎
え
る
危
険
性
を
も
苧
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
河
辺
領
」

は
も
と
よ
り
、
沼
周
辺
を
含
め
て
そ
の
後
の
村
む
ら
の
具
体
的
な
動
向
は
ほ
と
ん
ど

確
認
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
深
刻
な
水
不
足
と
そ
れ
に

よ
る
村
む
ら
の
対
立
の
危
機
が
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

し
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
宝
暦
一
○
年
（
一
七
六
○
）
代
の
溜
沼
復
帰
運
動
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
際
の
願
書
な
ど
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
第
二
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
牛
久
沼
の
新
田

開
発
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

も
と
よ
り
内
陸
湖
沼
の
干
拓
事
業
そ
の
も
の
は
、
河
川
に
水
を
落
と
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
た
め
、
海
に
水
を
落
と
す
潟
湖
の
干
拓
よ
り
も
技
術
的
に
複
雑
で
あ
り
、

（
皿
）

失
敗
に
終
わ
る
例
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
小
貝
川
と
の
距
離
が
近
く
、
新
利
根
川

や
利
根
川
と
も
近
似
し
て
い
た
牛
久
沼
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
牛
久
沼
の
干
拓
の
失
敗
は
、
手
賀
沼
な
ど
と
な
ら
ぶ
井
沢
為
永
の
治

水
・
開
発
事
業
の
失
敗
例
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
に
つ

い
て
野
口
氏
は
、
先
の
水
不
足
に
よ
る
用
水
組
合
村
む
ら
の
溜
沼
復
帰
運
動
と
と
も

（
過
）

に
、
以
下
の
四
点
を
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
干
拓
地
累
年
の
水
害
、
②
経

済
的
事
情
、
③
用
排
水
の
分
離
、
④
干
拓
に
対
す
る
庄
兵
衛
の
態
度
で
あ
る
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
内
陸
部
の
湖
沼
の
干
拓
に
必
然
的
な

も
の
で
、
水
を
落
と
し
て
い
た
河
川
か
ら
の
逆
流
が
干
拓
地
に
被
害
を
も
た
ら
す
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
距
離
の
近
い
小
貝
川
か
ら
の
逆
流
は
い
か
ん
と
も
し
が

た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
紀
州
流
に
よ
る
治
水
工
事
は
、
強
固
な
堤
防
に

よ
っ
て
水
を
封
じ
込
め
、
川
筋
に
多
く
の
堰
を
設
け
る
た
め
に
天
井
川
に
な
り
や
す

か
っ
た
と
い
う
。
小
貝
川
で
も
同
様
で
、
次
第
に
牛
久
沼
と
の
排
水
落
差
は
縮
小
し

て
い
き
、
少
し
の
雨
で
も
逆
流
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し

て
や
牛
久
沼
は
水
深
が
浅
い
た
め
に
集
水
能
力
が
低
く
、
し
か
も
沼
底
に
は
一
丈

（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
余
の
泥
が
堆
積
し
て
い
た
か
ら
、
雨
が
降
り
続
け
ば
上
流
部
か

ら
落
ち
込
む
悪
水
で
す
ぐ
に
溢
れ
か
え
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
沼
廻
り
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百
四
拾
四
両

の
争
論
の
基
本
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
第
二
章
で
み
た
通
り
で
あ
る
が
、

地
理
的
条
件
か
ら
い
っ
て
も
、
技
術
的
に
も
牛
久
沼
の
水
を
抜
く
こ
と
自
体
が
至
難

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
開
発
に
際
し
て
設
け
ら
れ
た
用
排
水
施
設
に
よ
る
調
整
や
関
枠

玖
樋
に
し
て
も
、
一
時
的
に
は
小
貝
川
か
ら
の
逆
流
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

し
て
も
、
結
局
小
貝
川
の
水
位
が
下
降
す
る
ま
で
は
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
、
そ
の
間
の
滞
水
や
上
流
地
域
か
ら
の
悪
水
の
流
入
で
、
干
拓
地
を
冠
水
の

被
害
か
ら
守
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
複
雑
に

入
り
組
む
用
排
水
施
設
の
維
持
管
理
を
不
安
定
な
も
の
に
も
し
た
。
こ
れ
が
③
で
あ

る
。

②
の
経
済
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
興
味
深
い
。

（
皿
）

〔
史
料
Ｍ
〕

一
、
大
積
請
町
歩
五
百
町
歩
程
牛
久
沼
新
田

此
地
代
金
三
千
七
百
五
拾
両
程
但
、
壱
町
歩
二
付
金
七
両
弐
分
宛

四
百
五
拾
八
両
巳
午
両
年
亡
父
弥
惣
兵
衛
取
立
上
納

七
拾
両
弐
分
午
年
斎
藤
喜
六
郎
取
立
上
納

内

四
拾
両
未
年
中
鴫
内
蔵
助
取
立
上
納

但
、
申
年
者
皆
水
損
二
付
納
無
之

残
三
千
三
拾
七
両
弐
分
程
不
納

是
者
享
保
十
巳
方
未
迄
新
田
作
付
町
歩
出
来
次
第
上
納
之
筈
二
候
処
、
水

落
兼
、
井
作
付
候
分
茂
水
損
二
付
、
地
代
納
兼
不
納
多
、
斎
藤
喜
六
郎
。

覚

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

酉
年
川
拙
削
亜
蝋
取
立
上
納

常
陸
国
河
内
郡

こ
の
史
料
は
、
牛
久
沼
新
田
の
支
配
を
木
村
雲
八
へ
引
き
渡
す
際
し
て
井
沢
弥
惣

兵
衛
（
為
永
の
子
正
一
房
）
が
提
出
し
た
「
御
証
文
伺
」
で
あ
る
。
「
御
証
文
伺
」
と
は
、

代
官
の
支
配
替
え
の
際
に
引
き
継
ぎ
事
項
を
確
認
す
る
証
文
を
勘
定
所
か
ら
発
給
し

て
も
ら
う
た
め
の
手
続
き
を
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
牛
久
沼
の
地
代
金
三
七
五
○

両
余
は
、
一
町
歩
に
付
金
七
両
二
分
で
算
出
さ
れ
、
開
発
が
開
始
さ
れ
た
享
保
一
○

年
（
一
七
一
一
五
）
か
ら
一
一
一
年
ま
で
の
三
カ
年
の
間
、
す
な
わ
ち
鍬
下
年
季
の
期
間

に
上
納
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
す
で
に
そ
の
翌
年
か
ら
資
金
繰
り
に
窮
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
享
保
一
四
年
を
最
後
に
残
金
の
三
○
三
七
両
二
分
余

は
滞
納
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
年
に
「
普
請
不
足
」
を
理
由
に
新
た
に
一
○

○
○
両
を
拝
借
し
た
た
め
で
、
こ
の
拝
借
金
を
返
納
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
返
納
に
つ
い
て
は
作
米
の
五
分
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
に

中
嶋
内
蔵
助
段
々
相
伺
年
延
、
同
十
四
酉
年
小
出
嘉
兵
衛
・
八
木
情
五
郎

支
配
二
成
、
作
付
町
歩
相
改
地
代
取
立
候
処
、
普
請
不
足
ニ
付
同
年
金
千

両
拝
借
被
仰
付
普
請
等
仕
立
候
間
、
翌
戎
年
方
年
々
作
米
五
分
通
者
先
拝

借
返
納
二
取
立
、
皆
済
之
上
地
代
者
取
立
候
筈
二
付
、
情
五
郎
方
二
而
茂

成
年
以
来
地
代
取
立
無
之
、
去
ル
未
年
拙
者
方
江
引
渡
候
得
共
、
今
以
拝

借
返
納
済
切
不
申
候
間
、
拙
者
方
二
而
茂
地
代
取
立
無
之
、
残
金
如
此
御

座
候

右
者
拙
者
元
御
預
所
常
州
河
内
郡
牛
久
沼
新
田
地
代
残
金
書
面
之
通
一
一
御
座

候
、
右
新
田
当
卯
年
右
木
村
雲
八
御
代
官
所
二
被
仰
付
候
間
、
普
請
拝
借
返
納

済
切
候
ハ
、
、
右
地
代
残
金
三
千
三
拾
七
両
弐
分
程
之
内
、
年
々
雲
八
取
立
上

納
御
勘
定
二
組
仕
上
候
様
、
同
人
宛
所
之
御
証
文
可
被
下
候
、
以
上

延
享
四
年
卯
五
月

井
沢
弥
惣
兵
衛
印

御
勘
定
所

1００



牛
久
沼
が
用
水
組
合
九
力
村
の
運
動
に
よ
っ
て
溜
沼
に
復
帰
す
る
過
程
に
つ
い
て

（
焔
）

は
、
宝
暦
一
一
一
年
（
一
七
六
一
一
）
四
月
に
箱
訴
し
た
際
の
（
ａ
）
「
一
一
一
一
口
上
書
」
、
こ
の

（
Ⅳ
）

吟
味
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
翌
一
一
二
年
五
月
の
（
ｂ
）
「
申
上
書
」
、
さ
ら
に
溜
沼
へ

（
肥
）

の
復
帰
が
正
式
に
決
定
し
た
こ
と
に
対
す
る
翌
々
一
四
年
六
月
の
（
Ｃ
）
「
華
調
書
」
の

三
つ
の
史
料
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
開
発
の
過
程
や
、
運
動
の
前
提
と
な
る

な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
「
御
証
文
伺
」
で
も
地
代
金
の
取
立
が
第
一
の
案
件

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
に
提
出
さ
れ
た
溜
沼
復

（
胆
）

帰
に
対
す
る
請
圭
白
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
地

代
金
の
滞
納
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
年
々
二
○
○
石
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
冥
加
米
に
つ
い
て
も
、
水
損
続
き
に
よ
っ
て
年
延
を
く
り
か
え
し
、
今
も
っ
て
六

七
石
余
が
不
納
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
拝
借
金
つ
い
て
は
一
○
カ
年
で
返
納
す
る
約
束

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
た
水
損
に
よ
る
年
延
を
く
り
か
え
し
て
現
在

で
も
二
六
七
両
二
分
余
を
滞
納
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
ま
と
も
に
上
納

さ
れ
て
い
る
の
は
山
屋
敷
の
上
納
分
だ
け
で
、
進
展
し
な
い
開
発
↓
資
金
難
↓
開
発

の
行
き
詰
ま
り
と
い
っ
た
悪
循
環
を
く
り
か
え
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
が
④
干
拓
に
対
す
る
庄
兵
衛
の
態
度
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
、
庄
兵
衛
は
度
重

な
る
悪
条
件
に
悩
ま
さ
れ
て
次
第
に
開
発
へ
の
情
熱
を
失
っ
て
い
き
、
牛
久
沼
か
ら

上
が
る
運
上
金
の
取
立
や
新
河
岸
の
設
置
に
よ
る
運
送
業
に
比
重
を
移
し
た
た
め

に
、
新
田
開
発
は
名
目
ば
か
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
は
、
災
害
に
よ
っ
て
も
、
技
術
的
に
も
、
そ

し
て
資
金
的
に
も
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
溜
沼
復

帰
運
動
の
過
程
で
用
水
組
合
が
主
張
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

（
２
）
溜
沼
へ
の
復
帰
運
動

問
題
点
に
つ
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
復
帰

運
動
の
具
体
的
な
過
程
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
動
向
が
確
認
で
き
る
の
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
六

二
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
用
水
組
合
九
力
村
は
「
惣
百
姓
用
水
不
足
二
而
難

義
至
極
仕
候
ニ
付
度
々
模
様
を
替
奉
願
上
」
っ
た
の
で
あ
る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
年
改
め
て
各
村
の
名
主
ど
も
を
惣
代
に
立
て
、
牛
久
沼
を

「
如
先
規
溜
沼
」
に
戻
す
こ
と
を
求
め
て
、
幕
府
の
勘
定
奉
行
所
へ
訴
願
に
出
向
い
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
「
右
御
新
田
願
主
庄
兵
衛
差
障
候
間
難
相
成
候
」

と
い
う
こ
と
で
却
下
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
一
二
月
に
は
勘
定
奉
行
一
色
安
芸
守
政

睦
か
ら
「
代
用
水
新
井
通
堤
上
置
腹
付
井
境
松
川
落
合
江
関
枠
共
自
普
請
」
を
命
じ

ら
れ
、
「
名
主
共
御
請
仕
罷
帰
候
」
始
末
で
あ
っ
た
。
九
力
村
の
惣
百
姓
が
「
驚

入
」
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
来
は
「
用
水
潤
沢
二
致
呉
候
様
一
一
と
名
主
共

相
頼
罷
在
候
」
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
、
「
是
亦
熟
談
不
仕
迷
惑
至
極
」
の
上
に
新
た
な

普
請
を
抱
え
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
九
力
村

の
惣
百
姓
は
、
名
主
に
よ
る
訴
願
に
見
切
り
を
つ
け
、
若
柴
村
の
次
郎
兵
衛
、
生
板

村
の
一
一
一
郎
兵
衛
、
川
原
代
村
の
善
左
衛
門
の
三
人
を
惣
代
に
立
て
て
、
目
安
箱
へ
の

箱
訴
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
（
ａ
）
「
言
上
書
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

訴
願
の
内
容
は
三
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
目
は
、
先
の
代
用
水
新
井
筋
堤
と
境

松
川
落
合
関
枠
の
自
普
請
を
用
捨
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
普
請
が
決
し
て

「
用
立
不
申
儀
」
は
、
毎
年
出
張
し
て
く
る
「
水
配
り
御
役
人
様
方
」
も
御
存
知
の
は

ず
で
あ
る
。
と
く
に
今
回
は
直
々
に
勘
定
奉
行
が
お
出
で
に
な
る
と
い
う
の
で
、
諸

色
や
人
足
の
供
出
を
急
ぐ
よ
う
に
催
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
村
む
ら

「
不
得
心
之
普
請
」
で
あ
っ
て
も
、
名
主
ど
も
は
役
に
立
た
ず
、
い
ま
さ
ら
村
役
人
ど

も
が
「
御
普
請
御
免
」
を
願
い
出
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も

「
困
窮
至
極
之
百
姓
共
無
益
之
御
普
請
大
人
足
、
猶
亦
入
用
相
掛
り
候
義
難
儀
」
で
あ

1０１
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る
の
で
、
恐
れ
多
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
御
慈
悲
を
も
っ
て
名
主
ど
も
を
召
し
出
さ

れ
、
吟
味
の
上
で
「
御
捨
免
」
を
願
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
村
役
人

に
見
切
り
を
つ
け
、
惣
百
姓
が
自
力
で
願
意
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
箱
訴
惣
代
ど
も
は
「
言
上
書
」
の
な
か
で
い
う
。
「
実
ハ
村
役
人

共
心
得
違
二
而
数
万
人
之
百
姓
共
為
致
難
義
申
候
御
事
」
で
あ
る
と
。

第
二
点
目
は
、
「
去
巳
年
村
役
人
共
奉
願
上
候
節
、
牛
久
沼
引
請
人
庄
兵
衛
差
障
候

故
、
右
御
損
益
も
具
二
不
申
上
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
改
め
て
「
牛
久
沼

御
新
田
如
先
規
溜
井
二
被
成
下
候
得
ハ
御
益
有
之
」
筋
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
牛
久
沼
を
溜
沼
に
戻
す
こ
と
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
代
替
条
件
を
提
示
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
表
２
１
４
は
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
い
う
の

は
、
ま
ず
溜
沼
に
戻
る
こ
と
で
不
用
堀
と
な
る
伊
丹
代
用
水
路
・
谷
田
部
川
・
新
水

抜
堀
・
新
八
間
堀
を
埋
め
立
て
て
開
発
す
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
米
を
定
め
て

取
米
を
算
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
合
計
反
別
三
一
町
六
反
歩
に
対
す

る
取
米
の
合
計
を
七
五
石
九
一
八
と
試
算
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
九
ヵ
村
が
用
水
引

取
の
た
め
の
障
害
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え

て
河
岸
・
藻
草
運
上
、
お
よ
び
魚
烏
猟
・
蓮
根
運
上
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
五
○
俵
ず

つ
、
用
水
冥
加
米
と
し
て
一
○
○
俵
ず
つ
を
毎
年
上
納
す
る
こ
と
、
庄
兵
衛
が
上
納

す
る
は
ず
で
あ
っ
た
牛
久
沼
の
地
代
金
の
残
金
七
五
○
両
を
用
水
組
合
で
引
き
受
け

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
不
用
堀
の
再
開
発
（
立
帰
り
新
田
）
地
代
金
と
し
て
三
一
六

両
（
一
反
に
付
一
両
で
換
算
）
を
加
え
て
上
納
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
居

屋
敷
な
ら
び
に
山
畑
分
と
し
て
牛
久
沼
新
田
が
上
納
し
て
い
た
金
四
両
に
つ
い
て

も
、
用
水
組
合
で
引
き
受
け
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
点
目
は
、
庄
兵
衛
の
非
儀
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
庄

兵
衛
は
年
々
諸
運
上
を
横
領
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
一
ヵ
年
お
よ
そ
金
一
○
○
両
余

で
、
当
年
ま
で
の
三
七
年
間
の
累
積
は
四
○
○
○
両
余
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

表2-4牛久沼の溜沼復帰にかかわる諸色運上米永

注）

１０２

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

要件 宝暦１２年（願書） 宝暦１３年（吟味） 明和元年（請書）

井
筋
の
処
理

伊丹代用水路

谷 田部川

新水抜堀

新八間堀

立帰新田地代金

長3080間×幅７間

反別７町１反８畝歩

取米１７石８５

(1反＝２斗５升）

長2000間×幅７間

反別４町６反６畝歩

取米８石385

(１反＝１斗８升）

長4000間×幅８間

反別１０町６反６畝歩

取米３１石４８

(1反＝３斗）

長１３００間×幅１２間

反別９町１反歩

取米１８石２

(1反＝２斗）

金３１６両（1反＝1両）

長3080間×幅６間

反別６町1反５畝歩

地代金６１両２分

(1反＝１両）

庄兵衛の願いにより同

人請地となる

長4500間×幅８間

反別１２町歩
地代金120両

(1反＝１両）

長1380間×幅１２間

反別９町２反歩

冥加米26俵

(1反＝１斗）

(金181両２分）

長3080間×幅７間

反別７町１反８畝歩

地代金７１両３分永５０文

(１反＝1両）

長4000間×幅８間

反別１０町６反６畝２歩

地代金106両２分永１００文

(1反＝１両）

長１３００間×幅１２間

反別９町１反歩
冥加米９石１斗

(1反＝１斗）

(金178両１分永１５０文）

冥運

加上

米

河岸井藻草運上

魚烏猟・蓮根運上

牛久沼冥加米

俵
俵
俵

０
０
０

５
５
０１

米
米
米

俵
俵
俵

０
０
０

５
５
２２

米
米
米

俵
俵
俵

０
０
０

５
５
２２

米
米
米

残
務
処
理

牛久沼地代金

庄兵衛拝借残金

居屋敷・山畑上納

金750両

金４両

金750両（１５カ年賦）

金267両２分余

(２カ年賦）

金750両（１５カ年賦）

金267両２分永200文２分

(２力年賦）



で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
庄
兵
衛
一
言
之
儀
可
申
上
様
も
無
之
」
は
ず
で
、
庄

（
一
脱
力
）

兵
衛
は
「
御
新
田
開
発
之
儀
専
可
申
上
」
の
と
こ
ろ
、
「
全
体
者
沼
内
御
新
田
二
難
成

場
所
故
、
開
発
ハ
噂
計
二
而
諸
運
上
井
新
八
間
堀
江
新
河
岸
問
屋
を
相
立
、
謬
敷
金

銭
取
入
、
庄
兵
衛
壱
人
之
勝
手
計
」
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
庄
兵
衛
は
「
強
勢

一
一
而
堤
堀
見
廻
り
役
之
威
光
を
以
」
名
主
ど
も
と
馴
れ
合
い
、
近
々
新
水
抜
堀
の
普

請
に
と
り
か
か
る
心
積
も
り
で
あ
る
が
、
「
全
無
筋
之
普
請
大
人
足
失
墜
多
困
窮
仕

候
義
」
で
あ
る
か
ら
、
名
主
ど
も
を
召
し
出
し
て
吟
味
を
願
い
た
い
と
訴
え
る
の
で

あ
る
。こ

れ
を
受
け
た
幕
府
は
、
早
速
用
水
組
合
の
名
主
・
組
頭
・
百
姓
代
を
呼
び
出
し

て
吟
味
を
行
な
い
、
さ
ら
に
冬
場
に
論
所
の
見
分
を
行
な
っ
た
上
で
、
翌
宝
暦
一
三

年
（
一
七
六
三
）
五
月
に
再
度
吟
味
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
用
水
組
合
九
力
村
の

名
主
か
ら
提
出
さ
れ
た
の
が
（
ｂ
）
「
申
上
書
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
主
な
論
点
は
、
用
水
組
合
が
主
張
す
る
損
益
の
具
体
的
な
内
容
の
検
討

で
あ
っ
た
（
表
２
１
４
参
照
）
。
ま
ず
は
先
の
（
ａ
）
「
言
上
害
」
の
な
か
で
用
水
組
合

が
「
不
用
堀
」
と
し
て
上
げ
た
堀
筋
の
処
理
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
こ
の
う
ち
伊

丹
代
用
水
路
と
新
水
抜
堀
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
主
張
通
り
「
牛
久
沼
願
之
通
り
溜

井
二
被
仰
付
候
ハ
、
、
不
用
之
堀
二
罷
成
候
二
付
、
立
帰
御
新
田
一
一
開
発
」
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
早
速
地
代
金
を
上
納
す
る
こ
と
、
四
年
目
に
検
地
を
受
け

て
「
高
入
」
を
行
な
い
、
毎
年
滞
り
な
く
年
貢
を
上
納
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

検
地
を
受
け
た
上
で
「
高
入
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
（
ａ
）
「
言
上
害
」
に
み

ら
れ
た
取
米
の
試
算
は
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
地
代
金
の
み
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。
地
代
の
算
出
基
準
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
新
八
間
堀
を
立
帰
り
新
田
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
新
八
間
堀
は
「
萱
場
領
十
三
ヶ
村
」
の
悪
水
路
で
あ
り
、
し
か

も
こ
の
堀
筋
に
掛
け
ら
れ
た
三
カ
所
の
土
橋
は
「
萱
場
領
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
「
右
之
堀
潰
シ
候
而
ハ
萱
場
領
難
義
二
相
成
候
」
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
「
萱
場
領
」
村
む
ら
の
反
対
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
か
わ
り
用
水
組
合
側
で
は
、
「
右
堀
筋
之
義
運
送
之
通
路
宜
候
」
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
を
庄
兵
衛
に
任
せ
ず
、
用
水
組
合
で
引
き
受
け
て
河
岸
下
げ
な
ど
の
運
送

業
務
に
活
用
し
た
い
と
願
い
出
た
。
た
だ
し
、
新
田
と
し
て
造
成
す
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
こ
の
冥
加
米
に
つ
い
て
は
（
ａ
）
「
言
上
書
」
の
半
額
と
し
、
地
代
金
は
免

除
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
谷
田
部
川
に
つ
い
て
は
、
庄
兵
衛
の
居
宅

近
所
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
自
分
で
引
き
受
け
た
い
と
願
い
出
た
。
用
水
組
合

と
し
て
も
別
段
用
水
に
か
か
わ
る
場
所
で
も
な
く
、
差
し
障
り
も
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
は
庄
兵
衛
の
請
地
と
さ
れ
た
。

一
方
、
庄
兵
衛
が
上
納
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
牛
久
沼
の
地
代
金
つ
い
て
は
、
（
ａ
）

「
言
上
書
」
で
約
束
し
た
通
り
組
合
で
引
き
受
け
る
が
、
運
上
や
諸
上
納
物
が
過
重
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
地
代
金
や
御
蔵
金
な
ど
を
皆
済
し
た
翌
年
よ
り
毎
年
五
○
両
ず

つ
、
一
五
カ
年
賦
で
返
済
し
た
い
と
い
う
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
て
、
新
た
に
庄
兵
衛

の
拝
借
残
金
二
六
七
両
二
分
余
に
つ
い
て
も
組
合
で
引
き
受
け
、
溜
沼
へ
の
復
帰
が

許
可
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
年
よ
り
二
カ
年
で
上
納
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
河

岸
・
藻
草
運
上
、
な
ら
び
に
魚
烏
猟
・
蓮
根
運
上
と
し
て
五
○
俵
ず
つ
上
納
す
る
こ

と
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
牛
久
沼
の
冥
加
米
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
一
二
年
夏
の
吟

味
の
際
に
一
○
○
俵
、
さ
ら
に
冬
の
見
分
吟
味
の
際
に
二
○
俵
増
額
さ
れ
、
都
合
二

二
○
俵
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
居
屋
敷
お
よ
び
山
畑
七
二
町

歩
余
の
年
貢
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
庄
兵
衛
の
請
地
と
し
て
上
納
し
た
い
と
し
て

い
る
。と

こ
ろ
で
こ
の
吟
味
の
際
庄
兵
衛
は
、
沼
内
新
田
の
う
ち
百
姓
が
居
住
し
て
い
る

佐
貫
村
後
ろ
の
新
八
間
堀
際
か
ら
新
水
抜
堀
際
ま
で
の
一
○
町
歩
ほ
ど
を
、
自
普
請

で
囲
堤
を
築
く
こ
と
を
条
件
に
自
身
で
「
引
請
開
発
」
し
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
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こ
れ
に
つ
い
て
は
用
水
に
差
し
支
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
と
く
に
差
し
障
り
は
な
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
新
八
間
堀
口
に
二
反
歩
ほ
ど
の
空
き
地
が
あ
り
、
こ
れ
を
洗
堰
普

請
の
際
の
材
木
置
き
場
な
ど
に
使
い
た
い
の
で
、
組
合
に
下
げ
渡
し
て
ほ
し
い
と
し

て
い
る
。
庄
兵
衛
は
囲
堤
の
根
付
の
場
所
で
、
し
か
も
百
姓
家
の
脇
で
も
あ
る
の
で

組
合
に
遣
わ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
竹
木
な
ど
を
置
い
て
お
く
分
に
は
構
わ
な

い
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
組
合
側
と
し
て
は
下
げ
渡
し
そ
の
も
の
を
求
め

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
皮
肉
を
込
め
て
「
尤
拾
町
歩
囲
堰
根
付
之
処
二
候
得
共
、

注
も
拾
町
歩
開
発
者
噂
計
之
義
二
奉
存
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
に
庄
兵
衛
に
対

す
る
不
信
感
が
凝
縮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
も
し
庄
兵
衛
が
一
○
町

歩
の
開
発
に
失
敗
し
た
な
ら
ば
、
組
合
で
引
き
受
け
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
際
に
も

「
是
亦
引
受
開
発
仕
候
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
願
い
の
通
り
溜
沼
へ
の

復
帰
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
新
田
百
姓
の
魚
猟
や
舟
稼
ぎ
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
通
り
運
上
を
差
し
出
さ
せ
た
上
で
こ
れ
を
保
証
す
る
と
約
束
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
用
水
組
合
が
提
示
し
た
牛
久
沼
の
損
益
に
関
す
る
個
々
の
案
件
、
お

よ
び
庄
兵
衛
の
願
意
に
つ
い
て
具
体
的
な
吟
味
が
く
り
か
え
さ
れ
た
あ
と
、
よ
う
や

く
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
六
月
に
勘
定
奉
行
所
に
お
い
て
裁
定
が
下
さ
れ
た
。

そ
の
際
用
水
組
合
の
九
力
村
と
牛
久
新
田
の
庄
兵
衛
が
勘
定
奉
行
所
に
差
し
出
し
た

一
札
が
（
Ｃ
）
「
請
書
」
で
あ
る
。

こ
の
（
Ｃ
）
「
請
書
」
に
は
、
そ
の
前
段
で
新
田
開
発
の
経
緯
と
そ
の
問
題
点
に
つ

い
て
の
詳
し
い
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
通
り
で
あ

る
。
そ
し
て
表
２
１
４
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
用
水
組
合
が
提
示
し
た
条
件
に
つ
い

て
は
、
堀
の
長
さ
や
幅
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
「
新
田
名
目
」
を
残
す
た
め
に
、
山
屋
敷
七
二
町
歩
余
の
年
貢
を
こ

れ
ま
で
通
り
上
納
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
沼
内
の
土
地
一
○
町
歩
余
を
開
発
し
た

い
と
い
う
庄
兵
衛
の
願
い
も
、
鍬
下
年
季
を
三
カ
年
と
し
、
四
年
目
に
検
地
を
受
け

る
こ
と
を
条
件
に
許
可
さ
れ
、
山
屋
敷
と
も
ど
も
同
人
の
請
地
と
さ
れ
た
。
一
方
こ

れ
に
関
連
し
て
、
用
水
組
合
が
要
求
し
て
い
た
新
八
間
堀
口
そ
ば
の
空
き
地
二
反
歩

余
の
下
げ
渡
し
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
願
い
通
り
「
堰
普
請
等
之
節
木
積
場
」
と
し

て
下
げ
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
関
係
者
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
庄
兵
衛
が
沼
内
の
諸
運
上
を
取
り
立
て
た
の

は
、
新
田
開
発
以
来
普
請
入
用
の
「
足
合
」
と
し
て
き
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
毎
年

欠
か
さ
ず
普
請
も
行
な
っ
て
お
り
、
自
分
の
徳
用
ば
か
り
を
求
め
た
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
開
発
に
つ
い
て
出
精
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
「
泥
深
之
場

所
」
で
新
田
と
し
て
開
発
す
る
に
は
困
難
な
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
な
ら

ば
、
す
ぐ
に
も
目
論
見
を
替
え
て
願
い
出
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
怠
り
、
四
○
年

か
け
て
も
開
発
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
「
等
閑
至
極
不
野
」
で
あ
る
と
し
て
「
急
度

御
叱
」
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
九
力
村
百
姓
惣
代
の
生
板
村
三
郎
兵
衛
・
若
柴

村
治
兵
衛
・
川
原
代
村
善
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
庄
兵
衛
の
押
領
の
事
実
が
否
定
さ

れ
た
上
、
本
来
な
ら
ば
村
役
人
を
通
じ
て
訴
願
を
行
な
う
べ
き
と
こ
ろ
、
箱
訴
に
お

よ
ん
だ
こ
と
は
「
不
時
」
で
あ
る
と
し
て
、
同
じ
く
「
急
度
御
叱
」
が
申
し
渡
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
九
力
村
の
村
役
人
に
つ
い
て
は
、
「
不
時
之
筋
」
も
み
ら
れ
な
い

の
で
、
「
一
同
御
構
無
之
候
」
と
な
っ
た
。
そ
の
上
で
「
庄
兵
衛
井
百
姓
願
之
場
所
ハ

銘
々
願
之
通
被
仰
付
候
間
、
諸
運
上
無
滞
上
納
可
仕
旨
被
仰
渡
候
間
、
一
同
二
出

情
致
し
開
発
仕
、
運
上
其
外
御
年
貢
米
金
御
定
之
通
無
滞
相
納
、
庄
兵
衛
井
九
ヶ
村

共
一
一
相
互
一
一
新
田
井
用
水
路
江
不
差
障
、
其
外
出
百
姓
魚
猟
稼
等
二
不
相
障
様
和
融

い
た
し
、
以
来
及
争
論
間
敷
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
意
を
叶
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、

一
同
出
精
し
て
開
発
し
、
諸
運
上
や
年
貢
米
金
を
滞
り
な
く
上
納
す
る
こ
と
、
相
互

に
新
田
や
用
水
路
に
差
し
障
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
出
百
姓
や
魚
猟
稼
ぎ

な
ど
に
も
差
し
障
ら
な
い
よ
う
に
和
融
し
、
今
後
争
論
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
誓
っ
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牛
久
沼
が
溜
沼
に
復
帰
し
て
以
降
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
宝
暦
期
に
復
帰
運
動
を

展
開
し
て
い
る
時
点
か
ら
、
用
水
受
益
の
村
む
ら
は
自
ら
を
「
用
水
組
合
」
と
呼
ん

で
い
た
。
し
か
も
そ
の
構
成
村
も
佐
貫
村
と
小
通
幸
谷
村
の
ニ
カ
村
が
増
え
て
九
力

村
と
な
り
、
正
式
に
溜
沼
へ
の
復
帰
が
認
可
さ
れ
る
と
「
牛
久
沼
用
水
組
合
九
ヶ
村
」

と
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
と
さ
ら
文
言
に
こ
だ
わ
っ
て
、
こ

う
し
た
村
む
ら
の
連
合
体
の
名
称
に
つ
い
て
も
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ

る
と
「
川
下
」
な
い
し
は
「
水
下
」
「
用
水
下
」
村
む
ら
か
ら
「
河
辺
領
七
ヶ
村
」
、

そ
し
て
「
用
水
組
合
」
、
「
牛
久
沼
用
水
組
合
九
ヶ
村
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
村
む
ら
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
延
宝
期
（
一

六
七
三
～
八
○
）
の
段
階
で
セ
カ
村
の
ま
と
ま
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

と
く
に
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
に
入
っ
て
、
「
河
辺
領
」
と
い
う
名
称
が

登
場
す
る
頃
に
な
る
と
、
内
実
的
に
も
「
組
合
村
」
的
な
連
合
体
・
組
織
体
と
し
て

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
よ
う
や
く
用
水
組
合
の
念
願
で
あ
っ
た
牛
久
沼
の
溜
沼
へ
の
復
帰
が

叶
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
新
田
開
発
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
三
九
年
の
月
日
が
流
れ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
三
九
年

の
月
日
が
、
前
章
で
検
討
し
た
、
用
水
利
用
や
悪
水
の
処
理
に
よ
っ
て
結
集
し
て
い

た
村
む
ら
の
連
合
の
あ
り
方
、
そ
の
内
部
秩
序
、
そ
し
て
そ
れ
を
全
体
と
し
て
包
み

込
む
「
地
域
」
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

は
こ
の
「
牛
久
沼
用
水
組
合
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）
「
河
辺
領
」
か
ら
牛
久
沼
用
水
組
合
へ

三
牛
久
沼
用
水
組
合

機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
改
め
て
文
言
に
こ
だ
わ
る
な
ら

ば
、
こ
の
時
点
ま
で
の
名
称
は
、
と
く
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
地
域
」
的
枠
組
み
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
い
く
つ
か
の

名
称
が
存
在
し
、
全
体
的
な
趨
勢
と
し
て
そ
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
に

過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
宝
暦
期
（
一
七
五
一
～
六
三
）
以
降
に
な
る
と
、
名
称

と
し
て
の
「
組
合
」
が
固
定
化
す
る
と
同
時
に
、
名
実
と
も
に
「
組
合
」
と
し
て
意

識
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
義
的

に
は
、
第
一
章
第
三
節
（
５
）
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
と
く
に
享
保
期
（
一

七
一
六
～
三
五
）
の
治
水
政
策
に
と
も
な
う
「
組
合
」
の
積
極
的
な
編
成
と
活
用
が
、

名
称
や
意
識
の
面
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

う
し
た
あ
り
方
は
、
次
節
の
悪
水
組
合
で
も
検
討
す
る
よ
う
に
一
様
で
は
な
い
。
た

だ
、
少
な
く
と
も
牛
久
沼
の
水
を
用
水
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
利
害
で
結
集
し
た

村
む
ら
は
、
そ
の
枠
組
み
を
表
現
す
る
名
称
と
し
て
「
組
合
」
を
選
び
、
名
乗
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
は
、
そ
の
内
部
の
組
織
や
秩
序
の
あ
り
方
、

そ
の
変
容
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

表
２
１
５
は
用
水
組
合
九
力
村
の
村
高
と
組
合
高
・
田
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
に
対
し
て
こ
こ
で
は
新
た
に
佐
貫

村
と
小
通
幸
谷
村
の
ニ
カ
村
が
加
わ
っ
て
い
る
。
小
通
幸
谷
村
は
水
戸
街
道
が
新
八

間
堀
と
交
差
す
る
あ
た
り
に
位
置
す
る
村
で
、
も
と
も
と
は
若
柴
村
の
飛
地
で
あ
っ

た
。
先
に
検
討
し
た
通
り
、
伊
丹
代
用
水
が
引
か
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
当
時
「
小

通
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
場
所
は
、
用
水
不
足
に
悩
む
「
河
辺
領
」
の
村
む
ら
（
と

く
に
川
原
代
村
）
が
引
水
の
増
量
を
め
ざ
す
上
で
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
場
所
で

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
交
渉
の
過
程
で
用
水
組
合
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
当
初
か
ら
小
通
幸
谷
村
が
用
水
組
合
の
正
式
な
構
成
村
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宝
暦
一
二
年
か
ら
一
四
年
（
一
七
六
二
～
六
四
）
に
い
た
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注）「旧高旧領」は明治元年『|日高旧領取調帳』、「享和元」は「龍ケ崎市史』近世史料編ⅡNql68より。

る
一
連
の
文
書
で
は
、
一
貫
し
て
本
村
の
若
柴
村
が
用
水
組
合
の
構
成
村
と
し
て
名

前
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
宝
暦
一
二
年
の
箱

訴
に
際
し
て
惣
代
に
選
ば
れ
た
四
人
の
な
か
の
一
人
は
若
柴
村
の
治
兵
衛
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
ま
で
は
確
実
に
若
柴
村
が
用
水
組
合
の
構
成

（
旧
）

村
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
同
四
年
に
は
「
若
柴
小
通
」
と
い
う
名
前
が

（
ｍ
）

確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
五
年
以
降
に
な
る
と
、
一
般
的
に
「
小
通
村
」
と
称
す
る
よ

（
幻
）

う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
「
小
通
村
」
が
若
柴
村
か
ら
独
立
し
て
、
正

式
に
用
水
組
合
に
名
前
を
連
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
小
通
村
の
分
村
も
牛
久
沼
の
新
田
開
発
と
そ
の
失
敗
の
影
響
を
受
け

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
「
小
通
幸
谷
村
」
と
い
う
村
名
の
初
見
は
文

（
理
）

化
九
年
（
一
八
一
一
一
）
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
は
基
本
的
に
こ
の
名
前
を
名
乗
る
こ
と

に
な
る
。
一
方
、
佐
貫
村
は
用
水
江
川
の
取
水
口
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
じ
く
伊
丹
代
用
水
に
よ
っ
て
水
利
体
系
が
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
く
な
か
で
水
を
引

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
も
と
は
若
柴
村
の
枝
村
で
あ
り
、
天
和

二
年
（
一
六
八
二
）
の
争
論
で
は
江
川
取
水
口
の
悪
水
を
め
ぐ
っ
て
「
川
下
」
村
む

ら
と
対
立
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
一
八
○
度
そ
の
立
場
を
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
な
る
。

さ
て
、
牛
久
沼
用
水
組
合
九
力
村
の
村
高
・
組
合
高
・
田
高
を
、
先
の
表
２
１
３

「
河
辺
領
」
七
力
村
と
比
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
村
高
に
占

め
る
組
合
高
の
割
合
が
大
き
く
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
河
辺
領
」
セ
ヵ
村
の

時
は
、
生
板
村
と
幸
谷
村
を
除
い
て
は
、
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
川
原
代
村
や
馴

馬
村
に
い
た
っ
て
は
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
高
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
用
水
組
合
九
力
村
に
な
る
と
、
全
体
的
に
組
合
高
の
減
少
が
み
ら
れ

る
。
そ
れ
で
も
川
原
代
村
や
龍
ケ
崎
村
・
大
徳
村
で
は
一
応
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

と
、
前
代
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
高
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
淵
村
で
一
○
パ
ー

セ
ン
ト
弱
、
「
河
辺
村
」
当
時
で
さ
え
比
率
の
低
か
っ
た
生
板
村
や
幸
谷
村
で
も
一
○

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
馴
馬
村
の
変
化
は
大
き
く
、
一

○
六
パ
ー
セ
ン
ト
強
か
ら
一
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
大
き
く
減
少
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
前
章
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
馴
馬
村
は
そ
の
用
水
の
主
要
部
分
を
蛇
沼
か
ら

1０６

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

表２－５牛久沼用水組合９力村の村高と組合高

国名 郡名 村名 ①旧高旧領 ②享和元(1801） ③内田高 ③／② ②／①

下総国

常陸国

相馬郡

河内郡

川原代村

佐貫村

馴馬村

小通幸谷村

龍ケ崎村

大徳村

宮淵 村

生板村

幸谷 村

101妬3411

444.4532

1300.551

232.868

2214.963

2318.373

1034.005

2261.６９５

283.251

1003石9７

300.1751

300.1751

3３０．

2213.5975

2379.518

918.0618

1177.578

150.085

602fi3844

114.103

1378.8689

1１６１．８１９

900.119

60.00％

3４．５８

６２．２９

５３．３１

７６．４４

98.98％

６７．５４

２５．３７

５５．８４

９９．９４

９４．０１

８８.７９

５２．０７

５５．２９

＊合計＊ 11104.5003 8403.0124 7５．６７



引
い
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
現
状
が
勘
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
河

辺
領
」
当
時
の
馴
馬
村
が
用
水
江
川
か
ら
引
い
て
い
た
田
高
は
一
一
三
○
石
余
と
い
わ

れ
て
い
た
か
ら
、
表
２
１
５
の
組
合
高
は
こ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
実

際
の
田
高
は
一
一
四
石
余
と
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
川
原
代
村
に
つ
い
て
は
、
田
高

六
○
二
石
余
は
「
河
辺
領
」
当
時
と
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
組
合
高
そ
の
も
の
に
も

大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
牛
久
沼
用
水
組
合
が
結
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、

現
実
の
潅
概
面
積
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
前
例
や
村
落
間
・
地
域
社
会
に
お
け
る
力

関
係
な
ど
が
加
味
さ
れ
て
具
体
的
な
組
合
高
が
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
新
た
に
組
合
に
加
わ
っ
た
佐
貫
村
や
小
通
幸
谷
村
に
、
そ
れ
ぞ

れ
村
高
の
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
強
、
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
弱
と
い
う
組
合
高
が
定
め
ら
れ

て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
一
一

力
村
が
用
水
組
合
に
編
入
さ
れ
た
時
期
を
含
め
て
、
享
保
末
年
か
ら
宝
暦
末
年
の
溜

沼
復
帰
に
い
た
る
三
○
年
ほ
ど
の
間
の
史
料
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら

こ
う
し
た
組
合
高
が
設
定
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
言
の
上
で
も
「
七
ケ
村
高
一
万
石
余
」
と
称
し
て
い
た

「
河
辺
領
」
村
む
ら
が
、
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
を
間
に
挟
ん
で
、
「
牛
久
沼
用
水

組
合
九
ヶ
村
高
八
千
石
余
」
に
か
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
背
景

に
は
、
新
八
間
堀
洗
堰
な
ど
の
普
請
入
用
や
、
沼
内
の
運
上
・
冥
加
米
な
ど
の
負
担

が
「
高
割
」
と
な
っ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
河
辺
領
」
以
前
の
入
用
割
が
、
馴
馬
村
・
川
原
代
村
の
ニ
カ
村
を
一
組
、
龍
ヶ
崎

村
一
組
、
大
徳
村
・
宮
淵
村
・
生
板
村
・
幸
谷
村
の
四
力
村
を
一
組
と
し
て
、
こ
の

三
組
に
よ
る
等
分
割
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
章
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
こ
の
当
時
の
「
組
合
高
」
は
、
こ
う
し
た
入
用
割
に
関
し
て
は
現
実
に

は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
溜
沼
に
復
帰
し
て
以
降
の
用
水
組
合
に
お

い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
入
用
割
の
基
準
と
し
て
組
合
高
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
が
重
要
で
あ
り
、
組
合
高
の
変
化
の
基
本
的
な
要
因
も
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
「
河
辺
領
」
当
時
と
比
べ
て
、
用
水
組
合
の
組
織
自
体
が
、

よ
り
「
高
」
に
応
じ
た
も
の
に
変
化
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
牛
久
沼
が
溜
沼
に
復
帰
し
た
翌
年
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
か

ら
年
番
四
組
制
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
表
２
１
６
は
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
示

し
た
も
の
で
、
左
側
に
つ
け
た
番
号
は
年
番
の
順
番
を
示
し
て
い
る
。

川
原
代
村
の
木
村
一
郎
家
文
書
の
な
か
に
は
、
年
番
村
が
作
成
し
た
「
牛
久
沼
上

納
物
九
ケ
村
元
割
帳
」
「
八
間
洗
堰
諸
色
目
論
見
帳
」
「
用
水
組
合
九
ヶ
村
賄
帳
」
「
牛

久
沼
上
納
物
口
米
代
永
井
地
代
金
拾
五
ヶ
年
賦
割
帳
」
「
牛
久
沼
諸
上
納
物
取
立
帳
」

「
八
間
河
岸
酉
戊
運
上
金
割
合
帳
」
「
牛
久
沼
縁
岸
井
関
枠
流
破
入
用
割
」
「
牛
久
沼
用

水
組
合
持
八
間
関
枠
伏
替
入
用
」
「
同
伏
替
入
用
渡
方
帳
」
「
同
伏
替
人
足
割
賦
帳
」

な
ど
の
諸
帳
面
が
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
を
最
初
と
し
て
多
数
現
存
し
て
い

（
羽
）る

。
表
２
１
６
の
年
番
村
の
組
み
合
わ
せ
と
順
番
は
こ
れ
ら
の
諸
帳
面
か
ら
摘
出
し

た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
こ
の
基
礎
に
は
「
河
辺
領
」
以

前
の
諸
入
用
三
組
等
分
割
制
当
時
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

表2-6年番四組の組合わせ

1０７

第三章牛久沼の新田開発計画と「地域」構造の変容

①佐貫村300石１７５１

小通幸谷村130.027

馴馬村３ ３ ０ ．

川原代村1003.97

(小計1764.1721）

②龍ケ崎村2213.5975

③大徳村2179.518

④宮淵村918.0618

生板村1177.578

幸谷村150.085

(小計2245.7248）

合計8403.0124



明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
年
貢
割
付
状
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
溜
沼
へ
復
帰
し
て

か
ら
二
年
後
の
明
和
三
年
に
運
上
・
冥
加
米
の
年
延
を
願
い
出
、
こ
れ
を
五
カ
年
賦

（
妬
）

と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
明
和
七
年
一
一
月
の
用
水
組
合
九
力
村
の

願
書
に
よ
る
と
、
「
段
々
困
窮
二
而
御
上
納
方
難
義
仕
候
二
付
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま

た
ま
た
「
三
年
巳
前
子
年
」
Ⅱ
明
和
五
年
に
「
ヶ
条
を
以
御
引
方
」
を
願
い
出
た
こ

（
”
）

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
吟
味
も
決
着
を
み
な
い
ま
ま
に
推
移
し

て
い
た
が
、
と
く
に
当
年
は
「
悉
ク
之
早
魅
一
一
而
田
畑
共
一
一
皆
無
同
前
損
毛
」
と

な
っ
た
た
め
に
、
改
め
て
「
当
寅
年
御
上
納
米
金
御
引
方
」
を
願
い
出
た
の
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
「
御
上
納
米
金
之
義
ハ
平
年
二
而
さ
へ
御
上
納
一
一
さ
へ
差
支
」
え
る
あ
り

さ
ま
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
史
料
は
こ
の
翌
年
の
も
の
で
あ
る

し
て
、
平
等
に
管
理
す
る
体
制
が
志
向
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
用
水
組
合
で
は
年
番
の
ほ
か
に
、
水
番
（
用
水
番
・
関
枠
水
番
・
堰
番
）

を
設
け
て
新
八
間
堀
洗
堰
（
関
枠
）
の
管
理
を
任
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

（
羽
）る

。
こ
の
水
番
は
同
時
に
八
間
河
岸
の
問
屋
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
か
ら
、
沼
内
の
運

送
に
よ
る
利
潤
を
そ
の
給
分
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
新
八
間
堀
口
か

①
は
馴
馬
村
・
川
原
代
村
の
一
一
力
村
に
、
新
た
に
組
合
に
加
わ
っ
た
佐
貫
村
と
小
通

幸
谷
村
が
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
②
龍
ヶ
崎
村
は
そ
の
ま
ま
一
村
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
③
④
は
先
の
四
力
村
の
う
ち
、
組
合
高
の
大
き
い
大
徳
村
が
分
か
れ
た

形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
三
組
は
、
龍
ヶ
崎
村
を
間
に
挟
ん
で
、

水
口
の
ニ
カ
村
と
下
流
部
の
御
料
四
力
村
と
い
う
よ
う
に
、
用
水
江
川
筋
の
位
置
関

係
に
も
対
応
し
て
い
た
か
ら
そ
れ
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
年
番
四
組
制
は
先

例
と
し
て
の
入
用
割
の
組
み
合
わ
せ
を
も
と
に
、
各
村
の
位
置
関
係
や
組
合
高
、
あ

る
い
は
力
関
係
な
ど
が
考
慮
さ
れ
て
、
よ
り
公
平
な
組
織
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の

次
に
年
番
の
業
務
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
年
番
は
基
本
的
に
各
村
の
名
主
が
勤
め

て
い
た
。
そ
れ
だ
け
年
番
の
業
務
が
重
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に

別
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、
こ
れ
に
は
（
ａ
）
用
水
の
公
正
な
配
分
と
沼
廻
り
の
悪
水

組
合
と
の
利
害
調
整
、
（
ｂ
）
新
八
間
堀
洗
堰
（
の
ち
関
枠
）
を
中
心
と
し
て
、
江
川

羽
口
以
樋
や
江
川
筋
の
関
枠
・
土
橋
の
普
請
、
さ
ら
に
は
新
八
間
堀
と
江
川
の
俊
喋

な
ど
の
普
請
の
手
配
と
そ
の
勘
定
割
、
（
Ｃ
）
運
上
・
冥
加
米
な
ど
幕
府
へ
の
諸
上

（
型
）

納
物
の
管
理
・
納
入
と
そ
の
勘
定
割
と
い
っ
た
も
の
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
以
前
の

組
織
に
つ
い
て
は
、
伊
丹
代
用
水
当
時
の
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
、
川
原
代

村
な
ど
四
力
村
の
百
姓
が
「
用
水
配
井
御
普
請
御
用
才
料
」
を
請
け
負
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
溜
沼
へ
の
復
帰
あ
た
っ
て
、
用
水
配
や
普
請

に
か
か
わ
る
事
項
を
個
人
に
委
任
す
る
と
い
う
体
制
よ
り
も
、
各
々
の
村
を
主
体
と

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

ら
沼
に
向
か
っ
て
左
側
の
岸
に
は
水
番
小
屋
が
建
て
ら
れ
、
五
カ
年
季
交
代
で
村
順

に
水
番
を
選
出
し
て
常
駐
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
溜
沼
へ
の
復
帰
が
確
定
す
る
と
、
用
水
組
合
の
内
部
も
そ
れ
に
応
じ

た
組
織
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
と
が
順
調
に

運
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
牛
久
沼
の
冥
加
米
・
運
上
米
の
上
納
と
拝

借
残
金
・
地
代
金
の
返
納
は
、
新
規
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
用
水
組
合
に
新
た
な

負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

（
犯
）

〔
史
料
胴
〕

差
上
申
一
札
之
事

私
共
儀
、
常
州
河
内
郡
牛
久
沼
用
水
年
々
不
足
仕
候
二
付
、
組
合
村
々
為
惣
代

右
用
水
冥
加
米
弐
百
弐
拾
俵
之
内
百
弐
拾
俵
、
井
魚
烏
猟
、
八
間
河
岸
、
八
問

（
２
）
牛
久
沼
諸
上
納
物
の
引
方
・
棄
損
願
い
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堀
右
三
品
御
運
上
米
合
百
弐
拾
六
俵
之
内
百
俵
御
引
方
被
下
、
冥
加
米
合
百

俵
、
御
運
上
米
弐
拾
六
俵
シ
、
年
々
上
納
仕
度
、
其
外
牛
久
沼
地
代
金
残
五
百

五
拾
両
井
去
亥
右
当
卯
迄
五
ヶ
年
賦
被
仰
付
、
戎
年
方
冥
加
米
・
御
運
上
米

残
五
拾
九
俵
弐
分
棄
揖
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
二
付
、
先
達
而
被
召
出

御
吟
味
之
上
、
右
牛
久
沼
之
義
ハ
一
旦
御
新
田
開
発
被
仰
付
候
処
、
村
々
奉

願
先
年
之
通
り
用
水
溜
沼
二
被
成
下
、
其
節
御
吟
味
之
上
地
代
金
差
上
、
冥
加

米
・
御
運
上
米
年
々
上
納
可
仕
旨
御
請
申
上
者
、
右
体
之
義
奉
願
候
筋
ハ
有
之

間
敷
旨
御
吟
味
請
、
可
申
立
品
無
御
座
候
得
共
、
用
水
堀
地
高
一
一
而
水
乗
兼
、

村
々
自
普
請
難
叶
年
々
用
水
不
足
仕
候
二
付
、
右
体
御
願
申
上
候
得
共
、
此
上

用
水
之
掛
り
候
得
ハ
御
引
方
棄
損
御
願
不
及
、
冥
加
米
・
運
上
米
年
々
無
滞
差

上
、
地
代
金
残
り
義
も
上
納
相
成
候
二
付
、
御
見
分
之
上
右
用
水
堀
俊
御
普
請

被
成
下
候
様
猶
亦
奉
願
候
処
、
今
日
被
召
出
被
仰
渡
候
ハ
、
右
場
所
御
見
分

サ
ハ

之
義
前
沢
藤
十
郎
様
江
被
仰
渡
御
引
渡
被
遊
候
間
、
御
同
人
様
御
吟
味
請
可
申

旨
被
仰
渡
奉
畏
候
、
依
之
御
請
証
文
差
上
申
候
処
如
件

常
州
河
内
郡
牛
久
沼
用
水
組
合

八
ヶ
村
惣
代

明
和
八
卯
年
前
沢
藤
十
郎
御
代
官
所

十
二
月
四
日

宮
測
村
名
主
茂
兵
衛

組
頭
平
左
衛
門

同
御
代
官
所大

徳
村名

主
三
郎
右
衛
門

伊
奈
半
左
衛
門
御
代
官
所

生
板
村組

頭
三
郎
兵
衛

こ
れ
に
よ
れ
ば
用
水
組
合
は
、
冥
加
米
一
一
二
○
俵
の
う
ち
一
一
一
○
俵
と
、
運
上
米

一
二
六
俵
の
う
ち
一
○
○
俵
の
引
方
、
お
よ
び
牛
久
沼
地
代
金
の
残
り
五
五
○
両

と
、
明
和
三
年
以
来
の
冥
加
米
・
運
上
米
未
納
分
で
年
賦
返
済
と
な
っ
た
分
の
残
り

五
九
俵
二
分
余
の
棄
損
を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
こ
の
引
方
は
当
年
限
り

の
こ
と
で
は
な
く
、
毎
年
冥
加
米
一
○
○
俵
、
運
上
米
二
六
俵
を
上
納
す
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
牛
久
沼
に
つ
い
て
は
一
旦
は

新
田
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
む
ら
の
願
い
に
よ
っ

て
用
水
溜
沼
に
戻
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
地
代
金
の
返
納
と
冥
加
米
・
運
上
米
の

上
納
を
「
御
請
」
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
願
い
の
筋
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
も
ま
た
当
然
の
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
問
題
は
こ
れ
と
並
行
し
て
用
水
堀
江
川
の
「
凌
御
普
請
」
を
願
い
出
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
組
合
の
村
む
ら
で
は
用
水
堀
が
地
高
で
水
が
乗
ら
ず
、
臼
普
請
が
で

き
な
い
ま
ま
に
用
水
不
足
と
な
っ
た
が
た
め
に
こ
の
よ
う
な
御
願
い
を
申
し
上
げ
て

い
る
の
で
あ
り
、
用
水
さ
え
充
分
で
あ
れ
ば
、
引
方
や
棄
損
の
御
願
い
を
す
る
こ
と

も
な
く
、
運
上
米
・
冥
加
米
も
滞
り
な
く
上
納
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
み
て
く
る
と
先
の
引
方
・
棄
損
願
い
そ
の
も
の
が
江
川
の
俊
御
普
請
を
引
き
出

す
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
と
も
受
け
取
れ
る
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
願
い
自
体
は
聞

き
入
れ
ら
れ
、
代
官
前
沢
藤
十
郎
に
担
当
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
前
沢
は
早
速
手
代
の
古

山
文
右
衛
門
と
平
松
彦
蔵
の
両
名
を
派
遣
し
て
見
分
を
行
な
う
と
、
そ
の
結
果
に
応

じ
て
翌
明
和
九
年
（
一
七
七
一
一
）
三
月
に
俊
御
普
請
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
の
請

書
に
よ
れ
ば
、
凌
御
普
請
の
場
所
は
沼
口
か
ら
龍
ヶ
崎
村
ま
で
の
一
三
カ
所
、
総
延

長
一
九
六
四
間
（
約
三
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
、
宮
淵
村
・
大
徳
村
・
川
原
代
村

御
奉
行
所
様

1０９
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御
札
二
付
申
上
候
書
付

常
陸
国
牛
久
沼
之
義
、
今
般
御
医
師
渋
江
長
栢
様
御
開
発
之
上
御
薬
園
二
御
仕
立

被
成
度
由
御
願
被
成
候
旨
、
右
二
付
差
障
有
無
為
御
礼
被
成
御
越
、
私
共
村
々
右

沼
附
之
義
二
付
被
召
出
、
差
障
有
無
御
礼
二
御
座
候

此
段
弥
左
衛
門
新
田
・
根
新
田
・
徳
右
衛
門
新
田
・
城
中
村
・
足
高
村
・
下
萱

場
村
・
上
萱
場
村
・
浜
田
村
・
栗
山
村
一
同
申
上
候
、
牛
久
沼
之
儀
、
御
医
師

長
栢
様
御
開
発
御
願
二
付
、
差
障
有
無
小
前
壱
人
別
相
乳
候
処
、
享
保
年
中
下

総
国
相
馬
郡
平
野
村
出
生
之
由
庄
兵
衛
与
申
も
の
、
右
沼
開
発
之
節
伊
丹
代
用

（
唱
力
）

水
与
口
常
州
河
内
郡
龍
ヶ
崎
外
八
ヶ
村
へ
相
掛
候
用
水
路
、
私
共
村
方
江
返
し

村
役
人
足
は
四
一
三
六
人
五
分
、
扶
持
米
人
足
は
五
四
一
四
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
用
水
組
合
村
む
ら
で
は
、
牛
久
沼
の
溜
沼
へ
の
復
帰
が
叶
っ
た
直
後

か
ら
運
上
米
や
冥
加
米
の
上
納
、
さ
ら
に
は
地
代
金
の
返
納
に
窮
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
用
水
不
足
そ
の
も
の
が
解
消
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
当
初
は
牛
久
沼
上
納
米
金
の

引
方
・
棄
損
を
願
い
出
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
こ
れ
と
引
き
替
え
に
用
水
堀
江
川

の
凌
御
普
請
の
実
施
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
年
番
の
業
務
と
し
て
（
ａ
）
用

水
の
差
配
、
（
ｂ
）
普
請
の
手
配
と
勘
定
割
、
（
Ｃ
）
牛
久
沼
上
納
米
金
の
管
理
と
勘

定
割
の
三
点
を
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
用
水
組
合
に
と
っ
て
の
重
要
事
項

で
あ
り
、
相
互
に
不
即
不
離
の
関
係
と
し
て
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
（
Ｃ
）
牛
久
沼
の
上
納
米
金
は
、
用
水
組
合

側
か
ら
願
い
出
た
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
幕
府
の
新
田
開
発
に

起
因
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
溜
沼
へ
の
復
帰
運
動
で
も
そ
の
矛
先
は
発
願
者
の
庄

兵
衛
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
文
言
に
は
あ
ら
わ
れ
な
く
と
も
、
用
水
組
合
の
村
む

ら
が
そ
う
し
た
認
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
が
訴
願
に

お
け
る
用
水
組
合
の
一
連
の
動
き
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
こ

の
三
カ
所
、
総
延
長
七
五
一
一
一
間
（
約
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
こ
の
人
足
の
見

積
り
と
し
て
合
わ
せ
て
九
五
五
○
人
五
分
が
計
上
さ
れ
、
幕
府
の
規
定
に
応
じ
て
高

（
羽
）

一
○
○
石
に
付
五
○
人
が
村
役
人
足
、
残
り
が
扶
持
米
人
足
と
さ
れ
た
。
ち
な
み
に

ら
が
そ
う
し
た
認
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
が
訴
願
に

お
け
る
用
水
組
合
の
一
連
の
動
き
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
こ

の
組
合
村
む
ら
の
強
か
さ
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
構
造

的
に
は
（
ａ
）
用
水
の
た
め
に
（
ｂ
）
普
請
と
（
Ｃ
）
牛
久
沼
上
納
物
の
比
重
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
実
際
（
ｂ
）
普
請
と
（
Ｃ
）
牛
久
沼
上
納
物

の
、
と
く
に
勘
定
割
に
関
す
る
問
題
が
近
世
後
期
に
お
け
る
組
合
内
部
の
争
論
の
主

（
釦
）

要
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

前
節
で
は
牛
久
沼
が
新
田
開
発
予
定
地
か
ら
も
と
の
用
水
溜
沼
に
復
帰
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
用
水
組
合
内
部
の
構
成
や
組
織
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
か
わ
っ
た
の
は
何
も
用
水
組
合
だ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
長
い
間
牛
久
沼
の
用
水
利
用
に
対
抗
し
て
き
た
悪
水
地
域
の

組
合
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

悪
水
地
域
と
は
い
っ
て
も
沼
へ
の
関
わ
り
方
は
一
様
で
は
な
い
。
次
の
史
料
は
、
文

化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
幕
府
の
医
師
長
谷
川
長
栢
が
、
牛
久
沼
を
薬
園
と
し
て
開

発
す
る
計
画
を
建
て
た
際
に
行
な
わ
れ
た
審
問
に
対
し
て
、
沼
周
辺
の
村
む
ら
が
答

え
た
「
申
上
書
」
で
あ
る
。

Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

（
釦
）

〔
史
料
肥
〕

（
１
）
「
上
郷
」
と
牛
久
沼
悪
水
組
合

四
牛
久
沼
の
悪
水
組
合
と
争
論
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一
、
谷
田
部
村
・
羽
成
村
・
若
栗
村
・
上
茅
丸
村
・
下
茅
丸
村
・
中
野
村
・
上
飯

田
村
・
下
飯
田
村
・
古
立
村
・
根
崎
村
・
境
田
村
・
境
松
村
・
坊
内
村
・
丸
山

村
一
同
申
上
候
、
牛
久
沼
之
儀
、
渋
江
長
栢
様
御
開
発
御
願
差
障
有
無
小
前
壱

人
別
相
乳
候
処
、
私
共
村
々
之
儀
、
悪
水
往
古
方
牛
久
沼
江
落
シ
来
水
仕
宜
敷
、

善
数
日
降
続
候
而
茂
逆
水
仕
水
腐
等
仕
候
義
曽
而
無
御
座
、
且
照
続
候
節
も
平

日
沼
水
沢
山
御
座
候
故
、
沼
際
二
有
之
候
用
水
保
方
宜
敷
、
早
損
仕
候
義
も
無

之
安
心
之
村
方
二
御
座
候
処
、
享
保
年
中
右
沼
庄
兵
衛
開
発
之
剛
、
沼
中
江
堤

を
築
水
を
〆
切
、
尤
格
別
水
溜
置
候
而
ハ
開
発
差
障
二
相
成
候
二
付
、
沼
縁
江

茂
堤
を
椿
、
右
〆
切
之
水
堤
外
通
沼
末
江
落
し
候
故
、
己
前
と
違
悪
水
吐
兼
、

大
雨
之
節
ハ
〆
切
右
も
水
溢
越
、
悪
水
一
所
二
罷
成
相
湛
水
腐
仕
、
将
又
〆
切

（
水
力
）

之
内
へ
口
溜
り
候
而
ハ
是
又
開
発
之
差
支
二
相
成
、
平
日
成
丈
ヶ
水
落
置
候
二

付
、
右
沼
際
二
有
之
候
村
内
用
水
相
洩
保
方
悪
敷
、
早
之
節
用
水
不
足
仕
早
損

一
一
罷
成
、
右
之
通
水
早
両
様
二
而
開
発
中
数
十
年
之
内
村
々
一
統
困
窮
歎
ヶ
敷

奉
存
候
処
、
漸
宝
暦
十
四
申
年
開
発
御
差
留
如
元
一
一
相
成
、
危
難
相
遁
れ
候
程

之
義
二
御
座
候
間
、
尚
又
此
度
御
開
発
被
仰
付
候
而
ハ
、
前
同
様
難
義
仕
候

（
水
力
）

候
二
付
口
相
湛
、
年
々
水
腐
一
同
難
儀
仕
候
処
、
漸
宝
暦
十
四
申
年
如
一
元
被

仰
付
候
間
、
長
信
様
御
開
発
之
儀
、
右
御
仕
法
一
一
候
得
者
故
障
可
申
上
候
得
共
、

沼
内
開
発
而
巳
之
事
一
一
候
へ
者
、
私
共
村
方
ハ
沼
除
堤
有
之
候
間
、
悪
水
押
込

候
義
も
有
之
間
敷
一
一
付
、
差
障
候
義
無
御
座
候

一
、
野
堀
村
・
神
生
村
・
上
岩
崎
村
・
下
岩
崎
村
・
大
和
田
村
・
狸
穴
村
・
高
岡

村
一
同
申
上
候
、
牛
久
沼
開
発
差
障
有
無
小
前
壱
人
別
相
紅
候
処
、
庄
兵
衛
開

発
之
節
ハ
村
下
江
用
水
を
通
候
一
一
付
水
相
湛
、
其
外
沼
水
を
堰
留
候
故
、
右
水

私
共
村
方
江
溢
れ
候
秀
年
々
水
腐
難
儀
罷
在
候
処
、
漸
宝
暦
十
四
申
年
如
元
被

仰
付
候
間
、
長
信
様
御
開
発
之
儀
、
右
御
仕
法
一
一
候
得
ハ
故
障
可
申
上
候
得

私
共
村
方
江
溢
れ
候
秀
年
々
水
腐
難
儀
罷
在
候
処
、
漸
宝
暦
十
四
申

仰
付
候
間
、
長
信
様
御
開
発
之
儀
、
右
御
仕
法
二
候
得
ハ
故
障
可

共
、
沼
水
引
落
御
開
発
被
成
候
儀
二
候
へ
者
、
故
障
之
義
無
御
座
候

長
栢
の
開
発
に
対
す
る
返
答
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
沼

へ
の
関
わ
り
方
の
類
型
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
前
例
と
し
て
享

保
期
の
開
発
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
で
、
後
年
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、

そ
れ
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
地
域
」
の
対
応
な
い
し
は
考
え
方
を
示
す
手
が
か
り

と
も
な
っ
て
い
る
。
図
２
１
６
は
こ
れ
を
地
図
上
に
落
と
し
て
み
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
グ
ル
ー
プ
を
●
◇
◆
で
示
し
て
お
い
た
。
図
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら

は
牛
久
沼
の
南
岸
か
ら
北
の
東
西
谷
田
部
川
沿
い
に
か
け
て
の
村
む
ら
で
、
三
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
地
域
的
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
各
村
の

村
高
や
現
自
治
体
な
ど
に
つ
い
て
は
表
１
１
１
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

ま
ず
第
一
の
グ
ル
ー
プ
（
●
）
は
、
現
在
の
藤
代
町
の
北
東
部
か
ら
伊
奈
町
の
南

東
部
に
か
け
て
の
地
域
で
、
弥
左
衛
門
新
田
以
下
の
い
わ
ゆ
る
「
萱
場
領
」
九
力
村

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
む
ら
で
は
、
享
保
期
の
開
発
の
節
は
伊
丹
代
用
水
が
村
方
を

通
っ
て
い
た
た
め
に
水
が
充
満
し
、
年
々
水
腐
れ
と
な
っ
て
「
一
同
難
儀
」
し
た
の

で
、
同
じ
仕
法
で
あ
れ
ば
「
故
障
」
を
申
し
上
げ
る
が
、
沼
内
の
み
を
開
発
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
私
ど
も
の
村
方
に
は
沼
除
堤
が
あ
る
の
で
悪
水
が
「
押
込
」
こ
と
も
な

（
歴
）

ハ
暦
然
二
御
座
候
二
付
、
御
開
発
被
仰
付
候
得
ハ
、
何
方
迄
茂
罷
出
、
御
差

留
之
義
奉
願
候
存
念
一
一
御
座
候
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
御
開
発
願
御
取
上

無
之
様
被
仰
立
被
下
置
候
様
奉
願
上
候

右
御
礼
一
一
付
一
同
相
違
不
申
上
候
、
以
上岡

田
清
助
御
代
官
所

文
化
九
申
年
五
月

常
州
筑
波
郡

弥
左
衛
門
新
田

名
主
安
左
衛
門

（
以
下
連
名
略
）
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く
、
差
し
障
り
は
な
い
と
い
う
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
（
◇
）
は
、
茎
崎
町
南
西
部
か

ら
伊
奈
町
西
部
に
か
け
て
の
野
堀
村
以
下
の
七
力
村
で
あ
る
。
返
答
の
内
容
は
第
一

の
グ
ル
ー
プ
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
享
保
期
の
開
発
の
節
は
村
む
ら
の
下
方
へ
用
水
（
伊

丹
代
用
水
）
を
通
し
た
た
め
に
水
が
満
ち
、
し
か
も
沼
水
を
「
堰
留
」
め
た
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
水
が
村
方
に
溢
れ
、
年
々
水
腐
と
な
っ
て
難
儀
し
た
の
で
、
同
じ
仕
法

で
あ
れ
ば
「
故
障
」
を
申
し
上
げ
る
が
、
沼
水
を
引
き
落
と
し
て
開
発
す
る
の
で
あ

れ
ば
「
故
障
」
の
筋
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
三
の
グ
ル
ー
プ
（
◆
）
は
全
く
異
な
っ
た
返
答
を
し
て
い
る
。

茎
崎
町
・
伊
奈
町
北
部
か
ら
つ
く
ば
市
南
部
に
か
け
て
の
谷
田
部
村
以
下
の
一
四
力

村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
む
ら
で
は
、
悪
水
に
つ
い
て
は
往
古
よ
り
牛
久
沼
へ
落
と

し
て
い
た
の
で
、
た
と
え
数
日
雨
が
降
り
続
い
て
も
逆
水
し
て
水
腐
れ
と
な
る
こ
と

も
な
く
、
ま
た
日
照
り
続
き
で
も
沼
水
の
お
か
げ
で
用
水
に
不
自
由
す
る
こ
と
も
な

い
、
「
安
心
之
村
方
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
享
保
期
の
開
発
で
は
、
沼
中
に
堤
を
築

い
て
水
を
締
め
切
っ
た
上
に
、
あ
ま
り
水
を
溜
め
て
は
開
発
の
障
害
に
な
る
と
い
う

の
で
、
沼
縁
に
も
堤
を
築
い
て
締
め
切
り
の
水
を
堤
外
通
り
か
ら
沼
末
へ
落
と
し
た

た
め
に
、
以
前
と
違
っ
て
悪
水
が
吐
き
か
ね
る
よ
う
に
な
り
、
大
雨
の
節
は
締
め
切

り
よ
り
水
が
溢
れ
越
え
、
悪
水
が
一
所
に
な
っ
て
充
満
し
、
水
腐
れ
す
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
締
め
切
り
の
内
へ
水
が
溜
ま
っ
て
は
こ
れ
ま
た
開
発
の

障
害
に
な
る
と
い
う
の
で
、
平
日
は
な
る
た
け
水
を
落
と
す
よ
う
に
し
た
た
め
に
、

沼
際
に
あ
っ
て
も
村
内
の
用
水
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
り
、
日
照
り
の
際
に
は

早
損
の
被
害
が
で
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
水
早
両
様
」
に
て

開
発
中
の
数
十
年
は
村
む
ら
一
統
が
困
窮
し
、
嘆
か
わ
し
い
次
第
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
が
、
よ
う
や
く
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
に
開
発
が
差
し
止
め
に

な
っ
た
こ
と
で
危
難
か
ら
遁
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し

開
発
を
命
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
こ
へ
で
も
出
か
け
て
「
御
差
留
」

を
御
願
い
す
る
「
存
念
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
用
水
組
合
で
も
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
長
栢
の
開
発
に
は
強
硬
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
で
は
こ
の
第
三
の

グ
ル
ー
プ
は
用
水
組
合
と
利
害
を
共
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら

の
地
域
と
は
全
く
対
立
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

ま
た
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
ー
萱
場
領
九
力
村
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
が

そ
の
ま
ま
組
合
を
結
成
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
第
一
～

第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
村
む
ら
の
全
部
が
、
溜
沼
復
帰
以
後
に
お
い
て
用
水

組
合
と
対
崎
す
る
「
地
域
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
現

在
の
と
こ
ろ
用
水
組
合
が
こ
れ
ら
の
村
む
ら
以
外
と
争
論
を
起
こ
し
た
こ
と
を
示
す

史
料
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
地
域
の
な
か
に
存
在
し
た

「
組
合
村
」
を
抽
出
す
る
作
業
に
入
ろ
う
。

表
２
１
７
は
、
溜
沼
復
帰
以
後
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
争
論
を
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
全
部
で
二
件
上
げ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
争
論
そ
の
も
の
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
関
係
で
出
さ
れ
た
願
書
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
（
⑥
⑧
）
。
ま
た
、
一

連
の
も
の
は
な
る
べ
く
ま
と
め
る
よ
う
に
し
た
。

さ
て
、
表
に
は
争
論
に
関
係
し
た
組
合
村
む
ら
を
、
そ
の
構
成
村
数
を
含
め
て
史

料
中
の
文
言
通
り
に
抽
出
し
て
上
げ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
先
の
第
一
～
第

三
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
「
牛
久
沼
用
水
組
合
九
ヶ
村
」
と
対
崎
す
る
悪
水
「
地
域
」

に
は
、
「
萱
場
領
」
の
ほ
か
に
「
上
郷
」
と
「
悪
水
組
合
」
と
い
う
二
つ
の
名
称
が
確

認
で
き
る
。
ま
た
、
両
者
が
併
用
さ
れ
た
「
上
郷
悪
水
組
合
」
「
悪
水
組
合
上
郷
」
と

い
っ
た
名
称
も
み
ら
れ
る
。
構
成
村
数
に
つ
い
て
は
「
上
郷
」
に
は
一
三
力
村
と
一
一

五
力
村
の
場
合
が
あ
り
、
以
下
「
悪
水
組
合
」
は
一
一
一
力
村
な
い
し
は
一
三
力
村
と

三
四
力
村
、
「
上
郷
悪
水
組
合
」
に
は
一
一
一
力
村
と
一
一
一
三
力
村
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の

な
か
で
近
似
す
る
村
数
の
一
一
一
力
村
と
一
三
力
村
、
一
一
一
一
一
一
力
村
と
一
一
一
四
力
村
と
区
別

す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
上
下
岩
崎
村
な
ど
二
つ
に
分
か
れ
た
村
が
一

113

第三章牛久沼の新田開発計画と「地域」構造の変容



Ⅱ牛久沼をめぐる「地域」構造史論

表2-7溜沼復帰以後の牛久沼における用水組合と悪水組合の争論一覧

年月日 関係組合

①明和４年（1767）８月 上郷１３力村×用水組合９力村

②天明元年（1781）1０月 上郷２５力村×用水組合９力村

～寛政６年（1794）７月 ～萱場領の内８力村

～牛久沼新田

③寛政９年（1797）９月 悪水組合１３力村

～同１０年1０月 ×用水組合９力村

④寛政１０年（1798）１２月 用水組合９力村

～同11年正月 ×上郷悪水組合３３力村

(上郷２５力村十萱場領８力村）

⑤享和２年（1802）６月 用水組合９力村×沼縁村々

⑥享和２年（1802）１２月 用悪水組合４３力村

(用水組合９力村

+悪水組合３４力村）

⑦文政１１年（1828）１０月 悪水組合上郷１２力村

×用水組合９力村

⑧天保１４年（1843）８月 用水組合９力村×沼縁村々

⑨天保１５年（1844）９月 上郷１３力村×小通村・入地村

(下郷用水組合９力村）

⑩嘉永２年（1849）９月 用水組合９力村

～同３年９月 ×浜田・上萱場・足高村

(萱場領）

⑪慶応４年（1868）３月 用水組合９力村×上下岩崎村

(悪水組合３４力村）

争論の内容

上郷１３力村が新八間堀洗堰の高

さや幅などをめぐって訴える→定

杭の設定

上郷２５力村が新八間堀の洗堰を

関枠に改修することを求める。普

請入用の負担が最大の問題→寛政

7年完成

新八間堀で鰻網漁をするために水

行が妨げられたとして佐貫村と小

通村を訴える→用水組合一同の訴

訟として対処

新八間堀関枠が度々破損するの

で、用水組合が洗堰への復帰ない

しは関枠の縮小を求める

用水組合が沼境を改め、境杭を打

つことを求めたもの→⑧

破損した新八間堀関枠の伏替えに

ついて、御普請役に見分の上で入

用積りを願い出る

新八間堀で鰻網を張ったために水

行が妨げられたとして佐貫村と大

徳村を訴える

⑤沼境改めに際して、植出場所を

用水組合が引受けることを求める

小通村と入地村が新八間堀にて鰻

網張隠漁をした件について詫書を

出す

新八間堀堤の急破手当や魚烏猟場

として利用してきた沼内の浮洲を

勝手に二千間堤の急破手当に使っ

たとして訴える

大破した新八間堀関枠を修復しよ

うとしたところ、上下岩崎村が大

勢で得物を携えて押し掛け普請の

妨害をしたと訴える

出典

『龍Ⅱ』NoLl68、木村

｢早鏡」１、豊崎「早

鏡」

｢龍Ⅱ』NoLl77～186

『茎資』NOl7～20、木

村「早鏡」２．３

豊崎「早鏡」

『龍Ⅱ』NoL201～204

木村「早鏡」３

豊崎「早鏡」

『龍Ⅱ』NoLl87～１８８

木村「早鏡」３

豊崎「早鏡」

木村「早鏡」３

木村「早鏡」３

｢龍Ⅱ」NoL205

豊崎「早鏡」

『茎資」NoL22

｢茎資』NoL23

木村「早鏡」３

『茨史』NoLl33

注） 「龍Ⅱ』＝「龍ケ崎市史』史料編近世Ⅱ、「茎資』＝『茎崎町史編さん資料」近世・近代史料集、『茨史』＝「茨城県史料」

近世社会経済編Ⅲ、木村「早鏡」＝市内川原代町木村一郎家文書「牛沼宝湖早鏡」（数字は巻数)、豊崎「早鏡」＝市内宮測

町豊崎治男家文書「牛沼宝湖早鏡」
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っ
に
数
え
ら
れ
た
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
一
力
村
が
そ
こ
か
ら
抜
け
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
萱
場
領
」
九
力
村
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
と
す
る

と
、
村
数
に
は
一
三
力
村
、
一
一
五
力
村
、
一
一
一
四
力
村
の
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

図
２
１
６
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
三
四
力
村
は
こ
の
悪
水

「
地
域
」
に
属
す
る
全
部
の
村
の
数
で
あ
る
。
し
か
も
「
上
郷
」
と
い
う
文
言
が
入
っ

た
「
組
合
」
が
一
三
力
村
、
一
一
五
力
村
、
三
四
力
村
の
す
べ
て
に
お
い
て
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
ま
ず
大
枠
で
は
こ
の
「
地
域
」
の
全
体
を
「
上
郷
」
と
称
し
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
用
水
組
合
を
「
下
郷
用
水
組
合
九
ヶ
村
」
と
呼

ぶ
事
例
が
確
認
で
き
る
か
ら
（
④
⑨
）
、
悪
水
「
地
域
」
と
用
水
「
地
域
」
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
上
郷
」
「
下
郷
」
と
呼
ん
で
区
分
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
近
世
前
期
に
「
川
上
」
「
川
下
」
と
呼
ん
で
区
分
し
て
い
た
こ
と
と
相
似

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
章
で
検
討
し
た
通
り
「
川
上
」
が
若
柴
村
～
牛
久
村
（
牛

久
市
）
～
岩
崎
村
（
の
ち
上
下
に
分
割
、
茎
崎
町
）
～
谷
田
部
村
（
つ
く
ば
市
）
を

結
ぶ
ラ
イ
ン
の
、
牛
久
沼
の
東
南
か
ら
北
岸
お
よ
び
東
西
谷
田
部
川
の
間
か
ら
東
谷

田
部
川
の
東
岸
に
お
よ
ぶ
地
域
で
あ
っ
た
の
に
対
し
（
図
２
１
２
参
照
）
、
「
上
郷
」
全

体
は
牛
久
沼
南
岸
の
「
萱
場
領
」
か
ら
東
西
谷
田
部
川
流
域
一
帯
に
広
が
っ
た
地
域

で
あ
る
（
図
２
１
６
参
照
）
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
牛
久
沼
を
北
西
か
ら
南
東
に
走
る

線
と
捉
ら
え
れ
ば
、
沼
尻
を
基
点
と
し
て
そ
の
上
部
一
帯
が
「
川
上
」
、
下
部
一
帯
が

「
上
郷
」
で
、
両
者
は
東
西
谷
田
部
川
の
間
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
近
世
前
期
に
も
「
萱
場
村
々
」
は
新
開
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た

し
、
両
者
が
重
な
っ
た
地
域
は
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
軸
と
な
る
「
地
域
」
で
は

あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
全
体
的
に
み
れ
ば
、
牛
久
沼
に
関
す
る
基
本
的
な
「
地
域
」

の
構
造
が
大
き
く
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
改
め
て
こ
の
「
上
郷
」
全
体
に
お
け
る
悪
水
組
合
を
抽
出
し
て
み
る
と
、

（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
、
（
ロ
）
「
上
郷
」
二
五
力
村
、
（
ハ
）
「
上
郷
悪
水
組
合
」

表
２
１
７
に
は
争
論
に
関
係
す
る
事
項
を
一
一
件
上
げ
て
お
い
た
が
、
さ
ら
に
こ

れ
を
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
（
１
）
新
八
間
堀
の
堰
を
め
ぐ
る
も
の

（
①
②
④
⑥
⑪
）
、
（
Ⅱ
）
新
八
間
堀
に
お
け
る
魚
猟
（
鰻
漁
）
を
め
ぐ
る
も
の
（
③

⑦
⑨
）
、
（
Ⅲ
）
牛
久
沼
の
沼
境
と
「
植
出
」
を
め
ぐ
る
も
の
（
⑤
⑧
）
、
（
Ⅳ
）
牛
久

沼
内
の
浮
洲
を
め
ぐ
る
も
の
（
⑩
）
の
四
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
な

一
一
一
四
力
村
、
（
一
一
）
「
悪
水
組
合
」
一
一
一
一
力
村
の
四
つ
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
組

合
の
名
称
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
文
言
と
し
て
の
頻
度
な
ど
を
勘
案
し

て
つ
け
た
も
の
で
、
以
下
こ
の
よ
う
に
通
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
図
２
１
６
に
示
し
た

よ
う
に
、
こ
の
な
か
で
も
（
ハ
）
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
は
、
（
イ
）
「
萱
場
領
」

九
力
村
と
（
ロ
）
「
上
郷
」
一
一
五
力
村
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
（
一
一
）
「
悪
水
組
合
」
は

（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
に
上
下
岩
崎
村
と
野
堀
村
・
神
生
村
（
い
ず
れ
も
伊
奈
町
）

の
四
力
村
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
（
巳
「
上
郷
」
の
村
数
を
二
五
力
村

と
数
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
若
干
注
意
を
要
す
る
。
図
２
１
６
で
は
（
巳
「
上

郷
」
に
属
す
る
村
む
ら
と
し
て
一
三
力
村
を
図
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
谷
田
部
村

が
内
町
村
・
台
町
村
・
新
町
村
の
三
力
村
に
分
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
内
町
村
は
上

下
二
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
五
力
村
と
い
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
ら

を
個
別
の
村
と
し
て
組
合
の
数
に
含
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
（
ハ
）
「
上
郷
悪
水
組
合
」
を
三
四
力
村
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
用
水
組
合
と
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
す
る

争
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
悪
水
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の

か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
す
の
か
、
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
ど
の
よ
う

な
利
害
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
水
組
合
相
互
の
関
係
や
解
決
の
あ

り
方
を
含
め
、
表
２
１
７
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
２
）
新
八
間
堀
の
関
枠
伏
替
え
を
め
ぐ
っ
て
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か
で
も
（
１
）
（
Ⅱ
）
は
、
争
論
自
体
の
内
容
や
反
復
性
と
い
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、

ま
た
悪
水
組
合
の
動
き
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
新
八
間
堀
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
こ
の
悪
水
堀

が
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
②
新
八
間
堀
の
洗
堰

を
板
堰
（
関
枠
玖
樋
）
に
改
修
す
る
問
題
は
、
牛
久
沼
の
歴
史
に
と
っ
て
も
重
大
な

画
期
を
な
す
出
来
事
で
あ
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
そ
れ
自
体
の
詳
し
い
検
討
が
必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
新
八
間
堀
の

（
１
）
堰
と
（
Ⅱ
）
魚
猟
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
争
論
の
概
略
を
ま
と
め
な
が

ら
、
用
水
組
合
や
悪
水
組
合
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

開
発
中
は
排
水
能
力
を
高
め
る
た
め
に
関
枠
玖
樋
が
伏
せ
込
ま
れ
て
い
た
新
八
間

堀
口
に
は
、
牛
久
沼
が
用
水
溜
沼
に
復
帰
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
新
た
に
用
水
組
合

九
力
村
の
手
で
洗
堰
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
が
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
を

示
す
の
が
①
で
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
「
上
郷
」
の
一
三
力
村
は
、
開
発
計
画
以

前
の
洗
堰
は
「
平
洗
土
俵
堰
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
再
建
さ
れ
た
洗
堰
で
は
床
を

高
く
仕
立
て
、
不
用
の
節
も
土
俵
を
取
り
払
わ
な
い
た
め
に
悪
水
が
充
満
し
、
御
普

請
所
の
二
千
間
堤
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
る
と
し
て
用
水
組
合
九
ヵ
村
を
訴
え
た
の

（
犯
）

で
あ
る
。
溜
沼
復
帰
か
ら
一
一
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
一
ニ
カ
村
の
村
名
は
定
か

で
は
な
い
が
、
二
千
間
堤
に
関
わ
っ
て
い
る
村
む
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

点
か
ら
み
て
も
、
（
一
一
）
「
悪
水
組
合
」
一
一
一
一
力
村
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
用
水
組
合
側
は
全
面
的
に
非
を
認
め
、
洗
の
高
さ
一
二
段
の

う
ち
七
段
下
げ
て
八
段
目
を
高
さ
に
定
め
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
定
杭
を
打
ち
、
さ

ら
に
床
を
一
尺
下
げ
た
上
で
横
幅
も
六
間
半
か
ら
先
年
の
通
り
に
八
間
に
広
げ
た
。

ま
た
、
用
水
中
は
土
俵
を
も
っ
て
丈
夫
に
「
堰
上
」
、
出
水
の
節
は
中
二
間
通
り
よ
り

上
の
土
俵
を
取
り
除
き
、
用
水
が
不
用
に
な
れ
ば
残
ら
ず
土
俵
を
取
り
払
っ
て
悪
水

を
落
と
す
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
基
本
的
に
は
開
発
が
行
な
わ
れ
る

以
前
の
規
定
で
あ
り
、
改
め
て
そ
れ
を
再
確
認
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
（
第
二
章
第

三
節
（
３
）
参
照
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
定
杭
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
旦
は
洗
堰
を
め
ぐ
る
問
題
は
解
決
し
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
四
年

後
、
事
態
は
新
た
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
。
（
ロ
）
「
上
郷
」
二
五
力
村
が
洗
堰
を
板

堰
（
関
枠
玖
樋
）
に
改
修
す
る
こ
と
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
一
○
月
、
「
上
郷
」
二
五
力
村
で
は
幕
府
の
勘
定
奉
行
所

（
詔
）

に
対
し
て
訴
願
を
行
な
う
た
め
に
、
惣
代
二
名
を
選
出
し
た
。
新
八
間
堀
に
洗
堰
が

築
か
れ
て
い
る
た
め
に
「
沼
水
平
水
差
湛
」
え
て
い
る
上
に
、
出
水
の
節
は
悪
水
が

落
ち
か
ね
て
満
水
と
な
り
、
「
沼
廻
村
々
打
続
困
窮
致
」
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
洗

堰
を
関
枠
に
伏
せ
替
え
れ
ば
、
用
水
不
用
の
節
に
は
悪
水
が
「
堀
床
よ
り
さ
っ
ぱ
り

と
落
候
」
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
用
水
組
合
側
は
こ

れ
に
反
対
し
、
明
和
四
年
に
定
杭
を
打
っ
て
「
洗
高
」
を
定
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、

沼
水
を
残
ら
ず
引
き
落
と
し
た
の
で
は
「
溜
水
潤
沢
不
仕
様
無
之
、
至
而
難
義
」
で

（
弘
）

あ
る
と
返
答
し
た
。

く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
新
八
間
堀
を
め
ぐ
る
問
題
の
焦
点
は
、
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
こ
こ
で
沼
の
水
を
堰
留
め
て
お
け
る
か
と
い
う
用
水
組
合
の
利
害
と
、
い

か
に
し
て
こ
こ
か
ら
水
を
落
と
す
か
と
い
う
悪
水
組
合
の
利
害
と
が
集
約
さ
れ
て
い

る
と
い
こ
と
で
あ
る
。
洗
堰
で
あ
れ
ば
常
に
一
定
度
の
水
を
溜
め
て
お
く
状
態
と
な

り
、
関
枠
に
な
れ
ば
一
気
に
効
率
的
に
水
を
落
と
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
相
克
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
近
世
の
初
頭
、
寛
永
一
六
年
か
ら
万
治
二
年
（
一
六
三
九
～

五
九
）
に
い
た
る
争
論
の
焦
点
は
、
古
八
間
堀
に
「
水
門
」
を
設
置
す
る
と
い
う
こ

と
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
要
求
が
出
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
当

時
こ
れ
を
主
張
し
た
の
は
、
「
萱
場
」
の
新
開
地
村
む
ら
よ
り
む
し
ろ
「
川
上
」
の
村

む
ら
で
あ
っ
た
。
今
回
も
範
囲
が
多
少
異
な
る
と
は
い
え
、
「
萱
場
領
」
九
力
村
を
含

ま
な
い
「
上
郷
」
一
一
五
力
村
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
「
萱
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場
領
」
九
力
村
は
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
の
主
体
を
な
す
村
む
ら
で
あ
り
、
明
和

四
年
の
定
杭
の
設
定
に
よ
っ
て
一
応
納
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ

に
納
得
で
き
な
い
「
地
域
」
の
村
む
ら
が
行
動
を
起
こ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
は

い
え
、
関
枠
へ
の
伏
せ
替
え
に
「
萱
場
領
」
の
村
む
ら
が
異
論
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。

こ
れ
以
降
新
八
間
堀
の
堰
を
め
ぐ
る
問
題
は
「
上
郷
」
二
五
力
村
が
中
心
と
な
っ
て

展
開
し
、
「
萱
場
領
」
九
力
村
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

さ
て
、
幕
府
の
吟
味
で
は
「
兎
角
用
悪
水
之
義
二
候
間
、
双
方
致
熟
談
不
及
難
義

一
一
様
相
極
致
和
融
、
不
及
争
論
様
」
に
と
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
双
方
で
再
度

対
談
の
上
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
九
月
に
証
文
を
交
わ
し
、
正
式
に
関
枠
へ
の

（
鍋
）

伏
せ
替
え
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の

が
、
伏
せ
替
え
の
費
用
を
ど
の
よ
う
に
し
て
捻
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洗

堰
は
用
水
組
合
九
力
村
に
よ
る
自
普
請
で
あ
っ
た
か
ら
、
基
本
的
に
は
用
水
組
合
が

こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
多
額
の
出
費
を
必
要
と
す

る
工
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
用
水
組
合
は
川
原
代
村
の
名
主
源
助
と
大
徳
村
の
名
主
治

兵
衛
の
両
名
を
惣
代
に
立
て
、
牛
久
沼
に
お
け
る
運
上
米
や
冥
加
米
の
上
納
、
お
よ

び
庄
兵
衛
の
拝
借
残
金
の
肩
代
わ
り
や
地
代
金
の
上
納
な
ど
「
御
年
貢
之
外
御
上
納

米
多
分
御
座
候
」
事
実
を
も
っ
て
、
幕
府
に
よ
る
御
入
用
御
普
請
を
願
い
出
た
の
で

（
妬
）

あ
る
が
、
結
局
こ
の
願
い
は
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
「
双
方
江
御
利
解
被
仰
聞
」
れ
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
双
方
は
改
め
て
対
談
に
お
よ
び
、
翌
天
明
三
年
五
月
に
関
枠

伏
せ
込
み
入
用
と
し
て
「
上
郷
」
二
五
力
村
よ
り
一
一
一
分
、
用
水
組
合
よ
り
七
分
を
負

（
訂
）

担
す
る
こ
と
で
内
済
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
工
事
に
と
り
か
か
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
九
月
の
浅
間
山
の
噴
火
に
よ
る
降
砂
の
被
害
に
は
じ

ま
っ
て
、
翌
四
年
は
早
害
、
さ
ら
に
翌
々
五
年
は
大
洪
水
と
、
打
ち
続
く
災
害
に

よ
っ
て
費
用
の
捻
出
に
窮
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
天
明
六
年
（
一
七

八
六
）
一
○
月
に
は
、
「
上
郷
」
二
五
力
村
の
手
で
小
貝
川
と
新
八
間
堀
の
接
点
に
逆

流
を
防
ぐ
逆
除
以
樋
が
伏
せ
込
ま
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
関
枠
の
幅
を
八
間
（
約
一

四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
六
間
（
約
一
一
メ
ー
ト
ル
）
に
縮
小
す
る
こ
と
を
申
し
合

せ
、
経
費
の
削
減
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
着
工
に
は
い
た
ら
な
か
っ

（
羽
）た

。
そ
の
た
め
寛
政
一
元
年
か
ら
二
年
（
一
七
八
九
～
九
○
）
に
か
け
て
用
水
組
合
九

力
村
と
「
上
郷
」
二
五
力
村
の
双
方
か
ら
、
く
り
か
え
し
御
入
用
御
普
請
に
よ
る
伏

せ
込
み
願
い
や
、
せ
め
て
材
木
や
切
組
大
工
・
木
挽
・
鉄
物
な
ど
の
費
用
を
幕
府
か

（
調
）

ら
出
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
願
い
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
は
一
貫
し
て

「
関
東
筋
用
悪
水
路
之
義
御
定
例
」
も
あ
り
、
こ
と
に
天
明
二
年
に
「
百
性
役
自
普
請

一
一
可
仕
旨
御
請
書
差
上
候
」
上
は
、
「
両
組
合
自
普
請
二
伏
込
可
申
」
と
い
う
態
度
で

（
㈹
）

あ
っ
た
。
こ
の
「
関
東
筋
用
悪
水
路
之
義
御
定
例
」
が
具
体
的
に
ど
の
法
令
を
意
味

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
内
郷
」
Ⅱ
大
河
川
か
ら
離
れ
た
地
域

の
堤
川
除
や
用
悪
水
溜
・
堀
凌
な
ど
は
す
べ
て
自
普
請
と
す
る
と
い
っ
た
規
定
が
確

（
似
）

認
で
き
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
も
の
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
と
く

に
明
和
期
（
一
七
六
四
～
七
二
以
降
幕
府
は
、
治
水
政
策
関
係
の
入
用
を
大
幅
に

（
狸
）

削
減
す
る
方
向
に
転
じ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
明
三
年
（
一
七

八
三
）
の
浅
間
山
の
噴
火
に
よ
る
降
砂
と
そ
れ
に
続
く
大
洪
水
は
、
普
請
の
増
大
化

を
も
た
ら
し
て
い
た
か
ら
、
幕
府
自
身
に
財
政
的
な
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
関
東
に
お
け
る
治
水
政
策
の
転
換
を
も
た
ら
す
大
き
な

画
期
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
音
と
し
て
は
こ
う
し
た
財
政
問
題
の
ほ
う
が
主

要
因
で
、
そ
れ
だ
け
に
「
定
例
」
や
「
請
書
」
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
関
枠
の
普
請
入
用
に
関
す
る
問
題
が
決
着
を
み
た
の
は
、

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
い
た
っ
て
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
月
に
交
わ
さ
れ
た
「
為

1１７
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取
替
申
一
札
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
「
上
郷
」
二
五
力
村
に
「
萱
場
領
」
の
う
ち
八
力
村

と
牛
久
新
田
が
「
三
歩
通
出
金
之
内
助
合
之
積
致
加
入
」
す
こ
と
で
「
双
方
相
談
相

決
」
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
以
後
の
修
復
や
伏
せ
替
え
に
つ
い
て
は
用
水
組
合
が

引
き
受
け
る
こ
と
、
そ
の
度
ご
と
に
「
上
郷
隣
村
」
に
通
達
し
て
一
両
人
を
立
ち
合

わ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
、
（
１
）
関
枠
の
寸
法
や
開
閉
に
つ
い

て
の
規
定
、
（
２
）
定
杭
の
取
り
扱
い
、
（
３
）
江
川
口
玖
樋
と
新
八
間
堀
逆
除
以
樋

の
伏
せ
込
み
な
ど
、
三
カ
条
に
わ
た
る
議
定
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
関
枠
が
完

成
し
た
の
は
翌
寛
政
七
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
幅
六
間
の
関
枠
の
一
間
目
ご
と
に
枠

柱
を
立
て
、
定
杭
の
高
さ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
前
を
開
閉
し
て
水
の
量
を
調
整

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
初
め
て
訴
願
が
行
な
わ

れ
て
か
ら
一
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寛
政
六
年
七
月
の
議
定
の
う
ち
、
関
枠
の
開
閉
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
く
と
、
（
１
）
土
用
を
過
ぎ
て
用
水
が
不
用
に
な
れ
ば
堰
板
を
残
ら
ず
取
り
払
う
。

（
２
）
用
水
中
で
あ
っ
て
も
出
水
が
あ
っ
て
江
川
用
水
堀
口
元
以
樋
の
戸
前
を
「
差

堅
」
め
た
な
ら
ば
、
用
水
組
合
に
て
堰
板
を
残
ら
ず
取
り
払
う
。
た
だ
し
用
水
組
合

が
堰
板
を
取
り
払
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
佐
貫
村
へ
断
っ
た
上
で
「
上
郷
」
に
て
取

り
払
う
。
（
３
）
溜
水
に
つ
い
て
は
、
寒
中
よ
り
尺
板
二
枚
を
差
し
て
溜
め
置
き
、
翌

年
二
月
中
頃
か
ら
「
土
俵
堰
之
分
」
と
し
て
さ
ら
に
「
三
枚
半
通
指
堅
」
め
、
都
合

尺
板
四
枚
半
を
差
す
こ
と
に
よ
っ
て
用
水
を
引
き
取
る
、
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
に
用
水
中
の
付
帯
事
項
と
し
て
、
用
水
組
合
は
御
普
請
役
に
対
し
て
関
枠
の
封
印

な
ど
を
願
い
出
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
こ
と
、
反
対
に
「
上
郷
」
は
江
川
口
玖
樋

を
「
差
堅
」
め
て
い
な
い
の
に
勝
手
に
関
枠
板
を
取
り
払
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い

こ
と
、
も
し
「
理
不
尽
二
茂
取
払
」
っ
た
な
ら
ば
用
水
掛
り
の
御
普
請
役
に
封
印
を

願
う
と
い
っ
た
こ
と
を
申
し
合
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
用
水
江
川
口
と
新
八
間
堀
の
堰
を
連
動
さ
せ
て
水
を
制
御
し
て
い
く

方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
章
第
三
節
で
検
討
し
た
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
江

川
口
築
留
を
め
ぐ
る
争
論
か
ら
元
禄
一
三
年
（
一
七
○
○
）
の
新
八
間
堀
開
削
に
い

た
る
過
程
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
決
定

的
に
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
ま
ず
第
一
に
江
川
口
が
玖
樋
に
、
新
八
間
堀
が
関
枠
に

伏
せ
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
水
門
を
設
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
の

制
御
が
よ
り
効
率
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
お
け

る
技
術
の
進
歩
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
次
に

第
二
点
目
と
し
て
、
こ
れ
に
関
わ
る
「
地
域
」
の
変
容
が
上
げ
ら
れ
る
。
天
和
～
元

禄
期
で
は
、
「
河
辺
領
」
七
力
村
と
「
萱
場
領
」
九
力
村
、
そ
れ
に
若
柴
村
を
中
心
と

し
た
「
沼
通
」
四
力
村
の
三
者
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
述

べ
た
通
り
、
享
保
期
の
新
田
開
発
が
間
に
挟
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
河
辺

領
」
七
力
村
が
用
水
組
合
九
力
村
と
な
っ
た
。
新
た
に
加
わ
っ
た
の
は
「
沼
通
」
四

力
村
の
若
柴
村
と
佐
貫
村
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
若
柴
村
は
そ
の
飛
地
分
を
小
通
幸

谷
村
と
し
て
分
村
し
、
本
村
自
身
は
組
合
か
ら
抜
け
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
江
川
口
に
関
わ
る
限
り
で
の
「
沼
通
」
四
力
村
と
い
う
ま
と

ま
り
は
解
消
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
江
川
口
の
管
理
自
体
が
用
水
組
合
に
移
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
は
三
者
立
合
い
の
上
で
新
八
間
堀
の
「
水
留
」
が
取

り
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
佐
貫
村
に
断
っ
た
上
で
「
上
郷
」
で
取
り
払

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
手
続
き
と
し
て
は
簡
略
化
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
と
は
い
え
、
関
枠
封
印
の
問
題
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
個
々
の
責
任

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
八
間
堀
の
関
枠

と
江
川
口
の
玖
樋
、
さ
ら
に
は
小
貝
川
口
の
逆
除
玖
樋
の
管
理
・
維
持
は
、
こ
の
段

階
で
用
水
組
合
九
力
村
と
「
上
郷
」
の
双
方
の
相
互
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
た
こ
と

が
明
確
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
上
郷
」
は
、
（
巳
「
上
郷
」

二
五
力
村
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
を
含
め
た
悪
水
「
地
域
」
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の
全
体
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
、

（
ロ
）
「
上
郷
」
一
一
五
力
村
、
（
二
）
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
と
い
う
個
々
の
悪
水
組

合
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
村
む
ら
全
部
が
全
体
と
し
て
ま
と
ま

り
、
用
水
組
合
九
力
村
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
っ
た
結
果
と
い
え
よ

う
。
元
禄
一
三
年
の
段
階
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
「
萱
場
領
」
の
み
が
こ
れ
と
関

わ
っ
て
い
た
か
ら
、
格
段
に
関
係
「
地
域
」
が
広
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
が
、
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
の
一
件
で
あ
る

（
表
２
１
７
④
）
。
こ
れ
は
度
重
な
る
関
枠
の
破
損
に
業
を
煮
や
し
た
用
水
組
合
が
、
関

枠
を
以
前
の
通
り
洗
堰
に
戻
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
横
六
間
（
約
二
メ
ー
ト
ル
）

の
と
こ
ろ
を
四
間
（
約
七
・
三
メ
ー
ト
ル
）
に
縮
小
し
て
伏
せ
替
え
る
こ
と
を
要
求

（
“
）

し
た
も
の
で
あ
る
。
用
水
組
合
で
は
寛
政
七
年
の
完
成
以
来
四
カ
年
の
う
ち
に
一
二
度

も
伏
せ
替
え
た
が
「
保
兼
」
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
翌
寛
政
一
一
年

正
月
に
「
下
郷
用
水
組
合
九
ヶ
村
」
よ
り
八
分
、
「
上
郷
悪
水
組
合
三
三
ヶ
村
」
よ
り

（
妬
）

一
一
分
を
負
担
し
て
修
復
を
行
な
う
こ
と
で
内
済
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
一
一
一
一
一
一
ヶ

村
」
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
（
欠
け
て
い
る
一
力
村
の
村
名
と
理
由
は
不
明
）
、
訴

訟
相
手
と
し
て
、
悪
水
「
地
域
」
の
全
体
が
名
実
と
も
に
「
上
郷
悪
水
組
合
」
と
し

て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
一
二
月
に
は
、
用

水
組
合
九
力
村
と
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
が
共
同
で
御
普
請
役
に
対
し
て
訴

願
を
行
な
っ
て
い
る
事
例
が
知
ら
れ
る
（
表
２
１
７
⑥
）
。
こ
れ
は
同
年
春
に
「
自
普

請
伏
替
」
を
行
な
っ
た
関
枠
が
破
損
し
た
た
め
に
、
組
合
村
む
ら
で
相
談
し
て
早
速

伏
せ
替
え
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
相
談
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
御
普
請
役
に
「
見
分
之
上
入
用
積
り
」
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

れ
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
請
書
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
常
州
河

内
郡
・
筑
波
郡
四
拾
三
ヶ
村
悪
水
組
合
字
名
八
間
堀
関
枠
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
惣
代

の
大
徳
村
の
組
頭
四
郎
右
衛
門
は
、
自
ら
を
「
常
州
河
内
郡
用
水
組
合
九
ヶ
村
・
同

（
妬
）

筑
波
郡
悪
水
組
合
一
一
一
拾
四
ヶ
村
、
合
四
拾
一
二
ヶ
村
惣
代
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
四
拾
一
一
一
ヶ
村
悪
水
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
な
ら
ば
四
三
力
村

「
用
悪
水
組
合
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
用
水
組
合
九
力
村
と
「
上
郷
悪
水
組

合
」
三
四
力
村
が
、
相
談
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
と
い
う
よ
り
も

相
談
が
ま
と
ま
ら
な
い
が
ゆ
え
に
共
同
で
そ
の
仲
介
を
御
普
請
役
に
求
め
た
と
い
う

こ
と
、
し
か
も
双
方
を
一
つ
の
「
組
合
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
充
分
注
目
に
値
し
よ

う
。
そ
こ
に
利
害
の
相
違
を
越
え
た
組
合
村
の
大
連
合
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。も

ち
ろ
ん
こ
れ
自
体
は
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
組
織
化

が
は
か
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
る
と
双
方
の
組
合
が
関
枠
の
普

請
入
用
を
負
担
し
て
い
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
双
方
の
対
立
が
解
消
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
時
代
は
降
る
が
、
そ
の
こ
と
を

端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
争
論
で
あ
る
（
表
２
１
７

（
岬
）

⑪
）
。
こ
れ
は
前
年
の
夏
に
大
破
し
た
関
枠
を
用
水
組
合
九
力
村
で
修
復
し
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
上
下
岩
崎
村
（
茎
崎
町
）
の
小
前
百
姓
が
大
勢
で
槍
や
鉄
砲
な
ど
の

得
物
を
携
え
て
押
し
掛
け
、
普
請
の
妨
害
を
し
た
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
依
然
関
枠
の
普
請
は
用
水
組
合
が
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
問
題

は
上
下
岩
崎
村
の
返
答
書
で
あ
る
。
上
下
岩
崎
村
側
は
、
当
年
正
月
に
用
水
組
合
が

「
此
度
新
規
伏
替
に
付
場
所
替
致
度
候
間
、
立
会
呉
候
様
申
越
」
し
た
の
で
、
「
悪
水

組
合
惣
代
」
と
し
て
上
下
岩
崎
村
の
名
主
両
名
が
見
分
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
寛
政
六

年
（
一
七
九
四
）
の
議
定
を
破
っ
て
勝
手
次
第
に
普
請
を
行
な
お
う
と
し
た
ば
か
り

か
、
大
勢
得
物
を
携
え
て
不
法
に
お
よ
ぼ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
こ
と
の
次
第
を
御
普

請
役
に
訴
え
、
吟
味
を
受
け
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
用
水
組
合
側
が
「
逆
訴
」

し
た
の
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
争
論
時
の
合
戦
的
な
様
相
も
興
味
深

い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
用
水
組
合
側
が
上
下
岩
崎
村
の
ニ
カ
村
の
み
を
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当
初
新
八
間
堀
の
洗
堰
に
対
し
て
異
論
を
投
げ
か
け
た
の
は
「
悪
水
組
合
」
一
三

力
村
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
こ
の
組
合
が
そ
れ
自
体
と
し
て
関
枠
に
関
わ
る
こ
と
は

な
く
な
っ
て
く
る
。
「
上
郷
」
全
体
が
直
接
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
そ
れ
も

当
然
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
と
し
て
の
枠
組
み
が
な
く

な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
新
八
間
堀
に
お
け
る
魚
猟

稼
ぎ
を
め
ぐ
る
争
論
で
、
主
体
と
な
る
の
が
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
表
２
１
７
の
な
か
で
は
③
⑦
⑨
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

③
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
の
争
論
は
、
佐
貫
村
と
小
通
村
の
百
姓
五
人
が

新
八
間
堀
に
網
を
か
け
て
魚
猟
稼
ぎ
（
鰻
網
）
を
行
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
「
水
行

至
而
差
支
、
沼
水
相
嵩
、
田
畑
ハ
不
及
申
私
共
請
土
手
弐
千
間
堤
御
定
式
御
普
請
所

（
岨
）

破
損
等
出
来
、
村
々
難
義
至
極
」
で
あ
る
と
し
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論

で
興
味
深
い
の
は
、
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
側
は
佐
貫
村
と
小
通
村
の
百
姓
五
人
を

相
手
取
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
返
答
書
を
出
し
、
訴

訟
そ
の
も
の
を
引
き
受
け
た
の
が
用
水
組
合
九
ヵ
村
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

（
⑲
）る

。
返
答
書
に
添
え
ら
れ
た
願
室
白
に
よ
れ
ば
、
「
牛
久
沼
井
悪
水
堀
字
新
八
間
堀
魚
烏

漁
井
河
岸
場
」
に
つ
い
て
は
用
水
組
合
九
力
村
よ
り
運
上
米
を
上
納
し
、
問
屋
を
立

て
、
龍
ヶ
崎
村
の
武
右
衛
門
へ
「
壱
ヶ
年
運
上
金
相
定
諸
品
渡
置
候
」
も
の
で
、
武

右
衛
門
か
ら
五
人
の
者
へ
「
新
八
間
堀
魚
漁
為
致
」
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

相
手
方
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
上
下
岩
崎
村
側
は
あ
く
ま
で
も
「
上
郷
悪
水
組
合
」

三
四
力
村
の
惣
代
と
し
て
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
の
経
過
と
結

果
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
用
水
組
合
九
力
村
と
「
上
郷
悪
水
組

合
」
三
四
力
村
が
、
依
然
と
し
て
新
八
間
堀
の
関
枠
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
対
立
の
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
新
八
間
堀
の
魚
猟
稼
ぎ
を
め
ぐ
っ
て

す
な
わ
ち
、
牛
久
沼
の
諸
上
納
物
に
関
し
て
は
請
負
人
を
定
め
て
こ
れ
を
運
用
さ
せ

て
い
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
「
全
五
人
之
者
私
之
魚
漁
相
稼
候
義
一
天
無
御
座
」

く
、
魚
猟
場
も
「
私
共
組
合
村
々
方
武
右
衛
門
江
相
渡
置
、
武
右
衛
門
右
右
五
人
之

者
江
又
々
相
渡
置
候
場
所
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
に
よ
っ
て

新
八
間
堀
の
魚
猟
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
個
人
あ
る
い
は
個
別
の
村
の
手
を
離
れ
、
用

水
組
合
九
力
村
対
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
の
争
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
⑦
も
同
じ
で
あ
る
。

⑦
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
争
論
で
は
、
「
悪
水
組
合
上
郷
拾
弐
ヶ
村
」
（
こ

れ
に
は
上
岩
崎
村
が
含
ま
れ
て
い
な
い
）
が
、
「
牛
久
沼
水
抜
堀
江
鰻
網
相
張
候
一
一

付
水
流
差
支
、
上
郷
沼
廻
り
村
々
御
田
地
水
腐
仕
候
」
と
し
て
佐
貫
村
と
大
徳
村
の

百
姓
二
人
を
訴
え
た
の
で
あ
る
が
、
相
手
方
は
「
右
場
所
之
儀
者
下
郷
九
ヶ
村
組
合

一
一
而
魚
漁
・
藻
草
運
上
之
場
所
故
、
上
郷
方
故
障
申
候
儀
ハ
有
之
間
敷
」
と
反
論
し

（
印
）

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
で
は
と
く
に
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
大
洪
水

の
際
に
沼
内
よ
り
新
八
間
堀
吐
込
口
へ
長
さ
一
○
○
間
余
（
約
一
八
二
メ
ー
ト
ル
）
、

幅
五
○
間
余
（
約
六
一
メ
ー
ト
ル
）
の
浮
洲
が
流
れ
つ
き
、
堀
筋
を
塞
い
で
い
た
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
で
は
、
こ
の
浮
洲
が
容

易
に
取
り
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
「
水
行
・
悪
水
吐
井
運
送
」
の

た
め
に
二
カ
所
「
堀
当
」
し
て
水
行
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
堀
筋
に
鰻
網

を
張
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
⑨
は
詫
書
で
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
九

月
六
日
の
夜
に
小
通
幸
谷
村
と
入
地
村
の
百
姓
二
人
が
鰻
網
を
張
っ
て
「
隠
漁
」
を

し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
出
水
の
た
め
に
堀
筋
の
見
廻
り
に
来
た
「
上
郷
」
村
む
ら
の

（
団
）

者
に
み
つ
か
り
、
答
め
。
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
入
地
村
は
用
水
組
合

所
属
の
村
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
後
訴
訟
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
展
開

に
な
っ
て
い
た
の
か
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
一
件
で
も
「
悪
水
組
合
」

一
三
力
村
は
「
組
合
村
」
と
し
て
出
訴
に
お
よ
ぼ
う
と
し
て
い
た
し
、
詫
書
も
「
上
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郷
拾
三
ヶ
村
」
の
村
役
人
に
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
が
新
八
間
堀
筋
の
魚
猟
稼
ぎ
に
監
視
の
目

を
向
け
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
水
行
が
妨
げ
ら
れ
、

沼
水
の
排
水
に
支
障
を
き
た
し
、
ひ
い
て
は
二
千
間
堤
を
決
壊
さ
せ
る
危
険
性
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
決
壊
ま
で
い
た
ら
な
く
と
も
田
地
に
被
害
を
も
た
ら
し
、
年

貢
の
上
納
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
目
に
み
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
な
ら

ば
一
三
力
村
に
限
る
問
題
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
悪
水
組
合
」
一
一
一
一
力
村
が
と
り

わ
け
新
八
間
堀
の
魚
猟
稼
ぎ
に
よ
る
被
害
に
敏
感
な
の
は
、
そ
も
そ
も
堀
筋
の
管
理

に
あ
た
る
の
が
一
三
力
村
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
先
の
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

の
訴
状
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
堀
筋
に
あ
る
水
戸
街
道
を
は
じ
め
と
す
る
三
カ
所
の
土
橋

は
、
元
禄
一
一
一
一
年
（
一
七
○
○
）
の
新
八
間
堀
開
削
以
来
一
三
力
村
の
「
持
場
」
と

（
復
）

さ
れ
、
「
掛
替
修
覆
・
諸
色
人
足
等
迄
不
残
自
普
請
」
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
用
水
組
合
が
牛
久
沼
を
溜
沼
に
戻
す
運
動
を
展
開
し
て
い
た
際
に
、
新
八
間
堀

の
起
返
し
を
願
い
出
た
時
も
「
私
共
拾
一
一
一
ヶ
村
悪
水
落
無
之
村
々
溜
井
同
様
一
一
罷

成
、
難
義
之
旨
奉
願
上
候
」
て
、
「
堀
潰
」
と
な
る
と
こ
ろ
を
存
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
「
是
迄
年
々
藻
刈
等
仕
相
続
」
し
て
き
た
の
に
、
し
た
が
っ
て
「
右
悪

水
堀
内
江
竹
壱
本
も
容
易
二
相
立
候
儀
難
相
成
」
き
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
魚
猟

稼
ぎ
に
よ
っ
て
水
行
を
妨
げ
る
の
は
「
難
義
至
極
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
用
水
組
合
が
管
理
す
る
洗
堰
に
対
し
て
最
初
に
異
論
を
唱
え
た
の
が

「
用
水
組
合
」
一
三
力
村
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
は
そ
う
し
た
堀
筋
の
管

理
者
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
先
に
み
た
通
り
そ
の
後
「
上
郷
」
二
五
力
村
が
関
枠
へ
の
伏
せ
替
え
を
求
め
る

行
動
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
全
体
の
問
題
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
堀
筋
の
管
理
者
と
し
て
の
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
の
立

場
に
か
わ
り
は
な
く
、
ま
た
と
く
に
「
萱
場
領
」
九
力
村
は
二
千
間
堤
の
直
接
の
管

理
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
関
枠
の
問
題
は
別
に
し
て
も
、
な
お
堀
筋
の
問
題
に
は
主

体
的
に
関
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
新
八
間
堀
の

堀
筋
に
お
け
る
魚
猟
の
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
用
水
組
合
の
魚
猟
稼
ぎ
自
体
は
、
運
上
米
を
上
納
す
る
こ
と
で
幕
府

か
ら
公
式
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
政
九
年
（
一
七

九
七
）
の
争
論
で
は
、
二
月
よ
り
土
用
ま
で
の
用
水
中
で
堰
板
を
は
め
て
い
る
時
は

魚
猟
稼
ぎ
を
し
て
よ
い
が
、
そ
の
ほ
か
の
時
期
な
ら
び
に
用
水
中
で
あ
っ
て
も
堰
板

を
取
り
払
っ
て
い
る
時
に
は
魚
猟
稼
ぎ
を
禁
止
す
る
と
い
う
議
定
書
に
照
し
て
、
今

回
の
魚
猟
人
は
こ
れ
を
破
っ
た
と
し
て
過
料
銭
を
納
め
る
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
の

（
躯
）

で
あ
る
が
、
魚
猟
稼
ぎ
自
体
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
政
一
一
年

（
一
八
二
八
）
の
争
論
で
は
、
鰻
網
を
張
る
時
期
や
場
所
に
つ
い
て
合
意
が
で
き
た

と
こ
ろ
で
内
済
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
堀
筋
ｌ
魚
猟
を
め
ぐ
る
用
水
組

合
九
力
村
と
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
の
基
本
的
な
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

享
保
一
○
年
（
一
七
二
五
）
、
下
総
国
相
馬
郡
平
野
村
（
藤
代
町
）
出
生
の
庄
兵

衛
が
幕
府
の
許
可
を
得
て
着
手
し
た
牛
久
沼
の
新
田
開
発
計
画
は
、
沼
を
干
拓
し
て

五
五
○
町
歩
余
の
新
田
を
造
成
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
工
事
の
実
際
の
指

揮
に
あ
た
っ
た
の
は
幕
府
御
勘
定
の
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
永
で
、
為
永
は
ま
ず
牛
久
沼

の
干
拓
の
た
め
に
、
用
水
江
川
と
並
行
し
て
走
る
水
抜
堀
を
開
削
し
て
沼
の
水
を
新

利
根
川
に
落
と
す
と
と
も
に
、
谷
田
部
川
や
境
松
川
へ
の
築
堤
工
事
や
新
八
間
堀
の

唆
喋
・
玖
樋
へ
の
伏
せ
替
え
な
ど
の
排
水
網
を
整
備
し
た
。
そ
の
一
方
で
用
水
源
を

失
う
下
流
の
村
む
ら
に
対
し
て
は
、
そ
の
代
替
と
し
て
小
貝
川
福
岡
堰
（
谷
和
原

村
）
台
通
用
水
の
余
水
を
伊
丹
村
（
伊
奈
村
）
か
ら
引
き
入
れ
て
利
用
す
る
伊
丹
代

五
小
括

1２１
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用
水
を
新
た
に
開
削
し
、
谷
田
部
川
や
境
松
川
か
ら
流
れ
込
む
水
と
と
も
に
こ
れ
を

江
川
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
用
水
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
河
辺
領
」

七
力
村
の
用
水
は
小
貝
川
水
系
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
七
力
村
の
用
水
を
満
た
す
に
は
到
底
不
充
分
で
あ
っ
た
。
「
河
辺
領
」
で
は

新
た
に
用
水
配
や
御
普
請
御
用
の
た
め
の
宰
領
を
設
け
て
、
用
水
の
円
満
な
利
用
や

普
請
人
足
・
入
用
の
差
配
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
用
水
不
足
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、

新
た
な
用
水
堀
の
開
削
や
堰
の
設
置
な
ど
を
く
り
か
え
し
嘆
願
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
牛
久
沼
は
水
深
が
浅
い
上
に
泥
が
深
く
、
集
水
能
力
の
低
い
沼
で

あ
っ
た
た
め
に
た
だ
で
さ
え
排
水
に
苦
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
小
貝

川
か
ら
の
逆
流
な
ど
度
重
な
る
水
害
の
影
響
に
よ
っ
て
干
拓
は
い
っ
こ
う
に
進
ま
な

か
っ
た
。
財
政
的
に
も
逼
迫
し
た
庄
兵
衛
は
幕
府
よ
り
拝
借
金
を
借
り
る
な
ど
し
て

事
態
の
打
開
を
は
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
自
然
条
件
、
自
然
災
害
、
技
術
的

限
界
、
そ
し
て
資
金
の
欠
乏
に
よ
っ
て
牛
久
沼
の
開
発
は
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
用
水
組
合
九
力
村
は
、
牛
久
沼
を
も
と
の
用
水
溜
沼
に

戻
す
こ
と
を
求
め
て
宝
暦
一
○
年
（
一
七
六
○
）
頃
か
ら
訴
願
を
く
り
か
え
す
こ
と

に
な
る
。
こ
と
に
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
は
名
主
に
よ
る
訴
願
に
見
切
り
を

つ
け
た
小
前
百
姓
が
目
安
箱
へ
の
箱
訴
を
断
行
し
、
庄
兵
衛
の
不
正
を
追
及
す
る
と

と
も
に
、
牛
久
沼
の
利
用
に
対
す
る
冥
加
米
や
、
魚
烏
猟
・
蓮
根
栽
培
・
藻
草
採

取
・
河
岸
営
業
な
ど
に
よ
る
運
上
米
の
上
納
、
さ
ら
に
は
庄
兵
衛
の
拝
借
残
金
や
地

代
金
の
一
肩
代
わ
り
を
条
件
に
、
重
ね
て
溜
沼
へ
の
復
帰
を
願
い
出
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
幕
府
へ
の
交
渉
を
重
ね
た
結
果
、
い
く
つ
か
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
う
や
く
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
に
用
水
溜
沼
へ
の
復
帰
が
叶
っ
た
の
で

あ
る
。牛

久
沼
の
新
田
開
発
計
画
と
溜
沼
へ
の
復
帰
と
い
う
一
連
の
経
緯
は
、
沼
周
辺

「
地
域
」
の
構
造
に
大
き
な
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
用
水
受
益
村

む
ら
で
は
、
開
発
以
前
は
「
河
辺
領
」
（
あ
る
い
は
「
川
下
」
な
ど
）
な
ど
と
呼
ば
れ

て
い
た
の
に
対
し
、
「
牛
久
沼
用
水
組
合
」
と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
構
成
す

る
村
も
新
た
に
佐
貫
村
と
小
通
幸
谷
村
（
当
初
は
本
村
の
若
柴
村
が
加
わ
っ
て
い

た
）
の
ニ
カ
村
が
加
わ
っ
て
九
力
村
と
な
っ
た
。
ま
た
、
普
請
入
用
な
ど
の
組
合
の

負
担
も
す
べ
て
高
割
と
な
り
、
各
村
の
組
合
高
も
潅
概
面
積
や
村
の
位
置
、
従
来
の

関
係
な
ど
が
加
味
さ
れ
て
、
そ
う
し
た
負
担
に
相
応
し
い
も
の
に
か
わ
っ
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
（
ａ
）
用
水
の
公
平
な
利
用
と
悪
水
「
地
域
」
と
の
交
渉
、
（
ｂ
）
普
請

の
差
配
と
入
用
の
勘
定
割
、
（
Ｃ
）
沼
諸
上
納
物
の
取
立
・
管
理
・
上
納
と
そ
の
勘

定
割
と
い
っ
た
勘
案
事
項
を
差
配
し
、
組
合
を
運
営
し
て
い
く
た
め
に
、
村
む
ら
を

四
組
に
分
け
て
交
代
に
年
番
を
勤
め
る
体
制
を
し
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
新
八
間
堀
口

の
堰
の
管
理
と
河
岸
場
営
業
の
た
め
に
水
番
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
用
水
組
合
の
新

生
と
（
Ｃ
）
な
ど
新
た
な
負
担
に
対
応
す
る
た
め
に
、
内
部
の
組
織
化
と
秩
序
化
が

は
か
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
当
初
か
ら
（
Ｃ
）
沼
諸
上
納
物
の
上
納

や
拝
借
残
金
の
返
納
な
ど
に
窮
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
し
、
時
代
を
降
る
に

し
た
が
っ
て
（
ｂ
）
普
請
入
用
や
（
Ｃ
）
沼
諸
上
納
物
な
ど
の
勘
定
を
め
ぐ
っ
た
争

（
卵
）

論
が
多
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
当
時
用
水
組
合
の
村
む
ら
が
「
下
郷
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

「
上
郷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
悪
水
「
地
域
」
に
お
い
て
も
大
き
な
変
容
が
も
た
ら
さ
れ

た
。
こ
こ
で
も
第
一
義
的
に
は
「
組
合
村
」
と
し
て
の
組
織
化
、
秩
序
化
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
多
様
に
進
展
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
「
地

域
」
の
特
質
が
あ
っ
た
。
一
口
に
悪
水
組
合
と
い
っ
て
も
こ
の
地
域
に
は
、
（
イ
）
「
萱

場
領
」
九
力
村
、
（
ロ
）
「
上
郷
」
一
一
五
力
村
、
（
ハ
）
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
、

（
一
一
）
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
と
い
う
四
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

（
表
２
１
１
、
図
２
１
６
参
照
）
。
こ
の
う
ち
（
ハ
）
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
は
、

（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
と
（
ロ
）
「
上
郷
」
二
五
力
村
を
合
わ
せ
た
悪
水
「
地
域
」

1２２
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の
全
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
（
一
一
）
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
は
、

（
イ
）
「
萱
場
領
」
九
力
村
に
上
下
岩
崎
村
（
茎
崎
町
）
と
神
生
村
（
伊
奈
町
）
・
野
堀

村
（
同
）
の
ニ
カ
村
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

新
八
間
堀
口
の
堰
の
問
題
は
、
用
水
と
悪
水
の
問
題
が
集
中
的
に
体
現
さ
れ
る
場

所
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
悪
水
組
合
の
動
向
と
用
水
組
合
と
の
関
係
を
顕

著
に
示
し
て
い
る
の
そ
の
過
程
を
追
い
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る

と
、
ま
ず
最
初
に
新
八
間
堀
洗
堰
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
は
「
悪
水
組
合
」
一

三
力
村
で
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
洗
堰
の
高
さ
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
を
起

こ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
定
杭
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

に
満
足
で
き
な
か
っ
た
「
上
郷
」
二
五
力
村
が
、
洗
堰
を
板
堰
関
枠
に
伏
せ
替
え
る

こ
と
を
求
め
て
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
当
初
は
難
色
を
示

し
て
い
た
用
水
組
合
も
翌
年
に
は
こ
れ
に
同
意
し
て
議
定
を
交
わ
す
の
で
あ
る
が
、

最
大
の
問
題
は
伏
せ
替
え
費
用
の
捻
出
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
用
水
組
合
で
は
幕
府
に

対
し
て
御
入
用
御
普
請
の
実
施
を
願
い
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
治
水
関
係

費
用
の
大
幅
な
削
減
が
は
か
ら
れ
て
い
る
最
中
で
は
望
む
べ
き
も
な
か
っ
た
。
そ
の

後
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
は
双
方
の
相
談
で
関
枠
を
八
間
か
ら
六
間
へ
と
縮
小

す
る
こ
と
を
取
り
極
め
、
さ
ら
に
同
六
年
に
は
伏
せ
替
え
費
用
の
七
分
を
用
水
組
合

九
力
村
で
、
残
り
三
分
を
「
上
郷
」
一
一
五
力
村
で
負
担
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
間
、
天
明
三
年
の
浅
間
山
の
噴
火
に
よ
る
降
砂
の
被
害
や
翌
年
の
早

害
、
翌
々
年
の
大
洪
水
な
ど
の
打
ち
続
く
災
害
に
よ
っ
て
費
用
の
捻
出
に
窮
し
、
着

工
に
す
ら
取
り
掛
か
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

か
ら
用
水
組
合
と
「
上
郷
」
二
五
力
村
の
双
方
か
ら
く
り
か
え
し
幕
府
の
御
入
用
に

よ
る
普
請
願
い
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
ま

ま
に
推
移
し
、
よ
う
や
く
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
い
た
り
、
「
上
郷
」
二
五
力
村

の
負
担
に
「
萱
場
領
」
九
力
村
（
実
際
に
は
八
力
村
の
み
）
と
牛
久
新
田
が
加
わ
る

こ
と
で
普
請
に
取
り
掛
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し

た
一
連
の
経
過
に
よ
っ
て
、
「
上
郷
」
二
五
力
村
に
「
萱
場
領
」
九
力
村
を
加
え
た

「
上
郷
」
地
域
全
体
の
悪
水
組
合
、
す
な
わ
ち
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村
の
結
成

を
み
た
こ
と
で
、
以
後
新
八
間
堀
の
関
枠
を
め
ぐ
る
用
水
組
合
九
力
村
と
の
交
渉

は
、
こ
の
「
上
郷
悪
水
組
合
」
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
双
方
は
基
本
的
に
用
水

利
用
と
悪
水
処
理
と
い
う
相
対
す
る
利
害
に
よ
っ
て
対
崎
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

利
害
が
一
致
す
れ
ば
共
同
す
る
こ
と
も
あ
り
、
と
く
に
幕
府
に
提
出
す
る
文
書
に
は

「
（
用
）
悪
水
組
合
四
三
ヶ
村
」
な
ど
と
称
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
「
悪
水
組
合
」
一
三
力
村
は
、
そ
の
後
新
八
間
堀
筋
の
魚
猟
稼
ぎ
を
め
ぐ
っ

て
用
水
組
合
九
力
村
と
訴
訟
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
と
く
に
一
三
力

村
が
、
新
八
間
堀
に
掛
か
る
三
カ
所
の
土
橋
の
自
普
請
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
や
堀

俊
い
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
の
組
合
の
中
心
と
な
る
「
萱
場
領
」
九

力
村
が
二
千
間
堤
の
直
接
の
管
理
者
だ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
堀
筋
の
管
理
そ
の

も
の
を
担
当
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
堀
筋
に
監
視
の
目
を
向
け
る
の

は
、
そ
の
水
行
を
確
保
す
る
こ
と
で
田
地
を
洪
水
や
「
水
腐
」
の
被
害
か
ら
守
る
た

め
で
あ
っ
た
。
新
八
間
堀
の
関
枠
に
対
す
る
監
視
が
「
上
郷
悪
水
組
合
」
三
四
力
村

全
体
の
問
題
と
な
っ
た
こ
と
で
、
堀
筋
の
管
理
者
と
し
て
、
そ
の
水
行
の
監
視
に
関

わ
る
問
題
が
と
く
に
魚
猟
稼
ぎ
の
問
題
に
集
約
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
溜
沼
復
帰
以
後
の
牛
久
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
の
構
造
は
、
名
実
と

も
に
「
組
合
村
化
」
し
た
用
水
組
合
と
各
種
の
悪
水
組
合
と
の
重
層
的
か
つ
多
面
的

な
関
係
構
造
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
牛
久
沼
の
新

田
開
発
か
ら
溜
沼
復
帰
と
い
う
過
程
で
も
た
ら
さ
れ
た
「
地
域
」
社
会
の
変
容
を
前

提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
溜
沼
へ
の
復
帰
が
実
現
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
応
じ

た
組
織
や
秩
序
の
形
成
を
模
索
し
、
さ
ら
に
対
立
す
る
「
地
域
」
と
の
争
論
・
交
渉

を
重
ね
つ
つ
、
そ
の
関
係
化
・
秩
序
化
を
は
か
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
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悪
水
組
合
の
内
部
は
も
と
よ
り
、
用
水
組
合
と
の
関
係
に
お
い
て
も
利
害
に
応
じ
て

離
合
集
散
を
く
り
か
え
し
、
多
重
円
的
な
広
が
り
を
み
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
関
係

構
造
を
模
索
し
て
い
く
あ
り
方
の
な
か
に
、
こ
の
時
期
の
組
合
村
の
も
つ
弾
力
性
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
拙
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
Ｉ
沼
の
管
理
と
用
水
組
合
ｌ
」
「
龍
ヶ
崎
市
史
研

究
』
第
八
号
。

（
２
）
野
口
武
太
郎
『
牛
久
沼
ｌ
水
論
の
歴
史
地
理
的
考
察
』
。

（
３
）
前
掲
野
口
『
牛
久
沼
』
な
ど
で
は
、
牛
久
村
（
牛
久
市
）
の
富
農
桜
井
庄
兵
衛
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
史
料
で
は
平
野
村
「
出
生
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
の
ち
牛
久
村
の
村
民
と

な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ

う
に
表
現
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
４
）
前
掲
注
（
２
）
野
口
『
牛
久
沼
』
。

（
５
）
大
谷
貞
夫
「
享
保
期
の
治
水
政
策
」
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
○
号
。

（
６
）
市
内
若
柴
町
野
口
定
綱
家
所
蔵
の
牛
久
沼
新
田
開
発
絵
図
弓
龍
ヶ
崎
市
史
』
近
世
史

料
編
Ⅱ
口
絵
参
照
）
に
、
野
口
『
牛
久
沼
』
二
一
頁
所
収
の
牛
久
沼
周
辺
排
水
図
を
加

味
し
て
作
成
し
た
。

（
７
）
明
和
七
年
七
月
「
乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
一
）
。

（
８
）
『
龍
ヶ
崎
市
史
』
近
世
史
料
編
Ⅱ
史
料
一
九
○
（
以
下
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
と
略
記
）
。

（
９
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
一
・

（
Ⅷ
）
享
保
一
八
年
一
一
月
「
（
牛
久
沼
代
用
水
不
足
に
付
願
書
）
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
、
豊

崎
本
「
早
鏡
」
）
。

（
Ⅲ
）
享
保
一
八
年
二
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
、
豊
崎
本
「
早

鏡
」
）
。

（
岨
）
（
旧
）
前
掲
注
（
２
）
野
口
『
牛
久
沼
』
。

（
Ｍ
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
二
。

（
明
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
五
。

（
肥
）
「
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
三
。

（
Ⅳ
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
四
。

（
肥
）
前
掲
注
（
閲
）
史
料
。

（
旧
）
明
和
二
年
八
月
「
差
上
申
一
札
之
事
」
（
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
七
）
、
同
年
二
月

「
牛
久
沼
上
納
物
九
ヶ
村
元
割
帳
」
（
市
内
川
原
代
町
木
村
一
郎
家
文
書
）
な
ど
。

（
型
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
六
。

（
皿
）
明
和
五
年
七
月
「
相
渡
申
一
札
之
事
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
、
豊
崎
本
「
早
鏡
」
な

ど
）
・

（
皿
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
六
。

（
翌
国
立
国
文
学
資
料
館
史
料
館
蔵
写
真
版
史
料
に
よ
る
。

（
別
）
壷
）
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
」
。

（
別
）
明
和
六
年
二
月
「
丑
御
年
貢
可
納
割
付
之
事
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
一
）
。

（
”
）
明
和
七
年
二
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
二
、
豊
崎
本
「
早

鏡
」
）
。

（
肥
）
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
二
、
豊
崎
本
「
早
鏡
」
。

（
羽
）
明
和
九
年
三
月
「
用
水
堀
凌
御
普
請
被
仰
渡
候
御
受
書
」
（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
一
一
、
豊

崎
本
「
早
鏡
」
）
。

（
別
）
前
掲
注
（
１
）
拙
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
」
。

（
別
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
九
九
。

（
塊
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
」
史
料
一
六
八
。

（
羽
）
『
茎
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
』
近
世
・
近
代
史
料
集
史
料
一
七
。

（
弘
）
弱
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
七
。

禿
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
八
。
こ
の
時
用
水
組
合
で
は
、
関
枠
の
御
入
用
御
普
請
願
い

と
合
わ
せ
て
、
用
水
江
川
の
床
下
げ
と
江
川
口
玖
樋
の
御
入
用
に
よ
る
伏
込
み
を
願
い

出
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
後
江
川
瀬
違
に
つ
い
て
も
訴
願
を
く
り
か
え
す
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
訂
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
七
九
。

（
邪
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
○
。

（
胡
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
一
～
一
八
五
。

（
㈹
）
『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
四
。

（
似
）
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
四
八
○
一
～
八
○
二
頁
（
延
享
二
年
）
。

（
坐
西
田
真
樹
「
川
除
と
国
役
普
請
」
（
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
』
第
六
巻
日
本
評
論
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（
木
村
本
「
早
鏡
」
巻
三
）
。

〆室へ〆画へ〆ー、〆一、〆ーへ〆ーへ〆画へ〆一へ〆ー、〆ー、〆酉へ

５３５２５１５０４９４８４７４６４５４４４３
、＝〆、＝〆、＝＝、＝〆、一、＝〆、＝〆、＝〆、=〆、－〆、＝〆

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
七
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
八
。

享
和
二
年
一
二
年
「
差
上
申
一
札
之
事
」
（
木
村
本
「
早
跨

（
『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編
Ⅲ
史
料
一
三
三
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
二
○
一
・

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
二
○
一
一
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
二
○
五
。

『
茎
崎
町
史
編
さ
ん
資
料
」
近
世
・
近
代
史
料
集
史
料
一

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
二
○
四
。

前
掲
注
（
１
）
拙
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
」
。

『
市
史
近
世
Ⅱ
』
史
料
一
八
六
。

社
、－〆

むすびにかえて

史
料
一
三
。

戦
国
末
か
ら
近
世
初
頭
と
享
保
期
と
い
う
二
つ
の
新
田
開
発
の
時
代
を
へ
て
、
一

八
世
紀
後
半
に
い
た
る
牛
久
沼
の
歴
史
と
、
沼
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
社
会
の
関
係
構

造
お
よ
び
そ
の
変
容
に
つ
い
て
、
三
章
に
わ
た
っ
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
第
一
章

は
、
小
貝
川
流
域
を
中
心
に
、
霞
ヶ
浦
か
ら
鬼
怒
川
、
利
根
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
の

戦
国
末
か
ら
近
世
中
期
ま
で
の
地
域
社
会
の
動
向
を
、
幕
府
の
治
水
・
利
水
お
よ
び

新
田
開
発
政
策
の
な
か
で
概
観
し
た
も
の
で
、
第
二
章
以
下
、
牛
久
沼
を
め
ぐ
る

「
地
域
」
社
会
の
動
向
を
具
体
的
に
検
討
す
る
上
で
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
第

一
一
章
は
、
牛
久
沼
周
辺
に
お
け
る
寛
永
期
（
一
六
一
一
四
～
四
三
）
の
新
田
開
発
か
ら

元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
○
三
）
に
か
け
て
の
争
論
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の

間
に
お
け
る
「
地
域
」
社
会
の
変
動
を
検
討
し
た
も
の
で
、
沼
の
施
設
に
つ
い
て
い

え
ば
、
古
八
間
堀
の
開
削
か
ら
新
八
間
堀
の
開
削
に
い
た
る
過
程
を
扱
っ
た
も
の
で

あ
る
。
第
一
一
一
章
は
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
五
）
に
お
け
る
牛
久
沼
の
新
田
開
発

計
画
と
そ
れ
が
溜
沼
に
戻
さ
れ
る
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
し
た

「
地
域
」
社
会
の
変
容
に
つ
い
て
、
「
組
合
村
」
を
中
心
に
検
討
し
た
も
の
で
、
さ
ら

に
寛
政
期
（
一
七
八
九
～
一
八
○
○
）
を
中
心
に
、
新
八
間
堀
に
お
け
る
関
枠
の
伏

せ
替
え
や
魚
猟
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
水
組
合
と
悪
水
組
合
と

い
う
二
種
類
の
組
合
の
相
克
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
村
が
相
互
に
関
わ
り
あ
う
こ
と

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
関
係
構
造
を
、
一
つ
の
運
動
論
と
し
て
み
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
は
各
章
に
お
い
て
ま
と
め
て
お
い
た
の
で
、
こ

こ
で
改
め
て
そ
れ
を
く
り
か
え
す
こ
と
は
控
え
た
い
。
た
だ
一
言
付
言
し
て
お
け

む
す
び
に
か
え
て

1２５



ば
、
こ
れ
ら
を
従
来
の
研
究
史
の
上
で
総
括
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
戦
国
末
に
お
け
る

郷
村
的
秩
序
か
ら
組
合
村
的
秩
序
へ
の
変
容
、
そ
し
て
組
合
村
の
自
律
的
展
開
と
捉

ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
筆
者
自
身
も
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
認
識
を
共
有

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
枠
組
み
を
批
判
的
に
継
承
・
発
展
さ
せ
て
い
く
上

で
、
と
く
に
以
下
の
五
点
に
注
目
し
た
。

ま
ず
第
一
に
、
郷
村
的
秩
序
か
ら
組
合
村
的
秩
序
へ
の
移
行
を
基
本
的
な
流
れ
と

し
て
捉
ら
え
る
に
し
て
も
、
近
世
に
お
け
る
組
合
村
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
重
視
す

る
が
ゆ
え
に
、
第
一
義
的
に
は
単
一
の
行
政
区
画
か
ら
単
一
の
組
織
体
へ
の
移
行
と

し
て
意
識
さ
れ
、
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
域
史
の
視
点

か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
複
合
的
・
重
層
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
本
稿
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
戦
国
末
の
「
領
」
域
支
配
は
、

一
方
で
そ
れ
が
地
域
社
会
の
結
束
点
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
広
域
的
な

郷
村
的
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
自
身
も
複
合
的

な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
近
世
前
期
に
牛
久
沼
に
対
す
る
利
害
の
共
有
を
結
集
の
前

提
条
件
と
し
て
結
ば
れ
る
村
む
ら
の
連
合
体
は
、
戦
国
末
の
郷
村
的
な
ま
と
ま
り
が

相
互
に
連
携
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
近
世
中
期
以
降

の
組
合
村
に
つ
な
が
る
「
地
域
」
的
基
盤
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
第
二
に
、
と
く
に
当

該
地
域
の
よ
う
な
大
開
発
地
帯
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
新
田
村

や
旧
村
か
ら
の
分
立
の
問
題
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
村
む
ら
の
自
立
化
の
達
成
の
過

程
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
新
た
な
「
地

域
」
的
枠
組
み
と
そ
の
利
害
関
係
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
「
地

域
」
相
互
の
関
係
や
そ
れ
ら
と
従
来
の
「
地
域
」
と
の
関
係
と
い
っ
た
も
の
が
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
問
題
と
し
て
、
「
組
合
村
化
」
が
近
世

に
お
け
る
地
域
社
会
の
基
本
的
な
趨
勢
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
い
た
る
過
程
は

単
一
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
本
稿
で
い
え
ば
、
「
川
上
」
「
川
下
」
あ
る
い
は
「
水
上
」
「
水
下
」
、

そ
し
て
「
領
」
と
い
う
枠
組
み
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
内
部
組
織
や
秩
序
と
い
っ
た

も
の
も
そ
の
歴
史
段
階
の
な
か
で
具
体
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
名
実
と
も
に
「
組
合
」
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
考
え

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
領
主
層
に
よ
る
編
成
の
契
機
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
第
四
点
目
と
し
て
上
げ
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
第
一
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
「
小
貝
川
除
御
普
請
組
合
」
の
よ
う
な
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
と
く

に
元
禄
～
享
保
期
（
一
六
八
八
～
一
七
三
五
）
に
お
け
る
治
水
政
策
の
転
換
と
、
そ

れ
に
と
も
な
う
組
合
村
の
積
極
的
な
編
成
・
活
用
は
、
村
む
ら
の
自
立
化
の
達
成
と

あ
い
ま
っ
て
、
加
速
度
的
に
在
地
に
お
け
る
「
組
合
村
化
」
な
い
し
は
そ
の
組
織

（
１
）

化
・
秩
序
化
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
組
合
」
と
い

う
名
称
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
以
降
、
幕
領
支
配
や
こ
う
し
た
治
水
・
利

水
政
策
の
な
か
で
、
「
組
合
」
と
い
っ
た
名
称
が
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
「
組
合
」
と
い
う
名
称
に
は
、
在
地
に
お
け
る
歴
史
的
蓄
積
以
上
に
、
領
主
支

配
の
枠
組
み
を
強
く
押
し
つ
け
る
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け

に
そ
の
支
配
や
行
政
シ
ス
テ
ム
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
そ
う

し
た
政
策
的
変
化
に
も
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
対
応
す
る
在
地
の
弾
力
性
が
示
さ
れ
て
い

る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
組
合
村
」
の
本
質
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
最
後
に
第
五
点
目
と
し
て
、
近
世
的
な
広
域
行
政
体
と
し
て
の
「
組

合
村
化
」
が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
複
合
的
・
重
層
的
な
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
牛
久
沼
悪
水
組
合
に
お
い
て
顕
著
に
み
ら

れ
た
よ
う
に
、
そ
の
内
部
は
利
害
の
種
類
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
組
合
に
分
れ
て
い

た
が
、
よ
り
普
遍
的
な
利
害
に
つ
い
て
の
共
有
化
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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さ
ら
に
大
き
な
連
合
ｌ
組
合
村
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
村
む
ら

の
利
害
や
領
主
層
へ
の
要
求
に
つ
い
て
合
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
本
来
は
対
抗
関
係
に

あ
る
組
合
村
と
も
連
携
が
模
索
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
組
合
村
の
も
つ

可
変
性
、
能
動
性
を
こ
そ
重
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
重
要
な

構
成
と
す
る
「
地
域
」
社
会
は
、
治
水
や
水
利
の
場
面
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
単
一

的
な
世
界
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
円
が
描
く
複
合
的
・
重
層
的
な
多
重
円
の
世
界

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
そ
う
し

た
多
重
円
的
な
世
界
の
組
み
合
わ
せ
や
個
々
の
内
部
的
特
質
が
、
時
代
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
総
合
的
に
み
て
い
く
こ
と
の
な
か

に
、
「
地
域
」
の
あ
り
方
を
問
う
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
牛
久
沼
の

水
利
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
の
関
係
構
造
も
ま
た
し
か
り
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
う
し
た

多
重
円
的
な
世
界
を
そ
れ
と
し
て
描
い
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（
１
）
筆
者
は
別
稿
「
牛
久
沼
の
『
進
退
』
に
つ
い
て
ｌ
沼
の
管
理
と
用
水
組
合
ｌ
」
（
『
龍
ケ
崎

市
史
研
究
』
第
八
号
）
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
近
世
後
期
の
牛
久
沼
用
水
組
合
の

内
部
で
発
生
し
た
い
く
つ
か
の
争
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
水
組
合
の
内
部

秩
序
の
動
揺
と
再
編
の
問
題
に
迫
っ
た
が
、
そ
の
際
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

こ
の
時
期
の
用
水
組
合
内
部
の
公
共
性
の
あ
り
方
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
た
。
近

年
そ
う
し
た
公
共
性
の
問
題
は
、
近
世
に
お
け
る
社
会
的
自
立
の
問
題
と
し
て
、
つ
と

に
興
味
を
集
め
つ
つ
あ
る
論
点
で
あ
り
、
水
利
を
含
め
た
組
合
村
の
問
題
も
そ
の
一
つ

の
検
証
素
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
来
な
ら
ば
別
稿
で
指

摘
し
た
水
利
体
系
に
お
け
る
公
共
性
的
世
界
の
問
題
を
、
そ
の
成
立
の
問
題
や
他
の
組

合
村
と
の
関
係
を
含
め
て
総
体
的
に
展
開
す
る
必
要
を
感
じ
る
が
、
ま
だ
論
点
を
整
理

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題

と
し
た
い
が
、
た
だ
、
第
一
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀

前
半
の
元
禄
～
享
保
期
に
か
け
て
の
治
水
政
策
の
転
換
が
、
集
中
的
権
力
と
し
て
の
近

世
の
領
主
権
力
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
た
公
共
的
機
能
を
、
在
地
の
側
に
転
化
す
る
と

い
う
側
面
を
強
く
も
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
組
合
村
の
積
極
的
な
活
用
と
編

成
と
い
う
形
で
現
出
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
在
地
の
側
で
醸
成
さ
れ
て
く
る
公

共
性
的
秩
序
の
一
つ
の
外
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

１２７

むすびにかえて


